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接続料規則等の一部改正及び基礎的電気通信役務の提供に係る交

付金及び負担金算定等規則の一部改正について 

 

Ⅰ 改正の背景 

 

（１）東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ東西」という。）

が設置する第一種指定電気通信設備に係る接続料のうち、加入者交換機能等の電話網

等に係る各機能の接続料については、平成 23年度及び平成 24年度の２年間を適用期

間として、現行の長期増分費用方式（第五次モデル）によって算定されている。 

 

（２）第五次モデルの適用期間の終了を見据え、総務省は平成 23年７月からモデル見直し

のための研究会を再開し、平成 24 年３月に第五次モデルを改修した改良モデルを取

りまとめた。これは、最新の実態への即応性等の観点から検討を行い、第五次モデル

に所要の修正を織り込んだものである。 

 

（３）これを受けて、平成 24 年 4 月に「長期増分費用方式に基づく接続料の平成 25 年度

以降の算定の在り方」について、情報通信審議会（以下「情通審」という。）に諮問

を行い、平成 24年 9月 25日に、平成 25年度から平成 27年度までの上記接続料の算

定には、改良モデルに PSTNから IP網への移行の進展を考慮した補正措置を導入した

第六次モデルを適用することが適当であるとする答申（以下「答申」という。）を受

けたところである。 

 

（４）今回の接続料規則等の一部改正では、答申を踏まえ、平成 25年度以降の接続料の算

定方法等について、主に以下の事項を措置するため、所要の規定の整備を行うことと

し、また基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（以下「算定

規則」という。）の一部改正では、接続料規則等の一部改正に係る事項のうち長期増

分費用（ＬＲＩＣ）モデルの改修に伴う基礎的電気通信役務原価の算定方法の一部を

変更するため、所要の規定の整備を行うこととする。 

 

【接続料規則（平成 12年郵政省令第 64号）の一部改正】 

① 接続料算定方法の変更 

長期増分費用モデルの改修に伴う算定方法の一部変更 

 

② 接続料算定に用いる主な入力値の扱い 

  平成 25年度の接続料算定に用いる主な入力値の更新 
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【接続料規則の一部を改正する省令（平成 17年総務省令第 14号）の一部改正】 

③ ＮＴＳコストの扱い 

    ＮＴＳコストのうち、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストの接続料原価への算入の継続 

 

④ 接続料算定に用いる通信量の扱い 

    前年度下期と当年度上期の通信量を通年化した通信量の継続採用 

 

  ⑤ 東西均一接続料の扱い 

    ＮＴＴ東西各社の接続料原価及び通信量等の合算による接続料算定（東西均一接

続料）の継続 

 

【算定規則（平成 14年総務省令第 64号）の一部改正】 

⑥ 基礎的電気通信役務の原価の算定方法の変更 

長期増分費用モデルの改修に伴う算定方法の一部変更 

 

Ⅱ 主な改正の概要 

 

１．接続料規則（平成 12年郵政省令第 64号）の一部改正 

 

（１）モデルの改修（第六次モデルの導入）に伴う接続料算定方法の一部変更 

【別表第１の１、第 2の 1、第 2の 2、第 4の 1並びに附則第 6項及び第 7項関係】 

 

答申を踏まえ、第六次モデルの導入に伴う算定方法の一部変更のため、所要の規定の整

備を行うものである。 

 

■答申［17項、18項及び 19頁抜粋］ 

 

３．改良モデルの評価 

（１）改良モデルの概要 

ア 回線数の減少に適切に対応したネットワーク構成の見直し（局設置ＦＲＴの導入） 

現行モデルでは、収容回線数等に応じて、各局舎には少なくとも１台のＧＣまたはＲＴを設

置することとしており、収容回線数が極端に少なくなった場合であっても、局舎には最低１台

のＲＴが設置されることになる。 

 

しかしながら、ＰＳＴＮに係る需要が大きく減少している現状においては、収容回線数が相

当程度少なくなっている局舎が一定程度存在することから、改良モデルにおいては、そのよう

な局舎に設置する設備として、現行のＧＣ及びＲＴに加えて、き線点ＲＴを「局設置ＦＲＴ」

として追加することとした。 

 

具体的には、局舎の回線需要が次のような条件を満たす場合、当該局舎には局設置ＦＲＴを

設置することとした。 
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１） 局舎のメタル回線需要が、き線点ＲＴの最大収容回線数以下であること 

２） 局舎の需要に、き線点ＲＴに収容できない回線 がないこと 

 

イ  東日本大震災を踏まえたネットワークの信頼性の確保 

 

東日本大震災を踏まえ、ネットワークの信頼性を確保するために必要と考えられる対応につ

いて、実際のネットワークにおける実施計画を踏まえた検討を行い、モデルの考え方に沿って

その妥当性を検証した上で、最低限必要と認められる範囲について、効率性を考慮した反映方

法により、改良モデルに盛り込むこととした。 

 

② ＲＴ局の停電時の電力供給源として可搬型発動発電機の追加 

 

現行モデルでは、ＲＴ局における非常用電源装置として、蓄電池のみを設置することとして

いるが、実際のネットワークにおいては、広域かつ長時間の停電が発生した際にＲＴ局の電源

を確保するため、蓄電池に加え、一定程度の台数の可搬型発動発電機が配備されており、また、

東日本大震災を踏まえ、今後、その配備量を増強する予定である。 

 

このことから、改良モデルにおいては、東日本大震災発生時の稼働実績等を踏まえ、４０台

の可搬型発動発電機を、ＲＴ局の非常用電源装置として追加することとした。 

 

■答申［20頁抜粋］ 

 

３．  改良モデルの評価 

 （４）  考え方 

 

改良モデルは、第五次モデルを基本として、回線数の減少に対してより適切に対応したネッ

トワーク構成となるよう見直しを行うとともに、東日本大震災を踏まえたネットワークの信頼

性確保の観点から必要と考えられる対応をモデルに盛り込むなど、最新の実態への即応性等の

観点から改修が行われたものである。また、その改修は、近年の環境変化に対応しつつ適切な

コスト算定を行うことのできるモデルを策定することを目的として、関係事業者からの改修提

案に基づき、研究会において専門家が十分な時間をかけて検討を行った上でなされたものであ

る。 

 

これらを踏まえると、改良モデルにおける改修点は適切であると認められることから、平成

２５年度以降の長期増分費用方式に基づく接続料算定において、その原価の算定には改良モデ

ルを適用することが適当である。 

ただし、後述するとおり、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行の進展を踏まえた適切な措置を導入

する必要がある。 

 

■答申［24頁、25頁及び 26頁抜粋］ 

 

４．PSTNから IP網への移行の進展を踏まえた措置 

① ＰＳＴＮからＩＰ網への移行の進展を考慮した補正の考え方 

 

このため、平成２５年度以降の接続料原価の算定に改良モデルを適用するに際しては、ＰＳ

ＴＮからＩＰ網への移行による影響について一定程度考慮し、これまでの長期増分費用モデル

の前提に従って取得価額を経済的耐用年数で単純に平準化するのではなく、ＩＰ網への移行を
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見据えた償却済み比率の上昇を適切に反映する必要がある。具体的には、実際のネットワーク

と長期増分費用モデルで想定されるネットワークでは償却済み比率に差異があることに着目

して、適切な補正比率を設定し、当該補正比率を長期増分モデルにより算定された減価償却費

及び正味固定資産価額に乗ずることで、両者の償却済み比率の差異を補正することが適当であ

る。 

 

② ＰＳＴＮからＩＰ網への移行の進展を考慮した具体的な補正方法 

 

補正比率の算定に用いる償却済み比率については、長期増分費用モデルにおいて何らかの仮

定を置き、客観的な数値をモデルによって決定することは困難であることから、現時点におい

ては、実際のネットワークにおける対象設備の償却済み比率を用いることが適切であると考え

られる。 

 

補正の対象設備は、長期増分費用モデルで想定しているＰＳＴＮに係る設備のうち、網構成

において根幹的な役割を担っており、ＩＰ網への移行が完了した際には使用されないものと考

えられる交換機関連設備とすることが適当である。具体的には、加入者交換機、中継交換機、

監視装置（加入者交換機）、監視装置（中継交換機）及び交換機ソフトウェアを対象とし、実

際のネットワークにおける交換機（市内・市外機械設備）の直近の取得資産データから得られ

る償却済み比率を用いるとともに、各設備の法定耐用年数及び経済的耐用年数から各々の補正

比率を設定することが適当である。 

 

また、今回の補正を行うことによるＬＲＩＣ費用への影響が大きいことから、円滑な導入を

図る必要がある。具体的には、後述の改良モデルを用いた算定方式の適用期間を踏まえて、３

年間で段階的に補正を行うこととし、各年度の補正の比率を、１／３、２／３、３／３と段階

的に増加させていくことが適当である。 

 

 

 

（２）平成 25年度の接続料算定に用いる主な入力値の更新 

【別表第 2の 2及び第 4の 3関係】 

 

答申を踏まえ、平成 25 年度の接続料算定に用いる主な入力値を最新の値に更新する

ため、別表の整備を行うこととするものである。なお、入力値の更新については、長期

増分費用モデル研究会の検討結果を踏まえたものである。 

 

■答申［45頁抜粋］ 

 

２．平成２５年度以降の接続料算定に用いる入力値の扱い 

（２）考え方 

イ その他の入力値の扱い 

 

したがって、通信量以外の入力値については、引き続き、事業者の経営上の機密への配慮と、

透明性・公開性の確保の双方に十分に配意しつつ、必要に応じて総務省において毎年度の接続

料算定時に見直し、可能な限り最新のデータを用いることとすることが適当である。 
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２．接続料規則の一部を改正する省令（平成 17年総務省令第 14号）の一部改正 

 

（１）き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストの接続料原価への全額算入の継続 

【附則第 7項、第 8項、第 10項及び第 12項関係】 

 

①  ユニバーサルサービス制度の補てん対象額の算定において、同制度における利用

者負担の抑制を図る観点から、平成 19 年度認可分からの当分の間の措置として、

加入電話に係る補てん対象額を加入者回線当たり費用が「全国平均＋標準偏差の２

倍」を超える額としていることの効果として、ＮＴＳコストのうち、高コスト地域

の補てん対象額の大部分を占めると考えられるき線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コスト

相当額が実質的には補てん対象外となる。 

 この結果、ＮＴＴ東西のみがき線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コスト相当額を負担する

こととなるため、平成 19 年９月の情報通信審議会答申では、ＮＴＴ東西の設備利

用部門を含む各接続電気通信事業者がこれを公平に負担する観点から、当分の間、

当該コストを接続料原価の一部に算入することとされた。 

 

②  これを受け、平成 20 年度以降、段階的にき線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストの接

続料原価への算入が行われ、平成 23 年度以降、当該コストの全額が接続料原価に

算入されている。 

 

③  今回の答申でも、この算入は引き続き行うこととされたことから、平成 25 年度

から平成 27 年度までの期間においても、当該費用の全額を接続料原価に算入する

ため、所要の規定の整備を行うものである。 

 

■答申［35頁抜粋］ 

 

２．平成２５年度以降の接続料算定におけるＮＴＳコストの扱い 

（２）考え方 

ウ  平成２５年度以降におけるき線点ＲＴ-ＧＣ間伝送路コストの扱い 

 

 き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストは、通信量に依存せず加入者回線の増減に応じてコストが

増減するＮＴＳコストであることから、当該コストは、接続料原価から控除されているその他

のＮＴＳコストと同様に、基本料の費用範囲の中で回収することが原則であり、この考え方は、

従来から変わりはない。 

 

しかしながら、平成１９年答申を受け、利用者負担を軽減する観点から、ユニバーサルサー

ビス制度の補塡対象額の算定方法の見直しが行われることに伴い、き線点ＲＴ-ＧＣ間伝送路

コストの接続料原価への付替えが開始され、平成２２年答申においても当該付替えを継続する

こともやむを得ないとされている。また、平成２２年答申時以降、ユニバーサルサービス制度

における補塡対象額の算定方法は見直されていない。 
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一方、仮に、き線点ＲＴ-ＧＣ間伝送路コストを基本料の費用範囲の中で回収することとす

れば、回線当たり費用が上位４．９％の高コスト加入者回線の属する地域について、補塡対象

額の算定に関するベンチマークを、全国平均費用を超える額を補塡対象とする方法に再度見直

すこととなり、その結果、利用者負担が増大することが見込まれる。そのため、き線点ＲＴ-

ＧＣ間伝送路コストの扱いについては、引き続き、利用者負担の抑制の観点に十分配意する必

要がある。 

 

以上のことから、平成２５年度以降のき線点ＲＴ-ＧＣ間伝送路コストの扱いについては、

利用者負担の軽減の観点から、あくまでも当分の間の措置として、引き続き従量制接続料の原

価にその１００％を算入することもやむを得ないと考えられる。 

 

 

 

（２）前年度下期と当年度上期の通信量を通年化した通信量の継続採用 

【附則第 14項関係】 

 

答申を踏まえ、平成 25年度から平成 27年度までの間の接続料算定に用いる通信量に

ついては、引き続き、算定される接続料の適用年度の前年度の下半期と適用年度の上半

期の通信量を通年化したものを採用することとするため、所要の規定の整備を行うもの

である。 

 

■答申［41頁及び 42頁抜粋］ 

 

２．平成２５年度以降の接続料算定に用いる入力値の扱い 

（２）考え方 

ア  通信量の扱い 

 ① 接続料算定に用いる予測通信量 

 

したがって、平成２２年答申の時点から状況に大きな変化は見られず、現時点では、現行の

予測方法を変更する必要は特段ないものと考えられることから、平成２５年度以降の接続料算

定に用いる通信量としては、引き続き、前年度下期と当年度上期の通信量を通年化したものを

採用することが適当である。 

 

 

（３）ＮＴＴ東西各社の接続料原価及び通信量等の合算による接続料算定（東西均一接続

料）の継続 

【附則第 17項関係】 

 

答申を踏まえ、ＬＲＩＣ（第六次モデル）方式によって算定される接続料算定につい

ては、引き続き東西均一接続料が設定されることを確保する観点から、平成 25年度から

平成 27年度までの間、ＮＴＴ東西各社の接続料原価及び通信量等を合算して接続料を算

定することとするため、所要の規定の整備を行うものである。 
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■答申［50項抜粋］   

 

２．平成２５年度以降の東西均一接続料の扱い 

（２）考え方 

イ  東西別接続料の設定の適否   

 

平成２２年答申時の状況から、東西別接続料を設定することが適当と考えられる程度の環境

変化が認められないことから、平成２５年度以降の接続料算定においても、これまでと同様、

東西均一接続料を採用することが適当である。 

 

 

３．算定規則（平成 14年郵政省令第 64号）の一部改正 

【別表第 5～第 8並びに附則第 2項及び第 3項関係】 

 

第六次モデル導入に伴う基礎的電気通信役務原価の算定方法の一部変更のため、所要の

規定の整備を行うものである。 
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改 正 案 
 

 
現   行 

 
 
別表第１の１ （第６条関係） 対象設備に係る設備区分  
対象設備 設備区分 

第一種指定端末系伝送路設備（加入者側終

端装置及び第一種指定端末系交換等設備と

の間等に設置される伝送装置等を除く。） 

主配線盤 第一種指定端末系伝送路設備に属する部分に限る。 

光ケーブ

ル成端架 

第一種指定端末系伝送路設備に属する部分に限る。 

メタルケ

ーブル 

加入者側終端装置～き線点遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間（ただし、き線点

遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は局設置遠

隔収容装置を経由しない場合に限る。）に設置するも

の 

加入系光

ケーブル 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の（ただし、局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者

交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加

入者交換機設置局間に設置するものを除く。） 

加入系電

柱 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（ただし、局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交

換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加入

者交換機設置局間に設置するものを除く。） 

 

 
別表第１の１ （第６条関係） 対象設備に係る設備区分  
対象設備 設備区分 

第一種指定端末系伝送路設備（加入者側終

端装置及び第一種指定端末系交換等設備と

の間等に設置される伝送装置等を除く。） 

主配線盤 第一種指定端末系伝送路設備に属する部分に限る。 

光ケーブ

ル成端架 

第一種指定端末系伝送路設備に属する部分に限る。 

メタルケ

ーブル 

加入者側終端装置～き線点遠隔収容装置間に設置す

るもの 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間（ただし、

き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限る。）に設

置するもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間（ただし、き線点

遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない

場合に限る。）に設置するもの 

 

加入系光

ケーブル 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の（ただし、局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換

機設置局間に設置するものを除く。） 

 

加入系電

柱 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（ただし、局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機

設置局間に設置するものを除く。） 

 

接続料規則（平成十二年郵政省令第六十四号）及び接続料規則の一部を改正する省令（平成十七年総務省令第十四号）の一部を

改正する省令案 新旧対照条文 
 
○接続料規則（平成十二年郵政省令第六十四号） （傍線部分は改正部分） 
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加入系管

路 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（ただし、局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交

換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加入

者交換機設置局間に設置するものを除く。） 

加入系中

口径管路 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（ただし、局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交

換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加入

者交換機設置局間に設置するものを除く。） 

加入系共

同溝 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（ただし、局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交

換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加入

者交換機設置局間に設置するものを除く。） 

加入系と

う道 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（ただし、局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交

換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加入

者交換機設置局間に設置するものを除く。） 

電線共同

溝 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

加入系管

路 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（ただし、局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機

設置局間に設置するものを除く。） 

 

加入系中

口径管路 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（ただし、局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機

設置局間に設置するものを除く。） 

 

加入系共

同溝 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（ただし、局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機

設置局間に設置するものを除く。） 

 

加入系と

う道 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（ただし、局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機

設置局間に設置するものを除く。） 

 

電線共同

溝 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す
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るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（ただし、局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交

換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加入

者交換機設置局間に設置するものを除く。） 

自治体管

路 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（ただし、局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交

換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加入

者交換機設置局間に設置するものを除く。） 

情報ボッ

クス 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（ただし、局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交

換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加入

者交換機設置局間に設置するものを除く。） 

総合デジ

タル通信

局内回線

終端装置 

加入者側終端装置～き線点遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

 

加入者側終端装置～加入者交換機間（ただし、き線点

遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は局設置遠

隔収容装置を経由しない場合に限る。）に設置するも

の 

第一種指定加入者交換機（第一種指定端末

系伝送路設備、第一種指定中継系伝送路設

加入者交

換機 

アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線

終端装置、アナログ・デジタル回線共通部及び加入者

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（ただし、局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機

設置局間に設置するものを除く。） 

 

自治体管

路 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（ただし、局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機

設置局間に設置するものを除く。） 

 

情報ボッ

クス 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（ただし、局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機

設置局間に設置するものを除く。） 

 

総合デジ

タル通信

局内回線

終端装置 

加入者側終端装置～き線点遠隔収容装置間に設置す

るもの 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間（ただし、

き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限る。）に設

置するもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間（ただし、き線点

遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない

場合に限る。）に設置するもの 

 

第一種指定加入者交換機（第一種指定端末

系伝送路設備、第一種指定中継系伝送路設

加入者交

換機 

アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線

終端装置、アナログ・デジタル回線共通部及び加入者
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備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間

に設置される伝送装置等を含む。ただし、

手動によるものを除く。） 

加入者交

換回線収

容装置 

交換回線収容装置を除く。 

局設置遠

隔収容装

置 

アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線

終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。 

消防警察

トランク 

 

警察消防

用回線集

約装置 

光ケーブ

ル成端架 

第一種指定加入者交換機に属する部分（ただし、中継

系光ケーブル（局設置遠隔収容装置～加入者交換機間

及び加入者交換機～中継交換機間に設置するもの）を

収容するもの）に限る。 

伝送装置 局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中間中継

伝送装置 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

クロック

供給装置 

局設置遠隔収容装置 

加入者交換機 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系光

ケーブル 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

海底光ケ

ーブル 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

海底中間

中継伝送

装置 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

無線伝送

装置 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

無線アン

テナ 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間

に設置される伝送装置等を含む。ただし、

手動によるものを除く。） 

加入者交

換回線収

容装置 

交換回線収容装置を除く。 

局設置遠

隔収容装

置 

アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線

終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。 

消防警察

トランク 

警察消防

用回線集

約装置 

光ケーブ

ル成端架 

第一種指定加入者交換機に属する部分（ただし、中継

系光ケーブル（局設置遠隔収容装置～加入者交換機間

及び加入者交換機～中継交換機間に設置するもの）を

収容するもの）に限る。 

伝送装置 局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中間中継

伝送装置 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

クロック

供給装置 

局設置遠隔収容装置 

加入者交換機 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系光

ケーブル 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

海底光ケ

ーブル 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

海底中間

中継伝送

装置 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

無線伝送

装置 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

無線アン

テナ 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 
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無線鉄塔 局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

衛星通信

設備 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系電

柱 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系管

路 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系中

口径管路 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系共

同溝 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系と

う道 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

 

 

 

第一種指定加入者交換機に係る設備区 

分のうち、回線数の増減に応じて当該 

設備に係る費用が増減するもの 

アナログ

局内回線

収容部 

加入者側終端装置～き線点遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

 

加入者側終端装置～加入者交換機間（ただし、き線点

遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は局設置遠

隔収容装置を経由しない場合に限る。）に設置するも

の 

ア ナ ロ

グ・デジ

タル回線

共通部 

加入者側終端装置～き線点遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間（ただし、き線点

遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は局設置遠

隔収容装置を経由しない場合に限る。）に設置するも

無線鉄塔 局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

衛星通信

設備 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系電

柱 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系管

路 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系中

口径管路 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系共

同溝 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系と

う道 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

 

 

 

第一種指定加入者交換機に係る設備区

分のうち、回線数の増減に応じて当該

設備に係る費用が増減するもの 

アナログ

局内回線

収容部 

加入者側終端装置～き線点遠隔収容装置間に設置す

るもの 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間（ただし、

き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限る。）に設

置するもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間（ただし、き線点

遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない

場合に限る。）に設置するもの 

 

ア ナ ロ

グ・デジ

タル回線

共通部 

加入者側終端装置～き線点遠隔収容装置間に設置す

るもの 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間（ただし、

き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限る。）に設

置するもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間（ただし、き線点

遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない

場合に限る。）に設置するもの 
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の 

局設置簡

易遠隔収

容装置 

アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線

終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。 

 

アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線

終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。 

き線点遠

隔収容装

置 

加入者系

半固定パ

ス伝送装

置 

 

主配線盤 第一種指定加入者交換機に属する部分に限る。 

光ケーブ

ル成端架 

第一種指定加入者交換機に属する部分のうち、加入系

光ケーブル及び中継系光ケーブル（ただし、き線点遠

隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔

収容装置設置局～加入者交換機設置局間及び局設置

遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置

するもの並びに局設置簡易遠隔収容装置～加入者交

換機間に設置するものに限る。）を収容するもの 

中間中継

伝送装置 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

クロック

供給装置 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

中継系光

ケーブル 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

 

 

 

 

き線点遠

隔収容装

置 

 

 

 

アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線

終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。 

加入者系

半固定パ

ス伝送装

置 

主配線盤 第一種指定加入者交換機に属する部分に限る。 

光ケーブ

ル成端架 

第一種指定加入者交換機に属する部分のうち、加入系

光ケーブル及び中継系光ケーブル（ただし、き線点収

容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局

～加入者交換機設置局間に設置するものに限る。）を

収容するもの 

 

 

中間中継

伝送装置 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

クロック

供給装置 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

中継系光

ケーブル 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 
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間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

海底光ケ

ーブル 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

海底中間

中継伝送

装置 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

無線伝送

装置 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

無線アン

テナ 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

無線鉄塔 き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

衛星通信

設備 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

  

海底光ケ

ーブル 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

海底中間

中継伝送

装置 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

無線伝送

装置 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

無線アン

テナ 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

無線鉄塔 き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

衛星通信

設備 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも
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び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

中継系電

柱 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

中継系管

路 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

中継系中

口径管路 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

中継系共

同溝 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

中継系と

う道 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

第一種指定中継交換機（第一種指定中継系 中継交換 中継交換回線収容装置を除く。 

の 

 

 

 

中継系電

柱 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

中継系管

路 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

中継系中

口径管路 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

中継系共

同溝 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

中継系と

う道 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

第一種指定中継交換機（第一種指定中継系 中継交換 中継交換回線収容装置を除く。 
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伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれ

ぞれの間に設置される伝送装置等を含む。

ただし、手動によるものを除く。） 

機 

中継交換

回線収容

装置 

 

クロック

供給装置 

中継交換機 

光ケーブ

ル成端架 

中継交換機に属する部分に限る。 

第一種指定中継系伝送路設備等であって、

第一種指定加入者交換機と第一種指定中継

交換機との間に設置されるもの（第一種指

定中継系伝送路設備等の両端に対向して設

置される伝送装置等を含む。）及び第一種指

定加入者交換機又は第一種指定中継交換機

と他の電気通信事業者の電気通信設備との

間に設置されるもの（第一種指定加入者交

換機又は第一種指定中継交換機と他の電気

通信事業者の電気通信設備との間に設置さ

れる伝送装置等を含む。） 

伝送装置 加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中間中継

伝送装置 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

クロック

供給装置 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系光

ケーブル 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

海底光ケ

ーブル 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

海底中間

中継伝送

装置 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

無線伝送

装置 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

無線アン

テナ 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

無線鉄塔 加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれ

ぞれの間に設置される伝送装置等を含む。

ただし、手動によるものを除く。） 

機 

中継交換

回線収容

装置 

クロック

供給装置 

中継交換機 

光ケーブ

ル成端架 

中継交換機に属する部分に限る。 

第一種指定中継系伝送路設備等であって、

第一種指定加入者交換機と第一種指定中継

交換機との間に設置されるもの（第一種指

定中継系伝送路設備等の両端に対向して設

置される伝送装置等を含む。）及び第一種指

定加入者交換機又は第一種指定中継交換機

と他の電気通信事業者の電気通信設備との

間に設置されるもの（第一種指定加入者交

換機又は第一種指定中継交換機と他の電気

通信事業者の電気通信設備との間に設置さ

れる伝送装置等を含む。） 

伝送装置 加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中間中継

伝送装置 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

クロック

供給装置 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系光

ケーブル 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

海底光ケ

ーブル 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

海底中間

中継伝送

装置 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

無線伝送

装置 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

無線アン

テナ 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

無線鉄塔 加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 
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衛星通信

設備 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系電

柱 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系管

路 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系中

口径管路 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系共

同溝 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系と

う道 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

信号用伝送路設備及び信号用中継交換機 信号用中

継交換機 

  

 

別表第１の２ （第６条関係） 附属設備等に係る設備等区分  

附属設備等 設備等区分 

空調設備 空調設備 

電力設備 整流装置 

直流変換電源装置 

交流無停電電源装置 

蓄電池 

受電装置 

発電装置 

小規模局用電源装置 

可搬型発動発電機 

機械室建物 機械室建物 

機械室土地 機械室土地 

衛星通信

設備 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系電

柱 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系管

路 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系中

口径管路 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系共

同溝 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系と

う道 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

信号用伝送路設備及び信号用中継交換機 信号用中

継交換機 

  

 

別表第１の２ （第６条関係） 附属設備等に係る設備等区分  

附属設備等 設備等区分 

空調設備 空調設備 

電力設備 整流装置 

直流変換電源装置 

交流無停電電源装置 

蓄電池 

受電装置 

発電装置 

小規模局用電源装置 

 

機械室建物 機械室建物 

機械室土地 機械室土地 
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監視設備 総合監視 

加入者交換機 

中継交換機 

伝送無線機械 

市外線路 

市内線路 

共通用建物 共通用建物 

共通用土地 共通用土地 

構築物 構築物 

機械及び装置 機械及び装置 

車両 車両 

工具、器具及び備品 工具、器具及び備品 

無形固定資産 交換機ソフトウェア 

その他の無形固定資産 

 
 
 

監視設備 総合監視 

加入者交換機 

中継交換機 

伝送無線機械 

市外線路 

市内線路 

共通用建物 共通用建物 

共通用土地 共通用土地 

構築物 構築物 

機械及び装置 機械及び装置 

車両 車両 

工具、器具及び備品 工具、器具及び備品 

無形固定資産 交換機ソフトウェア 

その他の無形固定資産 
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改 正 案 
 

 

現   行 
 

 

別表第２の１ （第６条関係） 正味固定資産価額算定方法  

定額法正味固定資産価額＝Σｎ＝１～経済的耐用年数（定額法正味固定資産価額（ｎ））÷経済的耐用年数 

 定額法正味固定資産価額（ｎ）＝（期首定額法正味固定資産価額（ｎ）＋期末定額法正味固定資産価額（ｎ））

÷２ 

 期首定額法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額－（（投資額－最低残存価額）÷法定耐用年数）×（ｎ

－１）、最低残存価額｝ 

 期末定額法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額－（（投資額－最低残存価額）÷法定耐用年数）×ｎ、

最低残存価額｝ 

定率法正味固定資産価額＝Σｎ＝１～経済的耐用年数（定率法正味固定資産価額（ｎ））÷経済的耐用年数 

 定率法正味固定資産価額（ｎ）＝（期首定率法正味固定資産価額（ｎ）＋期末定率法正味固定資産価額（ｎ））

÷２ 

 期首定率法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額×（１―償却率）（ｎ―１）、投資額×最低残存率｝ 

 期末定率法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額×（１―償却率）ｎ、投資額×最低残存率｝ 

 償却率＝１―（残存率）（１÷法定耐用年数） 

 残存率＝０．１とする。 

なお、投資額は、次の各設備区分ごとに定める算定方法により算出する。 

設備区分 算定方法 

加入者交換機 １ 交換機の設置基準 

 （１） アナログ電話・総合デジタル通信サービス・ＰＨＳの局別総収容回線数（以下「局

別収容回線数」という。）が１万２千回線を超える局には加入者交換機を設置する。それ以

外の局には局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する。 

 （２） 単位料金区域内に１局も加入者交換機が設置されず、かつ、単位料金区域内の局

別収容回線数の合計が１万２千回線を超える場合には、単位料金区域内の１局の局設置遠隔

収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を加入者交換機に置き換える。 

２ 局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置の帰属先交換機の決定 

 （１） 単位料金区域内に１局も加入者交換機が設置されず、かつ、単位料金区域内の局

別収容回線数の合計が１万２千回線を超えない場合には、隣接単位料金区域の加入者交換機

設置局に当該単位料金区域のすべての局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置を

 

別表第２の１ （第６条関係） 正味固定資産価額算定方法  

定額法正味固定資産価額＝Σｎ＝１～経済的耐用年数（定額法正味固定資産価額（ｎ））÷経済的耐用年数 

 定額法正味固定資産価額（ｎ）＝（期首定額法正味固定資産価額（ｎ）＋期末定額法正味固定資産価額（ｎ））

÷２ 

 期首定額法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額－（（投資額－最低残存価額）÷法定耐用年数）×（ｎ

－１）、最低残存価額｝ 

 期末定額法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額－（（投資額－最低残存価額）÷法定耐用年数）×ｎ、

最低残存価額｝ 

定率法正味固定資産価額＝Σｎ＝１～経済的耐用年数（定率法正味固定資産価額（ｎ））÷経済的耐用年数 

 定率法正味固定資産価額（ｎ）＝（期首定率法正味固定資産価額（ｎ）＋期末定率法正味固定資産価額（ｎ））

÷２ 

 期首定率法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額×（１―償却率）（ｎ―１）、投資額×最低残存率｝ 

 期末定率法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額×（１―償却率）ｎ、投資額×最低残存率｝ 

 償却率＝１―（残存率）（１÷法定耐用年数） 

 残存率＝０．１とする。 

なお、投資額は、次の各設備区分ごとに定める算定方法により算出する。 

設備区分 算定方法 

加入者交換機 １ 交換機の設置基準 

 （１） アナログ電話・総合デジタル通信サービス・ＰＨＳの局別総収容回線数（以下「局

別収容回線数」という。）が１万２千回線を超える局には加入者交換機を設置する。それ以

外の局には局設置遠隔収容装置を設置する。 

 （２） 単位料金区域内に１局も加入者交換機が設置されず、かつ、単位料金区域内の局

別収容回線数の合計が１万２千回線を超える場合には、単位料金区域内の１局の局設置遠隔

収容装置を加入者交換機に置き換える。 

２ 局設置遠隔収容装置の帰属先交換機の決定 

 （１） 単位料金区域内に１局も加入者交換機が設置されず、かつ、単位料金区域内の局

別収容回線数の合計が１万２千回線を超えない場合には、隣接単位料金区域の加入者交換機

設置局に当該単位料金区域のすべての局設置遠隔収容装置を帰属させる。 

（傍線部分は改正部分） 
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帰属させる。 

 （２） 単位料金区域内に加入者交換機設置局が１局のみの場合、その加入者交換機設置

局に当該単位料金区域のすべての局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置を帰属

させる。 

 （３） 単位料金区域内に複数の加入者交換機設置局がある場合、局設置遠隔収容装置～

加入者交換機間及び局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間の光ケーブルの総心ｋｍ、加

入者交換機～中継交換機間伝送路距離、加入者交換機の収容回線数等を考慮して局設置遠隔

収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置の帰属先を決定する。 

３ 設備量の算定 

 加入者交換機設置局ごとに、次の各方法により求めた加入者交換機のユニット数のうち最

大のものを当該局の加入者交換機ユニット数とする。 

 なお、２以上の加入者交換機を設置することと指定された加入者交換機設置局にあって

は、以下の（１）から（４）の方法により求めた加入者交換機のユニット数のうち最大のも

のが１であるときは、これを２とみなす。 

 （１） アナログ電話・総合デジタル通信サービス・ＰＨＳ別の発着信呼量に各役務の局

別収容回線数を乗じたものを個別の最繁時呼量とし、その最繁時呼量の合計を当該局の最繁

時呼量とし、最繁時呼量を加入者交換機の最大処理最繁時呼量で除したもの（１に満たない

端数は、切り上げるものとする。） 

 （２） アナログ電話・総合デジタル通信サービス・ＰＨＳ別の最繁時呼量を各役務の平

均保留時間及び呼完了率で除したものを個別の最繁時総呼数とし、その最繁時総呼数の合計

を当該局の最繁時総呼数とし、最繁時総呼数を加入者交換機の最大処理最繁時総呼数で除し

たもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

 （３） 局別収容回線数の合計を加入者交換機回線収容率で除したものを当該局の加入者

交換機端子数とし、加入者交換機端子数を加入者交換機の最大収容回線数及び混在収容時効

率低下係数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

 （４） 加入者交換機設置局の中継交換機対向パス数、加入者交換機接続呼中継パス数、

局設置遠隔収容装置対向５２Ｍパス数の合計を当該局の加入者交換機中継インタフェース

数とし、加入者交換機中継インタフェース数を加入者交換機の最大搭載中継インタフェース

数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

４ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき局ごとに算定したユニット数等を用いて局ごと加

入者交換機投資額を求め、すべての局の局ごと加入者交換機投資額を合算し、加入者交換機

投資額を算定する。 

 局ごと加入者交換機投資額＝加入者交換機ユニット数×加入者交換機ユニット当たり単

価＋回線共通投資額＋加入者交換機直収電話端子数×加入者交換機直収アナログ電話回線

 

 （２） 単位料金区域内に加入者交換機設置局が１局のみの場合、その加入者交換機設置

局に当該単位料金区域のすべての局設置遠隔収容装置を帰属させる。 

 

 （３） 単位料金区域内に複数の加入者交換機設置局がある場合、局設置遠隔収容装置～

加入者交換機間の光ケーブルの総心ｋｍ、加入者交換機～中継交換機間伝送路距離、加入者

交換機の収容回線数等を考慮して局設置遠隔収容装置の帰属先を決定する。 

 

３ 設備量の算定 

 加入者交換機設置局ごとに、次の各方法により求めた加入者交換機のユニット数のうち最

大のものを当該局の加入者交換機ユニット数とする。 

 なお、２以上の加入者交換機を設置することと指定された加入者交換機設置局にあって

は、以下の（１）から（４）の方法により求めた加入者交換機のユニット数のうち最大のも

のが１であるときは、これを２とみなす。 

 （１） アナログ電話・総合デジタル通信サービス・ＰＨＳ別の発着信呼量に各役務の局

別収容回線数を乗じたものを個別の最繁時呼量とし、その最繁時呼量の合計を当該局の最繁

時呼量とし、最繁時呼量を加入者交換機の最大処理最繁時呼量で除したもの（１に満たない

端数は、切り上げるものとする。） 

 （２） アナログ電話・総合デジタル通信サービス・ＰＨＳ別の最繁時呼量を各役務の平

均保留時間及び呼完了率で除したものを個別の最繁時総呼数とし、その最繁時総呼数の合計

を当該局の最繁時総呼数とし、最繁時総呼数を加入者交換機の最大処理最繁時総呼数で除し

たもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

 （３） 局別収容回線数の合計を加入者交換機回線収容率で除したものを当該局の加入者

交換機端子数とし、加入者交換機端子数を加入者交換機の最大収容回線数及び混在収容時効

率低下係数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

 （４） 加入者交換機設置局の中継交換機対向パス数、加入者交換機接続呼中継パス数、

局設置遠隔収容装置対向５２Ｍパス数の合計を当該局の加入者交換機中継インタフェース

数とし、加入者交換機中継インタフェース数を加入者交換機の最大搭載中継インタフェース

数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

４ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき局ごとに算定したユニット数等を用いて局ごと加

入者交換機投資額を求め、すべての局の局ごと加入者交換機投資額を合算し、加入者交換機

投資額を算定する。 

 局ごと加入者交換機投資額＝加入者交換機ユニット数×加入者交換機ユニット当たり単

価＋回線共通投資額＋加入者交換機直収電話端子数×加入者交換機直収アナログ電話回線
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単価＋（加入者交換機直収総合デジタル通信端子数＋ＰＨＳ端子数）×加入者交換機直収総

合デジタル通信回線単価＋最繁時総呼数×最繁時総呼数単価＋最繁時呼量投資額＋対向局

設置遠隔収容装置ユニット数×局設置遠隔収容装置対向基本部単価＋局設置遠隔収容装置

対向１．５Ｍパス数×局設置遠隔収容装置対向１．５Ｍパス単価＋加入者交換機中継５２Ｍ

パス数×加入者交換機中継５２Ｍパス単価 

局設置遠隔収容

装置 

１ 局設置遠隔収容装置の設置基準 

 局別収容回線数が１万２千回線を超えない局のうち、次に掲げる条件のいずれにも該当す

る局には局設置簡易遠隔収容装置を、それ以外の局には局設置遠隔収容装置を設置する。 

ア 局に収容される回線に、メタル電話回線、低速専用線、高速メタル専用線及び光地域

ＩＰ回線（当該光地域ＩＰ回線が当該局～加入者交換機設置局間に設置される伝送装置

をメタル電話回線、低速専用線又は高速メタル専用線と共用しない場合に限る。）以外

の回線を含まないこと。 

イ メタル電話回線数が局設置簡易遠隔収容装置の最大収容電話回線数に回線収容率を

乗じた値以下であること。 

ウ 低速専用線回線数が局設置簡易遠隔収容装置の最大収容低速専用回線数に回線収容

率を乗じた値以下であること。 

エ 高速メタル専用線回線数が局設置簡易遠隔収容装置の最大収容高速メタル専用回線

数に回線収容率を乗じた値以下であること。 

２ 設備量の算定 

 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、収容回線数に局設置遠隔収容装置の回線収容率、混在

収容時効率低下係数を考慮して局ごと収容回線数を算定する。 

３ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の算定に用いた収容回線数に基づき局ごと局設置遠隔収容装置投

資額を求め、すべての局の局ごと局設置遠隔収容装置投資額を合算し、局設置遠隔収容装置

投資額を算定する。 

 局ごと局設置遠隔収容装置投資額＝局設置遠隔収容装置ユニット投資額＋局設置遠隔収

容装置収容アナログ電話端子数×局設置遠隔収容装置アナログ電話端子単価＋（局設置遠隔

収容装置収容総合デジタル通信端子数＋ＰＨＳ端子数）×局設置遠隔収容装置総合デジタル

通信回線単価＋回線収容部投資額＋中継インタフェース部投資額 

局設置簡易遠隔

収容装置 

１ 設備量の算定 

 局設置簡易遠隔収容装置のユニット数を１とする。 

２ 投資額の算定 

 次の（１）及び（２）の算定式により、前項の規定に基づく局ごとのユニット数を用いて

求めた局ごと局設置簡易遠隔収容装置投資額のうち最小のものを当該局の局設置簡易遠隔

収容装置投資額として、全ての局の局ごと局設置簡易遠隔収容装置投資額を合算し、局設置

単価＋（加入者交換機直収総合デジタル通信端子数＋ＰＨＳ端子数）×加入者交換機直収総

合デジタル通信回線単価＋最繁時総呼数×最繁時総呼数単価＋最繁時呼量投資額＋対向局

設置遠隔収容装置ユニット数×局設置遠隔収容装置対向基本部単価＋局設置遠隔収容装置

対向１．５Ｍパス数×局設置遠隔収容装置対向１．５Ｍパス単価＋加入者交換機中継５２Ｍ

パス数×加入者交換機中継５２Ｍパス単価 

局設置遠隔収容

装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 設備量の算定 

 遠隔収容装置設置局ごとに、収容回線数に局設置遠隔収容装置の回線収容率、混在収容時

効率低下係数を考慮して局ごと収容回線数を算定する。 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の算定に用いた収容回線数に基づき局ごと局設置遠隔収容装置投

資額を求め、すべての局の局ごと局設置遠隔収容装置投資額を合算し、局設置遠隔収容装置

投資額を算定する。 

 局ごと局設置遠隔収容装置投資額＝局設置遠隔収容装置ユニット投資額＋局設置遠隔収

容装置収容アナログ電話端子数×局設置遠隔収容装置アナログ電話端子単価＋（局設置遠隔

収容装置収容総合デジタル通信端子数＋ＰＨＳ端子数）×局設置遠隔収容装置総合デジタル

通信回線単価＋回線収容部投資額＋中継インタフェース部投資額 
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簡易遠隔収容装置投資額を算定する。 

 （１） 局ごと局設置簡易遠隔収容装置投資額＝（局設置簡易遠隔収容装置ユニット数×

局設置簡易遠隔収容装置ユニット単価＋専用線ユニット単価）×（局設置簡易遠隔収容装置

収容電話回線数÷（局設置簡易遠隔収容装置収容電話回線数＋局設置簡易遠隔収容装置収容

専用回線数））＋局設置簡易遠隔収容装置収容アナログ電話回線数×局設置簡易遠隔収容装

置アナログ電話回線単価＋局設置簡易遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数

×局設置簡易遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価＋回線収容部投資額 

 （２） 局ごと局設置簡易遠隔収容装置投資額＝局設置簡易遠隔収容装置ユニット数×局

設置簡易遠隔収容装置ユニット単価＋局設置簡易遠隔収容装置収容アナログ電話回線数×

局設置簡易遠隔収容装置アナログ電話回線単価＋局設置簡易遠隔収容装置収容総合デジタ

ル通信サービス回線数×局設置簡易遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価＋回

線収容部投資額 

き線点遠隔収容

装置 

１ 回線数の算定 

 国勢調査の調査区ごとの各サービスの回線数を次により算定する。 

 なお、各（県、調査区）につき、世帯自県案分率、就業者自県案分率を算定する。県境の

調査区以外では、自県案分率は１となる。 

 世帯自県案分率（県、調査区）＝世帯数（県、調査区）÷総世帯数（調査区） 

 就業者自県案分率（県、調査区）＝就業者数（県、調査区）÷総就業者数（調査区） 

 （１） 住宅用加入電話回線数＝局ごと住宅用加入電話契約回線数÷調査区ごと世帯数の

局ごと合計×調査区ごとの世帯数×世帯自県案分率 

 （２） 事務用加入電話回線数＝局ごと事務用加入電話契約回線数÷調査区ごと就業者数

の局ごと合計×調査区ごとの就業者数×就業者自県案分率 

 （３） 住宅用第一種総合デジタル通信サービス回線数＝単位料金区域別住宅用第一種総

合デジタル通信サービス契約回線数÷調査区ごと世帯数の単位料金区域別合計×調査区ご

との世帯数×世帯自県案分率 

 （４） 事務用第一種総合デジタル通信サービス回線数＝単位料金区域別事務用第一種総

合デジタル通信サービス契約回線数÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区

ごとの就業者数×就業者自県案分率 

 （５） 第二種総合デジタル通信サービス回線数＝単位料金区域別第二種総合デジタル通

信サービス契約回線数÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごとの就業者

数×就業者自県案分率 

 （６） 第一種公衆電話回線数＝単位料金区域別第一種公衆電話実績回線数÷単位料金区

域内調査区数×世帯自県案分率 

 （７） 第一種デジタル公衆電話回線数＝単位料金区域別第一種デジタル公衆電話実績回

線数÷単位料金区域内調査区数×世帯自県案分率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

き線点遠隔収容

装置 

１ 回線数の算定 

 国勢調査の調査区ごとの各サービスの回線数を次により算定する。 

 なお、各（県、調査区）につき、世帯自県案分率、就業者自県案分率を算定する。県境の

調査区以外では、自県案分率は１となる。 

 世帯自県案分率（県、調査区）＝世帯数（県、調査区）÷総世帯数（調査区） 

 就業者自県案分率（県、調査区）＝就業者数（県、調査区）÷総就業者数（調査区） 

 （１） 住宅用加入電話回線数＝局ごと住宅用加入電話契約回線数÷調査区ごと世帯数の

局ごと合計×調査区ごとの世帯数×世帯自県案分率 

 （２） 事務用加入電話回線数＝局ごと事務用加入電話契約回線数÷調査区ごと就業者数

の局ごと合計×調査区ごとの就業者数×就業者自県案分率 

 （３） 住宅用第一種総合デジタル通信サービス回線数＝単位料金区域別住宅用第一種総

合デジタル通信サービス契約回線数÷調査区ごと世帯数の単位料金区域別合計×調査区ご

との世帯数×世帯自県案分率 

 （４） 事務用第一種総合デジタル通信サービス回線数＝単位料金区域別事務用第一種総

合デジタル通信サービス契約回線数÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区

ごとの就業者数×就業者自県案分率 

 （５） 第二種総合デジタル通信サービス回線数＝単位料金区域別第二種総合デジタル通

信サービス契約回線数÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごとの就業者

数×就業者自県案分率 

 （６） 第一種公衆電話回線数＝単位料金区域別第一種公衆電話実績回線数÷単位料金区

域内調査区数×世帯自県案分率 

 （７） 第一種デジタル公衆電話回線数＝単位料金区域別第一種デジタル公衆電話実績回

線数÷単位料金区域内調査区数×世帯自県案分率 
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 （８） 第二種公衆電話回線数＝単位料金区域別第二種公衆電話実績回線数÷調査区ごと

就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 

 （９） 第二種デジタル公衆電話回線数＝単位料金区域別第二種デジタル公衆電話実績回

線数÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分

率 

 （１０） 低速専用線二線式回線数＝単位料金区域別低速専用線実績回線数×（県別低速

専用線二線式実績回線数÷（県別低速専用線二線式実績回線数＋県別低速専用線四線式実績

回線数））÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県

案分率 

 （１１） 低速専用線四線式回線数＝単位料金区域別低速専用線実績回線数×（県別低速

専用線四線式実績回線数÷（県別低専用線二線式実績回線数＋県別低速専用線四線式実績回

線数））÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案

分率 

 （１２） 高速メタル専用線回線数＝単位料金区域別高速専用線実績回線数×（県別高速

メタル専用線実績回線数÷（県別高速メタル専用線実績回線数＋県別高速光専用線実績回線

数））÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分

率 

 （１３） 高速光専用線回線数＝単位料金区域別高速専用線実績回線数×（県別高速光専

用線実績回線数÷（県別高速メタル専用線実績回線数＋県別高速光専用線実績回線数））÷

調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 

２ き線点～局間伝送路経路の選択 

 局ごとに、当該局の収容区域内の需要の存在する調査区ごとにき線点を設定するものと

し、き線点～局間伝送路経路は次の基準により決定する。 

 （１） 局を起点とし、東西南北の四方に向けて敷設する。 

 （２） 局を起点とし、±４５°の傾きの範囲ごとに収容する。 

 （３） ±４５°の線上に存在する調査区については、局を中心に反時計回りに境界線を

設定する。 

 （４） 局を中心に東西南北に敷設する伝送路と、これと直交して調査区の中心を通るよ

うに敷設する伝送路を設置する。 

 （５） 伝送路経路選択においては、道路密度・道路延長データを考慮し、道路沿いの経

路を選択する。 

 （６） 調査区ごとの回線数を考慮し、伝送路経路は適宜集約化する。 

３ 設備構成選択 

 き線点～局間伝送路ごとに、次の組合せの中から、設備管理運営費（減価償却費と施設保

全費の合計をいう。以下この項において同じ。）が最も低くなる組合せを選択する。ただし、

 （８） 第二種公衆電話回線数＝単位料金区域別第二種公衆電話実績回線数÷調査区ごと

就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 

 （９） 第二種デジタル公衆電話回線数＝単位料金区域別第二種デジタル公衆電話実績回

線数÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分

率 

 （１０） 低速専用線二線式回線数＝単位料金区域別低速専用線実績回線数×（県別低速

専用線二線式実績回線数÷（県別低速専用線二線式実績回線数＋県別低速専用線四線式実績

回線数））÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県

案分率 

 （１１） 低速専用線四線式回線数＝単位料金区域別低速専用線実績回線数×（県別低速

専用線四線式実績回線数÷（県別低専用線二線式実績回線数＋県別低速専用線四線式実績回

線数））÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案

分率 

 （１２） 高速メタル専用線回線数＝単位料金区域別高速専用線実績回線数×（県別高速

メタル専用線実績回線数÷（県別高速メタル専用線実績回線数＋県別高速光専用線実績回線

数））÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分

率 

 （１３） 高速光専用線回線数＝単位料金区域別高速専用線実績回線数×（県別高速光専

用線実績回線数÷（県別高速メタル専用線実績回線数＋県別高速光専用線実績回線数））÷

調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 

２ き線点～局間伝送路経路の選択 

 局ごとに、当該局の収容区域内の需要の存在する調査区ごとにき線点を設定するものと

し、き線点～局間伝送路経路は次の基準により決定する。 

 （１） 局を起点とし、東西南北の四方に向けて敷設する。 

 （２） 局を起点とし、±４５°の傾きの範囲ごとに収容する。 

 （３） ±４５°の線上に存在する調査区については、局を中心に反時計回りに境界線を

設定する。 

 （４） 局を中心に東西南北に敷設する伝送路と、これと直交して調査区の中心を通るよ

うに敷設する伝送路を設置する。 

 （５） 伝送路経路選択においては、道路密度・道路延長データを考慮し、道路沿いの経

路を選択する。 

 （６） 調査区ごとの回線数を考慮し、伝送路経路は適宜集約化する。 

３ 設備構成選択 

 き線点～局間伝送路ごとに、次の組合せの中から、設備管理運営費（減価償却費と施設保

全費の合計をいう。以下この項において同じ。）が最も低くなる組合せを選択する。ただし、
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ケーブルの荷重制限及び伝送距離制限により、選択不可能なものは除く。 

 （１） 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 

 （２） 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

 （３） 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 

 （４） 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

４ 設備量の算定 

 （１） き線点遠隔収容装置を設置するき線点ごとに、アからウまでにより求めたき線点

遠隔収容装置のユニット数のうち最大のものを当該き線点のき線点遠隔収容装置ユニット

数とする。 

 ア メタル電話回線数をき線点遠隔収容装置最大収容電話回線数で除したもの 

 イ 低速専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数で除したもの 

 ウ 高速メタル専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数で

除したもの 

 （２） 局ごとに、当該局に収容されるき線点の、（１）で算定したき線点遠隔収容装置

のユニット数の合計を、当該局のき線点遠隔収容装置のユニット数とし、き線点遠隔収容装

置収容回線数の合計を、当該局のき線点遠隔収容装置収容回線数とする。 

５ 投資額の算定 

 次の算定式（（１）、（２））により、前項の規定に基づき局ごとに算定したユニット数

等を用いて求めた局ごとき線点遠隔収容装置投資額のうち最小のものを当該局のき線点遠

隔収容装置投資額としてすべての局の局ごとき線点遠隔収容装置投資額を合算し、き線点遠

隔収容装置投資額を算定する。 

 （１） 局ごとき線点遠隔収容装置投資額＝（局ごとき線点遠隔収容装置ユニット数×き

線点遠隔収容装置ユニット単価＋局ごと専用線収容装置ユニット数×専用線ユニット単価）

×（局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数÷（局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数＋局ご

と専用線遠隔収容装置収容回線数））＋局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数×き線点遠隔

収容装置回線単価＋局ごとき線点遠隔収容装置収容アナログ電話回線数×き線点遠隔収容

装置アナログ電話回線単価＋き線点遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数×

き線点遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価 

 （２） 局ごとき線点遠隔収容装置投資額＝局ごとき線点遠隔収容装置ユニット数×き線

点遠隔収容装置ユニット単価＋局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数×き線点遠隔収容装

置回線単価＋局ごとき線点遠隔収容装置収容アナログ電話回線数×き線点遠隔収容装置ア

ナログ電話回線単価＋き線点遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数×き線点

遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価 

 

加入者系半固定 １ 設備量の算定 

ケーブルの荷重制限及び伝送距離制限により、選択不可能なものは除く。 

 （１） 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 

 （２） 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

 （３） 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 

 （４） 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

４ 設備量の算定 

 （１） き線点遠隔収容装置を設置するき線点ごとに、アからウまでにより求めたき線点

遠隔収容装置のユニット数のうち最大のものを当該き線点のき線点遠隔収容装置ユニット

数とする。 

  ア メタル電話回線数をき線点遠隔収容装置最大収容電話回線数で除したもの 

 イ 低速メタル専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数で除した

もの 

  ウ 高速メタル専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数で

除したもの 

 （２） 局ごとに、当該局に収容されるき線点の、（１）で算定したき線点遠隔収容装置

のユニット数の合計を、当該局のき線点遠隔収容装置のユニット数とし、き線点遠隔収容装

置収容回線数の合計を、当該局のき線点遠隔収容装置収容回線数とする。 

５ 投資額の算定 

 次の算定式（（１）、（２））により、前項の規定に基づき局ごとに算定したユニット数

等を用いて求めた局ごとき線点遠隔収容装置投資額のうち最小のものを当該局のき線点遠

隔収容装置投資額としてすべての局の局ごとき線点遠隔収容装置投資額を合算し、き線点遠

隔収容装置投資額を算定する。 

 （１） 局ごとき線点遠隔収容装置投資額＝（局ごとき線点遠隔収容装置ユニット数×き

線点遠隔収容装置ユニット単価＋局ごと専用線収容装置ユニット数×専用線ユニット単価）

×（局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数÷（局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数＋局ご

と専用線遠隔収容装置収容回線数））＋局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数×き線点遠隔

収容装置回線単価＋局ごとき線点遠隔収容装置収容アナログ電話回線数×き線点遠隔収容

装置アナログ電話回線単価＋き線点遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数×

き線点遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価 

 （２） 局ごとき線点遠隔収容装置投資額＝局ごとき線点遠隔収容装置ユニット数×き線

点遠隔収容装置ユニット単価＋局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数×き線点遠隔収容装

置回線単価＋局ごとき線点遠隔収容装置収容アナログ電話回線数×き線点遠隔収容装置ア

ナログ電話回線単価＋き線点遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数×き線点

遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価 

加入者系半固定 １ 設備量の算定 
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パス伝送装置  （１） 加入者交換機設置局ごとに、アからウまでにより求めた加入者系半固定パス伝送

装置の必要台数のうち最大のものを当該局の加入者系半固定パス伝送装置台数とする。 

  ア 当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置数及びき線点遠隔収容装置数を加入者

系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大収容システム数で除したもの（１に満

たない端数は、切り上げるものとする。）を、加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフ

ェース装置最大搭載数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

  イ 当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に収容される

アナログ回線数を加入者系半固定パス伝送装置インタフェース装置当たりアナログ最大収

容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、加入者系半固

定パス伝送装置局内インタフェース装置最大収容システム数で除したもの（１に満たない端

数は、切り上げるものとする。）を、加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置

最大搭載数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

  ウ 当該局の加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス専用装置システ

ム数（当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に収容される総合

デジタル通信サービス回線数を加入者系半固定パス伝送装置１システム当たり総合デジタ

ル通信サービス最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとす

る。）、当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に収容される低

速専用回線数を加入者系半固定パス伝送装置１システム当たり低速専用線最大収容回線数

で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）及び当該局に帰属する局設

置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に収容される高速専用回線数を加入者系半固

定パス伝送装置１システム当たり高速専用線最大収容回線数で除したもの（１に満たない端

数は、切り上げるものとする。）を合計したもの。）を加入者系半固定パス伝送装置総合デ

ジタル通信サービス・専用線用装置最大収容システム数で除したもの（１に満たない端数は、

切り上げるものとする。）を、加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専

用線装置最大搭載数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

 （２） （１）の台数に、当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容

装置に収容される回線数から専用役務に係るものを除いた比率を乗じたものを加入者系半

固定パス伝送装置架数とする。 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、局ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額を求め、すべての局の局ご

と加入者系半固定パス伝送装置投資額を合算し、加入者系半固定パス伝送装置投資額を算定

する。 

 局ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額＝加入者系半固定パス伝送装置架数×加入者

系半固定パス伝送装置１架当たり単価＋帰属するき線点遠隔収容装置に収容される回線数

×加入者系半固定パス伝送装置回線当たり単価 

パス伝送装置  （１） 加入者交換機設置局ごとに、アからウまでにより求めた加入者系半固定パス伝送

装置の必要台数のうち最大のものを当該局の加入者系半固定パス伝送装置台数とする。 

  ア 当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数を加入者系半固定パス伝送装置局外側イ

ンタフェース装置最大収容システム数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるもの

とする。）を、加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大搭載数で除した

もの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

  イ 当該局に帰属するき線点遠隔収容装置に収容されるアナログ回線数を加入者系半

固定パス伝送装置インタフェース装置当たりアナログ最大収容回線数で除したもの（１に満

たない端数は、切り上げるものとする。）を、加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェ

ース装置最大収容システム数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）

を、加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大搭載数で除したもの（１に満

たない端数は、切り上げるものとする。） 

  ウ 当該局の加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス専用装置システ

ム数（当該局に帰属するき線点遠隔収容装置に収容される総合デジタル通信サービス回線数

を加入者系半固定パス伝送装置１システム当たり総合デジタル通信サービス最大収容回線

数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）、当該局に帰属するき線

点遠隔収容装置に収容される低速専用回線数を加入者系半固定パス伝送装置１システム当

たり低速専用線最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとす

る。）及び当該局に帰属するき線点遠隔収容装置に収容される高速専用回線数を加入者系半

固定パス伝送装置１システム当たり高速専用線最大収容回線数で除したもの（１に満たない

端数は、切り上げるものとする。）を合計したもの。）を加入者系半固定パス伝送装置総合

デジタル通信サービス・専用線用装置最大収容システム数で除したもの（１に満たない端数

は、切り上げるものとする。）を、加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・

専用線装置最大搭載数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

 

 （２） （１）の台数に、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置に収容される回線から専

用役務に係るものを除いた比率を乗じたものを加入者系半固定パス伝送装置架数とする。 

 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、局ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額を求め、すべての局の局ご

と加入者系半固定パス伝送装置投資額を合算し、加入者系半固定パス伝送装置投資額を算定

する。 

 局ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額＝加入者系半固定パス伝送装置架数×加入者

系半固定パス伝送装置１架当たり単価＋帰属するき線点遠隔収容装置に収容される回線数

×加入者系半固定パス伝送装置回線当たり単価 
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消防警察トラン

ク 

１ 設備量の算定 

 （１） 加入者交換機設置局ごとに、当該局が２万回線未満の局別収容回線数を収容する

場合は、当該局の消防警察トランクの必要設備量は２とする。２万回線以上の場合は、当該

回線数から２万を引いた後、１万で除した商（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）

に２を加えた値を当該局の消防警察トランク必要数とする。さらに当該局に異行政収容対応

回線が存在する場合には、異行政収容先ごとに消防警察トランク必要数を１ずつ加算するも

のとする。 

 （２） 局設置遠隔収容装置設置局又は局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、消防警察

トランクの必要設備量を２とする。さらに当該局に異行政収容対応回線が存在する場合に

は、異行政収容先ごとに消防警察トランク必要数を１ずつ加算するものとする。 

 （３） 加入者交換機設置局ごとに、当該局の消防警察トランク必要数及び当該局に帰属

する全ての局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局の消防警察トラ

ンク必要数を加えたものを当該局の消防警察トランク数とする。 

 （４） 加入者交換機設置局ごとに、当該局の消防警察トランク数を消防警察トランク搭

載架最大搭載数で除した商（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を当該局の消

防警察トランク架数とする。 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した消防警察トランク数及び消防警察トラン

ク架数を用いて局ごと消防警察トランク投資額を求め、すべての局の局ごと消防警察トラン

ク投資額を合算し、消防警察トランク投資額を算定する。 

 局ごと消防警察トランク投資額＝消防警察トランク数×消防警察トランク単価＋消防警

察トランク架数×消防警察トランク搭載架単価 

警察消防用回線

集約装置 

１ 設備量の算定 

 警察消防用回線集約装置の割付対象として指定された加入者交換機設置局ごとに、以下の

手順で警察消防用回線集約装置の台数を算定する。 

 （１） 受付台収容局に設定された専用線回線数を、当該受付台収容局に対する割付対象

として指定された加入者交換機設置局ごとに、必要となる専用線回線数の算定をして割付処

理を行い、割り付けられた専用線回線数を当該加入者交換機設置局の総割付回線数とする。 

 （２） 当該局の消防警察トランク数が総割付回線数以下の場合には、当該局の警察消防

用回線集約装置数を０とする。総割付回線数を超える場合には、当該局の総割付回線数を警

察消防用回線集約装置最大収容回線数で除した商（１に満たない端数は、切り上げるものと

する。）を、当該局の警察消防用回線集約装置数とする。 

 （３） 当該局の警察消防用回線集約装置数を警察消防用回線集約装置搭載架最大搭載数

で除した商（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を当該局の警察消防用回線集

約装置架数とする。 

消防警察トラン

ク 

１ 設備量の算定 

 （１） 加入者交換機設置局ごとに、当該局が２万回線未満の局別収容回線数を収容する

場合は、当該局の消防警察トランクの必要設備量は２とする。２万回線以上の場合は、当該

回線数から２万を引いた後、１万で除した商（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）

に２を加えた値を当該局の消防警察トランク必要数とする。さらに当該局に異行政収容対応

回線が存在する場合には、異行政収容先ごとに消防警察トランク必要数を１ずつ加算するも

のとする。 

 （２） 遠隔収容装置設置局ごとに、消防警察トランクの必要設備量を２とする。さらに

当該局に異行政収容対応回線が存在する場合には、異行政収容先ごとに消防警察トランク必

要数を１ずつ加算するものとする。 

 （３） 加入者交換機設置局ごとに、当該局の消防警察トランク必要数及び当該局に帰属

するすべての遠隔収容装置設置局の消防警察トランク必要数を加えたものを当該局の消防

警察トランク数とする。 

 （４） 加入者交換機設置局ごとに、当該局の消防警察トランク数を消防警察トランク搭

載架最大搭載数で除した商（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を当該局の消

防警察トランク架数とする。 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した消防警察トランク数及び消防警察トラン

ク架数を用いて局ごと消防警察トランク投資額を求め、すべての局の局ごと消防警察トラン

ク投資額を合算し、消防警察トランク投資額を算定する。 

 局ごと消防警察トランク投資額＝消防警察トランク数×消防警察トランク単価＋消防警

察トランク架数×消防警察トランク搭載架単価 

警察消防用回線

集約装置 

１ 設備量の算定 

 警察消防用回線集約装置の割付対象として指定された加入者交換機設置局ごとに、以下の

手順で警察消防用回線集約装置の台数を算定する。 

 （１） 受付台収容局に設定された専用線回線数を、当該受付台収容局に対する割付対象

として指定された加入者交換機設置局ごとに、必要となる専用線回線数の算定をして割付処

理を行い、割り付けられた専用線回線数を当該加入者交換機設置局の総割付回線数とする。 

 （２） 当該局の消防警察トランク数が総割付回線数以下の場合には、当該局の警察消防

用回線集約装置数を０とする。総割付回線数を超える場合には、当該局の総割付回線数を警

察消防用回線集約装置最大収容回線数で除した商（１に満たない端数は、切り上げるものと

する。）を、当該局の警察消防用回線集約装置数とする。 

 （３） 当該局の警察消防用回線集約装置数を警察消防用回線集約装置搭載架最大搭載数

で除した商（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を当該局の警察消防用回線集

約装置架数とする。 
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２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した警察消防用回線集約装置数及び警察消防

用回線集約装置架数を用いて割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額を求め、すべて

の割付対象局の割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額を合算し、警察消防用回線集

約装置投資額を算定する。 

 割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額＝警察消防用回線集約装置数×警察消防

用回線集約装置単価＋警察消防用回線集約装置架数×警察消防用回線集約装置搭載架単価 

主配線盤 １ 設備量の算定 

 （１） 局ごとに、当該局に直接メタル回線で収容される回線数にき線回線予備率分を加

算したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を主配線盤の端子数とする。 

 （２） （１）の端子数を主配線盤架当たり回線数で除したもの（１に満たない端数は、

切り上げるものとする。）を主配線盤の架数とする。 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した端子数及び架数を用いて局ごと主配線盤

投資額を求め、すべての局の局ごと主配線盤投資額を合算し、主配線盤投資額を算定する。 

 局ごと主配線盤投資額＝主配線盤電話架数×主配線盤架当たり単価＋主配線盤電話端子

数×主配線盤端子当たり単価 

光ケーブル成端

架 

１ 設備量の算定 

 （１） 局ごとに、当該局に直接光回線で収容される回線数に回線当たり心線数を乗じて

き線回線予備率分を加算したもの、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数にき線点遠隔収

容装置当たり心線数を乗じたものに光予備心線数を加算したもの及び中継系電話用心線数

の合計を光ケーブル成端架心線数とする。 

 （２） （１）の心線数を光ケーブル成端架（大型）架当たり心線数で除したもの（１に

満たない端数は、切り捨てるものとする。）を光ケーブル成端架（大型）架数とする。光ケ

ーブル成端架（大型）架当たり心線数に光ケーブル成端架（大型）架数を乗じたものを、光

ケーブル成端架（大型）心線数とする。 

 （３） （１）の光ケーブル成端架心線数から（２）で求めた光ケーブル成端架（大型）

心線数を引いたものを光ケーブル成端架残り心線数とし、この心線数が光ケーブル成端架

（中型）架当たり心線数より多ければ光ケーブル成端架（大型）に収容することとする。光

ケーブル成端架（小型２）架当たり心線数より多く、光ケーブル成端架（中型）架当たり心

線数以下ならば光ケーブル成端架（中型）に収容することとする。光ケーブル成端架（小型

１）架当たり心線数より多く、光ケーブル成端架（小型２）架当たり心線数以下ならば光ケ

ーブル成端架（小型２）に収容することとする。光ケーブル成端架（小型１）架当たり心線

数以下ならば光ケーブル成端架（小型１）に収容することとする。 

 （４） （３）の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架（大型）に収容

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した警察消防用回線集約装置数及び警察消防

用回線集約装置架数を用いて割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額を求め、すべて

の割付対象局の割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額を合算し、警察消防用回線集

約装置投資額を算定する。 

 割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額＝警察消防用回線集約装置数×警察消防

用回線集約装置単価＋警察消防用回線集約装置架数×警察消防用回線集約装置搭載架単価 

主配線盤 １ 設備量の算定 

 （１） 局ごとに、当該局に直接メタル回線で収容される回線数にき線回線予備率分を加

算したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を主配線盤の端子数とする。 

 （２） （１）の端子数を主配線盤架当たり回線数で除したもの（１に満たない端数は、

切り上げるものとする。）を主配線盤の架数とする。 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した端子数及び架数を用いて局ごと主配線盤

投資額を求め、すべての局の局ごと主配線盤投資額を合算し、主配線盤投資額を算定する。 

 局ごと主配線盤投資額＝主配線盤電話架数×主配線盤架当たり単価＋主配線盤電話端子

数×主配線盤端子当たり単価 

光ケーブル成端

架 

１ 設備量の算定 

 （１） 局ごとに、当該局に直接光回線で収容される回線数に回線当たり心線数を乗じて

き線回線予備率分を加算したもの、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数にき線点遠隔収

容装置当たり心線数を乗じたものに光予備心線数を加算したもの及び中継系電話用心線数

の合計を光ケーブル成端架心線数とする。 

 （２） （１）の心線数を光ケーブル成端架（大型）架当たり心線数で除したもの（１に

満たない端数は、切り捨てるものとする。）を光ケーブル成端架（大型）架数とする。光ケ

ーブル成端架（大型）架当たり心線数に光ケーブル成端架（大型）架数を乗じたものを、光

ケーブル成端架（大型）心線数とする。 

 （３） （１）の光ケーブル成端架心線数から（２）で求めた光ケーブル成端架（大型）

心線数を引いたものを光ケーブル成端架残り心線数とし、この心線数が光ケーブル成端架

（中型）架当たり心線数より多ければ光ケーブル成端架（大型）に収容することとする。光

ケーブル成端架（小型２）架当たり心線数より多く、光ケーブル成端架（中型）架当たり心

線数以下ならば光ケーブル成端架（中型）に収容することとする。光ケーブル成端架（小型

１）架当たり心線数より多く、光ケーブル成端架（小型２）架当たり心線数以下ならば光ケ

ーブル成端架（小型２）に収容することとする。光ケーブル成端架（小型１）架当たり心線

数以下ならば光ケーブル成端架（小型１）に収容することとする。 

 （４） （３）の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架（大型）に収容
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する場合には、光ケーブル成端架（大型）架数に１を加え、光ケーブル成端架（大型）心線

数に光ケーブル成端架残り心線数を加えるものとする。 

 （５） （３）の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架（中型）に収容

する場合には、光ケーブル成端架（中型）架数を１とし、光ケーブル成端架残り心線数を光

ケーブル成端架（中型）心線数とする。 

 （６） （３）の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架（小型２）に収

容する場合には、光ケーブル成端架（小型２）架数を１とし、光ケーブル成端架残り心線数

を光ケーブル成端架（小型２）心線数とする。 

 （７） （３）の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架（小型１）に収

容する場合には、光ケーブル成端架（小型１）架数を１とし、光ケーブル成端架残り心線数

を光ケーブル成端架（小型１）心線数とする。 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した心線数及び架数を用いて局ごと光ケーブ

ル成端架投資額を求め、すべての局の局ごと光ケーブル成端架投資額を合算し、光ケーブル

成端架投資額を算定する。 

 局ごと光ケーブル成端架投資額＝光ケーブル成端架（大型）架数×光ケーブル成端架（大

型）架当たり単価＋光ケーブル成端架（大型）心線数×光ケーブル成端架（大型）心線当た

り単価＋光ケーブル成端架（中型）架数×光ケーブル成端架（中型）架当たり単価＋光ケー

ブル成端架（中型）心線数×光ケーブル成端架（中型）心線当たり単価＋光ケーブル成端架

（小型２）架数×光ケーブル成端架（小型２）架当たり単価＋光ケーブル成端架（小型２）

心線数×光ケーブル成端架（小型２）心線当たり単価＋光ケーブル成端架（小型１）架数×

光ケーブル成端架（小型１）架当たり単価＋光ケーブル成端架（小型１）心線数×光ケーブ

ル成端架（小型１）心線当たり単価 

伝送装置 １ 局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置する伝送装置の設備量の算定 

 （１） 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、次の手順で伝送装置の台数を算定する。 

  ア 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容されるアナログ回線で収容さ

れる回線数を、局設置遠隔収容装置集線率、伝送装置収容率及びチャネル切上単位（１．５

Ｍ）で除して、多重変換装置１．５Ｍパス数を算定する（１に満たない端数は、切り上げる

ものとする。）。 

  イ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容される総合デジタル通信サー

ビス回線数及びＰＨＳ回線数の合計回線数を、局設置遠隔収容装置集線率、伝送装置収容率

及び総合デジタル通信サービス６Ｍパス収容回線数で除して、多重変換装置６Ｍパス数を算

定する（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

 この場合において、総合デジタル通信サービス回線数は、第一種総合デジタル通信サービ

ス回線数及び第二種総合デジタル通信サービス回線数に第二種総合デジタル通信サービス

する場合には、光ケーブル成端架（大型）架数に１を加え、光ケーブル成端架（大型）心線

数に光ケーブル成端架残り心線数を加えるものとする。 

 （５） （３）の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架（中型）に収容

する場合には、光ケーブル成端架（中型）架数を１とし、光ケーブル成端架残り心線数を光

ケーブル成端架（中型）心線数とする。 

 （６） （３）の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架（小型２）に収

容する場合には、光ケーブル成端架（小型２）架数を１とし、光ケーブル成端架残り心線数

を光ケーブル成端架（小型２）心線数とする。 

 （７） （３）の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架（小型１）に収

容する場合には、光ケーブル成端架（小型１）架数を１とし、光ケーブル成端架残り心線数

を光ケーブル成端架（小型１）心線数とする。 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した心線数及び架数を用いて局ごと光ケーブ

ル成端架投資額を求め、すべての局の局ごと光ケーブル成端架投資額を合算し、光ケーブル

成端架投資額を算定する。 

 局ごと光ケーブル成端架投資額＝光ケーブル成端架（大型）架数×光ケーブル成端架（大

型）架当たり単価＋光ケーブル成端架（大型）心線数×光ケーブル成端架（大型）心線当た

り単価＋光ケーブル成端架（中型）架数×光ケーブル成端架（中型）架当たり単価＋光ケー

ブル成端架（中型）心線数×光ケーブル成端架（中型）心線当たり単価＋光ケーブル成端架

（小型２）架数×光ケーブル成端架（小型２）架当たり単価＋光ケーブル成端架（小型２）

心線数×光ケーブル成端架（小型２）心線当たり単価＋光ケーブル成端架（小型１）架数×

光ケーブル成端架（小型１）架当たり単価＋光ケーブル成端架（小型１）心線数×光ケーブ

ル成端架（小型１）心線当たり単価 

伝送装置 １ 局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置する伝送装置の設備量の算定 

 （１） 遠隔収容装置設置局ごとに、次の手順で伝送装置の台数を算定する。 

  ア 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容されるアナログ回線で収容される回

線数を、局設置遠隔収容装置集線率、伝送装置収容率及びチャネル切上単位（１．５Ｍ）で

除して、多重変換装置１．５Ｍパス数を算定する（１に満たない端数は、切り上げるものと

する。）。 

  イ 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容される総合デジタル通信サービス回

線数及びＰＨＳ回線数の合計回線数を、局設置遠隔収容装置集線率、伝送装置収容率及び総

合デジタル通信サービス６Ｍパス収容回線数で除して、多重変換装置６Ｍパス数を算定する

（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

 この場合において、総合デジタル通信サービス回線数は、第一種総合デジタル通信サービ

ス回線数及び第二種総合デジタル通信サービス回線数に第二種総合デジタル通信サービス
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換算係数を乗じたものの合計の回線数とする。 

  ウ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容される低速専用線回線数、高

速メタル専用線回線数及び高速光専用線回線数を伝送装置収容率及び６Ｍパス収容回線数

で除して、６Ｍパス数をそれぞれ求め、その合計を多重変換装置専用６Ｍパス数とする（１

に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

 この場合において、６Ｍパス収容回線数は、低速専用、高速メタル専用及び高速光専用の

別にそれぞれ対応した数値を用いる。 

  エ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容されるＡＴＭ専用線回線数、

ＡＴＭデータ伝送回線数、ＡＤＳＬ地域ＩＰ回線数及び光地域ＩＰ回線数をそれぞれの回線

当たり速度で乗じ、伝送装置収容率及び６Ｍパスあたり速度で除して、それぞれの伝送設備

共用比率を乗じた上で６Ｍパス数をそれぞれ求め、その合計を多重変換装置データ系６Ｍパ

ス数とする（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

  オ イ、ウ及びエで算定した多重変換装置６Ｍパス数、多重変換装置専用６Ｍパス数及

び多重変換装置データ系６Ｍパス数の合計並びにアの多重変換装置１．５Ｍパス数をインタ

フェース当たりハイウェイ数で除して、６Ｍインタフェース数及び１．５Ｍインタフェース

数を算定する（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

  カ イ、ウ及びエで算定した多重変換装置６Ｍパス数、多重変換装置専用６Ｍパス数及

び多重変換装置データ系６Ｍパス数の合計にチャネル切上単位（６Ｍ）を乗じたもの及びア

の多重変換装置１．５Ｍパス数にチャネル切上単位（１．５Ｍ）を乗じたものの合計をチャ

ネル切上単位（５２Ｍ）で除して、多重変換装置５２Ｍパス数を算定する（１に満たない端

数は、切り上げるものとする。）。 

  キ カで算定した多重変換装置５２Ｍパス数を３で除して（１に満たない端数は、切り

捨てるものとする。）、多重変換装置１５６Ｍインタフェース数を算定する。 

 この際に生じた剰余の数を多重変換装置５２Ｍインタフェース数とする。 

  ク カで算定した多重変換装置５２Ｍパス数を３で除した商（１に満たない端数は、切

り上げるものとする。）を多重変換装置ユニット数とする。また、多重変換装置ユニット数

を多重変換装置架当たりユニット数で除したものを多重変換装置架数とする（１に満たない

端数は、切り上げるものとする。）。 

 （２） 加入者交換機設置局ごとに以下の手順で伝送装置の台数を算定する。 

  ア 当該局に帰属する局設置遠隔収容装置設置局の多重変換装置１５６Ｍインタフェ

ース数及び多重変換装置５２Ｍインタフェース数それぞれの合計を当該局の多重変換装置

１５６Ｍインタフェース数及び多重変換装置５２Ｍインタフェース数とする。 

  イ 当該局に帰属する局設置遠隔収容装置設置局の多重変換装置５２Ｍパス数の合計

を３で除した商（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を多重変換装置ユニット

数とする。 

換算係数を乗じたものの合計の回線数とする。 

  ウ 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容される低速専用線回線数、高速メタ

ル専用線回線数及び高速光専用線回線数を伝送装置収容率及び６Ｍパス収容回線数で除し

て、６Ｍパス数をそれぞれ求め、その合計を多重変換装置専用６Ｍパス数とする（１に満た

ない端数は、切り上げるものとする。）。 

 この場合において、６Ｍパス収容回線数は、低速専用、高速メタル専用及び高速光専用の

別にそれぞれ対応した数値を用いる。 

  エ 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容されるＡＴＭ専用線回線数、ＡＴＭ

データ伝送回線数、ＡＤＳＬ地域ＩＰ回線数及び光地域ＩＰ回線数をそれぞれの回線当たり

速度で乗じ、伝送装置収容率及び６Ｍパスあたり速度で除して、それぞれの伝送設備共用比

率を乗じた上で６Ｍパス数をそれぞれ求め、その合計を多重変換装置データ系６Ｍパス数と

する（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

  オ イ、ウ及びエで算定した多重変換装置６Ｍパス数、多重変換装置専用６Ｍパス数及

び多重変換装置データ系６Ｍパス数の合計並びにアの多重変換装置１．５Ｍパス数をインタ

フェース当たりハイウェイ数で除して、６Ｍインタフェース数及び１．５Ｍインタフェース

数を算定する（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

  カ イ、ウ及びエで算定した多重変換装置６Ｍパス数、多重変換装置専用６Ｍパス数及

び多重変換装置データ系６Ｍパス数の合計にチャネル切上単位（６Ｍ）を乗じたもの及びア

の多重変換装置１．５Ｍパス数にチャネル切上単位（１．５Ｍ）を乗じたものの合計をチャ

ネル切上単位（５２Ｍ）で除して、多重変換装置５２Ｍパス数を算定する（１に満たない端

数は、切り上げるものとする。）。 

  キ カで算定した多重変換装置５２Ｍパス数を３で除して（１に満たない端数は、切り

捨てるものとする。）、多重変換装置１５６Ｍインタフェース数を算定する。 

 この際に生じた剰余の数を多重変換装置５２Ｍインタフェース数とする。 

  ク カで算定した多重変換装置５２Ｍパス数を３で除した商（１に満たない端数は、切

り上げるものとする。）を多重変換装置ユニット数とする。また、多重変換装置ユニット数

を多重変換装置架当たりユニット数で除したものを多重変換装置架数とする（１に満たない

端数は、切り上げるものとする。）。 

 （２） 加入者交換機設置局ごとに以下の手順で伝送装置の台数を算定する。 

  ア 当該局に帰属する遠隔収容装置設置局の多重変換装置１５６Ｍインタフェース数

及び多重変換装置５２Ｍインタフェース数それぞれの合計を当該局の多重変換装置１５６

Ｍインタフェース数及び多重変換装置５２Ｍインタフェース数とする。 

  イ 当該局に帰属する遠隔収容装置設置局の多重変換装置５２Ｍパス数の合計を３で

除した商（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を多重変換装置ユニット数とす

る。 
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  ウ 当該局の多重変換装置ユニット数を多重変換装置架当たりユニット数で除したも

の（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を多重変換装置架数とする。 

２ 加入者交換機～中継交換機間に設置する伝送装置の設備量の算定 

 加入者交換機～中継交換機間伝送路ごとに、次の手順で伝送装置の種類ごとの台数を算定

する。 

 （１） 伝送装置の組合せは次のとおりとする。 

  ア 加入者交換機設置局に多重変換装置を設置し、中継交換機設置局に多重変換装置を

設置する。 

  イ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（１５６Ｍ）を設置し、中継交換機設

置局に高速終端中継伝送装置（１５６Ｍ）を設置する。 

  ウ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（６００Ｍ）を設置し、中継交換機設

置局に高速終端中継伝送装置（６００Ｍ）を設置する。 

  エ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（２．４Ｇ）を設置し、中継交換機設

置局に高速終端中継伝送装置（２．４Ｇ）を設置する。 

  オ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（１５６Ｍ）を設置し、中継交換機設

置局にクロスコネクト装置を設置する。 

  カ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（６００Ｍ）を設置し、中継交換機設

置局に高速終端中継伝送装置（６００Ｍ）及びクロスコネクト装置を設置する。 

  キ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（２．４Ｇ）を設置し、中継交換機設

置局に高速終端中継伝送装置（２．４Ｇ）及びクロスコネクト装置を設置する。 

  ク 加入者交換機設置局及び中継交換機設置局に分岐挿入伝送装置を設置する。 

 （２） 加入者交換機の設備量から、（１）のアからエまでの組合せごとの伝送装置のイ

ンタフェース数、ユニット数、架数、必要中間中継伝送装置数等を算定し、投資額が最も低

くなる組合せを選択する。 

 （３） 中継交換機が２台以上の場合又は当該局に相互接続点が設置される場合にクロス

コネクト装置を設置することとし、（１）のオ、カ及びキの組合せごとの伝送装置のインタ

フェース数、ユニット数、架数、必要中間中継伝送装置数等を算定し、投資額が最も低くな

る組合せを選択する。 

 （４） （２）及び（３）で選択された組合せと（１）のクを比較し、投資額が最も低く

なるものを選択する。 

３ １及び２の規定に基づき算定した設備量から、当該設備を共有する専用線回線等（低速

専用線回線数、高速メタル専用線回線数、高速光専用線回線数、ＡＴＭ専用線回線数、ＡＴ

Ｍデータ伝送回線数、ＡＤＳＬ地域ＩＰ回線数及び光地域ＩＰ回線数）に係る設備量を、そ

れぞれのパス数の比率に基づいて控除する。 

４ 投資額の算定 

  ウ 当該局の多重変換装置ユニット数を多重変換装置架当たりユニット数で除したも

の（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を多重変換装置架数とする。 

２ 加入者交換機～中継交換機間に設置する伝送装置の設備量の算定 

 加入者交換機～中継交換機間伝送路ごとに、次の手順で伝送装置の種類ごとの台数を算定

する。 

 （１） 伝送装置の組合せは次のとおりとする。 

  ア 加入者交換機設置局に多重変換装置を設置し、中継交換機設置局に多重変換装置を

設置する。 

  イ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（１５６Ｍ）を設置し、中継交換機設

置局に高速終端中継伝送装置（１５６Ｍ）を設置する。 

  ウ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（６００Ｍ）を設置し、中継交換機設

置局に高速終端中継伝送装置（６００Ｍ）を設置する。 

  エ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（２．４Ｇ）を設置し、中継交換機設

置局に高速終端中継伝送装置（２．４Ｇ）を設置する。 

  オ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（１５６Ｍ）を設置し、中継交換機設

置局にクロスコネクト装置を設置する。 

  カ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（６００Ｍ）を設置し、中継交換機設

置局に高速終端中継伝送装置（６００Ｍ）及びクロスコネクト装置を設置する。 

  キ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（２．４Ｇ）を設置し、中継交換機設

置局に高速終端中継伝送装置（２．４Ｇ）及びクロスコネクト装置を設置する。 

  ク 加入者交換機設置局及び中継交換機設置局に分岐挿入伝送装置を設置する。 

 （２） 加入者交換機の設備量から、（１）のアからエまでの組合せごとの伝送装置のイ

ンタフェース数、ユニット数、架数、必要中間中継伝送装置数等を算定し、投資額が最も低

くなる組合せを選択する。 

 （３） 中継交換機が２台以上の場合又は当該局に相互接続点が設置される場合にクロス

コネクト装置を設置することとし、（１）のオ、カ及びキの組合せごとの伝送装置のインタ

フェース数、ユニット数、架数、必要中間中継伝送装置数等を算定し、投資額が最も低くな

る組合せを選択する。 

 （４） （２）及び（３）で選択された組合せと（１）のクを比較し、投資額が最も低く

なるものを選択する。 

３ １及び２の規定に基づき算定した設備量から、当該設備を共有する専用線回線等（低速

専用線回線数、高速メタル専用線回線数、高速光専用線回線数、ＡＴＭ専用線回線数、ＡＴ

Ｍデータ伝送回線数、ＡＤＳＬ地域ＩＰ回線数及び光地域ＩＰ回線数）に係る設備量を、そ

れぞれのパス数の比率に基づいて控除する。 

４ 投資額の算定 
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 次の算定式により、前３項の規定に基づき算定した伝送装置の種類別の架数等を用いて伝

送装置投資額を算定する。 

  局ごと伝送装置投資額＝多重変換装置投資額 

             ＋高速終端中継伝送装置投資額 

             ＋クロスコネクト装置投資額 

             ＋分岐挿入伝送装置投資額 

  局ごと多重変換装置投資額 

           ＝多重変換装置架数 

             ×多重変換装置架・共通部当たり単価 

            ＋多重変換装置ユニット数 

             ×多重変換装置ユニット当たり単価 

            ＋多重変換装置１．５Ｍインタフェース数 

             ×多重変換装置１．５Ｍインタフェース当たり単価 

            ＋多重変換装置２Ｍインタフェース数 

             ×多重変換装置２Ｍインタフェース当たり単価 

            ＋多重変換装置６Ｍインタフェース数 

             ×多重変換装置６Ｍインタフェース当たり単価 

            ＋多重変換装置８Ｍインタフェース数 

             ×多重変換装置８Ｍインタフェース当たり単価 

            ＋多重変換装置５２Ｍインタフェース数 

             ×多重変換装置５２Ｍインタフェース当たり単価 

            ＋多重変換装置１５６Ｍインタフェース数 

             ×多重変換装置１５６Ｍインタフェース当たり単価 

  局ごと高速終端中継伝送装置投資額 

        ＝高速終端中継伝送装置架数 

          ×高速終端中継伝送装置架・共通部当たり単価 

         ＋高速終端中継伝送装置ユニット数 

          ×高速終端中継伝送装置ユニット当たり単価 

         ＋高速終端中継伝送装置局内インタフェース数 

          ×高速終端中継伝送装置局内インタフェース当たり単価 

         ＋高速終端中継伝送装置局間インタフェース数 

          ×高速終端中継伝送装置局間インタフェース単価 

  局ごとクロスコネクト装置投資額 

      ＝クロスコネクト装置基本架数 

        ×クロスコネクト装置基本架当たり単価 

 次の算定式により、前３項の規定に基づき算定した伝送装置の種類別の架数等を用いて伝

送装置投資額を算定する。 

  局ごと伝送装置投資額＝多重変換装置投資額 

             ＋高速終端中継伝送装置投資額 

             ＋クロスコネクト装置投資額 

             ＋分岐挿入伝送装置投資額 

  局ごと多重変換装置投資額 

           ＝多重変換装置架数 

             ×多重変換装置架・共通部当たり単価 

            ＋多重変換装置ユニット数 

             ×多重変換装置ユニット当たり単価 

            ＋多重変換装置１．５Ｍインタフェース数 

             ×多重変換装置１．５Ｍインタフェース当たり単価 

            ＋多重変換装置２Ｍインタフェース数 

             ×多重変換装置２Ｍインタフェース当たり単価 

            ＋多重変換装置６Ｍインタフェース数 

             ×多重変換装置６Ｍインタフェース当たり単価 

            ＋多重変換装置８Ｍインタフェース数 

             ×多重変換装置８Ｍインタフェース当たり単価 

            ＋多重変換装置５２Ｍインタフェース数 

             ×多重変換装置５２Ｍインタフェース当たり単価 

            ＋多重変換装置１５６Ｍインタフェース数 

             ×多重変換装置１５６Ｍインタフェース当たり単価 

  局ごと高速終端中継伝送装置投資額 

        ＝高速終端中継伝送装置架数 

          ×高速終端中継伝送装置架・共通部当たり単価 

         ＋高速終端中継伝送装置ユニット数 

          ×高速終端中継伝送装置ユニット当たり単価 

         ＋高速終端中継伝送装置局内インタフェース数 

          ×高速終端中継伝送装置局内インタフェース当たり単価 

         ＋高速終端中継伝送装置局間インタフェース数 

          ×高速終端中継伝送装置局間インタフェース単価 

  局ごとクロスコネクト装置投資額 

      ＝クロスコネクト装置基本架数 

        ×クロスコネクト装置基本架当たり単価 
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       ＋クロスコネクト装置接続架数 

        ×クロスコネクト装置接続架当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置増設リンク数 

        ×クロスコネクト装置増設リンク当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置空間スイッチユニット数 

        ×クロスコネクト装置空間スイッチユニット当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置局内５２Ｍインタフェース数 

        ×クロスコネクト装置局内５２Ｍインタフェース当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置局内１５６Ｍインタフェース数 

        ×クロスコネクト装置局内１５６Ｍインタフェース当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置局外インタフェース数 

        ×クロスコネクト装置局外インタフェース当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置ユニット数 

        ×クロスコネクト装置ユニット単価 

  局ごと分岐挿入伝送装置投資額 

          ＝分岐挿入伝送装置システム数 

            ×分岐挿入伝送装置システム当たり単価 

           ＋分岐挿入伝送装置局内インタフェース数 

            ×分岐挿入伝送装置局内インタフェース当たり単価 

中間中継伝送装

置 

１ 局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置

の設備量の算定 

 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設

置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから２を減じたもの（１に満たない端

数は、切り上げるものとする。）に、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数と当該局に設

置される局設置簡易遠隔収容装置数の合計を乗じたものを、当該局の中間中継伝送装置数と

し、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、当

該局の中間中継伝送装置架数とする。 

２ 局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設

備量の算定 

 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、次の（１）及び（２）の手順で求めた中間中継伝送装

置数及び中間中継伝送装置架数の合計を、当該局の中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装

置架数とする。 

 （１） 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、多重変換装置（５２Ｍ）及び多重変換装置（１

５６Ｍ）につき、局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間里程を中間中継伝送装

置平均距離で除したものから２を減じたもの（１に満たない端数は、切り上げるものとす

       ＋クロスコネクト装置接続架数 

        ×クロスコネクト装置接続架当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置増設リンク数 

        ×クロスコネクト装置増設リンク当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置空間スイッチユニット数 

        ×クロスコネクト装置空間スイッチユニット当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置局内５２Ｍインタフェース数 

        ×クロスコネクト装置局内５２Ｍインタフェース当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置局内１５６Ｍインタフェース数 

        ×クロスコネクト装置局内１５６Ｍインタフェース当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置局外インタフェース数 

        ×クロスコネクト装置局外インタフェース当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置ユニット数 

        ×クロスコネクト装置ユニット単価 

  局ごと分岐挿入伝送装置投資額 

          ＝分岐挿入伝送装置システム数 

            ×分岐挿入伝送装置システム当たり単価 

           ＋分岐挿入伝送装置局内インタフェース数 

            ×分岐挿入伝送装置局内インタフェース当たり単価 

中間中継伝送装

置 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の

算定 

 （１） 加入者交換機設置局ごとに、遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間里程を

中間中継伝送装置平均距離で除したものから２を減じたもの（１に満たない端数は、切り上

げるものとする。）に、当該局に帰属する局設置遠隔収容装置数を乗じたものを、当該局の

中間中継伝送装置数とする。 
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る。）に、当該局に設置する多重変換装置インタフェース数を乗じたものを当該局の中間中

継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除

したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。 

 （２） 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設

置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから２を減じたもの（１に満たない端

数は、切り上げるものとする。）に、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数を乗じたもの

を、当該局の中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝

送装置架収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。 

３ 加入者交換機設置局～中継交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算

定 

  加入者交換機設置局ごとに、次の（１）及び（２）の手順で求めた中間中継伝送装置数

及び中間中継伝送装置架数の合計を、当該局の中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架

数とする。 

 （１） 加入者交換機設置局ごとに、多重変換装置（５２Ｍ）及び多重変換装置（１５６

Ｍ）につき、多重変換装置局間インタフェース数を２で除したものに、加入者交換機設置局

～中継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから２を減じたもの

（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を乗じたものを中間中継伝送装置数とし、

中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、中間中

継伝送装置架数とする。 

 （２） 加入者交換機設置局ごとに、高速終端中継伝送装置（１５６Ｍ）、高速終端中継

伝送装置（６００Ｍ）及び高速終端中継伝送装置（２．４Ｇ）につき、高速終端中継伝送装

置局間インタフェース数を２で除したものに、加入者交換機設置局～中継交換機設置局間里

程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから２を減じたもの（１に満たない端数は、切

り上げるものとする。）を乗じたものの合計を中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置

数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、中間中継伝送装置架数と

する。 

４ 中継交換機設置局～中継交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算定 

  中継交換機設置局（当該局の上位に中継交換機設置局が存在する局に限る。）ごとに、

高速終端中継伝送装置（１５６Ｍ）、高速終端中継伝送装置（６００Ｍ）及び高速終端中継

伝送装置（２．４Ｇ）につき、高速終端中継伝送装置局間インタフェース数を２で除したも

のに、中継交換機設置局～中継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したも

のから２を減じたもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を乗じたものの合

計を当該局の中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝

送装置架収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。 

５ 投資額の算定 

 

 

 

 （２） （１）の中間中継伝送装置数を、中間中継伝送装置架当たり台数及び中間中継伝

送装置架収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。 

 

 

 

２ 加入者交換機設置局～中継交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算

定 

加入者交換機設置局ごとに、次の（１）及び（２）の手順で求めた中間中継伝送装置数及

び中間中継伝送装置架数の合計を、当該局の中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数

とする。 

 （１） 加入者交換機設置局ごとに、多重変換装置（５２Ｍ）及び多重変換装置（１５６

Ｍ）につき、多重変換装置局間インタフェース数を２で除したものに、加入者交換機設置局

～中継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから２を減じたもの

（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を乗じたものを中間中継伝送装置数とし、

中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、中間中

継伝送装置架数とする。 

 （２） 加入者交換機設置局ごとに、高速終端中継伝送装置（１５６Ｍ）、高速終端中継

伝送装置（６００Ｍ）及び高速終端中継伝送装置（２．４Ｇ）につき、高速終端中継伝送装

置局間インタフェース数を２で除したものに、加入者交換機設置局～中継交換機設置局間里

程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから２を減じたもの（１に満たない端数は、切

り上げるものとする。）を乗じたものの合計を中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置

数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、中間中継伝送装置架数と

する。 

３ 中継交換機設置局～中継交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算定 

中継交換機設置局（当該局の上位に中継交換機設置局が存在する局に限る。）ごとに、高

速終端中継伝送装置（１５６Ｍ）、高速終端中継伝送装置（６００Ｍ）及び高速終端中継伝

送装置（２．４Ｇ）につき、高速終端中継伝送装置局間インタフェース数を２で除したもの

に、中継交換機設置局～中継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したもの

から２を減じたもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を乗じたものの合計

を当該局の中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送

装置架収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。 

４ 投資額の算定 
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  次の算定式により、前４項の規定に基づき算定した中間中継伝送装置数及び中間中継伝

送装置架数を用いて局ごと中間中継伝送装置投資額を求め、すべての局の局ごと中間中継伝

送装置投資額を合算し、中間中継伝送装置投資額を算定する。 

  局ごと中間中継伝送装置投資額＝中間中継伝送装置架数×中間中継伝送装置架・共通部

当たり単価＋中間中継伝送装置数×中間中継伝送装置単価 

クロック供給装

置 

１ 設備量の算定 

 （１） 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数（当該局

に設置される無線伝送装置のうち変復調回線切替装置架数及び無線送受信装置架数並びに

衛星通信設備のうちＴＤＭＡ装置架数、衛星送受信装置架数及び衛星回線制御装置架数を合

計したもの）をクロック供給装置架当たり最大クロック分配数で除したものを、クロック供

給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架数とする。 

 （２） 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数（局設置遠隔

収容装置の台数、多重変換装置の架数、無線伝送装置のうち変復調回線切替装置架数及び無

線送受信装置架数並びに衛星通信設備のうちＴＤＭＡ装置架数、衛星送受信装置架数及び衛

星回線制御装置架数を合計したもの。）をクロック供給装置架当たり最大クロック分配数で

除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架数とする。 

 （３） 加入者交換機設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数（当該局に帰属する

局設置遠隔収容装置設置局との間で設置する多重変換装置の架数、加入者系半固定パス伝送

装置の架数、多重変換装置の架数、高速終端中継伝送装置の架数、分岐挿入伝送装置の架数

及び加入者交換機のユニット数、無線伝送装置のうち変復調回線切替装置架数及び無線送受

信装置架数並びに衛星通信設備のうちＴＤＭＡ装置架数、衛星送受信装置架数及び衛星回線

制御装置架数を合計したもの。）をクロック供給装置架当たり最大クロック分配数で除した

ものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架数とする。 

 （４） 中継交換機設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数（多重変換装置の架数、

高速終端中継伝送装置の架数、分岐挿入伝送装置の架数、中継交換機のユニット数、クロス

コネクト装置基本架数及びクロスコネクト装置増設架数、無線伝送装置のうち変復調回線切

替装置架数及び無線送受信装置架数並びに衛星通信設備のうちＴＤＭＡ装置架数、衛星送受

信装置架数及び衛星回線制御装置架数を合計したもの。）をクロック供給装置架当たり最大

クロック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装

置架数とする。 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した被クロック供給装置数及び架数を用いて

局ごとクロック供給装置投資額を求め、すべての局の局ごとクロック供給装置投資額を合算

し、クロック供給装置投資額を算定する。 

 局ごとクロック供給装置投資額＝クロック供給装置架数×クロック供給装置架・共通部単

  次の算定式により、前３項の規定に基づき算定した中間中継伝送装置数及び中間中継伝

送装置架数を用いて局ごと中間中継伝送装置投資額を求め、すべての局の局ごと中間中継伝

送装置投資額を合算し、中間中継伝送装置投資額を算定する。 

  局ごと中間中継伝送装置投資額＝中間中継伝送装置架数×中間中継伝送装置架・共通部

当たり単価＋中間中継伝送装置数×中間中継伝送装置単価 

クロック供給装

置 

１ 設備量の算定 

 

 

 

 

 

 （１） 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数（局設置遠隔収容装

置の台数及び多重変換装置の架数を合計したもの。）をクロック供給装置架当たり最大クロ

ック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架

数とする。 

 

 （２） 加入者交換機設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数（当該局に帰属する

遠隔収容装置設置局との間で設置する多重変換装置の架数、加入者系半固定パス伝送装置の

架数、多重変換装置の架数、高速終端中継伝送装置の架数、分岐挿入伝送装置の架数及び加

入者交換機のユニット数を合計したもの。）をクロック供給装置架当たり最大クロック分配

数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架数とす

る。 

 

 （３） 中継交換機設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数（多重変換装置の架数、

高速終端中継伝送装置の架数、分岐挿入伝送装置の架数、中継交換機のユニット数、クロス

コネクト装置基本架数及びクロスコネクト装置増設架数を合計したもの。）をクロック供給

装置架当たり最大クロック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したもの

をクロック供給装置架数とする。 

 

 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した被クロック供給装置数及び架数を用いて

局ごとクロック供給装置投資額を求め、すべての局の局ごとクロック供給装置投資額を合算

し、クロック供給装置投資額を算定する。 

 局ごとクロック供給装置投資額＝クロック供給装置架数×クロック供給装置架・共通部単
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価＋クロック供給装置被クロック供給装置数÷４×クロック供給装置供給クロック単価 

メタルケーブル １ 配線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定 

 （１） き線点から先の配線設備の算定に当たっては、回線需要の分布をもとに、あらか

じめ準備された配線パターンの中から最も適切なものを選択し、配線メタルケーブルの亘長

ｋｍを算定する。ケーブルの対数、条数は、回線需要数を勘案して算定する。当該ケーブル

対数、条数を用いて、必要となるメタルケーブルの延長ｋｍ、対ｋｍを算定する。 

 （２） 架空メタルケーブル及び地下メタルケーブルの延長ｋｍ、対ｋｍは、加入者交換

機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局ごとに与えられた配線地

下比率を基に算定する。ただし、２（３）においてすべてのき線架空ケーブルを地中化して

も局ごとケーブル地中化率に達しない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。 

 （３） ビル引込ケーブルについては、回線の需要密度を勘案して算定する。 

２ き線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定 

 （１） 加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局か

らき線点までの間のき線設備の算定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長ｋ

ｍを算定する。 

 （２） （１）によりき線亘長が確定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から、設備管

理運営費（減価償却費と施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。）が最も低く

なる組合せを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により、選択不可

能なものは除く。 

  ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 

  イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

  ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 

  エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

 （３） 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換え

る。置換えを行うケーブルは、加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容

装置を設置する局から近いものであり、かつ敷設条数が多いものを優先することとする。 

 （４） （３）により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについ

ては、当該区間をメタルケーブル、光ケーブルのいずれを使用する方が設備管理運営費がよ

り低くなるかを比較し、より安価なものを選択することとする。 

 （５） 伝送路の各区間における必要対数、条数は、需要数を勘案して算定し、メタルケ

ーブル延長ｋｍ、対ｋｍの算定に使用する。 

３ 投資額の算定 

 前項の規定に基づき算定した設備量を基に、加入者が収容されるすべての局ごとにメタル

ケーブル対ｋｍ及びメタルケーブル延長ｋｍの合計を求め、次の算定式により、局ごとのメ

タルケーブル投資額を算定し、すべての局の局ごとメタルケーブル投資額を合算して、メタ

価＋クロック供給装置被クロック供給装置数÷４×クロック供給装置供給クロック単価 

メタルケーブル １ 配線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定 

 （１） き線点から先の配線設備の算定に当たっては、回線需要の分布をもとに、あらか

じめ準備された配線パターンの中から最も適切なものを選択し、配線メタルケーブルの亘長

ｋｍを算定する。ケーブルの対数、条数は、回線需要数を勘案して算定する。当該ケーブル

対数、条数を用いて、必要となるメタルケーブルの延長ｋｍ、対ｋｍを算定する。 

 （２） 架空メタルケーブル及び地下メタルケーブルの延長ｋｍ、対ｋｍは、加入者交換

機又は遠隔収容装置を設置する局ごとに与えられた配線地下比率を基に算定する。ただし、

２（３）においてすべてのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル地中化率に達し

ない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。 

 （３） ビル引込ケーブルについては、回線の需要密度を勘案して算定する。 

２ き線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定 

 （１） 加入者交換機又は遠隔収容装置を設置する局からき線点までの間のき線設備の算

定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長ｋｍを算定する。 

 

 （２） （１）によりき線亘長が確定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から、設備管

理運営費（減価償却費と施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。）が最も低く

なる組合せを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により、選択不可

能なものは除く。 

  ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 

  イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

  ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 

  エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

 （３） 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換え

る。置換えを行うケーブルは、加入者交換機又は遠隔収容装置を設置する局から近いもので

あり、かつ敷設条数が多いものを優先することとする。 

 （４） （３）により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについ

ては、当該区間をメタルケーブル、光ケーブルのいずれを使用する方が設備管理運営費がよ

り低くなるかを比較し、より安価なものを選択することとする。 

 （５） 伝送路の各区間における必要対数、条数は、需要数を勘案して算定し、メタルケ

ーブル延長ｋｍ、対ｋｍの算定に使用する。 

３ 投資額の算定 

 前項の規定に基づき算定した設備量を基に、加入者が収容されるすべての局ごとにメタル

ケーブル対ｋｍ及びメタルケーブル延長ｋｍの合計を求め、次の算定式により、局ごとのメ

タルケーブル投資額を算定し、すべての局の局ごとメタルケーブル投資額を合算して、メタ
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ルケーブル投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

 局ごと種別ごとメタルケーブル投資額＝当該種別架空メタルケーブル対ｋｍ×当該種別

架空メタルケーブル対ｋｍ単価＋当該種別架空メタルケーブル延長ｋｍ×当該種別架空メ

タルケーブル延長ｋｍ単価＋当該種別地下メタルケーブル対ｋｍ×当該種別地下メタルケ

ーブル対ｋｍ単価＋当該種別地下メタルケーブル延長ｋｍ×当該種別地下メタルケーブル

延長ｋｍ単価 

 

加入系光ケーブ

ル 

１ 配線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定 

 （１） き線点から先の配線設備の算定にあたっては、あらかじめ準備された配線パター

ンを適用し、配線光ケーブルの亘長ｋｍを算定する。ケーブルの心数、条数は、回線需要数

を勘案して算定する。当該ケーブル心数、条数を用いて、光ケーブルの延長ｋｍ、心ｋｍを

算定する。 

 （２） 架空光ケーブル及び地下光ケーブルの延長ｋｍは、加入者交換機、局設置遠隔収

容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局ごとに与えられた配線地下比率を基に算

定する。ただし、２（３）においてすべてのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブ

ル地中化率に達しない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。 

２ き線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定 

 （１） 加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局か

らき線点までの間のき線設備の算定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長ｋ

ｍを算定する。 

 （２） （１）によりき線亘長ｋｍが確定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から、設

備管理運営費（減価償却費と施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。）が最も

低くなる組合せを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により、選択

不可能なものは除く。 

  ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 

  イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

  ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 

  エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

 （３） 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換え

る。置換えを行うケーブルは、加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容

装置を設置する局から近いものであり、かつ、敷設条数が多いものを優先することとする。 

 （４） （３）により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについ

ては、当該区間をメタルケーブル、光ケーブルのいずれが設備管理運営費がより低くなるか

を比較し、より安価なものを選択することとする。 

 （５） 伝送路の各区間における必要心数、条数は、需要数を勘案して算定し、光ケーブ

ルケーブル投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

 局ごと種別ごとメタルケーブル投資額＝当該種別架空メタルケーブル対ｋｍ×当該種別

架空メタルケーブル対ｋｍ単価＋当該種別架空メタルケーブル延長ｋｍ×当該種別架空メ

タルケーブル延長ｋｍ単価＋当該種別地下メタルケーブル対ｋｍ×当該種別地下メタルケ

ーブル対ｋｍ単価＋当該種別地下メタルケーブル延長ｋｍ×当該種別地下メタルケーブル

延長ｋｍ単価 

 

加入系光ケーブ

ル 

１ 配線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定 

 （１） き線点から先の配線設備の算定にあたっては、あらかじめ準備された配線パター

ンを適用し、配線光ケーブルの亘長ｋｍを算定する。ケーブルの心数、条数は、回線需要数

を勘案して算定する。当該ケーブル心数、条数を用いて、光ケーブルの延長ｋｍ、心ｋｍを

算定する。 

 （２） 架空光ケーブル及び地下光ケーブルの延長ｋｍは、加入者交換機又は遠隔収容装

置を設置する局ごとに与えられた配線地下比率を基に算定する。ただし、２（３）において

すべてのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル地中化率に達しない場合は、配線

架空ケーブルの追加地中化処理を行う。 

２ き線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定 

 （１） 加入者交換機又は遠隔収容装置を設置する局からき線点までの間のき線設備の算

定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長ｋｍを算定する。 

 

 （２） （１）によりき線亘長ｋｍが確定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から、設

備管理運営費（減価償却費と施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。）が最も

低くなる組合せを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により、選択

不可能なものは除く。 

  ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 

  イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

  ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 

  エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

 （３） 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換え

る置換えを行うケーブルは、加入者交換機又は遠隔収容装置を設置する局から近いものであ

り、かつ、敷設条数が多いものを優先することとする。 

 （４） （３）により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについ

ては、当該区間をメタルケーブル、光ケーブルのいずれが設備管理運営費がより低くなるか

を比較し、より安価なものを選択することとする。 

 （５） 伝送路の各区間における必要心数、条数は、需要数を勘案して算定し、光ケーブ
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ル延長ｋｍ、心ｋｍの算定に使用する。 

３ 投資額の算定 

 前項の規定に基づき算定した設備量を基に、加入者が収容されるすべての局ごとに光ケー

ブル心ｋｍ及び光ケーブル延長ｋｍの合計を求め、次の算定式により、局ごとの光ケーブル

投資額を算定し、すべての局の局ごと光ケーブル投資額を合算して光ケーブル投資額を算定

する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

 局ごと光ケーブル投資額＝加入系架空光ケーブル心ｋｍ×加入系架空光ケーブル心ｋｍ

単価＋加入系架空光ケーブル延長ｋｍ×加入系架空光ケーブル延長ｋｍ単価＋加入系地下

光ケーブル心ｋｍ×加入系地下光ケーブル心ｋｍ単価＋加入系地下光ケーブル延長ｋｍ×

加入系地下光ケーブル延長ｋｍ単価 

中継系光ケーブ

ル 

１ 局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量

の算定 

 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置ユニット数

及び当該局に設置する局設置簡易遠隔収容装置ユニット数を勘案し、必要な光ケーブル設備

量を算定する。 

２ 局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量の算

定 

 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置ユニット数及び

当該局に必要となる多重変換装置数を勘案し、必要な光ケーブル設備量を算定する。 

３ 交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量の算定 

 網構成（交換機設置局間の伝送路の構成）ごとに、必要となる伝送装置の量を勘案し、必

要なケーブル設備量を算定し、交換機設置局ごとに必要となる伝送容量に応じて設備量を帰

属する。 

４ 投資額の算定 

 前項の規定に基づき算定した設備量を基に、局ごとに光ケーブル心ｋｍ及び光ケーブル延

長ｋｍの合計を求め、次の算定式により、局ごと光ケーブル投資額を算定し、すべての局の

局ごとの光ケーブル投資額を合算して光ケーブル投資額を算定する。 

 局ごと光ケーブル投資額＝中継系架空光ケーブル心ｋｍ×中継系架空光ケーブル心ｋｍ

単価＋中継系架空光ケーブル延長ｋｍ×中継系架空光ケーブル延長ｋｍ単価＋中継系地下

光ケーブル心ｋｍ×中継系地下光ケーブル心ｋｍ単価＋中継系地下光ケーブル延長ｋｍ×

中継系地下光ケーブル延長ｋｍ単価 

海底光ケーブル １ 設備量の算定 

 区間設備として海底光ケーブルが指定されている局間の海底光ケーブル設備量を以下の

手順で算定する。 

 

ル延長ｋｍ、心ｋｍの算定に使用する。 

３ 投資額の算定 

 前項の規定に基づき算定した設備量を基に、加入者が収容されるすべての局ごとに光ケー

ブル心ｋｍ及び光ケーブル延長ｋｍの合計を求め、次の算定式により、局ごとの光ケーブル

投資額を算定し、すべての局の局ごと光ケーブル投資額を合算して光ケーブル投資額を算定

する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

 局ごと光ケーブル投資額＝加入系架空光ケーブル心ｋｍ×加入系架空光ケーブル心ｋｍ

単価＋加入系架空光ケーブル延長ｋｍ×加入系架空光ケーブル延長ｋｍ単価＋加入系地下

光ケーブル心ｋｍ×加入系地下光ケーブル心ｋｍ単価＋加入系地下光ケーブル延長ｋｍ×

加入系地下光ケーブル延長ｋｍ単価 

中継系光ケーブ

ル 

 

 

 

 

 

１ 遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量の算定 

 

 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置ユニット数及び当該局

に必要となる多重変換装置数を勘案し、必要な光ケーブル設備量を算定する。 

２ 交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量の算定 

 網構成（交換機設置局間の伝送路の構成）ごとに、必要となる伝送装置の量を勘案し、必

要なケーブル設備量を算定し、交換機設置局ごとに必要となる伝送容量に応じて設備量を帰

属する。 

３ 投資額の算定 

 前項の規定に基づき算定した設備量を基に、局ごとに光ケーブル心ｋｍ及び光ケーブル延

長ｋｍの合計を求め、次の算定式により、局ごと光ケーブル投資額を算定し、すべての局の

局ごとの光ケーブル投資額を合算して光ケーブル投資額を算定する。 

 局ごと光ケーブル投資額＝中継系架空光ケーブル心ｋｍ×中継系架空光ケーブル心ｋｍ

単価＋中継系架空光ケーブル延長ｋｍ×中継系架空光ケーブル延長ｋｍ単価＋中継系地下

光ケーブル心ｋｍ×中継系地下光ケーブル心ｋｍ単価＋中継系地下光ケーブル延長ｋｍ×

中継系地下光ケーブル延長ｋｍ単価 

海底光ケーブル １ 設備量の算定 

 区間設備として海底光ケーブルが指定されている遠隔収容装置設置局間、遠隔収容装置設

置局～加入者交換機設置局間又は加入者交換機設置局～中継交換機設置局間の海底光ケー

ブル設備量を以下の手順で算定する。 
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 （１） 当該局間里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離を超える場合、当該区間は有

中継海底光ケーブルを使用することとし、当該局間の通信量を勘案して算定した必要心線数

を有中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるも

のとする。）を当該局間の有中継海底光ケーブル条数とする。当該局間の有中継海底光ケー

ブル条数より１を減じた条数に有中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じたものを有中

継海底光ケーブル最大規格心線心線数とする。これに更に当該局間里程を乗じたものを有中

継海底光ケーブル最大規格心線心ｋｍとする。また、必要心線数から有中継海底光ケーブル

最大規格心線心線数を引いたものの直近上位の規格心線数を有中継海底光ケーブル残り心

線数とし、これに当該局間里程を乗じたものを有中継海底光ケーブル残り心線心ｋｍとす

る。 

 （２） 当該局間里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離以下の場合、当該区間は無中

継海底光ケーブルを使用することとし、当該局間の通信量を勘案して算定した必要心線数を

無中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるもの

とする。）を当該局間の無中継海底光ケーブル条数とする。当該局間の無中継海底光ケーブ

ル条数より１を減じた条数に、無中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じたものを、無中

継海底光ケーブル最大規格心線心線数とする。これに更に当該局間里程を乗じたものを無中

継海底光ケーブル最大規格心線心ｋｍとする。また、必要心線数から無中継海底光ケーブル

最大規格心線心線数を引いたものの直近上位の規格心線数を無中継海底光ケーブル残り心

線数とし、これに当該局間里程を乗じたものを無中継海底光ケーブル残り心線心ｋｍとす

る。 

 （３） （１）及び（２）で算定した海底光ケーブルの設備量は、当該区間の両端の各局

で二分の一ずつに案分する。 

２ 投資額の算定 

 局ごとに、前項の規定に基づき算定した有中継海底光ケーブル心ｋｍ及び無中継海底光ケ

ーブル心ｋｍをそれぞれ合計し、以下の算定式により、局ごとの有中継海底光ケーブル投資

額及び無中継海底光ケーブル投資額をそれぞれ算定し、すべての局の局ごと有中継海底光ケ

ーブル投資額と無中継海底光ケーブル投資額を合算して、海底光ケーブル投資額を算定す

る。 

 局ごと有中継海底光ケーブル投資額＝有中継海底光ケーブル心ｋｍ×有中継海底光ケー

ブル心ｋｍ単価＋有中継海底光ケーブル延長ｋｍ×有中継海底光ケーブル延長ｋｍ単価 

 局ごと無中継海底光ケーブル投資額＝無中継海底光ケーブル心ｋｍ×無中継海底光ケー

ブル心ｋｍ単価＋無中継海底光ケーブル延長ｋｍ×無中継海底光ケーブル延長ｋｍ単価 

海底中間中継伝

送装置 

１ 設備量の算定 

 区間設備として海底光ケーブルが指定されている局間で有中継海底光ケーブルを使用す

る場合、局間里程を海底中間中継伝送装置最大中継距離で除したもの（１に満たない端数は、

 （１） 当該局間里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離を超える場合、当該区間は有

中継海底光ケーブルを使用することとし、当該局間の通信量を勘案して算定した必要心線数

を有中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるも

のとする。）を当該局間の有中継海底光ケーブル条数とする。当該局間の有中継海底光ケー

ブル条数より１を減じた条数に有中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じたものを有中

継海底光ケーブル最大規格心線心線数とする。これに更に当該局間里程を乗じたものを有中

継海底光ケーブル最大規格心線心ｋｍとする。また、必要心線数から有中継海底光ケーブル

最大規格心線心線数を引いたものの直近上位の規格心線数を有中継海底光ケーブル残り心

線数とし、これに当該局間里程を乗じたものを有中継海底光ケーブル残り心線心ｋｍとす

る。 

 （２） 当該局間里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離以下の場合、当該区間は無中

継海底光ケーブルを使用することとし、当該局間の通信量を勘案して算定した必要心線数を

無中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるもの

とする。）を当該局間の無中継海底光ケーブル条数とする。当該局間の無中継海底光ケーブ

ル条数より１を減じた条数に、無中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じたものを、無中

継海底光ケーブル最大規格心線心線数とする。これに更に当該局間里程を乗じたものを無中

継海底光ケーブル最大規格心線心ｋｍとする。また、必要心線数から無中継海底光ケーブル

最大規格心線心線数を引いたものの直近上位の規格心線数を無中継海底光ケーブル残り心

線数とし、これに当該局間里程を乗じたものを無中継海底光ケーブル残り心線心ｋｍとす

る。 

 （３） （１）及び（２）で算定した海底光ケーブルの設備量は、当該区間の両端の各局

で二分の一ずつに案分する。 

２ 投資額の算定 

 局ごとに、前項の規定に基づき算定した有中継海底光ケーブル心ｋｍ及び無中継海底光ケ

ーブル心ｋｍをそれぞれ合計し、以下の算定式により、局ごとの有中継海底光ケーブル投資

額及び無中継海底光ケーブル投資額をそれぞれ算定し、すべての局の局ごと有中継海底光ケ

ーブル投資額と無中継海底光ケーブル投資額を合算して、海底光ケーブル投資額を算定す

る。 

 局ごと有中継海底光ケーブル投資額＝有中継海底光ケーブル心ｋｍ×有中継海底光ケー

ブル心ｋｍ単価＋有中継海底光ケーブル延長ｋｍ×有中継海底光ケーブル延長ｋｍ単価 

 局ごと無中継海底光ケーブル投資額＝無中継海底光ケーブル心ｋｍ×無中継海底光ケー

ブル心ｋｍ単価＋無中継海底光ケーブル延長ｋｍ×無中継海底光ケーブル延長ｋｍ単価 

海底中間中継伝

送装置 

１ 設備量の算定 

 区間設備として海底光ケーブルが指定されている遠隔収容装置設置局間、遠隔収容装置設

置局～加入者交換機設置局間又は加入者交換機設置局～中継交換機設置局間で有中継海底
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切り捨てるものとする。）を区間中継数とする。これに有中継海底光ケーブル条数を乗じた

ものを当該局間の海底中間中継伝送装置数とする。 

 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した海底中間中継伝送装置数を用いて局ごと

の海底中間中継伝送装置投資額を求め、すべての局の局ごと海底中間中継伝送装置投資額を

合算し、海底中間中継伝送装置投資額を算定する。 

 局ごと海底中間中継伝送装置投資額＝海底中間中継伝送装置数×海底中間中継伝送装置

単価＋海底中間中継伝送装置用給電装置数×海底中間中継伝送装置用給電装置単価 

無線伝送装置 １ 設備量の算定 

 区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の局ごとに、無線伝送装置設備量を

以下の手順で算定する。 

 

 （１） 当該局間の通信量を勘案して求められた５２Ｍパス数を変復調回線切替装置ユニ

ット当たり最大収容５２Ｍパス数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとす

る。）を、変復調回線切替装置ユニット数とする。 

 （２） （１）で算定した変復調回線切替装置ユニット数を変復調回線切替装置架当たり

ユニット数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、変復調回線

切替装置架数とする。 

 （３） 当該局間の通信量を勘案して求められた５２Ｍパス数を無線送受信装置ユニット

当たり最大収容５２Ｍパス数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）

を、無線送受信装置ユニット数とする。 

 （４） （３）で算定した無線送受信装置ユニット数を無線送受信装置架当たりユニット

数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、無線送受信装置架数

とする。 

 （５） （１）～（４）で算定した各設備量は、当該区間の両端の各局にそれぞれそのま

まの量を割り付けるものとする。 

２ 投資額の算定 

 局ごとに、前項の規定に基づき算定した変復調回線切替装置ユニット数等を用いて次の算

定式により、局ごと無線伝送装置投資額を算定し、すべての局の局ごと無線伝送装置投資額

を合算し、無線伝送装置投資額を算定する。 

 局ごと無線伝送装置投資額＝変復調回線切替装置ユニット数×変復調回線切替装置ユニ

ット単価＋変復調回線切替装置架数×変復調回線切替装置架・共通部単価＋無線送受信装置

ユニット数×無線送受信装置ユニット単価＋無線送受信装置架数×無線送受信装置架単価 

無線アンテナ １ 設備量の算定 

光ケーブルを使用する場合、局間里程を海底中間中継伝送装置最大中継距離で除したもの

（１に満たない端数は、切り捨てるものとする。）を区間中継数とする。これに有中継海底

光ケーブル条数を乗じたものを当該局間の海底中間中継伝送装置数とする。 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した海底中間中継伝送装置数を用いて局ごと

の海底中間中継伝送装置投資額を求め、すべての局の局ごと海底中間中継伝送装置投資額を

合算し、海底中間中継伝送装置投資額を算定する。 

 局ごと海底中間中継伝送装置投資額＝海底中間中継伝送装置数×海底中間中継伝送装置

単価＋海底中間中継伝送装置用給電装置数×海底中間中継伝送装置用給電装置単価 

無線伝送設備 １ 設備量の算定 

 区間設備として無線通信が指定されている遠隔収容装置設置局間、遠隔収容装置設置局～

加入者交換機設置局間又は加入者交換機設置局～中継交換機設置局間ごとに、無線伝送設備

設備量を以下の手順で算定する。 

 （１） 当該局間の通信量を勘案して求められた５２Ｍパス数を変復調回線切替装置ユニ

ット当たり最大収容５２Ｍパス数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとす

る。）を、変復調回線切替装置ユニット数とする。 

 （２） （１）で算定した変復調回線切替装置ユニット数を変復調回線切替装置架当たり

ユニット数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、変復調回線

切替装置架数とする。 

 （３） 当該局間の通信量を勘案して求められた５２Ｍパス数を無線送受信装置ユニット

当たり最大収容５２Ｍパス数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）

を、無線送受信装置ユニット数とする。 

 （４） （３）で算定した無線送受信装置ユニット数を無線送受信装置架当たりユニット

数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、無線送受信装置架数

とする。 

 （５） （１）～（４）で算定した各設備量は、当該区間の両端の各局にそれぞれそのま

まの量を割り付けるものとする。 

２ 投資額の算定 

 局ごとに、前項の規定に基づき算定した変復調回線切替装置ユニット数等を用いて次の算

定式により、局ごと無線伝送装置投資額を算定し、すべての局の局ごと無線伝送装置投資額

を合算し、無線伝送装置投資額を算定する。 

 局ごと無線伝送装置投資額＝変復調回線切替装置ユニット数×変復調回線切替装置ユニ

ット単価＋変復調回線切替装置架数×変復調回線切替装置架・共通部単価＋無線送受信装置

ユニット数×無線送受信装置ユニット単価＋無線送受信装置架数×無線送受信装置架単価 

無線アンテナ １ 設備量の算定 

40



 

 

 区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の局ごとに、無線通信が指定されて

いる経路数の合計に経路当たりアンテナ数を乗じたものを、当該局のアンテナ数とする。 

 

２ 投資額の算定 

 局ごとに、前項の規定に基づき算定したアンテナ数を用いて次の算定式により、局ごとア

ンテナ投資額を算定し、すべての局の局ごとアンテナ投資額を合算し、無線アンテナ投資額

を算定する。 

 局ごとアンテナ投資額＝アンテナ数×アンテナ単価 

無線鉄塔 １ 設備量の算定 

 区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の局ごとに、当該局が無線単独局に

該当する場合、アンテナ数を最大アンテナ搭載数で除したもの（１に満たない端数は、切り

上げるものとする。）を、当該局の地上設置用鉄塔数とし、当該局が無線併設局に該当する

場合、アンテナ数を最大アンテナ搭載数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるも

のとする。）を、当該局の屋上設置用鉄塔数とする。 

 

２ 投資額の算定 

 局ごとに、前項の規定に基づき算定した鉄塔数を用いて次の算定式により、局ごと鉄塔投

資額を算定し、すべての局の局ごと鉄塔投資額を合算し、無線鉄塔投資額を算定する。 

 局ごと鉄塔投資額＝屋上設置用鉄塔数×屋上設置用鉄塔単価＋地上設置用鉄塔数×地上

設置用鉄塔単価 

衛星通信設備 １ 設備量の算定 

 区間設備として衛星通信が指定されている区間の両端の局ごとに、衛星通信設備設備量を

以下の手順で算定する。 

 

 （１） 当該局間の通信量を勘案して求められた５２Ｍパス数にチャネル切上単位（５２

Ｍ）を乗じたものを地球局必要回線数とする。この地球局必要回線数の総和を１トランスポ

ンダ当たり最大接続可能回線数で除して２を乗じたものを、トランスポンダ数とする。 

 （２） 地球局必要回線数をＴＤＭＡ装置架当たり最大収容回線数で除して（１に満たな

い端数は、切り上げるものとする。）２を乗じたものを、ＴＤＭＡ装置架数とする。 

 （３） 地球局必要回線数を衛星送受信装置架当たり最大収容回線数で除して（１に満た

ない端数は、切り上げるものとする。）２を乗じたものを、衛星送受信装置架数とする。 

 （４） 地球局１局ごとに、アンテナ数は２とする。 

 （５） 本土側地球局１局ごとに、衛星回線制御装置架数は１組とする。 

２ 投資額の算定 

 局ごとに、前項の規定に基づき算定したトランスポンダ数等を用いて次の算定式により、

 区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の遠隔収容装置設置局、加入者交換

機設置局及び中継交換機設置局ごとに、無線通信が指定されている経路数の合計に経路当た

りアンテナ数を乗じたものを、当該局のアンテナ数とする。 

２ 投資額の算定 

 局ごとに、前項の規定に基づき算定したアンテナ数を用いて次の算定式により、局ごとア

ンテナ投資額を算定し、すべての局の局ごとアンテナ投資額を合算し、無線アンテナ投資額

を算定する。 

 局ごとアンテナ投資額＝アンテナ数×アンテナ単価 

無線鉄塔 １ 設備量の算定 

 区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の遠隔収容装置設置局、加入者交換

機設置局及び中継交換機設置局ごとに、当該局が無線単独局に該当する場合、アンテナ数を

最大アンテナ搭載数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、当

該局の地上設置用鉄塔数とし、当該局が無線併設局に該当する場合、アンテナ数を最大アン

テナ搭載数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、当該局の屋

上設置用鉄塔数とする。 

２ 投資額の算定 

 局ごとに、前項の規定に基づき算定した鉄塔数を用いて次の算定式により、局ごと鉄塔投

資額を算定し、すべての局の局ごと鉄塔投資額を合算し、無線鉄塔投資額を算定する。 

 局ごと鉄塔投資額＝屋上設置用鉄塔数×屋上設置用鉄塔単価＋地上設置用鉄塔数×地上

設置用鉄塔単価 

衛星通信設備 １ 設備量の算定 

 区間設備として衛星通信が指定されている遠隔収容装置設置局間、遠隔収容装置設置局～

加入者交換機設置局間又は加入者交換機設置局～中継交換機設置局間ごとに、衛星通信設備

設備量を以下の手順で算定する。 

 （１） 当該局間の通信量を勘案して求められた５２Ｍパス数にチャネル切上単位（５２

Ｍ）を乗じたものを地球局必要回線数とする。この地球局必要回線数の総和を１トランスポ

ンダ当たり最大接続可能回線数で除して２を乗じたものを、トランスポンダ数とする。 

 （２） 地球局必要回線数をＴＤＭＡ装置架当たり最大収容回線数で除して（１に満たな

い端数は、切り上げるものとする。）２を乗じたものを、ＴＤＭＡ装置架数とする。 

 （３） 地球局必要回線数を衛星送受信装置架当たり最大収容回線数で除して（１に満た

ない端数は、切り上げるものとする。）２を乗じたものを、衛星送受信装置架数とする。 

 （４） 地球局１局ごとに、アンテナ数は２とする。 

 （５） 本土側地球局１局ごとに、衛星回線制御装置架数は１組とする。 

２ 投資額の算定 

 局ごとに、前項の規定に基づき算定したトランスポンダ数等を用いて次の算定式により、
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局ごと衛星通信設備投資額を算定し、すべての局の局ごと衛星通信設備投資額を合算し、衛

星通信設備投資額を算定する。 

 局ごと衛星通信設備投資額＝トランスポンダ数×トランスポンダ単価＋ＴＤＭＡ装置架

数×ＴＤＭＡ装置架単価＋衛星送受信装置架数×衛星送受信装置架単価＋衛星アンテナ数

×衛星アンテナ単価＋衛星回線制御装置架数×衛星回線制御装置架単価 

加入系電柱 １ 設備量の算定 

 局ごとに、架空メタルケーブル及び架空光ケーブルの敷設区間里程の総和を電柱間隔で除

したものを、当該局の電柱本数とする。 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した本数を用い局ごと電柱投資額を求め、す

べての局の局ごと電柱投資額を合算し、電柱投資額を算定する。この場合、局が属する都道

府県の単価及び共架率を使用する。 

  局ごと加入系電柱投資額＝加入系電柱本数×加入系電柱単価×電柱共架率 

中継系電柱 １ 設備量の算定 

  局ごとに、中継系管路亘長ｋｍに中継線路架空比率を乗じて電柱間隔で除したものを、

当該局に帰属する中継系電柱本数とする。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した本数を用い局ごと電柱投資額を求め、

すべての局の局ごと電柱投資額を合算し、電柱投資額を算定する。この場合、局が属する都

道府県の電柱共架率を使用する。 

  局ごと中継系電柱投資額＝中継系電柱本数×中継系電柱単価×電柱共架率 

加入系管路 １ 設備量の算定 

  局ごとに、地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間里程の総和を当該局の管

路亘長ｋｍとする。また、当該敷設区間ごとに、敷設する地下メタルケーブル及び地下光ケ

ーブルの設備量及び多条敷設の可否を勘案して、管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設

条数を算定する。地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間ごとに、当該敷設区間

の里程に管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を乗じたものを、それぞれ当該敷設

区間の管路条ｋｍ及びインナーパイプ延長ｋｍとし、局ごとに合算したものを当該局の管路

条ｋｍ及びインナーパイプ延長ｋｍとする。なお、管路亘長ｋｍ、管路条ｋｍからは、中口

径管路、共同溝、とう道、電線共同溝、自治体管路、情報ボックスを適用した区間は控除す

る。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した管路亘長ｋｍ及び管路条ｋｍを用い局

ごと管路投資額を求め、すべての局の局ごと管路投資額を合算し、管路投資額を算定する。

この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

局ごと衛星通信設備投資額を算定し、すべての局の局ごと衛星通信設備投資額を合算し、衛

星通信設備投資額を算定する。 

 局ごと衛星通信設備投資額＝トランスポンダ数×トランスポンダ単価＋ＴＤＭＡ装置架

数×ＴＤＭＡ装置架単価＋衛星送受信装置架数×衛星送受信装置架単価＋衛星アンテナ数

×衛星アンテナ単価＋衛星回線制御装置架数×衛星回線制御装置架単価 

加入系電柱 １ 設備量の算定 

 局ごとに、架空メタルケーブル及び架空光ケーブルの敷設区間里程の総和を電柱間隔で除

したものを、当該局の電柱本数とする。 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した本数を用い局ごと電柱投資額を求め、す

べての局の局ごと電柱投資額を合算し、電柱投資額を算定する。この場合、局が属する都道

府県の単価及び共架率を使用する。 

  局ごと加入系電柱投資額＝加入系電柱本数×加入系電柱単価×電柱共架率 

中継系電柱 １ 設備量の算定 

  局ごとに、中継系管路亘長ｋｍに中継線路架空比率を乗じて電柱間隔で除したものを、

当該局に帰属する中継系電柱本数とする。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した本数を用い局ごと電柱投資額を求め、

すべての局の局ごと電柱投資額を合算し、電柱投資額を算定する。この場合、局が属する都

道府県の電柱共架率を使用する。 

  局ごと中継系電柱投資額＝中継系電柱本数×中継系電柱単価×電柱共架率 

加入系管路 １ 設備量の算定 

  局ごとに、地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間里程の総和を当該局の管

路亘長ｋｍとする。また、当該敷設区間ごとに、敷設する地下メタルケーブル及び地下光ケ

ーブルの設備量及び多条敷設の可否を勘案して、管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設

条数を算定する。地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間ごとに、当該敷設区間

の里程に管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を乗じたものを、それぞれ当該敷設

区間の管路条ｋｍ及びインナーパイプ延長ｋｍとし、局ごとに合算したものを当該局の管路

条ｋｍ及びインナーパイプ延長ｋｍとする。なお、管路亘長ｋｍ、管路条ｋｍからは、中口

径管路、共同溝、とう道、電線共同溝、自治体管路、情報ボックスを適用した区間は控除す

る。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した管路亘長ｋｍ及び管路条ｋｍを用い局

ごと管路投資額を求め、すべての局の局ごと管路投資額を合算し、管路投資額を算定する。

この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

42



 

 

  局ごと管路投資額＝加入系管路条ｋｍ×加入系管路条ｋｍ当たり単価＋加入系管路亘

長ｋｍ×加入系管路亘長ｋｍ当たり単価＋インナーパイプ延長ｋｍ×インナーパイプ延長

ｋｍ当たり単価 

中継系管路 １ 設備量の算定 

  都道府県ごとに、中継系地下光ケーブルの敷設区間里程の総和を当該局の管路亘長ｋｍ

とする。また、当該敷設区間ごとに、敷設する中継系地下光ケーブルの設備量を勘案して管

路の敷設条数を算定する。中継系地下光ケーブルの敷設区間ごとに、当該敷設区間の里程に

管路の敷設条数を乗じたものを当該敷設区間の管路条ｋｍとし、都道府県ごとに合算したも

のを当該局の管路条ｋｍとする。なお、管路亘長ｋｍ、管路条ｋｍからは、中口径管路、共

同溝、とう道を適用した区間は控除する。局の中継容量に応じて、局ごとの管路亘長ｋｍ、

管路条ｋｍを算定する。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した管路亘長ｋｍ及び管路条ｋｍを用い局

ごと管路投資額を求め、すべての局の局ごと管路投資額を合算し、管路投資額を算定する。

この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと管路投資額＝中継系管路条ｋｍ×中継系管路条ｋｍ当たり単価＋中継系管路亘

長ｋｍ×中継系管路亘長ｋｍ当たり単価 

加入系中口径管

路 

１ 設備量の算定 

 （１） 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長ｋｍにき線中口径管路適用率を乗じた

ものをき線中口径管路亘長ｋｍとする。 

 （２） 端末系伝送路のき線部分に中口径管路・共同溝・とう道を適用した後、管路条数

が中口径管路適用管路数を超える区間が残っている場合には、中口径管路を追加適用する。 

 （３） 中口径管路亘長ｋｍから、中継系中口径管路亘長ｋｍを控除して、加入系中口径

管路亘長ｋｍを算定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系中口径管路亘長ｋｍを用い、次の算定式

により、局ごと加入系中口径管路投資額を算定し、すべての局の局ごと加入系中口径管路投

資額を合算し、加入系中口径管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価

を使用する。 

  局ごと加入系中口径管路投資額＝加入系中口径管路亘長ｋｍ×中口径管路亘長ｋｍ当

たり単価 

中継系中口径管

路 

１ 設備量の算定 

  中口径管路亘長ｋｍに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系中口径管路亘長ｋｍを算

定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごと管路投資額＝加入系管路条ｋｍ×加入系管路条ｋｍ当たり単価＋加入系管路亘

長ｋｍ×加入系管路亘長ｋｍ当たり単価＋インナーパイプ延長ｋｍ×インナーパイプ延長

ｋｍ当たり単価 

中継系管路 １ 設備量の算定 

  都道府県ごとに、中継系地下光ケーブルの敷設区間里程の総和を当該局の管路亘長ｋｍ

とする。また、当該敷設区間ごとに、敷設する中継系地下光ケーブルの設備量を勘案して管

路の敷設条数を算定する。中継系地下光ケーブルの敷設区間ごとに、当該敷設区間の里程に

管路の敷設条数を乗じたものを当該敷設区間の管路条ｋｍとし、都道府県ごとに合算したも

のを当該局の管路条ｋｍとする。なお、管路亘長ｋｍ、管路条ｋｍからは、中口径管路、共

同溝、とう道を適用した区間は控除する。局の中継容量に応じて、局ごとの管路亘長ｋｍ、

管路条ｋｍを算定する。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した管路亘長ｋｍ及び管路条ｋｍを用い局

ごと管路投資額を求め、すべての局の局ごと管路投資額を合算し、管路投資額を算定する。

この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと管路投資額＝中継系管路条ｋｍ×中継系管路条ｋｍ当たり単価＋中継系管路亘

長ｋｍ×中継系管路亘長ｋｍ当たり単価 

加入系中口径管

路 

１ 設備量の算定 

 （１） 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長ｋｍにき線中口径管路適用率を乗じた

ものをき線中口径管路亘長ｋｍとする。 

 （２） 端末系伝送路のき線部分に中口径管路・共同溝・とう道を適用した後、管路条数

が中口径管路適用管路数を超える区間が残っている場合には、中口径管路を追加適用する。 

 （３） 中口径管路亘長ｋｍから、中継系中口径管路亘長ｋｍを控除して、加入系中口径

管路亘長ｋｍを算定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系中口径管路亘長ｋｍを用い、次の算定式

により、局ごと加入系中口径管路投資額を算定し、すべての局の局ごと加入系中口径管路投

資額を合算し、加入系中口径管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価

を使用する。 

  局ごと加入系中口径管路投資額＝加入系中口径管路亘長ｋｍ×中口径管路亘長ｋｍ当

たり単価 

中継系中口径管

路 

１ 設備量の算定 

  中口径管路亘長ｋｍに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系中口径管路亘長ｋｍを算

定する。 

２ 投資額の算定 
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  局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系中口径管路亘長ｋｍを用い、次の算定式

により、局ごと中継系中口径管路投資額を算定し、すべての局の局ごと中継系中口径管路投

資額を合算し、中継系中口径管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価

を使用する。 

  局ごと中継系中口径管路投資額＝中継系中口径管路亘長ｋｍ×中口径管路亘長ｋｍ当

たり単価 

加入系共同溝 １ 設備量の算定 

 （１） 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長ｋｍにき線共同溝適用率を乗じたもの

をき線共同溝亘長ｋｍとする。 

 （２） 共同溝亘長ｋｍから、中継系共同溝亘長ｋｍを控除して、加入系共同溝亘長ｋｍ

を算定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系共同溝亘長ｋｍを用い、次の算定式によ

り、局ごと加入系共同溝投資額を算定し、すべての局の局ごと加入系共同溝投資額を合算し、

加入系共同溝投資額を算定する。この場合において、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと加入系共同溝投資額＝加入系共同溝亘長ｋｍ×共同溝亘長ｋｍ当たり単価 

中継系共同溝 １ 設備量の算定 

  共同溝亘長ｋｍに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系共同溝亘長ｋｍを算定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系共同溝亘長ｋｍを用い、次の算定式によ

り、局ごと中継系共同溝投資額を算定し、すべての局の局ごと中継系共同溝投資額を合算し、

中継系共同溝投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと中継系共同溝投資額＝中継系共同溝亘長ｋｍ×共同溝亘長ｋｍ当たり単価 

加入系とう道 １ 設備量の算定 

 （１） 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長ｋｍにき線とう道適用率を乗じたもの

をき線とう道亘長ｋｍとする。 

 （２） とう道亘長ｋｍから、中継系とう道亘長ｋｍを控除して、加入系とう道亘長ｋｍ

を算定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系とう道亘長ｋｍを用い、次の算定式によ

り、局ごと加入系とう道投資額を算定し、すべての局の局ごと加入系とう道投資額を合算し、

加入系とう道投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと加入系とう道投資額＝加入系とう道亘長ｋｍ×とう道亘長ｋｍ当たり単価 

中継系とう道 １ 設備量の算定 

  とう道亘長ｋｍに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系とう道亘長ｋｍを算定する。 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系中口径管路亘長ｋｍを用い、次の算定式

により、局ごと中継系中口径管路投資額を算定し、すべての局の局ごと中継系中口径管路投

資額を合算し、中継系中口径管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価

を使用する。 

  局ごと中継系中口径管路投資額＝中継系中口径管路亘長ｋｍ×中口径管路亘長ｋｍ当

たり単価 

加入系共同溝 １ 設備量の算定 

 （１） 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長ｋｍにき線共同溝適用率を乗じたもの

をき線共同溝亘長ｋｍとする。 

 （２） 共同溝亘長ｋｍから、中継系共同溝亘長ｋｍを控除して、加入系共同溝亘長ｋｍ

を算定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系共同溝亘長ｋｍを用い、次の算定式によ

り、局ごと加入系共同溝投資額を算定し、すべての局の局ごと加入系共同溝投資額を合算し、

加入系共同溝投資額を算定する。この場合において、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと加入系共同溝投資額＝加入系共同溝亘長ｋｍ×共同溝亘長ｋｍ当たり単価 

中継系共同溝 １ 設備量の算定 

  共同溝亘長ｋｍに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系共同溝亘長ｋｍを算定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系共同溝亘長ｋｍを用い、次の算定式によ

り、局ごと中継系共同溝投資額を算定し、すべての局の局ごと中継系共同溝投資額を合算し、

中継系共同溝投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと中継系共同溝投資額＝中継系共同溝亘長ｋｍ×共同溝亘長ｋｍ当たり単価 

加入系とう道 １ 設備量の算定 

 （１） 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長ｋｍにき線とう道適用率を乗じたもの

をき線とう道亘長ｋｍとする。 

 （２） とう道亘長ｋｍから、中継系とう道亘長ｋｍを控除して、加入系とう道亘長ｋｍ

を算定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系とう道亘長ｋｍを用い、次の算定式によ

り、局ごと加入系とう道投資額を算定し、すべての局の局ごと加入系とう道投資額を合算し、

加入系とう道投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと加入系とう道投資額＝加入系とう道亘長ｋｍ×とう道亘長ｋｍ当たり単価 

中継系とう道 １ 設備量の算定 

  とう道亘長ｋｍに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系とう道亘長ｋｍを算定する。 
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２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系とう道亘長ｋｍを用い、次の算定式によ

り、局ごと中継系とう道投資額を算定し、すべての局の局ごと中継系とう道投資額を合算し、

中継系とう道投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと中継系とう道投資額＝中継系とう道亘長ｋｍ×とう道亘長ｋｍ当たり単価 

電線共同溝 １ 設備量の算定 

 （１） 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長ｋｍにき線電線共同溝適用率を乗じた

ものをき線電線共同溝延長ｋｍとする。 

 （２） 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長ｋｍに配線電線共同溝適用率を乗じた

ものを配線電線共同溝延長ｋｍとする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定したき線電線共同溝延長ｋｍ及び配線電線共同溝延

長ｋｍを合算したものを当該局の電線共同溝延長ｋｍとし、次の算定式により、局別電線共

同溝投資額を算定し、すべての局の局ごと電線共同溝投資額を合算し、電線共同溝投資額を

算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと電線共同溝投資額＝電線共同溝延長ｋｍ×電線共同溝延長ｋｍ当たり単価 

自治体管路 １ 設備量の算定 

 （１） 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長ｋｍにき線自治体管路適用率を乗じた

ものをき線自治体管路延長ｋｍとする。 

 （２） 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長ｋｍに配線自治体管路適用率を乗じた

ものを配線自治体管路延長ｋｍとする。 

２ 投資額の算定 

  自治体管路は自治体の資産であり、投資額は算定しない。 

情報ボックス １ 設備量の算定 

 （１） 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長ｋｍにき線情報ボックス適用率を乗じ

たものをき線情報ボックス延長ｋｍとする。 

 （２） 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長ｋｍに配線情報ボックス適用率を乗じ

たものを配線情報ボックス延長ｋｍとする。 

２ 投資額の算定 

  情報ボックスは国の資産であり、投資額は算定しない。 

総合デジタル通

信局内回線終端

装置 

１ 設備量の算定 

 （１） き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容する第一種総合デジタル通信回線の

数を当該装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。 

 （２） 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置簡易遠隔

収容装置が収容する第一種総合デジタル通信回線の数を当該局の総合デジタル通信局内回

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系とう道亘長ｋｍを用い、次の算定式によ

り、局ごと中継系とう道投資額を算定し、すべての局の局ごと中継系とう道投資額を合算し、

中継系とう道投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと中継系とう道投資額＝中継系とう道亘長ｋｍ×とう道亘長ｋｍ当たり単価 

電線共同溝 １ 設備量の算定 

 （１） 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長ｋｍにき線電線共同溝適用率を乗じた

ものをき線電線共同溝延長ｋｍとする。 

 （２） 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長ｋｍに配線電線共同溝適用率を乗じた

ものを配線電線共同溝延長ｋｍとする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定したき線電線共同溝延長ｋｍ及び配線電線共同溝延

長ｋｍを合算したものを当該局の電線共同溝延長ｋｍとし、次の算定式により、局別電線共

同溝投資額を算定し、すべての局の局ごと電線共同溝投資額を合算し、電線共同溝投資額を

算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと電線共同溝投資額＝電線共同溝延長ｋｍ×電線共同溝延長ｋｍ当たり単価 

自治体管路 １ 設備量の算定 

 （１） 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長ｋｍにき線自治体管路適用率を乗じた

ものをき線自治体管路延長ｋｍとする。 

 （２） 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長ｋｍに配線自治体管路適用率を乗じた

ものを配線自治体管路延長ｋｍとする。 

２ 投資額の算定 

  自治体管路は自治体の資産であり、投資額は算定しない。 

情報ボックス １ 設備量の算定 

 （１） 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長ｋｍにき線情報ボックス適用率を乗じ

たものをき線情報ボックス延長ｋｍとする。 

 （２） 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長ｋｍに配線情報ボックス適用率を乗じ

たものを配線情報ボックス延長ｋｍとする。 

２ 投資額の算定 

  情報ボックスは国の資産であり、投資額は算定しない。 

総合デジタル通

信局内回線終端

装置 

１ 設備量の算定 

 （１） き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容する第一種総合デジタル通信回線の

数を当該装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。 
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線終端装置数とする。 

 （３） 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置遠隔収容装置

が収容する第一種総合デジタル通信回線及びＰＨＳ回線の数の総和を当該局の総合デジタ

ル通信局内回線終端装置数とする。 

 （４） 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容する第

一種総合デジタル通信回線及びＰＨＳ回線の数の総和を当該局の総合デジタル通信局内回

線終端装置数とする。 

２ 投資額の算定 

 前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置

数、局設置簡易遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数、局設置遠隔収容装置

の総合デジタル通信局内回線終端装置数又は加入者交換機の総合デジタル通信局内回線終

端装置数を用い、次の算定式により、局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を算

定し、すべての局の局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を合算し、総合デジタ

ル通信局内回線終端装置投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容装置の総合デジタル

通信局内回線終端装置については、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額 

     ＝き線点遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数 

       ×き線点遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価 

      ＋局設置簡易遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数 

       ×局設置簡易遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価 

      ＋局設置遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数 

       ×局設置遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価 

      ＋加入者交換機総合デジタル通信局内回線終端装置数 

       ×加入者交換機総合デジタル通信局内回線終端装置単価 

アナログ局内回

線収容部 

１ 設備量の算定 

 （１） き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容するアナログ加入者回線の数を当該

装置のアナログ局内回線収容部数とする。 

 （２） 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置簡易遠隔

収容装置が収容するアナログ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。 

 （３） 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置遠隔収容装置

が収容するアナログ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。 

 （４） 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容するア

ナログ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。 

２ 投資額の算定 

 前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部数、局設置簡

 

 （２） 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている遠隔収容装置が収容する第

一種総合デジタル通信回線及びＰＨＳ回線の数の総和を当該局の総合デジタル通信局内回

線終端装置数とする。 

 （３） 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容する第

一種総合デジタル通信回線及びＰＨＳ回線の数の総和を当該局の総合デジタル通信局内回

線終端装置数とする。 

２ 投資額の算定 

 前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置

数、遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数又は加入者交換機の総合デジタル

通信局内回線終端装置数を用い、次の算定式により、局ごと総合デジタル通信局内回線終端

装置投資額を算定し、すべての局の局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を合算

し、総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容装置

の総合デジタル通信局内回線終端装置については、局が属する都道府県の単価を使用する。 

 

  局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額 

     ＝き線点遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数 

       ×き線点遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価 

 

 

      ＋遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数 

       ×遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価 

      ＋加入者交換機総合デジタル通信局内回線終端装置数 

       ×加入者交換機総合デジタル通信局内回線終端装置単価 

アナログ局内回

線収容部 

１ 設備量の算定 

 （１） き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容するアナログ加入者回線の数を当該

装置のアナログ局内回線収容部数とする。 

 

 

 （２） 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている遠隔収容装置が収容するア

ナログ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。 

 （３） 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容するア

ナログ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。 

２ 投資額の算定 

 前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部数、遠隔収容
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易遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部数、局設置遠隔収容装置のアナログ局内回線収容

部数、又は加入者交換機のアナログ局内回線収容部数を用い、次の算定式により、局ごとア

ナログ局内回線収容部投資額を算定し、すべての局の局ごとアナログ局内回線収容部投資額

を合算し、アナログ局内回線収容部投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容装置のア

ナログ局内回線収容部については局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごとアナログ局内回線収容部投資額 

          ＝き線点遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数 

            ×き線点遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価 

           ＋局設置簡易遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数 

            ×局設置簡易遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価 

           ＋局設置遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数 

            ×局設置遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価 

           ＋加入者交換機アナログ局内回線収容部数 

            ×加入者交換機アナログ局内回線収容部単価 

アナログ・デジ

タル回線共通部 

１ 設備量の算定 

 （１） き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容するアナログ・デジタル回線共通部

の数を当該装置のアナログ・デジタル回線共通部数とする。 

 （２） 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置簡易遠隔

収容装置が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線

共通部数とする。 

 （３） 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置遠隔収容装置

が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線共通部数

とする。 

 （４） 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容するア

ナログ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線共通部数とする。 

２ 投資額の算定 

 前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部数、局

設置簡易遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部数、局設置遠隔収容装置のアナロ

グ・デジタル回線共通部数、又は加入者交換機のアナログ・デジタル回線共通部数を用い、

次の算定式により、局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額を算定し、すべての局の局

ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額を合算し、アナログ・デジタル回線共通部投資額

を算定する。この場合、き線点遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部については局

が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額 

       ＝き線点遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数 

装置のアナログ局内回線収容部数、又は加入者交換機のアナログ局内回線収容部数を用い、

次の算定式により、局ごとアナログ局内回線収容部投資額を算定し、すべての局の局ごとア

ナログ局内回線収容部投資額を合算し、アナログ局内回線収容部投資額を算定する。この場

合、き線点遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部については局が属する都道府県の単価を

使用する。 

  局ごとアナログ局内回線収容部投資額 

          ＝き線点遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数 

            ×き線点遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価 

 

 

           ＋遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数 

            ×遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価 

           ＋加入者交換機アナログ局内回線収容部数 

            ×加入者交換機アナログ局内回線収容部単価 

アナログ・デジ

タル回線共通部 

１ 設備量の算定 

 （１） き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容するアナログ・デジタル回線共通部

の数を当該装置のアナログ・デジタル回線共通部数とする。 

 

 

 

 （２） 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている遠隔収容装置が収容するア

ナログ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線共通部数とする。 

 

 （３） 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容するア

ナログ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線共通部数とする。 

２ 投資額の算定 

 前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部数、遠

隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部数、又は加入者交換機のアナログ・デジタル回

線共通部数を用い、次の算定式により、局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額を算定

し、すべての局の局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額を合算し、アナログ・デジタ

ル回線共通部投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線

共通部については局が属する都道府県の単価を使用する。 

 

  局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額 

       ＝き線点遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数 
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         ×き線点遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価 

        ＋局設置簡易遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数 

         ×局設置簡易遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価 

        ＋局設置遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数 

         ×局設置遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価 

        ＋加入者交換機アナログ・デジタル回線共通部数 

         ×加入者交換機アナログ・デジタル回線共通部単価 

加入者交換回線

収容装置 

１ 設備量の算定 

 加入者交換機設置局の中継交換機対向パス数及び加入者交換機接続呼中継パス数の合計

を当該局の加入者交換機中継インタフェース数とする。 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した局ごと加入者交換回線収容装置投資額を

求め、すべての局の局ごと加入者交換回線収容装置投資額を合算し、加入者交換回線収容装

置投資額を算定する。 

  局ごと加入者交換回線収容装置投資額 

           ＝加入者交換機中継インタフェース数 

             ×加入者交換機中継インタフェース単価 

            ＋加入者交換機中継インタフェース収容装置投資額 

中継交換回線収

容装置 

１ 設備量の算定 

 中継交換機設置局の加入者交換機対向パス数（当該局に帰属する加入者交換機設置局の中

継交換機向けパス数を合計したもの）、他中継交換機設置局の中継交換機対向パス数（他中

継交換機設置局の中継交換機対向パス数を合計したもの）及び中継交換機接続呼中継パス数

の合計を当該局の中継交換機中継インタフェース数とする。 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した局ごと中継交換回線収容装置投資額を求

め、すべての局の局ごと中継交換回線収容装置投資額を合算し、中継交換回線収容装置投資

額を算定する。 

  局ごと中継交換回線収容装置投資額 

            ＝中継交換機中継インタフェース数 

              ×中継交換機中継インタフェース単価 

             ＋中継交換機中継インタフェース収容装置投資額 

中継交換機 １ 設備量の算定 

  中継交換機設置局ごとに、（１）から（４）までにより求めた中継交換機のユニット数

のうち最大のものを当該局の中継交換機ユニット数とする。 

 （１） 県間最繁時呼量（当該局に帰属する加入者交換機設置局の県間呼量の合計を２で

         ×き線点遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価 

 

 

        ＋遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数 

         ×遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価 

        ＋加入者交換機アナログ・デジタル回線共通部数 

         ×加入者交換機アナログ・デジタル回線共通部単価 

加入者交換回線

収容装置 

１ 設備量の算定 

 加入者交換機設置局の中継交換機対向パス数及び加入者交換機接続呼中継パス数の合計

を当該局の加入者交換機中継インタフェース数とする。 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した局ごと加入者交換回線収容装置投資額を

求め、すべての局の局ごと加入者交換回線収容装置投資額を合算し、加入者交換回線収容装

置投資額を算定する。 

  局ごと加入者交換回線収容装置投資額 

           ＝加入者交換機中継インタフェース数 

             ×加入者交換機中継インタフェース単価 

            ＋加入者交換機中継インタフェース収容装置投資額 

中継交換回線収

容装置 

１ 設備量の算定 

 中継交換機設置局の加入者交換機対向パス数（当該局に帰属する加入者交換機設置局の中

継交換機向けパス数を合計したもの）、他中継交換機設置局の中継交換機対向パス数（他中

継交換機設置局の中継交換機対向パス数を合計したもの）及び中継交換機接続呼中継パス数

の合計を当該局の中継交換機中継インタフェース数とする。 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した局ごと中継交換回線収容装置投資額を求

め、すべての局の局ごと中継交換回線収容装置投資額を合算し、中継交換回線収容装置投資

額を算定する。 

  局ごと中継交換回線収容装置投資額 

            ＝中継交換機中継インタフェース数 

              ×中継交換機中継インタフェース単価 

             ＋中継交換機中継インタフェース収容装置投資額 

中継交換機 １ 設備量の算定 

  中継交換機設置局ごとに、（１）から（４）までにより求めた中継交換機のユニット数

のうち最大のものを当該局の中継交換機ユニット数とする。 

 （１） 県間最繁時呼量（当該局に帰属する加入者交換機設置局の県間呼量の合計を２で
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除したものをいう。）、県内最繁時呼量（当該局に帰属する加入者交換機設置局の県内自局

外呼量の合計を４で除したものをいう。）、中継交換機渡り県間最繁時呼量（同一中継区域

内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼量の合計に中継区域内中継交換機渡

り回線透過率を乗じて２で除したものをいう。）及び中継交換機渡り県内自局外呼量（同一

中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼量を４で除したものをい

う。）の合計を当該局の最繁時呼量とし、最繁時呼量を中継交換機の最大処理最繁時呼量で

除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

 （２） 県間最繁時総呼数（当該局に帰属する加入者交換機設置局の県間呼数の合計を２

で除したもの。）、県内最繁時総呼数（当該局に帰属する加入者交換機設置局の県内自局外

呼数の合計を４で除したもの。）、中継交換機渡り県間最繁時総呼数（同一中継区域内の当

該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼数の合計に中継区域内中継交換機渡り回線

透過率を乗じて２で除したもの。）及び中継交換機渡り県内自局外呼数（同一中継区域内の

当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼数の合計を４で除したもの。）の合計を当

該局の最繁時総呼数とし、最繁時総呼数を中継交換機の最大処理最繁時総呼数で除したもの

（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

 （３） 中継交換機設置局の加入者交換機対向中継１．５Ｍパス数（当該局に帰属する加

入者交換機設置局の中継交換機向け１．５Ｍパス数を合計したもの）、他中継交換機設置局

の中継交換機対向１．５Ｍパス数（他中継交換機設置局の中継交換機向け１．５Ｍパス数を

合計したもの）及び中継交換機設置局の自局設置相互接続点対向１．５Ｍパス数（当該局の

中継伝送機能利用事業者相互接続点対向１．５Ｍパス数に合計したもの）の合計を５２Ｍパ

ス単位に変換し、更にチャネル数に変換したものを当該局の中継交換機チャネル数とし、中

継交換機チャネル数を中継交換機の最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切

り上げるものする。） 

 （４） 中継交換機設置局の加入者交換機対向中継１．５Ｍパス数（当該局に帰属する加

入者交換機設置局の中継交換機向け１．５Ｍパス数を合計したもの）、他中継交換機設置局

の中継交換機対向１．５Ｍパス数（他中継交換機設置局の中継交換機向け１．５Ｍパス数を

合計したもの）及び中継交換機設置局の自局設置相互接続点対向１．５Ｍパス数（当該局の

中継伝送機能利用事業者相互接続点対向１．５Ｍパス数に合計したもの）を合計し５２Ｍパ

ス単位に変換したものを中継交換機に収容する総中継インタフェース数とし、この総中継イ

ンタフェース数を中継交換機の最大搭載中継インタフェース数で除したもの（１に満たない

端数は、切り上げるものとする。） 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定したユニット数等を用いて局ごと中継交換

機投資額を求め、すべての中継交換機設置局の局ごと中継交換機投資額を合算し、中継交換

機投資額を算定する。 

除したものをいう。）、県内最繁時呼量（当該局に帰属する加入者交換機設置局の県内自局

外呼量の合計を４で除したものをいう。）、中継交換機渡り県間最繁時呼量（同一中継区域

内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼量の合計に中継区域内中継交換機渡

り回線透過率を乗じて２で除したものをいう。）及び中継交換機渡り県内自局外呼量（同一

中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼量を４で除したものをい

う。）の合計を当該局の最繁時呼量とし、最繁時呼量を中継交換機の最大処理最繁時呼量で

除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

 （２） 県間最繁時総呼数（当該局に帰属する加入者交換機設置局の県間呼数の合計を２

で除したもの。）、県内最繁時総呼数（当該局に帰属する加入者交換機設置局の県内自局外

呼数の合計を４で除したもの。）、中継交換機渡り県間最繁時総呼数（同一中継区域内の当

該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼数の合計に中継区域内中継交換機渡り回線

透過率を乗じて２で除したもの。）及び中継交換機渡り県内自局外呼数（同一中継区域内の

当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼数の合計を４で除したもの。）の合計を当

該局の最繁時総呼数とし、最繁時総呼数を中継交換機の最大処理最繁時総呼数で除したもの

（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

 （３） 中継交換機設置局の加入者交換機対向中継１．５Ｍパス数（当該局に帰属する加

入者交換機設置局の中継交換機向け１．５Ｍパス数を合計したもの）、他中継交換機設置局

の中継交換機対向１．５Ｍパス数（他中継交換機設置局の中継交換機向け１．５Ｍパス数を

合計したもの）及び中継交換機設置局の自局設置相互接続点対向１．５Ｍパス数（当該局の

中継伝送機能利用事業者相互接続点対向１．５Ｍパス数に合計したもの）の合計を５２Ｍパ

ス単位に変換し、更にチャネル数に変換したものを当該局の中継交換機チャネル数とし、中

継交換機チャネル数を中継交換機の最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切

り上げるものする。） 

 （４） 中継交換機設置局の加入者交換機対向中継１．５Ｍパス数（当該局に帰属する加

入者交換機設置局の中継交換機向け１．５Ｍパス数を合計したもの）、他中継交換機設置局

の中継交換機対向１．５Ｍパス数（他中継交換機設置局の中継交換機向け１．５Ｍパス数を

合計したもの）及び中継交換機設置局の自局設置相互接続点対向１．５Ｍパス数（当該局の

中継伝送機能利用事業者相互接続点対向１．５Ｍパス数に合計したもの）を合計し５２Ｍパ

ス単位に変換したものを中継交換機に収容する総中継インタフェース数とし、この総中継イ

ンタフェース数を中継交換機の最大搭載中継インタフェース数で除したもの（１に満たない

端数は、切り上げるものとする。） 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定したユニット数等を用いて局ごと中継交換

機投資額を求め、すべての中継交換機設置局の局ごと中継交換機投資額を合算し、中継交換

機投資額を算定する。 
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  局ごと中継交換機投資額＝中継交換機ユニット数×中継交換機ユニット当たり単価＋

中継交換機低速パス数×中継交換機低速パス単価＋中継交換機５２Ｍパス数×中継交換機

５２Ｍパス単価＋最繁時総呼数×最繁時総呼数単価＋最繁時呼量×最繁時呼量単価 

信号用中継交換

機 

１ 設備量の算定 

 （１） 加入者交換機設置局ごとに、自ユニット内折返し比率分を除いた最繁時総呼数に

１呼当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除し

たものを、加入者交換機ユニット数で除し、さらに３，６００で除したもの（１に満たない

端数は、切り上げるものとする。）に、加入者交換機ユニット数を乗じたものを当該局の信

号リンク数とする。 

 （２） 中継交換機設置局ごとに、県間、中継交換機渡り県間及び県内自局外最繁時総呼

数の和に１呼当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号

数で除したものを、中継交換機ユニット数で除し、さらに３，６００で除したもの（１に満

たない端数は、切り上げるものとする。）に、中継交換機ユニット数を乗じたものを当該局

の信号リンク数とする。 

 （３） サービス制御局装置設置局ごとに、サービス制御局装置の最繁時受付呼数に１呼

当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除したも

のを、３，６００で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、当該

局の信号リンク数とする。 

 （４） 信号区域ごとに、次のア及びイの手順で求めた信号用中継交換機のユニット数の

うち最大のものを当該信号区域の信号用中継交換機ユニット数とする。 

  ア 信号用中継交換機渡り以外リンク数（（１）、（２）及び（３）で算定した信号リ

ンク数の合計に信号区域間リンク数（中継交換機設置局ごとの県間最繁時総呼数に１呼当た

り信号数を乗じたものの合計を、リンク当たり信号数で除したものを、信号区域間リンク分

散数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に、信号区域間リンク

分散数で乗じたもの。ただし、信号区域間リンク数実績の値の方が小さい場合には、信号区

域間リンク数実績を用いる。）を加えたもの。以下同じ。）を、信号用中継交換機当たり最

大リンク数から信号用中継交換機対当たり渡りリンク数を減じたもので除したもの（１に満

たない端数は、切り上げるものとする。） 

  イ （１）、（２）及び（３）で算定した信号数の合計を、信号用中継交換機当たり処

理信号数で除したものを、３，６００で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるもの

とする。） 

 （５） 信号用渡りリンク数（（４）で算定した信号用中継交換機ユニット数に信号用中

継交換機対当たり渡りリンク数を乗じたもの。）及び信号用中継交換機渡り以外リンク数の

合計を信号用中継交換機リンク数とする。 

 （６） （１）、（２）及び（３）で算定した信号リンク数の合計に２を乗じたもの及び

  局ごと中継交換機投資額＝中継交換機ユニット数×中継交換機ユニット当たり単価＋

中継交換機低速パス数×中継交換機低速パス単価＋中継交換機５２Ｍパス数×中継交換機

５２Ｍパス単価＋最繁時総呼数×最繁時総呼数単価＋最繁時呼量×最繁時呼量単価 

信号用中継交換

機 

１ 設備量の算定 

 （１） 加入者交換機設置局ごとに、自ユニット内折返し比率分を除いた最繁時総呼数に

１呼当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除し

たものを、加入者交換機ユニット数で除し、さらに３，６００で除したもの（１に満たない

端数は、切り上げるものとする。）に、加入者交換機ユニット数を乗じたものを当該局の信

号リンク数とする。 

 （２） 中継交換機設置局ごとに、県間、中継交換機渡り県間及び県内自局外最繁時総呼

数の和に１呼当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号

数で除したものを、中継交換機ユニット数で除し、さらに３，６００で除したもの（１に満

たない端数は、切り上げるものとする。）に、中継交換機ユニット数を乗じたものを当該局

の信号リンク数とする。 

 （３） サービス制御局装置設置局ごとに、サービス制御局装置の最繁時受付呼数に１呼

当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除したも

のを、３，６００で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、当該

局の信号リンク数とする。 

 （４） 信号区域ごとに、次のア及びイの手順で求めた信号用中継交換機のユニット数の

うち最大のものを当該信号区域の信号用中継交換機ユニット数とする。 

  ア 信号用中継交換機渡り以外リンク数（（１）、（２）及び（３）で算定した信号リ

ンク数の合計に信号区域間リンク数（中継交換機設置局ごとの県間最繁時総呼数に１呼当た

り信号数を乗じたものの合計を、リンク当たり信号数で除したものを、信号区域間リンク分

散数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に、信号区域間リンク

分散数で乗じたもの。ただし、信号区域間リンク数実績の値の方が小さい場合には、信号区

域間リンク数実績を用いる。）を加えたもの。以下同じ。）を、信号用中継交換機当たり最

大リンク数から信号用中継交換機対当たり渡りリンク数を減じたもので除したもの（１に満

たない端数は、切り上げるものとする。） 

  イ （１）、（２）及び（３）で算定した信号数の合計を、信号用中継交換機当たり処

理信号数で除したものを、３，６００で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるもの

とする。） 

 （５） 信号用渡りリンク数（（４）で算定した信号用中継交換機ユニット数に信号用中

継交換機対当たり渡りリンク数を乗じたもの。）及び信号用中継交換機渡り以外リンク数の

合計を信号用中継交換機リンク数とする。 

 （６） （１）、（２）及び（３）で算定した信号リンク数の合計に２を乗じたもの及び
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信号用渡りリンク数の合計から、信号用中継交換機を設置する局の信号リンク数の合計を減

じたものを、信号用中継交換機伝送路数とする。なお、この数値は別表第４の１における通

信設備使用料の算定に用いる。 

２ 投資額の算定 

  信号区域ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定したユニット数及びリンク

数を用いて信号区域ごと信号用中継交換機投資額を求め、すべての信号区域の信号区域ごと

信号用中継交換機投資額を合算し、信号用中継交換機投資額を算定する。 

  信号区域ごと信号用中継交換機投資額＝信号用中継交換機ユニット数×信号用中継交

換機ユニット当たり単価＋信号用中継交換機リンク数×信号用中継交換機リンク当たり単

価 

空調設備 １ 交換機設置局の空調設備の設備量の算定 

  局ごとに次の（１）から（４）までにより求めた設置台数の合計を、当該局の空調設備

の設置台数とする。この場合において、各項ごとに、投資額が最低となるように空調設備の

種別を選択し、種別ごとにそれぞれの設置台数の合計を算定する。 

 （１） 当該局に設置される加入者交換機、局設置遠隔収容装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、クロック供給装置及び加入者系半固定パス伝送装置の所要電流値に

電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の１台当たりの

能力で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１を加えたもの 

 （２） 当該局に設置される伝送装置、無線伝送装置、衛星通信設備、クロック供給装置

及び中間中継伝送装置の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗

じたものを、空調設備の１台当たりの能力で除したもの（１に満たない端数は、切り上げる

ものとする。）に１を加えたもの 

 （３） 当該局に設置される中継交換機、信号用中継交換機及びクロック供給装置の所要

電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の１台

当たりの能力で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１を加えた

もの 

 （４） 当該局に設置される総合監視及び試験受付の所要電流値に電圧を乗じた電力容量

の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の１台当たりの能力で除したもの（１

に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１を加えたもの 

２ 局設置遠隔収容装置設置局（ＲＴ―ＢＯＸの場合を除く。）の空調設備の設備量の算定 

  局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発

熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の１台当たりの能力で除したもの（１に満たない端

数は、切り上げるものとする。）に１を加えたものを、当該局の空調設備の設置台数とする。

この場合において、投資額が最低となるように空調設備の種別を選択する。 

３ 投資額の算定 

信号用渡りリンク数の合計から、信号用中継交換機を設置する局の信号リンク数の合計を減

じたものを、信号用中継交換機伝送路数とする。なお、この数値は別表第４の１における通

信設備使用料の算定に用いる。 

２ 投資額の算定 

  信号区域ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定したユニット数及びリンク

数を用いて信号区域ごと信号用中継交換機投資額を求め、すべての信号区域の信号区域ごと

信号用中継交換機投資額を合算し、信号用中継交換機投資額を算定する。 

  信号区域ごと信号用中継交換機投資額＝信号用中継交換機ユニット数×信号用中継交

換機ユニット当たり単価＋信号用中継交換機リンク数×信号用中継交換機リンク当たり単

価 

空調設備 １ 交換機設置局の空調設備の設備量の算定 

  局ごとに次の（１）から（４）までにより求めた設置台数の合計を、当該局の空調設備

の設置台数とする。この場合において、各項ごとに、投資額が最低となるように空調設備の

種別を選択し、種別ごとにそれぞれの設置台数の合計を算定する。 

 （１） 当該局に設置される加入者交換機、局設置遠隔収容装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、クロック供給装置及び加入者系半固定パス伝送装置の所要電流値に

電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の１台当たりの

能力で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１を加えたもの 

 （２） 当該局に設置される伝送装置、無線伝送装置、衛星通信設備、クロック供給装置

及び中間中継伝送装置の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗

じたものを、空調設備の１台当たりの能力で除したもの（１に満たない端数は、切り上げる

ものとする。）に１を加えたもの 

 （３） 当該局に設置される中継交換機、信号用中継交換機及びクロック供給装置の所要

電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の１台

当たりの能力で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１を加えた

もの 

 （４） 当該局に設置される総合監視及び試験受付の所要電流値に電圧を乗じた電力容量

の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の１台当たりの能力で除したもの（１

に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１を加えたもの 

２ 遠隔収容装置設置局（ＲＴ―ＢＯＸの場合を除く。）の空調設備の設備量の算定 

  局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発

熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の１台当たりの能力で除したもの（１に満たない端

数は、切り上げるものとする。）に１を加えたものを、当該局の空調設備の設置台数とする。

この場合において、投資額が最低となるように空調設備の種別を選択する。 

３ 投資額の算定 
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  局ごとに次の算定式により、前２項の規定に基づき算定した台数を用い種別ごと空調設

備投資額を求め、その合計を当該局の空調設備投資額とし、すべての局の空調設備投資額を

合算し、空調設備投資額を算定する。 

  種別ごと空調設備投資額＝当該種別空調設備設置台数×当該種別空調設備１台当たり

単価 

電力設備（整流

装置） 

１ 設備量の算定 

 （１） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の

合計を、整流装置１系統当たり最大電流で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるも

のとする。）を、当該局の整流装置系統数とする。この場合において、中継交換機が設置さ

れる局については、当該局に設置される中継交換機関連設備（中継交換機、信号用中継交換

機、伝送装置（加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの）、無線

伝送装置（加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの）、衛星通信

設備（加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの）、中間中継伝送

装置（加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの）及びクロック供

給装置（中継交換機、加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの））

の所要電流値の合計及び加入者交換機関連設備（整流装置を要する設備より中継交換機関連

設備を除いたもの）の所要電流値の合計を算定し、それぞれの所要電流値の合計を、整流装

置１系統当たり最大電流で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を

当該局のそれぞれの整流装置系統数とする。 

 （２） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の

合計を、（１）で算定した整流装置系統数で除したものを、整流器１ユニット当たり最大電

流値で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１を加えたものを、

当該局の整流器１系統当たりユニット数とする。この場合において、中継交換機が設置され

る加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入者交換機関連設備用、中継交換

機関連設備用それぞれの整流器１系統当たりユニット数を上記の方法により算定する。 

 （３） （２）で算定した整流装置１系統当たりユニット数から整流装置基本部収容可能

整流器数を減じたものを、整流装置増設架収容可能整流器数で除したもの（１に満たない端

数は、切り上げるものとする。）を、当該局の整流装置１系統当たり増設架数とする。この

場合において、中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設置され

る加入者交換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流装置１系統当たり増設架

数を上記の方法により算定する。 

 （４） （１）で算定した整流装置系統数を当該局の整流装置基本部数とし、（２）で算

定した整流装置１系統当たりユニット数に（１）で算定した整流装置系統数を乗じたものを、

当該局の整流装置ユニット数とし、（３）で算定した整流装置１系統当たり増設架数に（１）

で算定した整流装置系統数を乗じたものを、当該局の整流装置増設架数とする。この場合に

  局ごとに次の算定式により、前２項の規定に基づき算定した台数を用い種別ごと空調設

備投資額を求め、その合計を当該局の空調設備投資額とし、すべての局の空調設備投資額を

合算し、空調設備投資額を算定する。 

  種別ごと空調設備投資額＝当該種別空調設備設置台数×当該種別空調設備１台当たり

単価 

電力設備（整流

装置） 

１ 設備量の算定 

 （１） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の

合計を、整流装置１系統当たり最大電流で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるも

のとする。）を、当該局の整流装置系統数とする。この場合において、中継交換機が設置さ

れる局については、当該局に設置される中継交換機関連設備（中継交換機、信号用中継交換

機、伝送装置（加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの）、無線

伝送装置（加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの）、衛星通信

設備（加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの）、中間中継伝送

装置（加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの）及びクロック供

給装置（中継交換機、加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの））

の所要電流値の合計及び加入者交換機関連設備（整流装置を要する設備より中継交換機関連

設備を除いたもの）の所要電流値の合計を算定し、それぞれの所要電流値の合計を、整流装

置１系統当たり最大電流で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を

当該局のそれぞれの整流装置系統数とする。 

 （２） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の

合計を、（１）で算定した整流装置系統数で除したものを、整流器１ユニット当たり最大電

流値で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１を加えたものを、

当該局の整流器１系統当たりユニット数とする。この場合において、中継交換機が設置され

る加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入者交換機関連設備用、中継交換

機関連設備用それぞれの整流器１系統当たりユニット数を上記の方法により算定する。 

 （３） （２）で算定した整流装置１系統当たりユニット数から整流装置基本部収容可能

整流器数を減じたものを、整流装置増設架収容可能整流器数で除したもの（１に満たない端

数は、切り上げるものとする。）を、当該局の整流装置１系統当たり増設架数とする。この

場合において、中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設置され

る加入者交換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流装置１系統当たり増設架

数を上記の方法により算定する。 

 （４） （１）で算定した整流装置系統数を当該局の整流装置基本部数とし、（２）で算

定した整流装置１系統当たりユニット数に（１）で算定した整流装置系統数を乗じたものを、

当該局の整流装置ユニット数とし、（３）で算定した整流装置１系統当たり増設架数に（１）

で算定した整流装置系統数を乗じたものを、当該局の整流装置増設架数とする。この場合に
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おいて、中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入

者交換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流装置について上記の方法にて算

定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した基本部数、増設架数及びユニ

ット数を用い局ごと整流装置投資額を求め、すべての局の局ごと整流装置投資額を合算し、

整流装置投資額を算定する。 

  局ごと整流装置投資額＝整流装置基本部数×整流装置基本部単価＋整流装置増設架数

×整流装置増設架単価＋整流器ユニット数×整流器ユニット単価 

電力設備（直流

変換電源装置） 

１ 設備量の算定 

 （１） 加入者交換機設置局ごとに消防警察トランク数に警察消防用回線１回線当たりの

消費電流を乗じたもの及び警察消防用回線共通部の電流の合計を、当該局の警察消防用回線

所要電流とする。 

 （２） （１）で算定した警察消防用回線所要電流を直流変換電源装置１架最大電流で除

したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、当該局の直流変換電源装置

架数とする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した架数を用い局ごと直流変換電

源装置投資額を求め、すべての局の局ごと直流変換電源装置投資額を合算し、直流変換電源

装置投資額を算定する。 

  局ごと直流変換電源装置投資額＝直流変換電源装置架数×直流変換電源装置架当たり

単価 

電力設備（交流

無停電電源装

置） 

１ 設備量の算定 

 （１） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される、交流１００Ｖを要する設備（加入者

交換機、中継交換機、信号用中継交換機及び警察消防用回線集約装置）の交流１００Ｖ所要

電流の合計に交流無停電電源装置出力電圧０．１ｋＶを乗じたものを、当該局の交流１００

Ｖ所要容量とする。 

 （２） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流２００Ｖを要する設備（監視装置

（総合監視））の交流２００Ｖ所要電流の合計に３の平方根及び交流無停電電源装置出力電

圧０．２ｋＶを乗じたものを、当該局の交流２００Ｖ所要容量とする。 

 （３） （１）及び（２）で算定した所要容量から、それぞれの種別ごとの交流無停電電

源装置規定容量で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を交流無停

電電源装置（１００Ｖ）台数及び交流無停電電源装置（２００Ｖ）台数とする。この場合に

おいて、投資額が最低となるように交流無停電電源装置の種別を選択する。 

２ 投資額の算定 

おいて、中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入

者交換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流装置について上記の方法にて算

定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した基本部数、増設架数及びユニ

ット数を用い局ごと整流装置投資額を求め、すべての局の局ごと整流装置投資額を合算し、

整流装置投資額を算定する。 

  局ごと整流装置投資額＝整流装置基本部数×整流装置基本部単価＋整流装置増設架数

×整流装置増設架単価＋整流器ユニット数×整流器ユニット単価 

電力設備（直流

変換電源装置） 

１ 設備量の算定 

 （１） 加入者交換機設置局ごとに消防警察トランク数に警察消防用回線１回線当たりの

消費電流を乗じたもの及び警察消防用回線共通部の電流の合計を、当該局の警察消防用回線

所要電流とする。 

 （２） （１）で算定した警察消防用回線所要電流を直流変換電源装置１架最大電流で除

したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、当該局の直流変換電源装置

架数とする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した架数を用い局ごと直流変換電

源装置投資額を求め、すべての局の局ごと直流変換電源装置投資額を合算し、直流変換電源

装置投資額を算定する。 

  局ごと直流変換電源装置投資額＝直流変換電源装置架数×直流変換電源装置架当たり

単価 

電力設備（交流

無停電電源装

置） 

１ 設備量の算定 

 （１） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される、交流１００Ｖを要する設備（加入者

交換機、中継交換機、信号用中継交換機及び警察消防用回線集約装置）の交流１００Ｖ所要

電流の合計に交流無停電電源装置出力電圧０．１ｋＶを乗じたものを、当該局の交流１００

Ｖ所要容量とする。 

 （２） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流２００Ｖを要する設備（監視装置

（総合監視））の交流２００Ｖ所要電流の合計に３の平方根及び交流無停電電源装置出力電

圧０．２ｋＶを乗じたものを、当該局の交流２００Ｖ所要容量とする。 

 （３） （１）及び（２）で算定した所要容量から、それぞれの種別ごとの交流無停電電

源装置規定容量で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を交流無停

電電源装置（１００Ｖ）台数及び交流無停電電源装置（２００Ｖ）台数とする。この場合に

おいて、投資額が最低となるように交流無停電電源装置の種別を選択する。 

２ 投資額の算定 
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  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した台数を用い、種別ごと交流無

停電電源装置投資額を求め、その合計を当該局の交流無停電電源装置投資額とし、すべての

局の交流無停電電源装置投資額を合算し、交流無停電電源装置投資額を算定する。 

  種別ごと交流無停電電源装置投資額＝当該種別交流無停電電源装置台数×当該種別交

流無停電電源装置単価 

電力設備（蓄電

池） 

１ 交換機設置局の蓄電池の設備量の算定 

 （１） 局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、交換機設置局整

流装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の整流装置用蓄電池容量とする。この

場合において、中継交換機が設置される局については、加入者交換機関連設備用整流装置及

び中継交換機関連設備用整流装置の別に整流装置用蓄電池容量を算定する。 

 （２） 局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置（１００Ｖ）の所要電流値の

合計に、交換機設置局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池容量とし、当該局に設置される交流無停電電源装

置（２００Ｖ）の所要電流値の合計に、交換機設置局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出

係数を乗じたものを、当該局の交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池容量とする。 

 （３） （１）及び（２）で算定した蓄電池容量を蓄電池規定容量で除したもの（１に満

たない端数は、切り上げるものとする。）の合計を当該局に設置する蓄電池の組数とする。

この場合において、投資額が最低となるように蓄電池の種別を選択する。 

２ 局設置遠隔収容装置設置局の蓄電池の設備量の算定 

  局ごとに、当該局に設置される小規模局用電源装置の所要電流値に、局設置遠隔収容装

置設置局用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の整流装置用蓄電池容量とし、蓄電

池容量を蓄電池規定容量で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を

当該局舎の蓄電池の組数とする。この場合において、投資額が最低となるように蓄電池の種

別を選択する。 

３ 局設置簡易遠隔収容装置設置局の蓄電池の設備量の算定 

 局ごとに、当該局に設置される小規模局用電源装置の所要電流値に局設置簡易遠隔収容装

置設置局用蓄電池容量算出係数を乗じたものに、局設置簡易遠隔収容装置の所要電流値に局

設置簡易遠隔収容装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを加えた値を当該局の整流装置

用蓄電池容量とし、蓄電池容量を蓄電池規定容量で除したもの（１に満たない端数は、切り

上げるものとする。）を当該局舎の蓄電池の組数とする。この場合において、投資額が最低

となるように蓄電池の種別を選択する。 

４ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前３項の規定に基づき算定した組数を用い種別ごと蓄電池

投資額を求め、その合計を当該局の蓄電池投資額とし、すべての局の蓄電池投資額を合算し、

蓄電池投資額を算定する。 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した台数を用い、種別ごと交流無

停電電源装置投資額を求め、その合計を当該局の交流無停電電源装置投資額とし、すべての

局の交流無停電電源装置投資額を合算し、交流無停電電源装置投資額を算定する。 

  種別ごと交流無停電電源装置投資額＝当該種別交流無停電電源装置台数×当該種別交

流無停電電源装置単価 

電力設備（蓄電

池） 

１ 交換機設置局の蓄電池の設備量の算定 

 （１） 局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、交換機設置局整

流装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の整流装置用蓄電池容量とする。この

場合において、中継交換機が設置される局については、加入者交換機関連設備用整流装置及

び中継交換機関連設備用整流装置の別に整流装置用蓄電池容量を算定する。 

 （２） 局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置（１００Ｖ）の所要電流値の

合計に、交換機設置局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池容量とし、当該局に設置される交流無停電電源装

置（２００Ｖ）の所要電流値の合計に、交換機設置局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出

係数を乗じたものを、当該局の交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池容量とする。 

 （３） （１）及び（２）で算定した蓄電池容量を蓄電池規定容量で除したもの（１に満

たない端数は、切り上げるものとする。）の合計を当該局に設置する蓄電池の組数とする。

この場合において、投資額が最低となるように蓄電池の種別を選択する。 

２ 遠隔収容装置設置局の蓄電池の設備量の算定 

  局ごとに、当該局に設置される小規模局用電源装置の所要電流値に、遠隔収容装置設置

局用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の整流装置用蓄電池容量とし、蓄電池容量

を蓄電池規定容量で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を当該局

舎の蓄電池の組数とする。この場合において、投資額が最低となるように蓄電池の種別を選

択する。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前２項の規定に基づき算定した組数を用い種別ごと蓄電池

投資額を求め、その合計を当該局の蓄電池投資額とし、すべての局の蓄電池投資額を合算し、

蓄電池投資額を算定する。 
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  種別ごと蓄電池投資額＝当該種別蓄電池組数×当該種別蓄電池取得単価 

電力設備（受電

装置） 

１ 設備量の算定 

 （１） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、整流

装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを、当該局の整流装置受電容量とする。 

 （２） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置（１００Ｖ）の所

要容量及び交流無停電電源装置（２００Ｖ）の所要容量の合計を、交流無停電電源装置総合

効率で除したものを、当該局の交流無停電電源装置容量とする。 

 （３） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を、

当該局の空調設備容量とする。 

 （４） 交換機設置局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積当たり建物付帯設

備受電容量を乗じたものを、当該局の建物付帯設備受電容量とする。 

 （５） （１）、（２）、（３）及び（４）で算定した容量の合計を、種別ごとの受電装

置規格容量で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を受電装置数と

する。この場合において、投資額が最低となるように受電装置の種別を選択する。選択した

受電装置規格容量の合計を、当該局の受電装置所要容量とする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した所要容量を用い受電装置投資

額を求め、その合計を当該局の受電装置投資額とし、すべての局の受電装置投資額を合算し、

受電装置投資額を算定する。 

  局ごと受電装置投資額＝受電装置所要容量×受電装置単位容量当たり取得単価 

電力設備（発電

装置） 

１ 設備量の算定 

 （１） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置のユニット数の合計に、整流

器１ユニット当たり最大電流及び整流装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを、

当該局の整流装置発電容量とする。 

 （２） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置（１００Ｖ）の所

要容量及び交流無停電電源装置（２００Ｖ）の所要容量の合計を、交流無停電電源装置総合

効率で除したものを、当該局の交流無停電電源装置容量とする。 

 （３） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を、

当該局の空調設備容量とする。 

 （４） 交換機設置局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積当たりの建物付帯

設備発電電力容量を乗じたものを、当該局の建物付帯設備発電容量とする。 

 （５） （１）、（２）、（３）及び（４）で算定した容量の合計を、種別ごとの発電装

置規格容量で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を発電装置数と

する。この場合において、投資額が最低となるように発電装置の種別を選択する。選択した

発電装置規格容量の合計を当該局の発電装置所要容量とする。 

  種別ごと蓄電池投資額＝当該種別蓄電池組数×当該種別蓄電池取得単価 

電力設備（受電

装置） 

１ 設備量の算定 

 （１） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、整流

装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを、当該局の整流装置受電容量とする。 

 （２） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置（１００Ｖ）の所

要容量及び交流無停電電源装置（２００Ｖ）の所要容量の合計を、交流無停電電源装置総合

効率で除したものを、当該局の交流無停電電源装置容量とする。 

 （３） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を、

当該局の空調設備容量とする。 

 （４） 交換機設置局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積当たり建物付帯設

備受電容量を乗じたものを、当該局の建物付帯設備受電容量とする。 

 （５） （１）、（２）、（３）及び（４）で算定した容量の合計を、種別ごとの受電装

置規格容量で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を受電装置数と

する。この場合において、投資額が最低となるように受電装置の種別を選択する。選択した

受電装置規格容量の合計を、当該局の受電装置所要容量とする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した所要容量を用い受電装置投資

額を求め、その合計を当該局の受電装置投資額とし、すべての局の受電装置投資額を合算し、

受電装置投資額を算定する。 

  局ごと受電装置投資額＝受電装置所要容量×受電装置単位容量当たり取得単価 

電力設備（発電

装置） 

１ 設備量の算定 

 （１） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置のユニット数の合計に、整流

器１ユニット当たり最大電流及び整流装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを、

当該局の整流装置発電容量とする。 

 （２） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置（１００Ｖ）の所

要容量及び交流無停電電源装置（２００Ｖ）の所要容量の合計を、交流無停電電源装置総合

効率で除したものを、当該局の交流無停電電源装置容量とする。 

 （３） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を、

当該局の空調設備容量とする。 

 （４） 交換機設置局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積当たりの建物付帯

設備発電電力容量を乗じたものを、当該局の建物付帯設備発電容量とする。 

 （５） （１）、（２）、（３）及び（４）で算定した容量の合計を、種別ごとの発電装

置規格容量で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を発電装置数と

する。この場合において、投資額が最低となるように発電装置の種別を選択する。選択した

発電装置規格容量の合計を当該局の発電装置所要容量とする。 
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２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した所要容量を用い局ごと発電装

置投資額を求め、その合計を当該局の発電装置投資額とし、すべての局の局ごと発電装置投

資額を合算し、発電装置投資額を算定する。 

  局ごと発電装置投資額＝発電装置所要容量×発電装置単位容量当たり取得単価 

電力設備（小規

模局用電源装

置） 

１ 設備量の算定 

  局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置さ

れる設備（局設置簡易遠隔収容装置を除く。）の所要電流値の合計を、小規模局用電源装置

１台当たりの最大電流で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、

当該局の小規模局用電源装置台数とする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した台数を用い局ごと小規模局用

電源装置投資額を求め、すべての局の局ごと小規模局用電源装置投資額を合算し、小規模局

用電源装置投資額を算定する。 

  局ごと小規模局用電源装置投資額＝小規模局用電源装置台数×小規模局用電源装置単

価 

電力設備（可搬

型発動発電機） 

１ 設備量の算定 

 全ての局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局を所要電流値ごと

に分類した局数を全ての局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局数

でそれぞれ除した値を可搬型発動発電機の所要電流別配置比率として、その比率に応じて総

設置数を割り当てることにより、所要電流別可搬型発動発電機設置台数を算出する。 

２ 投資額の算定 

 （１） 所要電流別可搬型発動発電機設置台数に、可搬型発動発電機規定容量を乗じ、所

要電流別可搬型発動発電機容量を算出する。 

 （２） （１）で求めた値に、所要電流に応じた可搬型発動発電機単価を乗じた値を算出

し、これらを合算した値を投資額とする。 

機械室建物 １ ＲＴ―ＢＯＸ以外の局の機械室建物の設備量の算定 

 （１） 局ごとに、次のアからツの手順で求めた面積の合計を、当該局のネットワーク

設備面積とする。 

  ア 局設置遠隔収容装置基本部面積に、局設置遠隔収容装置１台当たり収容回線数を局

設置遠隔収容装置単位面積当たり最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り

上げるものとする。）に局設置遠隔収容装置単位面積を乗じたものを加え、局設置遠隔収容

装置台数を乗じたもの 

  イ 加入者交換機基本部面積に、加入者交換機１台当たり収容回線数を加入者交換機収

容架単位面積当たり最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものと

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した所要容量を用い局ごと発電装

置投資額を求め、その合計を当該局の発電装置投資額とし、すべての局の局ごと発電装置投

資額を合算し、発電装置投資額を算定する。 

  局ごと発電装置投資額＝発電装置所要容量×発電装置単位容量当たり取得単価 

電力設備（小規

模局用電源装

置） 

１ 設備量の算定 

  遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値の合計を、小規模局

用電源装置１台当たりの最大電流で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとす

る。）を、当該局の小規模局用電源装置台数とする。 

 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した台数を用い局ごと小規模局用

電源装置投資額を求め、すべての局の局ごと小規模局用電源装置投資額を合算し、小規模局

用電源装置投資額を算定する。 

  局ごと小規模局用電源装置投資額＝小規模局用電源装置台数×小規模局用電源装置単

価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機械室建物 １ ＲＴ―ＢＯＸ以外の局の機械室建物の設備量の算定 

 （１） 局ごとに、次のアからツの手順で求めた面積の合計を、当該局のネットワーク設

備面積とする。 

  ア 局設置遠隔収容装置基本部面積に、局設置遠隔収容装置１台当たり収容回線数を局

設置遠隔収容装置単位面積当たり最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り

上げるものとする。）に局設置遠隔収容装置単位面積を乗じたものを加え、局設置遠隔収容

装置台数を乗じたもの 

  イ 加入者交換機基本部面積に、加入者交換機１台当たり収容回線数を加入者交換機収

容架単位面積当たり最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものと
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する。）に加入者交換機収容架単位面積を乗じたものを加えたものに、加入者交換機台数を

乗じたもの 

  ウ 中継交換機基本部面積に、中継交換機１台当たり収容回線数を中継交換機収容架単

位面積当たり最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）

に中継交換機収容架単位面積を乗じたものを加え、中継交換機台数を乗じたもの 

  エ 伝送装置の種別ごとに当該装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたものを

算定し、全種別の面積を合計したもの 

  オ 無線伝送装置の変復調回線切替装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたも

のに、無線送受信装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたものを加えたもの 

  カ 衛星通信設備のＴＤＭＡ装置、衛星送受信装置及び衛星回線制御装置のそれぞれの

架数に当該装置の架当たり面積を乗じて合算したもの 

  キ クロック供給装置の架数にクロック供給装置の架当たり面積を乗じたもの 

  ク 中間中継伝送装置の架数に中間中継伝送装置の架当たり面積を乗じたもの 

  ケ 海底中間中継伝送装置給電装置数に海底中間中継伝送装置給電装置の装置当たり

面積を乗じたもの 

  コ 信号用中継交換機基本部面積に、信号用中継交換機１台当たり収容リンク数を信号

用中継交換機収容架単位面積当たり最大収容リンク数で除したもの（１に満たない端数は、

切り上げるものとする。）に信号用中継交換機収容架単位面積を乗じたものを加えたものに、

信号用中継交換機台数を乗じたもの 

  サ 主配線盤収容回線数にき線回線予備率分を加算したものを、１０，０００で除した

もの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１０，０００端子当たり必要主配

線盤長を乗じたものに、作業スペース込みの主配線盤幅を乗じたもの 

  シ 当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数（当該局に帰属する局設置遠隔収容装置設

置局に帰属するき線点遠隔収容装置数を含む。）にき線点遠隔収容装置当たり心線数を乗じ

たものを加入者系半固定パス伝送装置単位面積当たり最大収容端子数で除したもの（１に満

たない端数は、切り上げるものとする。）に加入者系半固定パス伝送装置単位面積を乗じた

もの 

  ス 光ケーブル成端架収容端子数を光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数

で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に光ケーブル成端架単位面

積を乗じたもの 

  セ 消防警察トランクの架数に、当該設備の架当たり面積を乗じたもの 

  ソ 警察消防用回線集約装置の架数に、当該設備の架当たり面積を乗じたもの 

  タ 総合監視面積及び試験受付面積の合計 

  チ 次の（ア）から（エ）までの中で最大のもの（更改のための面積を確保） 

   （ア） 局設置遠隔収容装置１台当たり所要面積 

する。）に加入者交換機収容架単位面積を乗じたものを加えたものに、加入者交換機台数を

乗じたもの 

  ウ 中継交換機基本部面積に、中継交換機１台当たり収容回線数を中継交換機収容架単

位面積当たり最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）

に中継交換機収容架単位面積を乗じたものを加え、中継交換機台数を乗じたもの 

  エ 伝送装置の種別ごとに当該装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたものを

算定し、全種別の面積を合計したもの 

  オ 無線伝送装置の変復調回線切替装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたも

のに、無線送受信装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたものを加えたもの 

  カ 衛星通信設備のＴＤＭＡ装置、衛星送受信装置及び衛星回線制御装置のそれぞれの

架数に当該装置の架当たり面積を乗じて合算したもの 

  キ クロック供給装置の架数にクロック供給装置の架当たり面積を乗じたもの 

  ク 中間中継伝送装置の架数に中間中継伝送装置の架当たり面積を乗じたもの 

  ケ 海底中間中継伝送装置給電装置数に海底中間中継伝送装置給電装置の装置当たり

面積を乗じたもの 

  コ 信号用中継交換機基本部面積に、信号用中継交換機１台当たり収容リンク数を信号

用中継交換機収容架単位面積当たり最大収容リンク数で除したもの（１に満たない端数は、

切り上げるものとする。）に信号用中継交換機収容架単位面積を乗じたものを加えたものに、

信号用中継交換機台数を乗じたもの 

  サ 主配線盤収容回線数にき線回線予備率分を加算したものを、１０，０００で除した

もの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１０，０００端子当たり必要主配

線盤長を乗じたものに、作業スペース込みの主配線盤幅を乗じたもの 

  シ 当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数（当該局に帰属する遠隔収容装置設置局に

帰属するき線点遠隔収容装置数を含む。）にき線点遠隔収容装置当たり心線数を乗じたもの

を加入者系半固定パス伝送装置単位面積当たり最大収容端子数で除したもの（１に満たない

端数は、切り上げるものとする。）に加入者系半固定パス伝送装置単位面積を乗じたもの 

 

  ス 光ケーブル成端架収容端子数を光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数

で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に光ケーブル成端架単位面

積を乗じたもの 

  セ 消防警察トランクの架数に、当該設備の架当たり面積を乗じたもの 

  ソ 警察消防用回線集約装置の架数に、当該設備の架当たり面積を乗じたもの 

  タ 総合監視面積及び試験受付面積の合計 

  チ 次の（ア）から（エ）までの中で最大のもの（更改のための面積を確保） 

   （ア） 局設置遠隔収容装置１台当たり所要面積 
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   （イ） 加入者交換機１台当たり所要面積 

   （ウ） 中継交換機１台当たり所要面積 

   （エ） 信号用中継交換機１台当たり所要面積 

  ツ 伝送装置の種類別の１アイランド当たり所要面積の中で最大のもの 

 （２） 局ごとに、次のアからクまでの手順で求めた面積の合計を、当該局の電力設備面

積とする。 

  ア 整流装置系統数に整流装置基本部面積を乗じたもの及び整流装置増設架数に整流

装置増設架面積を乗じたものの合計 

  イ 直流変換電源装置架数に直流変換電源装置架当たり単位面積を乗じたもの 

  ウ 交流無停電電源装置種別ごとに、交流無停電電源装置台数に交流無停電電源装置所

要面積を乗じたものの合計 

  エ 蓄電池種別ごとに、蓄電池組数に蓄電池面積を乗じたものの合計 

  オ 受電装置種別ごとに、受電装置数に受電装置所要面積を乗じたものの合計 

  カ 発電装置種別ごとに、発電装置数に発電装置所要面積を乗じたものの合計 

  キ 小規模局用電源装置台数に小規模局用電源装置所要面積を乗じたものの合計 

  ク 整流装置１台分の面積、局内の最大容量の交流無停電電源装置１台分の面積、１系

統に蓄電池が１組だけ設置されている場合の整流装置及び交流無停電電源装置の蓄電池１

組分の面積、受電装置種別ごとの受電装置数に受電装置更改面積を乗じたものの合計又は小

規模局用電源装置１台分の面積の合計（更改のための面積を確保） 

 （３） 局ごとに、種別ごとの空調設備台数に空調設備単位面積を乗じたものの合計を、

当該局の空調設備面積とする。 

 （４） 局ごとに、（１）サで算定した面積を、当該局のケーブル室面積とする。 

 （５） 局ごとに、ネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積及びケーブル室

面積の合計に、１から建物付帯設備面積付加係数を減じたものを建物付帯設備面積付加係数

で除したものを乗じて、当該局の建物付帯設備面積とする。 

 （６） （１）から（５）までで算定したネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設

備面積、ケーブル室面積及び建物付帯設備面積の合計を、当該局の機械室建物面積とする。 

２ ＲＴ―ＢＯＸの機械室建物の設備量の算定 

  ＲＴ―ＢＯＸ数を１とする。 

３ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前２項の規定に基づき算定した面積又はＲＴ―ＢＯＸ単価

を用い局ごと機械室建物投資額を求め、すべての局の局ごと機械室建物投資額を合算し、機

械室建物投資額を算定する。 

  局ごと機械室建物投資額＝機械室建物面積×機械室建物建設単価 

  又は 

   （イ） 加入者交換機１台当たり所要面積 

   （ウ） 中継交換機１台当たり所要面積 

   （エ） 信号用中継交換機１台当たり所要面積 

  ツ 伝送装置の種類別の１アイランド当たり所要面積の中で最大のもの 

 （２） 局ごとに、次のアからクまでの手順で求めた面積の合計を、当該局の電力設備面

積とする。 

  ア 整流装置系統数に整流装置基本部面積を乗じたもの及び整流装置増設架数に整流

装置増設架面積を乗じたものの合計 

  イ 直流変換電源装置架数に直流変換電源装置架当たり単位面積を乗じたもの 

  ウ 交流無停電電源装置種別ごとに、交流無停電電源装置台数に交流無停電電源装置所

要面積を乗じたものの合計 

  エ 蓄電池種別ごとに、蓄電池組数に蓄電池面積を乗じたものの合計 

  オ 受電装置種別ごとに、受電装置数に受電装置所要面積を乗じたものの合計 

  カ 発電装置種別ごとに、発電装置数に発電装置所要面積を乗じたものの合計 

  キ 小規模局用電源装置台数に小規模局用電源装置所要面積を乗じたものの合計 

  ク 整流装置１台分の面積、局内の最大容量の交流無停電電源装置１台分の面積、１系

統に蓄電池が１組だけ設置されている場合の整流装置及び交流無停電電源装置の蓄電池１

組分の面積、受電装置種別ごとの受電装置数に受電装置更改面積を乗じたものの合計又は小

規模局用電源装置１台分の面積の合計（更改のための面積を確保） 

 （３） 局ごとに、種別ごとの空調設備台数に空調設備単位面積を乗じたものの合計を、

当該局の空調設備面積とする。 

 （４） 局ごとに、（１）サで算定した面積を、当該局のケーブル室面積とする。 

 （５） 局ごとに、ネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積及びケーブル室

面積の合計に、１から建物付帯設備面積付加係数を減じたものを建物付帯設備面積付加係数

で除したものを乗じて、当該局の建物付帯設備面積とする。 

 （６） （１）から（５）までで算定したネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設

備面積、ケーブル室面積及び建物付帯設備面積の合計を、当該局の機械室建物面積とする。 

２ ＲＴ―ＢＯＸの機械室建物の設備量の算定 

  ＲＴ―ＢＯＸ数を１とする。 

３ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前２項の規定に基づき算定した面積又はＲＴ―ＢＯＸ単価

を用い局ごと機械室建物投資額を求め、すべての局の局ごと機械室建物投資額を合算し、機

械室建物投資額を算定する。 

  局ごと機械室建物投資額＝機械室建物面積×機械室建物建設単価 

  又は 
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  局ごと機械室建物投資額＝ＲＴ―ＢＯＸ単価 

機械室土地 １ 交換機設置局の機械室土地の設備量の算定 

 局ごとに、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積と

する。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室建物面積を複数階局容積率で

除したものを、当該局の機械室土地面積とする。 

２ 局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局の機械室土地の設備量

の算定 

  局ごとに、次の手順で算定を行う。 

 （１） 当該局がＲＴ―ＢＯＸ、無線併設局、無線単独局及び衛星通信地球局以外の場合、

次の手順で算定を行う。この場合において、当該局が複数階局であるか平屋局であるかにつ

いては、空調設備、機械室建物及び機械室土地の資本コスト（減価償却費、自己資本費用、

他人資本費用、利益対応税、通信設備使用料、固定資産税）及び保守コスト（施設保全費、

道路占用料、撤去費用）の合計を比較し決定する。 

  ア 当該局が複数階局の場合、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを、当該

局の機械室土地面積とする。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室建物面

積を複数階局容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。 

  イ 当該局が平屋局の場合、機械室建物面積を平屋局容積率で除したもの及び駐車スペ

ース等土地面積の合計を、当該局の機械室土地面積とする。 

 （２） 当該局がＲＴ―ＢＯＸの場合、ＲＴ―ＢＯＸ土地面積を、当該局の機械室土地面

積とする。 

３ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前２項の規定に基づき算定した面積を用い局ごと機械室土

地投資額を求め、すべての局の局ごと機械室土地投資額を合算し、機械室土地投資額を算定

する。 

  局ごと機械室土地投資額＝機械室土地面積×（固定資産評価額÷土地単価時価補正係

数）×土地単価時点補正係数 

監視設備（総合

監視） 

 監視設備（総合監視）投資額＝ネットワーク設備投資額合計×監視設備（総合監視）対投

資額比率 

（ネットワーク設備とは、別表第１の１に規定する設備区分に係る設備並びに別表第１の２

に規定する附属設備等のうち、空調設備、電力設備、機械室建物及び機械室土地の設備等区

分に係る設備等をいう。以下この表において同じ。） 

監視設備（加入

者交換機） 

 監視設備（加入者交換機）投資額＝（加入者交換機投資額＋消防警察トランク投資額＋警

察消防用回線集約装置投資額）×監視設備（加入者交換機）対投資額比率 

監視設備（中継

交換機） 

 監視設備（中継交換機）投資額＝中継交換機投資額×監視設備（中継交換機）対投資額比

率 

  局ごと機械室建物投資額＝ＲＴ―ＢＯＸ単価 

機械室土地 １ 交換機設置局の機械室土地の設備量の算定 

 局ごとに、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積と

する。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室建物面積を複数階局容積率で

除したものを、当該局の機械室土地面積とする。 

２ 遠隔収容装置設置局の機械室土地の設備量の算定 

 

  局ごとに、次の手順で算定を行う。 

 （１） 当該局がＲＴ―ＢＯＸ、無線併設局、無線単独局及び衛星通信地球局以外の場合、

次の手順で算定を行う。この場合において、当該局が複数階局であるか平屋局であるかにつ

いては、空調設備、機械室建物及び機械室土地の資本コスト（減価償却費、自己資本費用、

他人資本費用、利益対応税、通信設備使用料、固定資産税）及び保守コスト（施設保全費、

道路占用料、撤去費用）の合計を比較し決定する。 

  ア 当該局が複数階局の場合、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを、当該

局の機械室土地面積とする。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室建物面

積を複数階局容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。 

  イ 当該局が平屋局の場合、機械室建物面積を平屋局容積率で除したもの及び駐車スペ

ース等土地面積の合計を、当該局の機械室土地面積とする。 

 （２） 当該局がＲＴ―ＢＯＸの場合、ＲＴ―ＢＯＸ土地面積を、当該局の機械室土地面

積とする。 

３ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前２項の規定に基づき算定した面積を用い局ごと機械室土

地投資額を求め、すべての局の局ごと機械室土地投資額を合算し、機械室土地投資額を算定

する。 

  局ごと機械室建物投資額＝機械室土地面積×（固定資産評価額÷土地単価時価補正係

数）×土地単価時点補正係数 

監視設備（総合

監視） 

 監視設備（総合監視）投資額＝ネットワーク設備投資額合計×監視設備（総合監視）対投

資額比率 

（ネットワーク設備とは、別表第１の１に規定する設備区分に係る設備並びに別表第１の２

に規定する附属設備等のうち、空調設備、電力設備、機械室建物及び機械室土地の設備等区

分に係る設備等をいう。以下この表において同じ。） 

監視設備（加入

者交換機） 

 監視設備（加入者交換機）投資額＝（加入者交換機投資額＋消防警察トランク投資額＋警

察消防用回線集約装置投資額）×監視設備（加入者交換機）対投資額比率 

監視設備（中継

交換機） 

 監視設備（中継交換機）投資額＝中継交換機投資額×監視設備（中継交換機）対投資額比

率 
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監視設備（伝送

無線機械） 

 監視設備（伝送無線機械）投資額＝（伝送装置投資額＋中間中継伝送装置投資額＋無線伝

送装置投資額＋無線アンテナ投資額＋無線鉄塔投資額＋衛星通信設備投資額）×監視設備

（伝送無線機械）対投資額比率 

監視設備（市外

線路） 

 監視設備（市外線路）投資額＝市外線路投資額（中継系光ケーブル、海底光ケーブル、海

底中間中継伝送装置及び中継系電柱の投資額の合計）×監視設備（市外線路）対投資額比率 

監視設備（市内

線路） 

 監視設備（市内線路）投資額＝市内線路投資額（加入系光ケーブル、メタルケーブル及び

加入系電柱の投資額の合計）×監視設備（市内線路）対投資額比率 

共通用建物  共通用建物投資額＝機械室建物投資額×共通用建物対投資額比率 

共通用土地  共通用土地投資額＝機械室土地投資額×共通用土地対投資額比率 

構築物  構築物投資額＝（機械室建物投資額＋共通用建物投資額）×構築物対投資額比率 

機械及び装置  機械及び装置投資額＝ネットワーク設備投資額合計×機械及び装置対投資額比率 

車両  車両投資額＝ネットワーク設備投資額合計×車両対投資額比率 

工具、器具及び

備品 

 工具、器具及び備品投資額＝ネットワーク設備投資額合計×工具、器具及び備品対投資額

比率 

無形固定資産

（交換機ソフト

ウェア） 

 無形固定資産（交換機ソフトウェア）投資額＝ネットワーク設備投資額合計×無形固定資

産（交換機ソフトウェア）対投資額比率 

無形固定資産

（その他の無形

固定資産） 

 無形固定資産（その他の無形固定資産）投資額＝ネットワーク設備投資額合計×無形固定

資産（その他の無形固定資産）対投資額比率 

 

 

 

監視設備（伝送

無線機械） 

 監視設備（伝送無線機械）投資額＝（伝送装置投資額＋中間中継伝送装置投資額＋無線伝

送装置投資額＋無線アンテナ投資額＋無線鉄塔投資額＋衛星通信設備投資額）×監視設備

（伝送無線機械）対投資額比率 

監視設備（市外

線路） 

 監視設備（市外線路）投資額＝市外線路投資額（中継系光ケーブル、海底光ケーブル、海

底中間中継伝送装置及び中継系電柱の投資額の合計）×監視設備（市外線路）対投資額比率 

監視設備（市内

線路） 

 監視設備（市内線路）投資額＝市内線路投資額（加入系光ケーブル、メタルケーブル及び

加入系電柱の投資額の合計）×監視設備（市内線路）対投資額比率 

共通用建物  共通用建物投資額＝機械室建物投資額×共通用建物対投資額比率 

共通用土地  共通用土地投資額＝機械室土地投資額×共通用土地対投資額比率 

構築物  構築物投資額＝（機械室建物投資額＋共通用建物投資額）×構築物対投資額比率 

機械及び装置  機械及び装置投資額＝ネットワーク設備投資額合計×機械及び装置対投資額比率 

車両  車両投資額＝ネットワーク設備投資額合計×車両対投資額比率 

工具、器具及び

備品 

 工具、器具及び備品投資額＝ネットワーク設備投資額合計×工具、器具及び備品対投資額

比率 

無形固定資産

（交換機ソフト

ウェア） 

 無形固定資産（交換機ソフトウェア）投資額＝ネットワーク設備投資額合計×無形固定資

産（交換機ソフトウェア）対投資額比率 

無形固定資産

（その他の無形

固定資産） 

 無形固定資産（その他の無形固定資産）投資額＝ネットワーク設備投資額合計×無形固定

資産（その他の無形固定資産）対投資額比率 
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別表第２の２ （第６条関係） 正味固定資産価額算定に用いる数値  

項目 数値 単位 

メタルケーブル（小）規格対数（１） ５ 対 

メタルケーブル（小）規格対数（２） １０ 対 

メタルケーブル（小）規格対数（３） ２０ 対 

メタルケーブル（小）規格対数（４） ３０ 対 

メタルケーブル（小）規格対数（５） ５０ 対 

メタルケーブル（小）規格対数（６） １００ 対 

メタルケーブル（小）規格対数（７） ２００ 対 

メタルケーブル（小）規格対数（８） ４００ 対 

メタルケーブル（小）規格対数（９） ６００ 対 

メタルケーブル（小）規格対数（１０） ８００ 対 

メタルケーブル（小）規格対数（１１） １，０００ 対 

メタルケーブル（小）規格対数（１２） １，２００ 対 

メタルケーブル（小）規格対数（１３） １，４００ 対 

メタルケーブル（小）規格対数（１４） １，６００ 対 

メタルケーブル（小）規格対数（１５） １，８００ 対 

メタルケーブル（小）規格対数（１６） ２，０００ 対 

メタルケーブル（小）規格対数（１７） ２，４００ 対 

メタルケーブル（小）規格対数（１８） ３，０００ 対 

メタルケーブル（中）規格対数（１） ５ 対 

メタルケーブル（中）規格対数（２） １０ 対 

メタルケーブル（中）規格対数（３） ２０ 対 

メタルケーブル（中）規格対数（４） ３０ 対 

メタルケーブル（中）規格対数（５） ５０ 対 

メタルケーブル（中）規格対数（６） １００ 対 

 

 

別表第２の２ （第６条関係） 正味固定資産価額算定に用いる数値  

項目 数値 単位 

メタルケーブル（小）規格対数（１） ５ 対 

メタルケーブル（小）規格対数（２） １０ 対 

メタルケーブル（小）規格対数（３） ２０ 対 

メタルケーブル（小）規格対数（４） ３０ 対 

メタルケーブル（小）規格対数（５） ５０ 対 

メタルケーブル（小）規格対数（６） １００ 対 

メタルケーブル（小）規格対数（７） ２００ 対 

メタルケーブル（小）規格対数（８） ４００ 対 

メタルケーブル（小）規格対数（９） ６００ 対 

メタルケーブル（小）規格対数（１０） ８００ 対 

メタルケーブル（小）規格対数（１１） １，０００ 対 

メタルケーブル（小）規格対数（１２） １，２００ 対 

メタルケーブル（小）規格対数（１３） １，４００ 対 

メタルケーブル（小）規格対数（１４） １，６００ 対 

メタルケーブル（小）規格対数（１５） １，８００ 対 

メタルケーブル（小）規格対数（１６） ２，０００ 対 

メタルケーブル（小）規格対数（１７） ２，４００ 対 

メタルケーブル（小）規格対数（１８） ３，０００ 対 

メタルケーブル（中）規格対数（１） ５ 対 

メタルケーブル（中）規格対数（２） １０ 対 

メタルケーブル（中）規格対数（３） ２０ 対 

メタルケーブル（中）規格対数（４） ３０ 対 

メタルケーブル（中）規格対数（５） ５０ 対 

メタルケーブル（中）規格対数（６） １００ 対 

（傍線部分は改正部分） 
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メタルケーブル（中）規格対数（７） ２００ 対 

メタルケーブル（中）規格対数（８） ４００ 対 

メタルケーブル（中）規格対数（９） ６００ 対 

メタルケーブル（中）規格対数（１０） ８００ 対 

メタルケーブル（中）規格対数（１１） １，０００ 対 

メタルケーブル（中）規格対数（１２） １，２００ 対 

メタルケーブル（大）規格対数（１） ５ 対 

メタルケーブル（大）規格対数（２） １０ 対 

メタルケーブル（大）規格対数（３） ２０ 対 

メタルケーブル（大）規格対数（４） ３０ 対 

メタルケーブル（大）規格対数（５） ５０ 対 

メタルケーブル（大）規格対数（６） １００ 対 

メタルケーブル（大）規格対数（７） ２００ 対 

メタルケーブル（大）規格対数（８） ４００ 対 

メタルケーブル（大）規格対数（９） ６００ 対 

メタルケーブル（小）最大規格対数 ３，０００ 対 

メタルケーブル（中）最大規格対数 １，２００ 対 

メタルケーブル（大）最大規格対数 ６００ 対 

加入系光ケーブル規格心数（１） ８ 心 

加入系光ケーブル規格心数（２） １６ 心 

加入系光ケーブル規格心数（３） ２４ 心 

加入系光ケーブル規格心数（４） ３２ 心 

加入系光ケーブル規格心数（５） ４０ 心 

加入系光ケーブル規格心数（６） ６０ 心 

加入系光ケーブル規格心数（７） ８０ 心 

加入系光ケーブル規格心数（８） １００ 心 

加入系光ケーブル規格心数（９） １２０ 心 

加入系光ケーブル規格心数（１０） １６０ 心 

加入系光ケーブル規格心数（１１） ２００ 心 

加入系光ケーブル規格心数（１２） ３００ 心 

加入系光ケーブル規格心数（１３） ４００ 心 

加入系光ケーブル規格心数（１４） ５００ 心 

加入系光ケーブル規格心数（１５） ６００ 心 

加入系光ケーブル規格心数（１６） ８００ 心 

メタルケーブル（中）規格対数（７） ２００ 対 

メタルケーブル（中）規格対数（８） ４００ 対 

メタルケーブル（中）規格対数（９） ６００ 対 

メタルケーブル（中）規格対数（１０） ８００ 対 

メタルケーブル（中）規格対数（１１） １，０００ 対 

メタルケーブル（中）規格対数（１２） １，２００ 対 

メタルケーブル（大）規格対数（１） ５ 対 

メタルケーブル（大）規格対数（２） １０ 対 

メタルケーブル（大）規格対数（３） ２０ 対 

メタルケーブル（大）規格対数（４） ３０ 対 

メタルケーブル（大）規格対数（５） ５０ 対 

メタルケーブル（大）規格対数（６） １００ 対 

メタルケーブル（大）規格対数（７） ２００ 対 

メタルケーブル（大）規格対数（８） ４００ 対 

メタルケーブル（大）規格対数（９） ６００ 対 

メタルケーブル（小）最大規格対数 ３，０００ 対 

メタルケーブル（中）最大規格対数 １，２００ 対 

メタルケーブル（大）最大規格対数 ６００ 対 

加入系光ケーブル規格心数（１） ８ 心 

加入系光ケーブル規格心数（２） １６ 心 

加入系光ケーブル規格心数（３） ２４ 心 

加入系光ケーブル規格心数（４） ３２ 心 

加入系光ケーブル規格心数（５） ４０ 心 

加入系光ケーブル規格心数（６） ６０ 心 

加入系光ケーブル規格心数（７） ８０ 心 

加入系光ケーブル規格心数（８） １００ 心 

加入系光ケーブル規格心数（９） １２０ 心 

加入系光ケーブル規格心数（１０） １６０ 心 

加入系光ケーブル規格心数（１１） ２００ 心 

加入系光ケーブル規格心数（１２） ３００ 心 

加入系光ケーブル規格心数（１３） ４００ 心 

加入系光ケーブル規格心数（１４） ５００ 心 

加入系光ケーブル規格心数（１５） ６００ 心 

加入系光ケーブル規格心数（１６） ８００ 心 
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加入系光ケーブル規格心数（１７） １，０００ 心 

加入系電柱間隔 ０．０３５ ｋｍ 

配線回線予備率 ０．０２６ ― 

加入系光予備心数 ４ 心 

区画戸建最大回線数 ３１．２５ ― 

メタルケーブル（小）最大伝送距離 ２ ｋｍ 

メタルケーブル（中）最大伝送距離 ４ ｋｍ 

メタルケーブル（大）最大伝送距離 ７ ｋｍ 

メタルケーブル（小）最大規格対数（架空） ４００ 対 

メタルケーブル（中）最大規格対数（架空） ４００ 対 

メタルケーブル（大）最大規格対数（架空） ２００ 対 

加入系光ケーブル最大規格心数 １，０００ 心 

加入系光ケーブル最大規格心数（架空） ２００ 心 

メタルケーブル（小）径（１） １１ ｍｍ 

メタルケーブル（小）径（２） １１ ｍｍ 

メタルケーブル（小）径（３） １２ ｍｍ 

メタルケーブル（小）径（４） １４ ｍｍ 

メタルケーブル（小）径（５） １６ ｍｍ 

メタルケーブル（小）径（６） １９ ｍｍ 

メタルケーブル（小）径（７） ２３ ｍｍ 

メタルケーブル（小）径（８） ３０ ｍｍ 

メタルケーブル（小）径（９） ３５ ｍｍ 

メタルケーブル（小）径（１０） ３９ ｍｍ 

メタルケーブル（小）径（１１） ４３ ｍｍ 

メタルケーブル（小）径（１２） ４７ ｍｍ 

メタルケーブル（小）径（１３） ５０ ｍｍ 

メタルケーブル（小）径（１４） ５３ ｍｍ 

メタルケーブル（小）径（１５） ５６ ｍｍ 

メタルケーブル（小）径（１６） ５９ ｍｍ 

メタルケーブル（小）径（１７） ６３ ｍｍ 

メタルケーブル（小）径（１８） ７０ ｍｍ 

メタルケーブル（中）径（１） １３ ｍｍ 

メタルケーブル（中）径（２） １４ ｍｍ 

メタルケーブル（中）径（３） １６ ｍｍ 

加入系光ケーブル規格心数（１７） １，０００ 心 

加入系電柱間隔 ０．０３５ ｋｍ 

配線回線予備率 ０．０２６ ― 

加入系光予備心数 ４ 心 

区画戸建最大回線数 ３１．２５ ― 

メタルケーブル（小）最大伝送距離 ２ ｋｍ 

メタルケーブル（中）最大伝送距離 ４ ｋｍ 

メタルケーブル（大）最大伝送距離 ７ ｋｍ 

メタルケーブル（小）最大規格対数（架空） ４００ 対 

メタルケーブル（中）最大規格対数（架空） ４００ 対 

メタルケーブル（大）最大規格対数（架空） ２００ 対 

加入系光ケーブル最大規格心数 １，０００ 心 

加入系光ケーブル最大規格心数（架空） ２００ 心 

メタルケーブル（小）径（１） １１ ｍｍ 

メタルケーブル（小）径（２） １１ ｍｍ 

メタルケーブル（小）径（３） １２ ｍｍ 

メタルケーブル（小）径（４） １４ ｍｍ 

メタルケーブル（小）径（５） １６ ｍｍ 

メタルケーブル（小）径（６） １９ ｍｍ 

メタルケーブル（小）径（７） ２３ ｍｍ 

メタルケーブル（小）径（８） ３０ ｍｍ 

メタルケーブル（小）径（９） ３５ ｍｍ 

メタルケーブル（小）径（１０） ３９ ｍｍ 

メタルケーブル（小）径（１１） ４３ ｍｍ 

メタルケーブル（小）径（１２） ４７ ｍｍ 

メタルケーブル（小）径（１３） ５０ ｍｍ 

メタルケーブル（小）径（１４） ５３ ｍｍ 

メタルケーブル（小）径（１５） ５６ ｍｍ 

メタルケーブル（小）径（１６） ５９ ｍｍ 

メタルケーブル（小）径（１７） ６３ ｍｍ 

メタルケーブル（小）径（１８） ７０ ｍｍ 

メタルケーブル（中）径（１） １３ ｍｍ 

メタルケーブル（中）径（２） １４ ｍｍ 

メタルケーブル（中）径（３） １６ ｍｍ 
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メタルケーブル（中）径（４） １８ ｍｍ 

メタルケーブル（中）径（５） ２１ ｍｍ 

メタルケーブル（中）径（６） ２８ ｍｍ 

メタルケーブル（中）径（７） ３３ ｍｍ 

メタルケーブル（中）径（８） ４４ ｍｍ 

メタルケーブル（中）径（９） ５３ ｍｍ 

メタルケーブル（中）径（１０） ６０ ｍｍ 

メタルケーブル（中）径（１１） ６７ ｍｍ 

メタルケーブル（中）径（１２） ７０ ｍｍ 

メタルケーブル（大）径（１） １４ ｍｍ 

メタルケーブル（大）径（２） １８ ｍｍ 

メタルケーブル（大）径（３） ２３ ｍｍ 

メタルケーブル（大）径（４） ２７ ｍｍ 

メタルケーブル（大）径（５） ３４ ｍｍ 

メタルケーブル（大）径（６） ３８ ｍｍ 

メタルケーブル（大）径（７） ４３ ｍｍ 

メタルケーブル（大）径（８） ５９ ｍｍ 

メタルケーブル（大）径（９） ７０ ｍｍ 

加入系光ファイバケーブル径（１） １１ ｍｍ 

加入系光ファイバケーブル径（２） １１ ｍｍ 

加入系光ファイバケーブル径（３） １１ ｍｍ 

加入系光ファイバケーブル径（４） １１ ｍｍ 

加入系光ファイバケーブル径（５） １１ ｍｍ 

加入系光ファイバケーブル径（６） １１ ｍｍ 

加入系光ファイバケーブル径（７） １３ ｍｍ 

加入系光ファイバケーブル径（８） １３ ｍｍ 

加入系光ファイバケーブル径（９） １５ ｍｍ 

加入系光ファイバケーブル径（１０） １５ ｍｍ 

加入系光ファイバケーブル径（１１） １７ ｍｍ 

加入系光ファイバケーブル径（１２） １９ ｍｍ 

加入系光ファイバケーブル径（１３） １９ ｍｍ 

加入系光ファイバケーブル径（１４） ２３ ｍｍ 

加入系光ファイバケーブル径（１５） ２３ ｍｍ 

加入系光ファイバケーブル径（１６） ２３ ｍｍ 

メタルケーブル（中）径（４） １８ ｍｍ 

メタルケーブル（中）径（５） ２１ ｍｍ 

メタルケーブル（中）径（６） ２８ ｍｍ 

メタルケーブル（中）径（７） ３３ ｍｍ 

メタルケーブル（中）径（８） ４４ ｍｍ 

メタルケーブル（中）径（９） ５３ ｍｍ 

メタルケーブル（中）径（１０） ６０ ｍｍ 

メタルケーブル（中）径（１１） ６７ ｍｍ 

メタルケーブル（中）径（１２） ７０ ｍｍ 

メタルケーブル（大）径（１） １４ ｍｍ 

メタルケーブル（大）径（２） １８ ｍｍ 

メタルケーブル（大）径（３） ２３ ｍｍ 

メタルケーブル（大）径（４） ２７ ｍｍ 

メタルケーブル（大）径（５） ３４ ｍｍ 

メタルケーブル（大）径（６） ３８ ｍｍ 

メタルケーブル（大）径（７） ４３ ｍｍ 

メタルケーブル（大）径（８） ５９ ｍｍ 

メタルケーブル（大）径（９） ７０ ｍｍ 

加入系光ファイバケーブル径（１） １１ ｍｍ 

加入系光ファイバケーブル径（２） １１ ｍｍ 

加入系光ファイバケーブル径（３） １１ ｍｍ 

加入系光ファイバケーブル径（４） １１ ｍｍ 

加入系光ファイバケーブル径（５） １１ ｍｍ 

加入系光ファイバケーブル径（６） １１ ｍｍ 

加入系光ファイバケーブル径（７） １３ ｍｍ 

加入系光ファイバケーブル径（８） １３ ｍｍ 

加入系光ファイバケーブル径（９） １５ ｍｍ 

加入系光ファイバケーブル径（１０） １５ ｍｍ 

加入系光ファイバケーブル径（１１） １７ ｍｍ 

加入系光ファイバケーブル径（１２） １９ ｍｍ 

加入系光ファイバケーブル径（１３） １９ ｍｍ 

加入系光ファイバケーブル径（１４） ２３ ｍｍ 

加入系光ファイバケーブル径（１５） ２３ ｍｍ 

加入系光ファイバケーブル径（１６） ２３ ｍｍ 
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加入系光ファイバケーブル径（１７） ３０ ｍｍ 

インナーパイプ径（外径）（１） ２７ ｍｍ 

インナーパイプ径（外径）（２） ３６ ｍｍ 

インナーパイプ径（外径）（３） ４７ ｍｍ 

インナーパイプ径（外径）（４） ５６ ｍｍ 

インナーパイプ径（内径）（１） １４ ｍｍ 

インナーパイプ径（内径）（２） ２３ ｍｍ 

インナーパイプ径（内径）（３） ３２ ｍｍ 

インナーパイプ径（内径）（４） ４０ ｍｍ 

インナーパイプ径（空き径）（１） ４２ ｍｍ 

インナーパイプ径（空き径）（２） ３３ ｍｍ 

インナーパイプ径（空き径）（３） ２２ ｍｍ 

インナーパイプ径（空き径）（４） １３ ｍｍ 

予備管路あたり最大管路数 １５ 条 

き線点遠隔収容装置最大収容電話回線数 ５１２ 回線 

き線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数 ２３ 回線 

き線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数 ３ 回線 

き線点遠隔収容装置当たり必要心数 ４ 心 

き線点遠隔収容装置収容配線最大長 ７ ｋｍ 

き線点遠隔収容装置設置最小回線数 ４００ 回線 

き線点遠隔収容装置収容率 ０．９６５ ― 

き線回線予備率 ０．１１６ ― 

配線光予備心線数 ２ 心 

引込ビル数算定式二次係数 ―０．０００００

０７ 

― 

引込ビル数算定式一次係数 ０．０３１９ ― 

引込ビル数算定式定数 ０ ― 

き線点遠隔収容装置から加入者交換機間中継伝送路年経費 １０，０００，０

００ 

円 

き線管路総延長 １４１，８２０ ｋｍ 

自治体管路総延長 ３８ ｋｍ 

電線共同溝総延長 １，４３３ ｋｍ 

情報ボックス総延長 ７，０６０ ｋｍ 

配線自治体管路適用率 ０．０２２７５ ― 

加入系光ファイバケーブル径（１７） ３０ ｍｍ 

インナーパイプ径（外径）（１） ２７ ｍｍ 

インナーパイプ径（外径）（２） ３６ ｍｍ 

インナーパイプ径（外径）（３） ４７ ｍｍ 

インナーパイプ径（外径）（４） ５６ ｍｍ 

インナーパイプ径（内径）（１） １４ ｍｍ 

インナーパイプ径（内径）（２） ２３ ｍｍ 

インナーパイプ径（内径）（３） ３２ ｍｍ 

インナーパイプ径（内径）（４） ４０ ｍｍ 

インナーパイプ径（空き径）（１） ４２ ｍｍ 

インナーパイプ径（空き径）（２） ３３ ｍｍ 

インナーパイプ径（空き径）（３） ２２ ｍｍ 

インナーパイプ径（空き径）（４） １３ ｍｍ 

予備管路あたり最大管路数 １５ 条 

き線点遠隔収容装置最大収容電話回線数 ５１２ 回線 

き線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数 ２３ 回線 

き線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数 ３ 回線 

き線点遠隔収容装置当たり必要心数 ４ 心 

き線点遠隔収容装置収容配線最大長 ７ ｋｍ 

き線点遠隔収容装置設置最小回線数 ４００ 回線 

き線点遠隔収容装置収容率 ０．９６５ ― 

き線回線予備率 ０．１１６ ― 

配線光予備心線数 ２ 心 

引込ビル数算定式二次係数 ―０．０００００

０７ 

― 

引込ビル数算定式一次係数 ０．０３１９ ― 

引込ビル数算定式定数 ０ ― 

き線点遠隔収容装置から加入者交換機間中継伝送路年経費 １０，０００，０

００ 

円 

き線管路総延長 １４５，７２９ ｋｍ 

自治体管路総延長 ３８ ｋｍ 

電線共同溝総延長 １，３８４ ｋｍ 

情報ボックス総延長 ７，００１ ｋｍ 

配線自治体管路適用率 ０．０２２７５ ― 
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配線電線共同溝適用率 ０．１０７２５ ― 

配線情報ボックス適用率 ０ ― 

第二種総合デジタル通信サービス換算係数 １０ ― 

時間帯パラメータ（アナログ電話） １ ― 

時間帯パラメータ（総合デジタル通信サービス） １ ― 

時間帯パラメータ（ＰＨＳ） １ ― 

呼完了率（アナログ電話） ０．７ ― 

呼完了率（総合デジタル通信網サービス） ０．７ ― 

呼完了率（ＰＨＳ） ０．７ ― 

加入者交換機最大収容回線数 ９６，５００ 回線 

加入者交換機最大処理最繁時呼量 ５３，６００ ＢＨＥ 

加入者交換機最大処理最繁時総呼数 ８００，０００ ＢＨＣＡ 

加入者交換機低速パス １．５Ｍ １．５Ｍ ｏｒ 

２Ｍ 

リンク当たり信号数 ２４０ 信号数／リンク 

中継区域内中継交換機渡り回線通過率 ０．５ ― 

信号区域間リンク分散数 ２ 数 

信号用中継交換機当たり最大リンク数 ５１１ リンク／ＳＴＰ 

信号用中継交換機対当たり渡りリンク数 ８ リンク／ＳＴＰ対 

信号用中継交換機当たり処理信号数 ６４，３８６ 信号数／ＳＴＰ 

加入者交換機／局設置遠隔収容装置判別値 １２，０００ 回線 

同一単位料金区域当たり電話遠隔収容装置収容最大回線数 １２，０００ 回線 

局設置簡易遠隔収容装置最大収容回線数 ５１２ 回線／台 

局設置簡易遠隔収容装置最大収容低速専用回線数 ２３ 回線／台 

局設置簡易遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数 ３ 回線／台 

局設置遠隔収容装置最大収容回線数 ２，９００ 回線／台 

局設置簡易遠隔収容装置使用最大回線数 ５１２ 回線 

専用６Ｍパス収容回線数（低速） ９６ 回線／６Ｍパス 

専用６Ｍパス収容回線数（高速メタル） ４８ 回線／６Ｍパス 

専用６Ｍパス収容回線数（高速光） ４ 回線／６Ｍパス 

総合デジタル通信サービス６Ｍパス収容回線数 ４８ 回線／６Ｍパス 

クロック供給装置―１Ｓ架当たり最大クロック分配数 １２０ クロック数／架 

クロック供給装置―１Ｇ基本架当たり最大クロック分配数 ４００ クロック数／架 

クロック供給装置―１Ｓ架収容率（遠隔収容装置設置局） ０．８ ― 

配線電線共同溝適用率 ０．１０７２５ ― 

配線情報ボックス適用率 ０ ― 

第二種総合デジタル通信サービス換算係数 １０ ― 

時間帯パラメータ（アナログ電話） １ ― 

時間帯パラメータ（総合デジタル通信サービス） １ ― 

時間帯パラメータ（ＰＨＳ） １ ― 

呼完了率（アナログ電話） ０．７ ― 

呼完了率（総合デジタル通信網サービス） ０．７ ― 

呼完了率（ＰＨＳ） ０．７ ― 

加入者交換機最大収容回線数 ９６，５００ 回線 

加入者交換機最大処理最繁時呼量 ５３，６００ ＢＨＥ 

加入者交換機最大処理最繁時総呼数 ８００，０００ ＢＨＣＡ 

加入者交換機低速パス １．５Ｍ １．５Ｍ ｏｒ 

２Ｍ 

リンク当たり信号数 ２４０ 信号数／リンク 

中継区域内中継交換機渡り回線通過率 ０．５ ― 

信号区域間リンク分散数 ２ 数 

信号用中継交換機当たり最大リンク数 ５１１ リンク／ＳＴＰ 

信号用中継交換機対当たり渡りリンク数 ８ リンク／ＳＴＰ対 

信号用中継交換機当たり処理信号数 ６４，３８６ 信号数／ＳＴＰ 

加入者交換機／局設置遠隔収容装置判別値 １２，０００ 回線 

同一単位料金区域当たり電話遠隔収容装置収容最大回線数 １２，０００ 回線 

電話遠隔収容装置（小）最大収容回線数 

 

 

２，９００ 回線／台 

電話遠隔収容装置（大）最大収容回線数 ２，９００ 回線／台 

電話遠隔収容装置（小）使用最大回線数 ０ 回線 

専用６Ｍパス収容回線数（低速） ９６ 回線／６Ｍパス 

専用６Ｍパス収容回線数（高速メタル） ４８ 回線／６Ｍパス 

専用６Ｍパス収容回線数（高速光） ４ 回線／６Ｍパス 

総合デジタル通信サービス６Ｍパス収容回線数 ４８ 回線／６Ｍパス 

クロック供給装置―１Ｓ架当たり最大クロック分配数 １２０ クロック数／架 

クロック供給装置―１Ｇ基本架当たり最大クロック分配数 ４００ クロック数／架 

クロック供給装置―１Ｓ架収容率（遠隔収容装置設置局） ０．８ ― 
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クロック供給装置―１Ｇ架収容率（加入者交換機設置局） ０．８ ― 

クロック供給装置―１Ｇ架収容率（中継交換機設置局） ０．８ ― 

中間中継伝送装置平均距離（５２Ｍ） ３０ ｋｍ 

中間中継伝送装置平均距離（１５６Ｍ） ３０ ｋｍ 

中間中継伝送装置平均距離（６００Ｍ） ３０ ｋｍ 

中間中継伝送装置平均距離（２．４Ｇ） ３０ ｋｍ 

中間中継伝送装置平均距離（１０Ｇ） ３０ ｋｍ 

加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大搭載数 ６ ＩＦ／台 

加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大収容シ

ステム数 

１６ ｓｙｓ（ＲＳＢＭ

―Ｆ）／ＩＦ 

加入者系半固定パス伝送装置インタフェース装置当たり電話最大収

容回線数 

１，７９２ 回線／ＩＦ 

加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大搭載数 ２ ＩＦ／台 

加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大収容シス

テム数 

８ ｓｙｓ（Ａ／Ｉ／

Ｌ）／ＩＦ 

加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線装

置最大収容システム数 

１６ ｓｙｓ／装置 

加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線装

置最大搭載数 

４ 装置／台 

加入者系半固定パス伝送装置１システム当たり総合デジタル通信サ

ービス最大収容回線数 

６０ 回線 

加入者系半固定パス伝送装置１システム当たり低速専用線最大収容

回線数 

９６ 回線 

加入者系半固定パス伝送装置１システム当たり高速専用線最大収容

回線数 

４８ 回線 

中継交換機最大収容回線数 １０４，０００ ６４ｋチャネル／

ユニット 

中継交換機最大処理最繁時呼量 ５３，６００ ＢＨＥ／ユニット 

中継交換機最大処理最繁時総呼数 ８００，０００ ＢＨＣＡ／ユニッ

ト 

中継交換機低速パス ８Ｍ １．５Ｍ ｏｒ 

８Ｍ 

中継系電柱距離 ０．０３５ ｋｍ 

中継系管路当たり最大ケーブル条数 ２ ケーブル条数／管

路 

クロック供給装置―１Ｇ架収容率（加入者交換機設置局） ０．８ ― 

クロック供給装置―１Ｇ架収容率（中継交換機設置局） ０．８ ― 

中間中継伝送装置平均距離（５２Ｍ） ３０ ｋｍ 

中間中継伝送装置平均距離（１５６Ｍ） ３０ ｋｍ 

中間中継伝送装置平均距離（６００Ｍ） ３０ ｋｍ 

中間中継伝送装置平均距離（２．４Ｇ） ３０ ｋｍ 

中間中継伝送装置平均距離（１０Ｇ） ３０ ｋｍ 

加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大搭載数 ６ ＩＦ／台 

加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大収容シ

ステム数 

１６ ｓｙｓ（ＲＳＢＭ

―Ｆ）／ＩＦ 

加入者系半固定パス伝送装置インタフェース装置当たり電話最大収

容回線数 

１，７９２ 回線／ＩＦ 

加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大搭載数 ２ ＩＦ／台 

加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大収容シス

テム数 

８ ｓｙｓ（Ａ／Ｉ／

Ｌ）／ＩＦ 

加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線装

置最大収容システム数 

１６ ｓｙｓ／装置 

加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線装

置最大搭載数 

４ 装置／台 

加入者系半固定パス伝送装置１システム当たり総合デジタル通信サ

ービス最大収容回線数 

６０ 回線 

加入者系半固定パス伝送装置１システム当たり低速専用線最大収容

回線数 

９６ 回線 

加入者系半固定パス伝送装置１システム当たり高速専用線最大収容

回線数 

４８ 回線 

中継交換機最大収容回線数 １０４，０００ ６４ｋチャネル／

ユニット 

中継交換機最大処理最繁時呼量 ５３，６００ ＢＨＥ／ユニット 

中継交換機最大処理最繁時総呼数 ８００，０００ ＢＨＣＡ／ユニッ

ト 

中継交換機低速パス ８Ｍ １．５Ｍ ｏｒ 

８Ｍ 

中継系電柱距離 ０．０３５ ｋｍ 

中継系管路当たり最大ケーブル条数 ２ ケーブル条数／管

路 
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チャネル切上単位（１．５Ｍ） ２４ ― 

チャネル切上単位（２Ｍ） ３０ ― 

チャネル切上単位（６Ｍ） ９６ ― 

チャネル切上単位（８Ｍ） １２０ ― 

チャネル切上単位（５２Ｍ） ６７２ ― 

収容５２Ｍパス数（１５６Ｍ） ３ ― 

収容５２Ｍパス数（６００Ｍ） １２ ― 

収容５２Ｍパス数（２．４Ｇ） ４８ ― 

収容５２Ｍパス数（１０Ｇ） １９２ ― 

インタフェース当たりハイウェイ数（１．５Ｍ） ４ ＨＷ／ＩＦ 

インタフェース当たりハイウェイ数（６Ｍ） ２ ＨＷ／ＩＦ 

インタフェース当たりハイウェイ数（２Ｍ） ８ ＨＷ／ＩＦ 

インタフェース当たりハイウェイ数（８Ｍ） ２ ＨＷ／ＩＦ 

ユニット当たり局間インタフェース数（多重変換装置５２Ｍ） ３ システム／ユニッ

ト 

ユニット当たり局間インタフェース数（多重変換装置１５６Ｍ） １ システム／ユニッ

ト 

ユニット当たり局間インタフェース数（高速終端中継伝送装置１５

６Ｍ） 

４ システム／ユニッ

ト 

ユニット当たり局間インタフェース数（高速終端中継伝送装置６０

０Ｍ） 

１ システム／ユニッ

ト 

ユニット当たり局間インタフェース数（高速終端中継伝送装置２．

４Ｇ） 

１ システム／ユニッ

ト 

クロスコネクト装置ユニット当たり５２Ｍパス数 １８ ５２Ｍパス／ユニ

ット 

クロスコネクト装置基本架当たりユニット数（１架構成） １ ユニット／架 

クロスコネクト装置基本架当たりユニット数（複数架構成） ２ ユニット／架 

クロスコネクト装置接続架当たり基本架数 ４ 基本架／接続架 

クロスコネクト装置最大接続架数 ２ 架 

クロスコネクト装置ユニット当たり増設リンク数 ６ ＪＩＦ／ユニット 

クロスコネクト装置冗長構成係数 ２ ＪＩＦ／ユニット 

クロスコネクト装置スイッチユニット当たり増設リンクインタフェ

ース数 

１６ ＪＩＦ／ＳＳＷＵ

ｎｉｔ 

架当たり回線数（主配線盤） １５０，０００ 回線／架 

チャネル切上単位（１．５Ｍ） ２４ ― 

チャネル切上単位（２Ｍ） ３０ ― 

チャネル切上単位（６Ｍ） ９６ ― 

チャネル切上単位（８Ｍ） １２０ ― 

チャネル切上単位（５２Ｍ） ６７２ ― 

収容５２Ｍパス数（１５６Ｍ） ３ ― 

収容５２Ｍパス数（６００Ｍ） １２ ― 

収容５２Ｍパス数（２．４Ｇ） ４８ ― 

収容５２Ｍパス数（１０Ｇ） １９２ ― 

インタフェース当たりハイウェイ数（１．５Ｍ） ４ ＨＷ／ＩＦ 

インタフェース当たりハイウェイ数（６Ｍ） ２ ＨＷ／ＩＦ 

インタフェース当たりハイウェイ数（２Ｍ） ８ ＨＷ／ＩＦ 

インタフェース当たりハイウェイ数（８Ｍ） ２ ＨＷ／ＩＦ 

ユニット当たり局間インタフェース数（多重変換装置５２Ｍ） ３ システム／ユニッ

ト 

ユニット当たり局間インタフェース数（多重変換装置１５６Ｍ） １ システム／ユニッ

ト 

ユニット当たり局間インタフェース数（高速終端中継伝送装置１５

６Ｍ） 

４ システム／ユニッ

ト 

ユニット当たり局間インタフェース数（高速終端中継伝送装置６０

０Ｍ） 

１ システム／ユニッ

ト 

ユニット当たり局間インタフェース数（高速終端中継伝送装置２．

４Ｇ） 

１ システム／ユニッ

ト 

クロスコネクト装置ユニット当たり５２Ｍパス数 １８ ５２Ｍパス／ユニ

ット 

クロスコネクト装置基本架当たりユニット数（１架構成） １ ユニット／架 

クロスコネクト装置基本架当たりユニット数（複数架構成） ２ ユニット／架 

クロスコネクト装置接続架当たり基本架数 ４ 基本架／接続架 

クロスコネクト装置最大接続架数 ２ 架 

クロスコネクト装置ユニット当たり増設リンク数 ６ ＪＩＦ／ユニット 

クロスコネクト装置冗長構成係数 ２ ＪＩＦ／ユニット 

クロスコネクト装置スイッチユニット当たり増設リンクインタフェ

ース数 

１６ ＪＩＦ／ＳＳＷＵ

ｎｉｔ 

架当たり回線数（主配線盤） １５０，０００ 回線／架 
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架当たり心線数（光ケーブル成端架大） ２，０００ 心線／架 

架当たり心線数（光ケーブル成端架小１） １２８ 心線／架 

架当たり心線数（光ケーブル成端架小２） ２５６ 心線／架 

架当たり心線数（光ケーブル成端架中） ３８９ 心線／架 

架当たり台数（電話遠隔収容装置小） １ 台／架 

架当たり台数（電話遠隔収容装置大） ０．５ 台／架 

架当たり台数（中間中継伝送装置５２Ｍ） ３０ 台／架 

架当たり台数（中間中継伝送装置１５６Ｍ） １６ 台／架 

架当たり台数（中間中継伝送装置６００Ｍ） ８ 台／架 

架当たり台数（中間中継伝送装置２．４Ｇ） ４ 台／架 

架当たりユニット数（多重変換装置） ５ ユニット／架 

架当たりユニット数（高速終端中継伝送装置１５６Ｍ） ２ ユニット／架 

架当たりユニット数（高速終端中継伝送装置６００Ｍ） ３ ユニット／架 

架当たりユニット数（高速終端中継伝送装置２．４Ｇ） １ ユニット／架 

架当たりユニット数（分岐挿入伝送装置６００Ｍ） ４ ユニット／架 

架当たりユニット数（分岐挿入伝送装置２．４Ｇ） ２ ユニット／架 

架当たりユニット数（分岐挿入伝送装置１０Ｇ） ６ ユニット／架 

架当たり５２Ｍインタフェース数（高速終端中継伝送装置１５６Ｍ） ２４ ５２ＭＩＦ／架 

架当たり５２Ｍインタフェース数（高速終端中継伝送装置６００Ｍ） ３６ ５２ＭＩＦ／架 

架当たり５２Ｍインタフェース数（高速終端中継伝送装置２．４Ｇ） ４８ ５２ＭＩＦ／架 

架当たり１５６Ｍインタフェース数（分岐挿入伝送装置２．４Ｇ） ４ １５６ＭＩＦ／架 

架当たり１５６Ｍインタフェース数（分岐挿入伝送装置１０Ｇ） ３８４ １５６ＭＩＦ／架 

局間インタフェース当たり心線数（多重変換装置５２Ｍ） ４ 心線／ＩＦ 

局間インタフェース当たり心線数（多重変換装置１５６Ｍ） ４ 心線／ＩＦ 

局間インタフェース当たり心線数（高速終端中継伝送装置１５６Ｍ） ４ 心線／ＩＦ 

局間インタフェース当たり心線数（高速終端中継伝送装置６００Ｍ） ４ 心線／ＩＦ 

局間インタフェース当たり心線数（高速終端中継伝送装置２．４Ｇ） ４ 心線／ＩＦ 

ユニット当たり心線数（電話遠隔収容装置小） ４ 心線／ユニット 

ユニット当たり心線数（電話遠隔収容装置大） ４ 心線／ユニット 

き線点遠隔収容装置当たり心線数 ４ 心線／き線点遠隔

収容装置 

回線当たり心線数（第二種総合デジタル通信サービス） ２ 心線／回線 

回線当たり心線数（高速光専用線） ２ 心線／回線 

局間インタフェース当たり心線数（分岐挿入伝送装置６００Ｍ） ４ 心線／ＩＦ 

架当たり心線数（光ケーブル成端架大） ２，０００ 心線／架 

架当たり心線数（光ケーブル成端架小１） １２８ 心線／架 

架当たり心線数（光ケーブル成端架小２） ２５６ 心線／架 

架当たり心線数（光ケーブル成端架中） ３８９ 心線／架 

架当たり台数（電話遠隔収容装置小） １ 台／架 

架当たり台数（電話遠隔収容装置大） ０．５ 台／架 

架当たり台数（中間中継伝送装置５２Ｍ） ３０ 台／架 

架当たり台数（中間中継伝送装置１５６Ｍ） １６ 台／架 

架当たり台数（中間中継伝送装置６００Ｍ） ８ 台／架 

架当たり台数（中間中継伝送装置２．４Ｇ） ４ 台／架 

架当たりユニット数（多重変換装置） ５ ユニット／架 

架当たりユニット数（高速終端中継伝送装置１５６Ｍ） ２ ユニット／架 

架当たりユニット数（高速終端中継伝送装置６００Ｍ） ３ ユニット／架 

架当たりユニット数（高速終端中継伝送装置２．４Ｇ） １ ユニット／架 

架当たりユニット数（分岐挿入伝送装置６００Ｍ） ４ ユニット／架 

架当たりユニット数（分岐挿入伝送装置２．４Ｇ） ２ ユニット／架 

架当たりユニット数（分岐挿入伝送装置１０Ｇ） ６ ユニット／架 

架当たり５２Ｍインタフェース数（高速終端中継伝送装置１５６Ｍ） ２４ ５２ＭＩＦ／架 

架当たり５２Ｍインタフェース数（高速終端中継伝送装置６００Ｍ） ３６ ５２ＭＩＦ／架 

架当たり５２Ｍインタフェース数（高速終端中継伝送装置２．４Ｇ） ４８ ５２ＭＩＦ／架 

架当たり１５６Ｍインタフェース数（分岐挿入伝送装置２．４Ｇ） ４ １５６ＭＩＦ／架 

架当たり１５６Ｍインタフェース数（分岐挿入伝送装置１０Ｇ） ３８４ １５６ＭＩＦ／架 

局間インタフェース当たり心線数（多重変換装置５２Ｍ） ４ 心線／ＩＦ 

局間インタフェース当たり心線数（多重変換装置１５６Ｍ） ４ 心線／ＩＦ 

局間インタフェース当たり心線数（高速終端中継伝送装置１５６Ｍ） ４ 心線／ＩＦ 

局間インタフェース当たり心線数（高速終端中継伝送装置６００Ｍ） ４ 心線／ＩＦ 

局間インタフェース当たり心線数（高速終端中継伝送装置２．４Ｇ） ４ 心線／ＩＦ 

ユニット当たり心線数（電話遠隔収容装置小） ４ 心線／ユニット 

ユニット当たり心線数（電話遠隔収容装置大） ４ 心線／ユニット 

き線点遠隔収容装置当たり心線数 ４ 心線／き線点遠隔

収容装置 

回線当たり心線数（第二種総合デジタル通信サービス） ２ 心線／回線 

回線当たり心線数（高速光専用線） ２ 心線／回線 

局間インタフェース当たり心線数（分岐挿入伝送装置６００Ｍ） ４ 心線／ＩＦ 

69



 

 

局間インタフェース当たり心線数（分岐挿入伝送装置２．４Ｇ） ４ 心線／ＩＦ 

局間インタフェース当たり心線数（分岐挿入伝送装置１０Ｇ） ４ 心線／ＩＦ 

主配線盤回線収容率 ０．９６５ ― 

光ケーブル成端架収容率 ０．９６５ ― 

電話遠隔収容装置回線収容率 ０．９６５ ― 

加入者交換機回線収容率 ０．９６５ ― 

電話遠隔収容装置集線率 ８ ― 

伝送装置収容率 ０．８ ― 

伝送装置共用比率（ＡＴＭ系、ＡＤＳＬ地域ＩＰ） １ ― 

伝送装置共用比率（光地域ＩＰ） ０ ― 

中継交換機側架収容率多重変換装置５２Ｍパス単位 ０．８ ― 

中継交換機側架収容率システム単位（１５６Ｍ） ０．８ ― 

中継交換機側架収容率システム単位（６００Ｍ） ０．８ ― 

中継交換機側架収容率システム単位（２．４Ｇ） ０．８ ― 

中間中継伝送装置架収容率（５２Ｍ） ０．８ ― 

中間中継伝送装置架収容率（１５６Ｍ） ０．８ ― 

中間中継伝送装置架収容率（６００Ｍ） ０．８ ― 

中間中継伝送装置架収容率（２．４Ｇ） ０．８ ― 

中継系光ケーブル規格心数（１） ８ 心 

中継系光ケーブル規格心数（２） １６ 心 

中継系光ケーブル規格心数（３） ２４ 心 

中継系光ケーブル規格心数（４） ３２ 心 

中継系光ケーブル規格心数（５） ４０ 心 

中継系光ケーブル規格心数（６） ６０ 心 

中継系光ケーブル規格心数（７） ８０ 心 

中継系光ケーブル規格心数（８） １００ 心 

中継系光ケーブル規格心数（９） １２０ 心 

中継系光ケーブル規格心数（１０） １６０ 心 

中継系光ケーブル規格心数（１１） ２００ 心 

中継系光ケーブル規格心数（１２） ３００ 心 

中継系予備心線数 ４ 心 

海底用中間中継伝送装置最大中継距離 １３０ ｋｍ 

海底用中間中継伝送装置収容心数 ８ 心 

有中継光ケーブル規格心線数 ８ 心 

局間インタフェース当たり心線数（分岐挿入伝送装置２．４Ｇ） ４ 心線／ＩＦ 

局間インタフェース当たり心線数（分岐挿入伝送装置１０Ｇ） ４ 心線／ＩＦ 

主配線盤回線収容率 ０．９６５ ― 

光ケーブル成端架収容率 ０．９６５ ― 

電話遠隔収容装置回線収容率 ０．９６５ ― 

加入者交換機回線収容率 ０．９６５ ― 

電話遠隔収容装置集線率 ８ ― 

伝送装置収容率 ０．８ ― 

伝送装置共用比率（ＡＴＭ系、ＡＤＳＬ地域ＩＰ） １ ― 

伝送装置共用比率（光地域ＩＰ） ０ ― 

中継交換機側架収容率多重変換装置５２Ｍパス単位 ０．８ ― 

中継交換機側架収容率システム単位（１５６Ｍ） ０．８ ― 

中継交換機側架収容率システム単位（６００Ｍ） ０．８ ― 

中継交換機側架収容率システム単位（２．４Ｇ） ０．８ ― 

中間中継伝送装置架収容率（５２Ｍ） ０．８ ― 

中間中継伝送装置架収容率（１５６Ｍ） ０．８ ― 

中間中継伝送装置架収容率（６００Ｍ） ０．８ ― 

中間中継伝送装置架収容率（２．４Ｇ） ０．８ ― 

中継系光ケーブル規格心数（１） ８ 心 

中継系光ケーブル規格心数（２） １６ 心 

中継系光ケーブル規格心数（３） ２４ 心 

中継系光ケーブル規格心数（４） ３２ 心 

中継系光ケーブル規格心数（５） ４０ 心 

中継系光ケーブル規格心数（６） ６０ 心 

中継系光ケーブル規格心数（７） ８０ 心 

中継系光ケーブル規格心数（８） １００ 心 

中継系光ケーブル規格心数（９） １２０ 心 

中継系光ケーブル規格心数（１０） １６０ 心 

中継系光ケーブル規格心数（１１） ２００ 心 

中継系光ケーブル規格心数（１２） ３００ 心 

中継系予備心線数 ４ 心 

海底用中間中継伝送装置最大中継距離 １３０ ｋｍ 

海底用中間中継伝送装置収容心数 ８ 心 

有中継光ケーブル規格心線数 ８ 心 
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有中継光ケーブル最大規格心線数 ８ 心 

無中継光ケーブル最大規格心線数 １００ 心 

無中継光ケーブル規格心線数（１） １６ 心 

無中継光ケーブル規格心線数（２） ２４ 心 

無中継光ケーブル規格心線数（３） ３２ 心 

無中継光ケーブル規格心線数（４） ４０ 心 

無中継光ケーブル規格心線数（５） ６０ 心 

無中継光ケーブル規格心線数（６） ８０ 心 

無中継光ケーブル規格心線数（７） １００ 心 

変復調回線切替装置ユニット当たり最大収容５２Ｍパス数 １ ５２Ｍパス／ユニ

ット 

架当たりユニット数（変復調回線切替装置） ４ ユニット／架 

無線送受信装置ユニット当たり最大収容５２Ｍパス数 １ ５２Ｍパス／ユニ

ット 

架当たりユニット数（無線送受信装置） ５ ユニット／架 

クロック供給装置―１Ｓ架収容率（無線単独局） ０．８ ― 

ルート当たりアンテナ数 ３ 個 

最大アンテナ搭載数 １２ 個 

中継系最大規格心線数 ３００ 心 

混在収容時効率低下係数（遠隔収容装置） １ ― 

混在収容時効率低下係数（加入者交換機） １ ― 

海底用中間中継伝送装置最大規格収容システム数 ４ システム 

海底用中間中継伝送装置規格収容システム数 ４ システム 

トランスポンダ当たり最大接続可能回線数 １４９ 回線／トランスポ

ンダ 

時分割多元接続装置架当たり最大収容回線数 ２９８ 回線／架 

衛星送受信装置架当たり最大収容回線数 ２９８ 回線／架 

加入者交換機最大搭載中継インタフェース数 ５４ ― 

中継交換機最大搭載中継インタフェース数 １６５ ― 

電話遠隔収容装置単位電流 ２８ Ａ 

電話遠隔収容装置単位電流最大収容回線数 ２，５６０ 回線 

電話遠隔収容装置基本部面積 ４．６８ ｍ２ 

電話遠隔収容装置単位面積 ４．６８ ｍ２ 

電話遠隔収容装置単位面積最大収容回線数 ２，５６０ 回線 

有中継光ケーブル最大規格心線数 ８ 心 

無中継光ケーブル最大規格心線数 １００ 心 

無中継光ケーブル規格心線数（１） １６ 心 

無中継光ケーブル規格心線数（２） ２４ 心 

無中継光ケーブル規格心線数（３） ３２ 心 

無中継光ケーブル規格心線数（４） ４０ 心 

無中継光ケーブル規格心線数（５） ６０ 心 

無中継光ケーブル規格心線数（６） ８０ 心 

無中継光ケーブル規格心線数（７） １００ 心 

変復調回線切替装置ユニット当たり最大収容５２Ｍパス数 １ ５２Ｍパス／ユニ

ット 

架当たりユニット数（変復調回線切替装置） ４ ユニット／架 

無線送受信装置ユニット当たり最大収容５２Ｍパス数 １ ５２Ｍパス／ユニ

ット 

架当たりユニット数（無線送受信装置） ５ ユニット／架 

クロック供給装置―１Ｓ架収容率（無線単独局） ０．８ ― 

ルート当たりアンテナ数 ３ 個 

最大アンテナ搭載数 １２ 個 

中継系最大規格心線数 ３００ 心 

混在収容時効率低下係数（遠隔収容装置） １ ― 

混在収容時効率低下係数（加入者交換機） １ ― 

海底用中間中継伝送装置最大規格収容システム数 ４ システム 

海底用中間中継伝送装置規格収容システム数 ４ システム 

トランスポンダ当たり最大接続可能回線数 １４９ 回線／トランスポ

ンダ 

時分割多元接続装置架当たり最大収容回線数 ２９８ 回線／架 

衛星送受信装置架当たり最大収容回線数 ２９８ 回線／架 

加入者交換機最大搭載中継インタフェース数 ５４ ― 

中継交換機最大搭載中継インタフェース数 １６５ ― 

電話遠隔収容装置単位電流 ２８ Ａ 

電話遠隔収容装置単位電流最大収容回線数 ２，５６０ 回線 

電話遠隔収容装置基本部面積 ４．６８ ｍ２ 

電話遠隔収容装置単位面積 ４．６８ ｍ２ 

電話遠隔収容装置単位面積最大収容回線数 ２，５６０ 回線 
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加入者交換機基本部電流 ４４ Ａ 

加入者交換機収容架回線単位電流 １７．６ Ａ 

加入者交換機収容架単位電流最大収容回線数 １，２２５ 回線 

加入者交換機収容架最繁時総呼数単位電流 ３８．７ Ａ 

加入者交換機収容架単位電流最大最繁時総呼数 １６７ ＫＢＨＣＡ 

加入者交換機ＡＣ電流 ３ Ａ／台 

加入者交換機基本部面積 ２１．０８ ｍ２ 

加入者交換機収容架単位面積 ２．０８ ｍ２ 

加入者交換機収容架単位面積最大収容回線数 １，１９４ 回線 

中継交換機基本部電流 ４２．５ Ａ／台 

中継交換機収容架単位電流 ３１．２ Ａ 

中継交換機収容架単位電流最大収容チャネル数 ３，２５０ チャネル 

中継交換機ＡＣ電流 ３ Ａ／台 

中継交換機基本部面積 １４．３３ ｍ２ 

中継交換機収容架単位面積 １．６２ ｍ２／架 

中継交換機収容架単位面積最大収容チャネル数 ３，２５０ チャネル 

多重変換装置基本部電流 ６１．４ Ａ／架 

多重変換装置ユニット電流 ０ Ａ／ユニット 

多重変換装置架面積 １．９２ ｍ２／架 

多重変換装置１アイランド最大架数 １ 架 

クロスコネクト装置１基本架電流 ４０．３ Ａ／架 

クロスコネクト装置１増設架基本部電流 ３８．２ Ａ／架 

クロスコネクト装置１ユニット電流 ７．９ Ａ／ユニット 

クロスコネクト装置１架面積 １．４４ ｍ２／架 

クロスコネクト装置１ １アイランド最大架数 １０ 架 

高速終端中継伝送装置１５６Ｍ基本部電流 ４０．５ Ａ／架 

高速終端中継伝送装置１５６Ｍユニット電流 ０ Ａ／ユニット 

高速終端中継伝送装置１５６Ｍ架面積 １．９２ ｍ２／架 

高速終端中継伝送装置１５６Ｍ１アイランド最大架数 １ 架 

高速終端中継伝送装置６００Ｍ基本部電流 ４７．９ Ａ／架 

高速終端中継伝送装置６００Ｍユニット電流 ０ Ａ／ユニット 

高速終端中継伝送装置６００Ｍ架面積 １．９２ ｍ２／架 

高速終端中継伝送装置６００Ｍ１アイランド最大架数 １ 架 

高速終端中継伝送装置２．４Ｇ基本部電流 ２４．１ Ａ／台 

加入者交換機基本部電流 ４４ Ａ 

加入者交換機収容架回線単位電流 １７．６ Ａ 

加入者交換機収容架単位電流最大収容回線数 １，２２５ 回線 

加入者交換機収容架最繁時総呼数単位電流 ３８．７ Ａ 

加入者交換機収容架単位電流最大最繁時総呼数 １６７ ＫＢＨＣＡ 

加入者交換機ＡＣ電流 ３ Ａ／台 

加入者交換機基本部面積 ２１．０８ ｍ２ 

加入者交換機収容架単位面積 ２．０８ ｍ２ 

加入者交換機収容架単位面積最大収容回線数 １，１９４ 回線 

中継交換機基本部電流 ４２．５ Ａ／台 

中継交換機収容架単位電流 ３１．２ Ａ 

中継交換機収容架単位電流最大収容チャネル数 ３，２５０ チャネル 

中継交換機ＡＣ電流 ３ Ａ／台 

中継交換機基本部面積 １４．３３ ｍ２ 

中継交換機収容架単位面積 １．６２ ｍ２／架 

中継交換機収容架単位面積最大収容チャネル数 ３，２５０ チャネル 

多重変換装置基本部電流 ６１．４ Ａ／架 

多重変換装置ユニット電流 ０ Ａ／ユニット 

多重変換装置架面積 １．９２ ｍ２／架 

多重変換装置１アイランド最大架数 １ 架 

クロスコネクト装置１基本架電流 ４０．３ Ａ／架 

クロスコネクト装置１増設架基本部電流 ３８．２ Ａ／架 

クロスコネクト装置１ユニット電流 ７．９ Ａ／ユニット 

クロスコネクト装置１架面積 １．４４ ｍ２／架 

クロスコネクト装置１ １アイランド最大架数 １０ 架 

高速終端中継伝送装置１５６Ｍ基本部電流 ４０．５ Ａ／架 

高速終端中継伝送装置１５６Ｍユニット電流 ０ Ａ／ユニット 

高速終端中継伝送装置１５６Ｍ架面積 １．９２ ｍ２／架 

高速終端中継伝送装置１５６Ｍ１アイランド最大架数 １ 架 

高速終端中継伝送装置６００Ｍ基本部電流 ４７．９ Ａ／架 

高速終端中継伝送装置６００Ｍユニット電流 ０ Ａ／ユニット 

高速終端中継伝送装置６００Ｍ架面積 １．９２ ｍ２／架 

高速終端中継伝送装置６００Ｍ１アイランド最大架数 １ 架 

高速終端中継伝送装置２．４Ｇ基本部電流 ２４．１ Ａ／台 
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高速終端中継伝送装置２．４Ｇユニット電流 ０ Ａ／ユニット 

高速終端中継伝送装置２．４Ｇ架面積 １．９２ ｍ２／架 

高速終端中継伝送装置２．４Ｇ１アイランド最大架数 １ 架 

分岐挿入伝送装置６００Ｍ基本部電流 １ Ａ／台 

分岐挿入伝送装置６００Ｍユニット電流 ６．１ Ａ／ユニット 

分岐挿入伝送装置６００Ｍ架面積 ２．５ ｍ２／架 

分岐挿入伝送装置６００Ｍ１アイランド最大架数 １ 架 

分岐挿入伝送装置２．４Ｇ基本部電流 ６．２ Ａ／台 

分岐挿入伝送装置２．４Ｇユニット電流 ４ Ａ／ユニット 

分岐挿入伝送装置２．４Ｇ架面積 １．０８ ｍ２／架 

分岐挿入伝送装置２．４Ｇ１アイランド最大架数 １ 架 

分岐挿入伝送装置１０Ｇ基本部電流 ０ Ａ／台 

分岐挿入伝送装置１０Ｇユニット電流 １２．１ Ａ／ユニット 

分岐挿入伝送装置１０Ｇ架面積 ０．９５４ ｍ２／架 

分岐挿入伝送装置１０Ｇ１アイランド最大架数 １ 架 

クロック供給装置１Ｓ架単位電流 ２ Ａ／架 

クロック供給装置１Ｓ架面積 １．４４ ｍ２／架 

クロック供給装置１Ｇ架単位電流 ４ Ａ／架 

クロック供給装置１Ｇ架面積 １．４４ ｍ２／架 

中間中継伝送装置（５２Ｍ）基本部電流 ７．１ Ａ／架 

中間中継伝送装置（１５６Ｍ）基本部電流 １９．６ Ａ／架 

中間中継伝送装置（６００Ｍ）基本部電流 ３０．７ Ａ／架 

中間中継伝送装置（２．４Ｇ）基本部電流 ２０ Ａ／架 

中間中継伝送装置架面積 １．６ ｍ２／架 

信号用中継交換機基本部電流 １０５ Ａ／台 

信号用中継交換機収容架単位電流 ３５ Ａ 

信号用中継交換機収容架単位電流最大収容リンク数（４８Ｋ換算） ５２ リンク 

信号用中継交換機ＡＣ電流 ３ Ａ／台 

信号用中継交換機基本部面積 ６．３ ｍ２／台 

信号用中継交換機収容架単位面積 １．２６ ｍ２ 

信号用中継交換機収容架単位面積最大収容リンク数（４８Ｋ換算） ５２ リンク 

交換機の端子収容率 ０．９６５ ― 

１万端子当たりの必要主配線盤長 ２．５２ ｍ 

作業スペース込みの主配線盤幅 ３．９ ｍ 

高速終端中継伝送装置２．４Ｇユニット電流 ０ Ａ／ユニット 

高速終端中継伝送装置２．４Ｇ架面積 １．９２ ｍ２／架 

高速終端中継伝送装置２．４Ｇ１アイランド最大架数 １ 架 

分岐挿入伝送装置６００Ｍ基本部電流 １ Ａ／台 

分岐挿入伝送装置６００Ｍユニット電流 ６．１ Ａ／ユニット 

分岐挿入伝送装置６００Ｍ架面積 ２．５ ｍ２／架 

分岐挿入伝送装置６００Ｍ１アイランド最大架数 １ 架 

分岐挿入伝送装置２．４Ｇ基本部電流 ６．２ Ａ／台 

分岐挿入伝送装置２．４Ｇユニット電流 ４ Ａ／ユニット 

分岐挿入伝送装置２．４Ｇ架面積 １．０８ ｍ２／架 

分岐挿入伝送装置２．４Ｇ１アイランド最大架数 １ 架 

分岐挿入伝送装置１０Ｇ基本部電流 ０ Ａ／台 

分岐挿入伝送装置１０Ｇユニット電流 １２．１ Ａ／ユニット 

分岐挿入伝送装置１０Ｇ架面積 ０．９５４ ｍ２／架 

分岐挿入伝送装置１０Ｇ１アイランド最大架数 １ 架 

クロック供給装置１Ｓ架単位電流 ２ Ａ／架 

クロック供給装置１Ｓ架面積 １．４４ ｍ２／架 

クロック供給装置１Ｇ架単位電流 ４ Ａ／架 

クロック供給装置１Ｇ架面積 １．４４ ｍ２／架 

中間中継伝送装置（５２Ｍ）基本部電流 ７．１ Ａ／架 

中間中継伝送装置（１５６Ｍ）基本部電流 １９．６ Ａ／架 

中間中継伝送装置（６００Ｍ）基本部電流 ３０．７ Ａ／架 

中間中継伝送装置（２．４Ｇ）基本部電流 ２０ Ａ／架 

中間中継伝送装置架面積 １．６ ｍ２／架 

信号用中継交換機基本部電流 １０５ Ａ／台 

信号用中継交換機収容架単位電流 ３５ Ａ 

信号用中継交換機収容架単位電流最大収容リンク数（４８Ｋ換算） ５２ リンク 

信号用中継交換機ＡＣ電流 ３ Ａ／台 

信号用中継交換機基本部面積 ６．３ ｍ２／台 

信号用中継交換機収容架単位面積 １．２６ ｍ２ 

信号用中継交換機収容架単位面積最大収容リンク数（４８Ｋ換算） ５２ リンク 

交換機の端子収容率 ０．９６５ ― 

１万端子当たりの必要主配線盤長 ２．５２ ｍ 

作業スペース込みの主配線盤幅 ３．９ ｍ 

73



 

 

加入者系半固定パス伝送装置単位電流 ２７．１２ Ａ 

加入者系半固定パス伝送装置単位電流最大収容端子数 １４，３３６ 端子 

加入者系半固定パス伝送装置単位面積 １．６ ｍ２ 

加入者系半固定パス伝送装置単位面積最大収容端子数 １４，３３６ 端子 

光ケーブル成端架単位面積（大） １２ ｍ２ 

光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数（大） ２，０００ 端子 

光ケーブル成端架単位面積（小１） １ ｍ２ 

光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数（小１） １２８ 端子 

光ケーブル成端架単位面積（小２） ２ ｍ２ 

光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数（小２） ２５６ 端子 

光ケーブル成端架単位面積（中） ２ ｍ２ 

光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数（中） ３８９ 端子 

オペレーション設備（総合監視）設置局数 １１ 局 

オペレーション設備（試験受付）設置局数 ４７ 局 

オペレーション設備（総合監視）単位面積当たりＡＣ電流 ０．８ Ａ／ｍ２ 

オペレーション設備（試験受付）単位面積当たりＡＣ電流 ０．８ Ａ／ｍ２ 

オペレーション設備（総合監視）面積 ５０５ ｍ２ 

オペレーション設備（試験受付）面積 ４３２ ｍ２ 

海底中間中継伝送装置用給電装置単位電流 ０．９２ Ａ／台 

海底中間中継伝送装置用給電装置単位面積 １．４４ ｍ２ 

変復調回線切替装置単位電流 １．７ Ａ／台 

変復調回線切替装置架面積 １．９２ ｍ２／架 

無線送受信装置単位電流 ０．５ Ａ／台 

無線送受信装置架面積 １．４４ ｍ２／架 

地上鉄塔土地面積 １４４ ｍ２ 

発熱量換算係数 ８６０ ｋｃａｌ／ｋＶＡ 

空調１台当たりの能力（１） ３０，０００ ｋｃａｌ／台 

空調１台当たりの能力（２） １３，０５０ ｋｃａｌ／台 

空調設備１台当たりの電力容量（１） １１．５５ ｋＶＡ 

空調設備１台当たりの電力容量（２） ５．４ ｋＶＡ 

空調設備単位面積（１） ５ ｍ２ 

空調設備単位面積（２） ２．２ ｍ２ 

整流器１ユニット当たり最大電流 １００ Ａ／ユニット 

整流装置１系統当たり最大電流 ８００ Ａ／系統 

加入者系半固定パス伝送装置単位電流 ２７．１２ Ａ 

加入者系半固定パス伝送装置単位電流最大収容端子数 １４，３３６ 端子 

加入者系半固定パス伝送装置単位面積 １．６ ｍ２ 

加入者系半固定パス伝送装置単位面積最大収容端子数 １４，３３６ 端子 

光ケーブル成端架単位面積（大） １２ ｍ２ 

光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数（大） ２，０００ 端子 

光ケーブル成端架単位面積（小１） １ ｍ２ 

光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数（小１） １２８ 端子 

光ケーブル成端架単位面積（小２） ２ ｍ２ 

光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数（小２） ２５６ 端子 

光ケーブル成端架単位面積（中） ２ ｍ２ 

光ケーブル成端架単位面積最大収容端子数（中） ３８９ 端子 

オペレーション設備（総合監視）設置局数 １１ 局 

オペレーション設備（試験受付）設置局数 ４７ 局 

オペレーション設備（総合監視）単位面積当たりＡＣ電流 ０．８ Ａ／ｍ２ 

オペレーション設備（試験受付）単位面積当たりＡＣ電流 ０．８ Ａ／ｍ２ 

オペレーション設備（総合監視）面積 ５０５ ｍ２ 

オペレーション設備（試験受付）面積 ４３２ ｍ２ 

海底中間中継伝送装置用給電装置単位電流 ０．９２ Ａ／台 

海底中間中継伝送装置用給電装置単位面積 １．４４ ｍ２ 

変復調回線切替装置単位電流 １．７ Ａ／台 

変復調回線切替装置架面積 １．９２ ｍ２／架 

無線送受信装置単位電流 ０．５ Ａ／台 

無線送受信装置架面積 １．４４ ｍ２／架 

地上鉄塔土地面積 １４４ ｍ２ 

発熱量換算係数 ８６０ ｋｃａｌ／ｋＶＡ 

空調１台当たりの能力（１） ３０，０００ ｋｃａｌ／台 

空調１台当たりの能力（２） １３，０５０ ｋｃａｌ／台 

空調設備１台当たりの電力容量（１） １１．５５ ｋＶＡ 

空調設備１台当たりの電力容量（２） ５．４ ｋＶＡ 

空調設備単位面積（１） ５ ｍ２ 

空調設備単位面積（２） ２．２ ｍ２ 

整流器１ユニット当たり最大電流 １００ Ａ／ユニット 

整流装置１系統当たり最大電流 ８００ Ａ／系統 
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整流装置基本部収容可能整流器数 ４ 個／架 

整流装置増設架収容可能整流器数 ４ 個／架 

整流装置総合効率 ０．８７ ― 

整流装置基本部面積 １０ ｍ２／架 

整流装置増設架面積 ２ ｍ２／架 

直流電圧値 ４８ Ｖ 

警察消防用回線１回線当たりの消費電流 ０．４８４３７５ Ａ／回線 

直流変換電源装置１架最大電流 ８０ Ａ／架 

直流変換電源装置架単位面積 ５ ｍ２／架 

入力変換効率 ０．８５ ― 

交流無停電電源装置規定出力容量（１） ３ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量（２） ５ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量（３） ７ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量（４） １０ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量（５） １５ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量（６） ２０ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量（７） ３０ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量（８） ５０ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量（９） ７５ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量（１０） １００ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量（１１） ２００ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量（１２） ３００ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量（１３） ４００ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量（１４） ６００ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量（１５） ８００ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量（１６） １，０００ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量（１７） １，２００ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量（１８） １，５００ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置所要面積（１） ４ ｍ２ 

交流無停電電源装置所要面積（２） ４ ｍ２ 

交流無停電電源装置所要面積（３） ４ ｍ２ 

交流無停電電源装置所要面積（４） ７ ｍ２ 

交流無停電電源装置所要面積（５） ７ ｍ２ 

交流無停電電源装置所要面積（６） ７ ｍ２ 

整流装置基本部収容可能整流器数 ４ 個／架 

整流装置増設架収容可能整流器数 ４ 個／架 

整流装置総合効率 ０．８７ ― 

整流装置基本部面積 １０ ｍ２／架 

整流装置増設架面積 ２ ｍ２／架 

直流電圧値 ４８ Ｖ 

警察消防用回線１回線当たりの消費電流 ０．４８４３７５ Ａ／回線 

直流変換電源装置１架最大電流 ８０ Ａ／架 

直流変換電源装置架単位面積 ５ ｍ２／架 

入力変換効率 ０．８５ ― 

交流無停電電源装置規定出力容量（１） ３ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量（２） ５ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量（３） ７ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量（４） １０ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量（５） １５ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量（６） ２０ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量（７） ３０ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量（８） ５０ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量（９） ７５ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量（１０） １００ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量（１１） ２００ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量（１２） ３００ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量（１３） ４００ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量（１４） ６００ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量（１５） ８００ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量（１６） １，０００ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量（１７） １，２００ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置規定出力容量（１８） １，５００ ｋＶＡ 

交流無停電電源装置所要面積（１） ４ ｍ２ 

交流無停電電源装置所要面積（２） ４ ｍ２ 

交流無停電電源装置所要面積（３） ４ ｍ２ 

交流無停電電源装置所要面積（４） ７ ｍ２ 

交流無停電電源装置所要面積（５） ７ ｍ２ 

交流無停電電源装置所要面積（６） ７ ｍ２ 
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交流無停電電源装置所要面積（７） ７ ｍ２ 

交流無停電電源装置所要面積（８） ８ ｍ２ 

交流無停電電源装置所要面積（９） １０ ｍ２ 

交流無停電電源装置所要面積（１０） １０ ｍ２ 

交流無停電電源装置所要面積（１１） １０ ｍ２ 

交流無停電電源装置所要面積（１２） １０ ｍ２ 

交流無停電電源装置所要面積（１３） ３０ ｍ２ 

交流無停電電源装置所要面積（１４） ２０ ｍ２ 

交流無停電電源装置所要面積（１５） ３０ ｍ２ 

交流無停電電源装置所要面積（１６） ５０ ｍ２ 

交流無停電電源装置所要面積（１７） ４０ ｍ２ 

交流無停電電源装置所要面積（１８） ５０ ｍ２ 

交流無停電電源装置総合効率 ０．８８ ― 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）直流部電圧 ０．０８７ ｋＶ 

交流無停電電源装置（２００Ｖ）直流部電圧 ０．１７６ ｋＶ 

蓄電池容量算出係数（交換機設置局、整流装置用、保持時間：３時

間） 

５．８ ＡＨ／Ａ 

蓄電池容量算出係数（交換機設置局、交流無停電電源装置用、保持

時間：３時間） 

４．２ ＡＨ／Ａ 

蓄電池容量算出係数（遠隔収容装置設置局、保持時間：１０時間） １２．６ ＡＨ／Ａ 

蓄電池容量算出係数（局設置簡易遠隔収容装置設置局、保持時間：

２時間） 

５．０ ＡＨ／Ａ 

整流装置用蓄電池規定容量（１） ２００ ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量（２） ３００ ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量（３） ５００ ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量（４） １，０００ ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量（５） １，５００ ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量（６） ２，０００ ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量（７） ３，０００ ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量（８） ４，０００ ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量（９） ５，０００ ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量（１０） ６，０００ ＡＨ 

整流装置用蓄電池所要面積（１） ５ ｍ２ 

整流装置用蓄電池所要面積（２） ６ ｍ２ 

交流無停電電源装置所要面積（７） ７ ｍ２ 

交流無停電電源装置所要面積（８） ８ ｍ２ 

交流無停電電源装置所要面積（９） １０ ｍ２ 

交流無停電電源装置所要面積（１０） １０ ｍ２ 

交流無停電電源装置所要面積（１１） １０ ｍ２ 

交流無停電電源装置所要面積（１２） １０ ｍ２ 

交流無停電電源装置所要面積（１３） ３０ ｍ２ 

交流無停電電源装置所要面積（１４） ２０ ｍ２ 

交流無停電電源装置所要面積（１５） ３０ ｍ２ 

交流無停電電源装置所要面積（１６） ５０ ｍ２ 

交流無停電電源装置所要面積（１７） ４０ ｍ２ 

交流無停電電源装置所要面積（１８） ５０ ｍ２ 

交流無停電電源装置総合効率 ０．８８ ― 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）直流部電圧 ０．０８７ ｋＶ 

交流無停電電源装置（２００Ｖ）直流部電圧 ０．１７６ ｋＶ 

蓄電池容量算出係数（交換機設置局、整流装置用、保持時間：３時

間） 

５．８ ＡＨ／Ａ 

蓄電池容量算出係数（交換機設置局、交流無停電電源装置用、保持

時間：３時間） 

４．２ ＡＨ／Ａ 

蓄電池容量算出係数（遠隔収容装置設置局、保持時間：１０時間） 

 

 

１２．６ ＡＨ／Ａ 

整流装置用蓄電池規定容量（１） ２００ ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量（２） ３００ ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量（３） ５００ ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量（４） １，０００ ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量（５） １，５００ ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量（６） ２，０００ ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量（７） ３，０００ ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量（８） ４，０００ ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量（９） ５，０００ ＡＨ 

整流装置用蓄電池規定容量（１０） ６，０００ ＡＨ 

整流装置用蓄電池所要面積（１） ５ ｍ２ 

整流装置用蓄電池所要面積（２） ６ ｍ２ 
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整流装置用蓄電池所要面積（３） ５ ｍ２ 

整流装置用蓄電池所要面積（４） ８ ｍ２ 

整流装置用蓄電池所要面積（５） １１ ｍ２ 

整流装置用蓄電池所要面積（６） １３ ｍ２ 

整流装置用蓄電池所要面積（７） １７ ｍ２ 

整流装置用蓄電池所要面積（８） １８ ｍ２ 

整流装置用蓄電池所要面積（９） ２２ ｍ２ 

整流装置用蓄電池取得面積（１０） ２３ ｍ２ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（１） ５０ ＡＨ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（２） １００ ＡＨ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（３） ２００ ＡＨ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（４） ３００ ＡＨ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（５） ５００ ＡＨ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（６） １，０００ ＡＨ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（７） １，５００ ＡＨ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（８） ２，０００ ＡＨ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（９） ３，０００ ＡＨ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（１） ８ ｍ２ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（２） ８ ｍ２ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（３） ８ ｍ２ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（４） ９ ｍ２ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（５） ８ ｍ２ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（６） １３ ｍ２ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（７） １８ ｍ２ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（８） ２１ ｍ２ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（９） ２７ ｍ２ 

交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池規定容量（１） ２００ ＡＨ 

交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池規定容量（２） ３００ ＡＨ 

交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池規定容量（３） ５００ ＡＨ 

交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池規定容量（４） １，０００ ＡＨ 

交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池規定容量（５） １，５００ ＡＨ 

交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池規定容量（６） ２，０００ ＡＨ 

交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池規定容量（７） ３，０００ ＡＨ 

交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池所要面積（１） １３ ｍ２ 

整流装置用蓄電池所要面積（３） ５ ｍ２ 

整流装置用蓄電池所要面積（４） ８ ｍ２ 

整流装置用蓄電池所要面積（５） １１ ｍ２ 

整流装置用蓄電池所要面積（６） １３ ｍ２ 

整流装置用蓄電池所要面積（７） １７ ｍ２ 

整流装置用蓄電池所要面積（８） １８ ｍ２ 

整流装置用蓄電池所要面積（９） ２２ ｍ２ 

整流装置用蓄電池取得面積（１０） ２３ ｍ２ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（１） ５０ ＡＨ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（２） １００ ＡＨ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（３） ２００ ＡＨ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（４） ３００ ＡＨ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（５） ５００ ＡＨ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（６） １，０００ ＡＨ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（７） １，５００ ＡＨ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（８） ２，０００ ＡＨ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池規定容量（９） ３，０００ ＡＨ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（１） ８ ｍ２ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（２） ８ ｍ２ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（３） ８ ｍ２ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（４） ９ ｍ２ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（５） ８ ｍ２ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（６） １３ ｍ２ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（７） １８ ｍ２ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（８） ２１ ｍ２ 

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池所要面積（９） ２７ ｍ２ 

交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池規定容量（１） ２００ ＡＨ 

交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池規定容量（２） ３００ ＡＨ 

交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池規定容量（３） ５００ ＡＨ 

交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池規定容量（４） １，０００ ＡＨ 

交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池規定容量（５） １，５００ ＡＨ 

交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池規定容量（６） ２，０００ ＡＨ 

交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池規定容量（７） ３，０００ ＡＨ 

交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池所要面積（１） １３ ｍ２ 
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交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池所要面積（２） １６ ｍ２ 

交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池所要面積（３） ２２ ｍ２ 

交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池所要面積（４） ２２ ｍ２ 

交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池所要面積（５） ３１ ｍ２ 

交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池所要面積（６） ３８ ｍ２ 

交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池所要面積（７） ４９ ｍ２ 

建物付帯設備面積付加係数（複数階局舎、オペレーション設備あり） ０．７ ― 

建物付帯設備面積付加係数（複数階局舎、オペレーション設備なし） ０．８ ― 

建物付帯設備面積付加係数（平屋局舎） ０．９ ― 

単位面積当たりの建物付帯設備受電容量（複数階局舎） ０．０１ ｋＶＡ／ｍ２ 

単位面積当たりの建物付帯設備受電容量（平屋局舎） ０．０１ ｋＶＡ／ｍ２ 

単位面積当たりの建物付帯設備発電電力容量（交換機設置局） ０．０１ ｋＶＡ／ｍ２ 

受電装置規定容量（１） １００ ｋＶＡ 

受電装置規定容量（２） ２００ ｋＶＡ 

受電装置規定容量（３） ３００ ｋＶＡ 

受電装置規定容量（４） ５００ ｋＶＡ 

受電装置規定容量（５） ７５０ ｋＶＡ 

受電装置規定容量（６） １，０００ ｋＶＡ 

受電装置規定容量（７） １，５００ ｋＶＡ 

受電装置規定容量（８） ２，０００ ｋＶＡ 

受電装置規定容量（９） ４，０００ ｋＶＡ 

受電装置所要面積（１） ３０ ｍ２ 

受電装置所要面積（２） ４５ ｍ２ 

受電装置所要面積（３） ４５ ｍ２ 

受電装置所要面積（４） ５０ ｍ２ 

受電装置所要面積（５） ５０ ｍ２ 

受電装置所要面積（６） ５０ ｍ２ 

受電装置所要面積（７） ５０ ｍ２ 

受電装置所要面積（８） ６０ ｍ２ 

受電装置所要面積（９） １６２ ｍ２ 

受電装置更改面積（１） １５ ｍ２ 

受電装置更改面積（２） ２５ ｍ２ 

受電装置更改面積（３） ２５ ｍ２ 

受電装置更改面積（４） ３２ ｍ２ 

交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池所要面積（２） １６ ｍ２ 

交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池所要面積（３） ２２ ｍ２ 

交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池所要面積（４） ２２ ｍ２ 

交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池所要面積（５） ３１ ｍ２ 

交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池所要面積（６） ３８ ｍ２ 

交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池所要面積（７） ４９ ｍ２ 

建物付帯設備面積付加係数（複数階局舎、オペレーション設備あり） ０．７ ― 

建物付帯設備面積付加係数（複数階局舎、オペレーション設備なし） ０．８ ― 

建物付帯設備面積付加係数（平屋局舎） ０．９ ― 

単位面積当たりの建物付帯設備受電容量（複数階局舎） ０．０１ ｋＶＡ／ｍ２ 

単位面積当たりの建物付帯設備受電容量（平屋局舎） ０．０１ ｋＶＡ／ｍ２ 

単位面積当たりの建物付帯設備発電電力容量（交換機設置局） ０．０１ ｋＶＡ／ｍ２ 

受電装置規定容量（１） １００ ｋＶＡ 

受電装置規定容量（２） ２００ ｋＶＡ 

受電装置規定容量（３） ３００ ｋＶＡ 

受電装置規定容量（４） ５００ ｋＶＡ 

受電装置規定容量（５） ７５０ ｋＶＡ 

受電装置規定容量（６） １，０００ ｋＶＡ 

受電装置規定容量（７） １，５００ ｋＶＡ 

受電装置規定容量（８） ２，０００ ｋＶＡ 

受電装置規定容量（９） ４，０００ ｋＶＡ 

受電装置所要面積（１） ３０ ｍ２ 

受電装置所要面積（２） ４５ ｍ２ 

受電装置所要面積（３） ４５ ｍ２ 

受電装置所要面積（４） ５０ ｍ２ 

受電装置所要面積（５） ５０ ｍ２ 

受電装置所要面積（６） ５０ ｍ２ 

受電装置所要面積（７） ５０ ｍ２ 

受電装置所要面積（８） ６０ ｍ２ 

受電装置所要面積（９） １６２ ｍ２ 

受電装置更改面積（１） １５ ｍ２ 

受電装置更改面積（２） ２５ ｍ２ 

受電装置更改面積（３） ２５ ｍ２ 

受電装置更改面積（４） ３２ ｍ２ 
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受電装置更改面積（５） ３５ ｍ２ 

受電装置更改面積（６） ３７ ｍ２ 

受電装置更改面積（７） ５２ ｍ２ 

受電装置更改面積（８） ５４ ｍ２ 

受電装置更改面積（９） ２１２ ｍ２ 

発電装置規定容量（１） １０ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（２） ２０ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（３） ３７．５ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（４） ５０ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（５） ７５ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（６） １００ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（７） １５０ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（８） ２００ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（９） ２５０ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（１０） ３００ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（１１） ３７５ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（１２） ５００ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（１３） ６２５ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（１４） ７５０ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（１５） １，０００ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（１６） １，５００ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（１７） １，７５０ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（１８） ２，０００ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（１９） ３，１２５ ｋＶＡ 

発電装置所要面積（１） ３６ ｍ２ 

発電装置所要面積（２） ３６ ｍ２ 

発電装置所要面積（３） ３６ ｍ２ 

発電装置所要面積（４） ３６ ｍ２ 

発電装置所要面積（５） ３６ ｍ２ 

発電装置所要面積（６） ３６ ｍ２ 

発電装置所要面積（７） ５４ ｍ２ 

発電装置所要面積（８） ５４ ｍ２ 

発電装置所要面積（９） ５４ ｍ２ 

発電装置所要面積（１０） ７２ ｍ２ 

受電装置更改面積（５） ３５ ｍ２ 

受電装置更改面積（６） ３７ ｍ２ 

受電装置更改面積（７） ５２ ｍ２ 

受電装置更改面積（８） ５４ ｍ２ 

受電装置更改面積（９） ２１２ ｍ２ 

発電装置規定容量（１） １０ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（２） ２０ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（３） ３７．５ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（４） ５０ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（５） ７５ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（６） １００ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（７） １５０ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（８） ２００ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（９） ２５０ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（１０） ３００ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（１１） ３７５ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（１２） ５００ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（１３） ６２５ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（１４） ７５０ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（１５） １，０００ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（１６） １，５００ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（１７） １，７５０ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（１８） ２，０００ ｋＶＡ 

発電装置規定容量（１９） ３，１２５ ｋＶＡ 

発電装置所要面積（１） ３６ ｍ２ 

発電装置所要面積（２） ３６ ｍ２ 

発電装置所要面積（３） ３６ ｍ２ 

発電装置所要面積（４） ３６ ｍ２ 

発電装置所要面積（５） ３６ ｍ２ 

発電装置所要面積（６） ３６ ｍ２ 

発電装置所要面積（７） ５４ ｍ２ 

発電装置所要面積（８） ５４ ｍ２ 

発電装置所要面積（９） ５４ ｍ２ 

発電装置所要面積（１０） ７２ ｍ２ 
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発電装置所要面積（１１） ７２ ｍ２ 

発電装置所要面積（１２） ７２ ｍ２ 

発電装置所要面積（１３） ７２ ｍ２ 

発電装置所要面積（１４） ７２ ｍ２ 

発電装置所要面積（１５） １０８ ｍ２ 

発電装置所要面積（１６） １０８ ｍ２ 

発電装置所要面積（１７） １０８ ｍ２ 

発電装置所要面積（１８） １０８ ｍ２ 

発電装置所要面積（１９） １０８ ｍ２ 

小規模局用電源装置１台当たりの最大電流（遠隔収容装置設置局） １５０ Ａ 

小規模局用電源装置１台当たりの最大電流（ＲＴ―ＢＯＸ） １００ Ａ 

小規模局用電源装置１台当たりの所要面積（遠隔収容装置設置局） ７ ｍ２ 

小規模局用電源装置１台当たりの所要面積（ＲＴ―ＢＯＸ） ９ ｍ２ 

可搬型発動発電機規定容量（１） １ kVA 

可搬型発動発電機規定容量（２） ２ kVA 

可搬型発動発電機規定容量（３） ３ kVA 

可搬型発動発電機規定容量（４） ４ kVA 

可搬型発動発電機規定容量（５） ５ kVA 

可搬型発動発電機規定容量（６） ６ kVA 

可搬型発動発電機規定容量（７） ７ kVA 

可搬型発動発電機規定容量（８） ８ kVA 

可搬型発動発電機規定容量（９） ９ kVA 

可搬型発動発電機規定容量（１０） １０ kVA 

可搬型発動発電機規定容量（１１） １１ kVA 

可搬型発動発電機設置台数（１） ０ 台 

可搬型発動発電機設置台数（２） ２９ 台 

可搬型発動発電機設置台数（３） ６ 台 

可搬型発動発電機設置台数（４） ０ 台 

可搬型発動発電機設置台数（５） ２ 台 

可搬型発動発電機設置台数（６） ２ 台 

可搬型発動発電機設置台数（７） ０ 台 

可搬型発動発電機設置台数（８） ０ 台 

可搬型発動発電機設置台数（９） ０ 台 

可搬型発動発電機設置台数（１０） ０ 台 

発電装置所要面積（１１） ７２ ｍ２ 

発電装置所要面積（１２） ７２ ｍ２ 

発電装置所要面積（１３） ７２ ｍ２ 

発電装置所要面積（１４） ７２ ｍ２ 

発電装置所要面積（１５） １０８ ｍ２ 

発電装置所要面積（１６） １０８ ｍ２ 

発電装置所要面積（１７） １０８ ｍ２ 

発電装置所要面積（１８） １０８ ｍ２ 

発電装置所要面積（１９） １０８ ｍ２ 

小規模局用電源装置１台当たりの最大電流（遠隔収容装置設置局） １５０ Ａ 

小規模局用電源装置１台当たりの最大電流（ＲＴ―ＢＯＸ） １００ Ａ 

小規模局用電源装置１台当たりの所要面積（遠隔収容装置設置局） ７ ｍ２ 

小規模局用電源装置１台当たりの所要面積（ＲＴ―ＢＯＸ） ９ 
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可搬型発動発電機設置台数（１１） １ 台 

複数階局舎容積率 ４００ ％ 

平屋局舎容積率 １００ ％ 

駐車スペース等土地面積 ９０ ｍ２ 

ＲＴ―ＢＯＸ土地面積 ７５ ｍ２ 

時分割多元接続装置架単位電流 ９．５ Ａ／架 

時分割多元接続装置架単位面積 １．４４ ｍ２／架 

衛星送受信装置架単位電流 ３６．７ Ａ／架 

衛星送受信装置架単位面積 １．４４ ｍ２／架 

衛星回線制御装置架単位電流 ２１０．５ Ａ／架 

衛星回線制御装置架単位面積 １６．３８ ｍ２／架 

土地単価時価補正係数 ０．７ ― 

土地単価時点補正係数（北海道） ０．８６７０ ― 

土地単価時点補正係数（青森県） ０．８３７８ ― 

土地単価時点補正係数（岩手県） ０．８４２０ ― 

土地単価時点補正係数（宮城県） ０．８９４７ ― 

土地単価時点補正係数（秋田県） ０．８３９１ ― 

土地単価時点補正係数（山形県） ０．８６３７ ― 

土地単価時点補正係数（福島県） ０．８５５１ ― 

土地単価時点補正係数（茨城県） ０．８５５０ ― 

土地単価時点補正係数（栃木県） ０．８６７０ ― 

土地単価時点補正係数（群馬県） ０．８６２１ ― 

土地単価時点補正係数（埼玉県） ０．９０１２ ― 

土地単価時点補正係数（千葉県） ０．９０８９ ― 

土地単価時点補正係数（東京都） ０．９１５６ ― 

土地単価時点補正係数（神奈川県） ０．９２１９ ― 

土地単価時点補正係数（新潟県） ０．８８９７ ― 

土地単価時点補正係数（富山県） ０．８８５３ ― 

土地単価時点補正係数（石川県） ０．８６２２ ― 

土地単価時点補正係数（福井県） ０．８６０４ ― 

土地単価時点補正係数（山梨県） ０．８８５８ ― 

土地単価時点補正係数（長野県） ０．８７４２ ― 

土地単価時点補正係数（岐阜県） ０．８９７２ ― 

土地単価時点補正係数（静岡県） ０．９１２８ ― 

 

複数階局舎容積率 ４００ ％ 

平屋局舎容積率 １００ ％ 

駐車スペース等土地面積 ９０ ｍ２ 

ＲＴ―ＢＯＸ土地面積 ７５ ｍ２ 

時分割多元接続装置架単位電流 ９．５ Ａ／架 

時分割多元接続装置架単位面積 １．４４ ｍ２／架 

衛星送受信装置架単位電流 ３６．７ Ａ／架 

衛星送受信装置架単位面積 １．４４ ｍ２／架 

衛星回線制御装置架単位電流 ２１０．５ Ａ／架 

衛星回線制御装置架単位面積 １６．３８ ｍ２／架 

土地単価時価補正係数 ０．７ ― 

土地単価時点補正係数（北海道） ０．９００９ ― 

土地単価時点補正係数（青森県） ０．８９１１ ― 

土地単価時点補正係数（岩手県） ０．８９１６ ― 

土地単価時点補正係数（宮城県） ０．９１０４ ― 

土地単価時点補正係数（秋田県） ０．８９１０ ― 

土地単価時点補正係数（山形県） ０．９０２９ ― 

土地単価時点補正係数（福島県） ０．９１３１ ― 

土地単価時点補正係数（茨城県） ０．９０３３ ― 

土地単価時点補正係数（栃木県） ０．９０７４ ― 

土地単価時点補正係数（群馬県） ０．９０４１ ― 

土地単価時点補正係数（埼玉県） ０．９２３５ ― 

土地単価時点補正係数（千葉県） ０．９２８８ ― 

土地単価時点補正係数（東京都） ０．９２７７ ― 

土地単価時点補正係数（神奈川県） ０．９３３２ ― 

土地単価時点補正係数（新潟県） ０．９１７１ ― 

土地単価時点補正係数（富山県） ０．９０７９ ― 

土地単価時点補正係数（石川県） ０．８９７７ ― 

土地単価時点補正係数（福井県） ０．９０１４ ― 

土地単価時点補正係数（山梨県） ０．９１７１ ― 

土地単価時点補正係数（長野県） ０．９０７４ ― 

土地単価時点補正係数（岐阜県） ０．９２０９ ― 

土地単価時点補正係数（静岡県） ０．９３１５ ― 
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土地単価時点補正係数（愛知県） ０．９３５８ ― 

土地単価時点補正係数（三重県） ０．９０３０ ― 

土地単価時点補正係数（滋賀県） ０．９１１３ ― 

土地単価時点補正係数（京都府） ０．９０９１ ― 

土地単価時点補正係数（大阪府） ０．９０１７ ― 

土地単価時点補正係数（兵庫県） ０．９１１３ ― 

土地単価時点補正係数（奈良県） ０．８９８６ ― 

土地単価時点補正係数（和歌山県） ０．８５３３ ― 

土地単価時点補正係数（鳥取県） ０．８４８０ ― 

土地単価時点補正係数（島根県） ０．８７６３ ― 

土地単価時点補正係数（岡山県） ０．８９４５ ― 

土地単価時点補正係数（広島県） ０．８８１７ ― 

土地単価時点補正係数（山口県） ０．８４５４ ― 

土地単価時点補正係数（徳島県） ０．８０３８ ― 

土地単価時点補正係数（香川県） ０．８３７１ ― 

土地単価時点補正係数（愛媛県） ０．８８６７ ― 

土地単価時点補正係数（高知県） ０．７９６８ ― 

土地単価時点補正係数（福岡県） ０．８９５８ ― 

土地単価時点補正係数（佐賀県） ０．８５４６ ― 

土地単価時点補正係数（長崎県） ０．８７２４ ― 

土地単価時点補正係数（熊本県） ０．８９１１ ― 

土地単価時点補正係数（大分県） ０．８７２９ ― 

土地単価時点補正係数（宮崎県） ０．８９６８ ― 

土地単価時点補正係数（鹿児島県） ０．８６７６ ― 

土地単価時点補正係数（沖縄県） ０．９２０５ ― 

監視設備（総合監視） 対投資額比率 ０．００１３１５ ― 

監視設備（加入者交換機） 対投資額比率 ０．０６５６９ ― 

監視設備（中継交換機） 対投資額比率 ０．０７１９３ ― 

監視設備（市外線路） 対投資額比率 ０．０３５５１ ― 

監視設備（市内線路） 対投資額比率 ０．０１２８６ ― 

監視設備（伝送無線機械） 対投資額比率 ０．０８３９２ ― 

共通用建物 対投資額比率 ０．００８６１９ ― 

共通用土地 対投資額比率 ０．００７５０９ ― 

共通用土地単価補正係数 １ ― 

土地単価時点補正係数（愛知県） ０．９３９７ ― 

土地単価時点補正係数（三重県） ０．９２５３ ― 

土地単価時点補正係数（滋賀県） ０．９２３３ ― 

土地単価時点補正係数（京都府） ０．９２３９ ― 

土地単価時点補正係数（大阪府） ０．９１７６ ― 

土地単価時点補正係数（兵庫県） ０．９２４７ ― 

土地単価時点補正係数（奈良県） ０．９１８２ ― 

土地単価時点補正係数（和歌山県） ０．８９７５ ― 

土地単価時点補正係数（鳥取県） ０．８９６３ ― 

土地単価時点補正係数（島根県） ０．９１１５ ― 

土地単価時点補正係数（岡山県） ０．９１７６ ― 

土地単価時点補正係数（広島県） ０．９１２４ ― 

土地単価時点補正係数（山口県） ０．８９０５ ― 

土地単価時点補正係数（徳島県） ０．８７５５ ― 

土地単価時点補正係数（香川県） ０．８８８５ ― 

土地単価時点補正係数（愛媛県） ０．９１５３ ― 

土地単価時点補正係数（高知県） ０．８７２８ ― 

土地単価時点補正係数（福岡県） ０．９１７４ ― 

土地単価時点補正係数（佐賀県） ０．９０１４ ― 

土地単価時点補正係数（長崎県） ０．９０６７ ― 

土地単価時点補正係数（熊本県） ０．９１４８ ― 

土地単価時点補正係数（大分県） ０．９０６４ ― 

土地単価時点補正係数（宮崎県） ０．９２２０ ― 

土地単価時点補正係数（鹿児島県） ０．９０４９ ― 

土地単価時点補正係数（沖縄県） ０．９３１５ ― 

監視設備（総合監視） 対投資額比率 ０．００１３１９ ― 

監視設備（加入者交換機） 対投資額比率 ０．０６６２７ ― 

監視設備（中継交換機） 対投資額比率 ０．０６５５２ ― 

監視設備（市外線路） 対投資額比率 ０．０３５０９ ― 

監視設備（市内線路） 対投資額比率 ０．０１３０７ ― 

監視設備（伝送無線機械） 対投資額比率 ０．０８５１３ ― 

共通用建物 対投資額比率 ０．００９１９８ ― 

共通用土地 対投資額比率 ０．００８４３４ ― 

共通用土地単価補正係数 １ ― 
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構築物 対投資額比率 ０．０７５４８ ― 

機械及び装置 対投資額比率 ０．０００６８９

７ 

― 

車両 対投資額比率 ０．０００１０７

２ 

― 

工具、器具及び備品 対投資額比率 ０．００５０１６ ― 

無形固定資産（交換機ソフトウェア） 対投資額比率 ０．０１８１６ ― 

無形固定資産（その他の無形固定資産） 対投資額比率 ０．００４１６１ ― 
 

構築物 対投資額比率 ０．０７５９５ ― 

機械及び装置 対投資額比率 ０．０００６８９

４ 

― 

車両 対投資額比率 ０．０００１１５

２ 

― 

工具、器具及び備品 対投資額比率 ０．００５６３８ ― 

無形固定資産（交換機ソフトウェア） 対投資額比率 ０．０１７８５ ― 

無形固定資産（その他の無形固定資産） 対投資額比率 ０．００４２０４ ― 
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改 正 案 
 

 
現   行 

 
 
 
別表第３ （第６条・第１１条関係）  

様式第１ 固定資産明細表 
 

固
定
資
産
明
細
表
 

無 形 固 定 資 産 （ そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 ）     

無 形 固 定 資 産 （ 交 換 機 ソ フ ト ウ ェ ア ）     

工 具 、 器 具 及 び 備 品     

車 両     

機 械 及 び 装 置     

構 築 物     

共 通 用 土 地     

共 通 用 建 物     

監 視 設 備 （ 伝 送 無 線 機 械 ）     

監 視 設 備 （ 市 内 線 路 ）     

監 視 設 備 （ 市 外 線 路 ）     

監 視 設 備 （ 中 継 交 換 機 ）     

監 視 設 備 （ 加 入 者 交 換 機 ）     

監 視 設 備 （ 総 合 監 視 ）     

機 械 室 土 地     

機 械 室 建 物     

電 力 設 備 （ 可 搬 型 発 動 発 電 機 ）   

電 力 設 備 （ 小 規 模 局 用 電 源 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 発 電 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 受 電 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 蓄 電 池 ）     

電 力 設 備 （ 交 流 無 停 電 電 源 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 直 流 変 換 電 源 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 整 流 装 置 ）     

空 調 設 備     

信 号 用 中 継 交 換 機     

中 継 交 換 回 線 収 容 装 置   

加 入 者 交 換 回 線 収 容 装 置   

ア ナ ロ グ ・ デ ジ タ ル 回 線 共 通 部   

ア ナ ロ グ 局 内 回 線 収 容 部   

総 合 デ ジ タ ル 通 信 局 内 回 線 終 端 装 置     

電 線 共 同 溝     

中 継 系 と う 道     

加 入 系 と う 道     

中 継 系 共 同 溝     

加 入 系 共 同 溝     

中 継 系 中 口 径 管 路     

 
 
別表第３ （第６条・第１１条関係）  
様式第１ 固定資産明細表 

 

固
定
資
産
明
細
表
 

無 形 固 定 資 産 （ そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 ）     

無 形 固 定 資 産 （ 交 換 機 ソ フ ト ウ ェ ア ）     

工 具 、 器 具 及 び 備 品     

車 両     

機 械 及 び 装 置     

構 築 物     

共 通 用 土 地     

共 通 用 建 物     

監 視 設 備 （ 伝 送 無 線 機 械 ）     

監 視 設 備 （ 市 内 線 路 ）     

監 視 設 備 （ 市 外 線 路 ）     

監 視 設 備 （ 中 継 交 換 機 ）     

監 視 設 備 （ 加 入 者 交 換 機 ）     

監 視 設 備 （ 総 合 監 視 ）     

機 械 室 土 地     

機 械 室 建 物 

 
    

電 力 設 備 （ 小 規 模 局 用 電 源 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 発 電 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 受 電 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 蓄 電 池 ）     

電 力 設 備 （ 交 流 無 停 電 電 源 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 直 流 変 換 電 源 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 整 流 装 置 ）     

空 調 設 備     

信 号 用 中 継 交 換 機     

中 継 交 換 回 線 収 容 装 置   

加 入 者 交 換 回 線 収 容 装 置   
ア ナ ロ グ ・ デ ジ タ ル 回 線 共 通 部   

ア ナ ロ グ 局 内 回 線 収 容 部   

総 合 デ ジ タ ル 通 信 局 内 回 線 終 端 装 置     

電 線 共 同 溝     

中 継 系 と う 道     

加 入 系 と う 道     

中 継 系 共 同 溝     

加 入 系 共 同 溝     

中 継 系 中 口 径 管 路     

（傍線部分は改正部分） 
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加 入 系 中 口 径 管 路     

中 継 系 管 路     

加 入 系 管 路     
中 継 系 電 柱     

加 入 系 電 柱     

海 底 光 ケ ー ブ ル     

中 継 系 光 ケ ー ブ ル     

加 入 系 光 ケ ー ブ ル     

メ タ ル ケ ー ブ ル     

ク ロ ッ ク 供 給 装 置     

衛 星 通 信 設 備     

無 線 鉄 塔     

無 線 ア ン テ ナ     

無 線 伝 送 装 置     

海 底 中 間 中 継 伝 送 装 置     

中 間 中 継 伝 送 装 置     

伝 送 装 置     

中 継 交 換 機     

警 察 消 防 用 回 線 集 約 装 置     

消 防 警 察 ト ラ ン ク     

光 ケ ー ブ ル 成 端 架     

加 入 者 系 半 固 定 パ ス 伝 送 装 置     

主 配 線 盤     

加 入 者 交 換 機     

局 設 置 簡 易 遠 隔 収 容 装 置   

局 設 置 遠 隔 収 容 装 置     

き 線 点 遠 隔 収 容 装 置     

  

定 額 法 定 率 法 

正 味 固 定 資 産 価 額 

 
 
 
様式第２ 固定資産帰属明細表 

 

固
定
資
産
帰
属
明
細
表

 

無 形 固 定 資 産 （ そ の 他 の 無 形

固 定 資 産 ） 
            

（
記
載
上
の
注
意

） 

 
各
欄
に
は
、
定
額

法
及

び
定
率

法
に
よ
る
も
の
の
別
に
正

味
固
定
資
産
価

額
を
記
載

す
る
こ
と
。

 

無 形 固 定 資 産 （ 交 換 機 ソ フ ト

ウ ェ ア ） 
            

工 具 、 器 具 及 び 備 品             

車 両             

機 械 及 び 装 置             

構 築 物             

共 通 用 土 地             

共 通 用 建 物             

監 視 設 備 （ 伝 送 無 線 機 械 ）             

監 視 設 備 （ 市 内 線 路 ）             

監 視 設 備 （ 市 外 線 路 ）             

監 視 設 備 （ 中 継 交 換 機 ）             

監 視 設 備 （ 加 入 者 交 換 機 ）             

監 視 設 備 （ 総 合 監 視 ）             

機 械 室 土 地             

加 入 系 中 口 径 管 路     

中 継 系 管 路     

加 入 系 管 路     

中 継 系 電 柱     

加 入 系 電 柱     

海 底 光 ケ ー ブ ル     

中 継 系 光 ケ ー ブ ル     

加 入 系 光 ケ ー ブ ル     

メ タ ル ケ ー ブ ル     

ク ロ ッ ク 供 給 装 置     

衛 星 通 信 設 備     

無 線 鉄 塔     

無 線 ア ン テ ナ     

無 線 伝 送 装 置     

海 底 中 間 中 継 伝 送 装 置     

中 間 中 継 伝 送 装 置     

伝 送 装 置     

中 継 交 換 機     

警 察 消 防 用 回 線 集 約 装 置     

消 防 警 察 ト ラ ン ク     

光 ケ ー ブ ル 成 端 架     

加 入 者 系 半 固 定 パ ス 伝 送 装 置     

主 配 線 盤     

加 入 者 交 換 機 

 
    

局 設 置 遠 隔 収 容 装 置     

き 線 点 遠 隔 収 容 装 置     

  

定 額 法 定 率 法 

正 味 固 定 資 産 価 額 

 
 
 
様式第２ 固定資産帰属明細表 

 

固
定
資
産
帰
属
明
細
表

 

無 形 固 定 資 産 （ そ の 他 の 無

形 固 定 資 産 ） 
            

（
記
載
上
の
注
意

） 

 
各
欄
に
は
、
定
額

法
及

び
定
率

法
に
よ
る
も
の
の
別
に
正

味
固
定
資
産
価

額
を
記
載

す
る
こ
と
。

 

無 形 固 定 資 産 （ 交 換 機 ソ フ

ト ウ ェ ア ） 
            

工 具 、 器 具 及 び 備 品             

車 両             

機 械 及 び 装 置             
構 築 物             

共 通 用 土 地             

共 通 用 建 物             

監 視 設 備 （ 伝 送 無 線 機 械 ）             

監 視 設 備 （ 市 内 線 路 ）             

監 視 設 備 （ 市 外 線 路 ）             

監 視 設 備 （ 中 継 交 換 機 ）             

監 視 設 備 （ 加 入 者 交 換 機 ）             

監 視 設 備 （ 総 合 監 視 ）             

機 械 室 土 地             
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機 械 室 建 物             

電 力 設 備 （ 可 搬 型 発 動 発 電

機 ） 
      

電 力 設 備 （ 小 規 模 局 用 電 源 装

置 ） 
            

電 力 設 備 （ 発 電 装 置 ）             

電 力 設 備 （ 受 電 装 置 ）             

電 力 設 備 （ 蓄 電 池 ）             

電 力 設 備 （ 交 流 無 停 電 電 源 装

置 ） 
            

電 力 設 備 （ 直 流 変 換 電 源 装

置 ） 
            

電 力 設 備 （ 整 流 装 置 ）             

空 調 設 備             

信 号 用 中 継 交 換 機             

中 継 交 換 回 線 収 容 装 置       

加 入 者 交 換 回 線 収 容 装 置       

ア ナ ロ グ ・ デ ジ タ ル 回 線 共 通

部 
      

ア ナ ロ グ 局 内 回 線 収 容 装 置       

総 合 デ ジ タ ル 通 信 局 内 回 線

終 端 装 置 
            

電 線 共 同 溝             

中 継 系 と う 道             

加 入 系 と う 道             

中 継 系 共 同 溝             

加 入 系 共 同 溝             

中 継 系 中 口 径 管 路             

加 入 系 中 口 径 管 路             

中 継 系 管 路             

加 入 系 管 路             

中 継 系 電 柱             

加 入 系 電 柱             

海 底 光 ケ ー ブ ル             

中 継 系 光 ケ ー ブ ル             

加 入 系 光 ケ ー ブ ル             

メ タ ル ケ ー ブ ル             

ク ロ ッ ク 供 給 装 置             

衛 星 通 信 設 備             

無 線 鉄 塔             

無 線 ア ン テ ナ             

無 線 伝 送 装 置             

海 底 中 間 中 継 伝 送 装 置             

中 間 中 継 伝 送 装 置             

伝 送 装 置             

中 継 交 換 機             

警 察 消 防 用 回 線 集 約 装 置             

消 防 警 察 ト ラ ン ク             

光 ケ ー ブ ル 成 端 架             

加 入 者 系 半 固 定 パ ス 伝 送 装

置 
            

機 械 室 建 物 

 

 

            

電 力 設 備 （ 小 規 模 局 用 電 源

装 置 ） 
            

電 力 設 備 （ 発 電 装 置 ）             

電 力 設 備 （ 受 電 装 置 ）             

電 力 設 備 （ 蓄 電 池 ）             

電 力 設 備 （ 交 流 無 停 電 電 源

装 置 ） 
            

電 力 設 備 （ 直 流 変 換 電 源 装

置 ） 
            

電 力 設 備 （ 整 流 装 置 ）             

空 調 設 備             

信 号 用 中 継 交 換 機             

中 継 交 換 回 線 収 容 装 置       

加 入 者 交 換 回 線 収 容 装 置       

ア ナ ロ グ ・ デ ジ タ ル 回 線 共

通 部 
      

ア ナ ロ グ 局 内 回 線 収 容 装 置       

総 合 デ ジ タ ル 通 信 局 内 回 線

終 端 装 置 
            

電 線 共 同 溝             

中 継 系 と う 道             

加 入 系 と う 道             

中 継 系 共 同 溝             

加 入 系 共 同 溝             

中 継 系 中 口 径 管 路             

加 入 系 中 口 径 管 路             

中 継 系 管 路             

加 入 系 管 路             

中 継 系 電 柱             

加 入 系 電 柱             

海 底 光 ケ ー ブ ル             

中 継 系 光 ケ ー ブ ル             

加 入 系 光 ケ ー ブ ル             

メ タ ル ケ ー ブ ル             

ク ロ ッ ク 供 給 装 置             

衛 星 通 信 設 備             

無 線 鉄 塔             

無 線 ア ン テ ナ             
無 線 伝 送 装 置             

海 底 中 間 中 継 伝 送 装 置             

中 間 中 継 伝 送 装 置             

伝 送 装 置             

中 継 交 換 機             

警 察 消 防 用 回 線 集 約 装 置             

消 防 警 察 ト ラ ン ク             

光 ケ ー ブ ル 成 端 架             

加 入 者 系 半 固 定 パ ス 伝 送 装

置 
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主 配 線 盤             

加 入 者 交 換 機             

局 設 置 簡 易 遠 隔 収 容 装 置       
局 設 置 遠 隔 収 容 装 置             

き 線 点 遠 隔 収 容 装 置             

  

第
一
種
指
定
端
末
系
伝
送
路
設
備

 

第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機

 

第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に

係
る
設
備
区
分
の
う
ち
、
回
線
数

の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に

係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の

 

第
一
種
指
定
中
継
交
換
機

 

第
一
種
指
定
中
継
系
伝
送
路
設
備
等

で
あ
っ
て
、
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換

機
と
第
一
種
指
定
中
継
交
換
機
と
の
間

に
設
置
さ
れ
る
も
の
及
び
第
一
種
指
定

中
継
交
換
機
と
他
の
電
気
通
信
事
業

者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
間
に
設
置
さ

れ
る
も
の

 

信
号
用
伝
送
路
設
備
及
び
信
号
用
中

継
交
換
機

 

  

 
 

主 配 線 盤             

加 入 者 交 換 機 

 
            

局 設 置 遠 隔 収 容 装 置             

き 線 点 遠 隔 収 容 装 置             

  

第
一
種
指
定
端
末
系
伝
送
路
設
備

 

第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機

 

第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に

係
る
設
備
区
分
の
う
ち
、
回
線
数

の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に

係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の

 

第
一
種
指
定
中
継
交
換
機

 

第
一
種
指
定
中
継
系
伝
送
路
設
備
等

で
あ
っ
て
、
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換

機
と
第
一
種
指
定
中
継
交
換
機
と
の
間

に
設
置
さ
れ
る
も
の
及
び
第
一
種
指
定

中
継
交
換
機
と
他
の
電
気
通
信
事
業

者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
間
に
設
置
さ

れ
る
も
の

 

信
号
用
伝
送
路
設
備
及
び
信
号
用
中

継
交
換
機
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改 正 案 
 

 
現   行 

 
 
別表第４の１ （第６条関係） 費用算定方式 （略） 
 
別表第４の２ （第６条関係） 共通費等の配賦基準  
区分 帰属対象設備 配賦基準 
試験研究費 別表第１の１の設備区分に定める各設備 直接費比 
接続関連事務費 別表第１の１の設備区分に定める各設備 投資額比 
管理共通費 別表第１の１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 
監

視

設

備 

総合監視 加入者交換機階梯以上の各設備 資本コスト＋保守

コストの合計額比 
加入者交

換機 
加入者交換機、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置 資本コスト＋保守

コストの合計額比 
中継交換

機 
中継交換機、信号用中継交換機 資本コスト＋保守

コストの合計額比 
伝送無線

機械 
伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、無線鉄塔、無線アンテ

ナ、衛星通信設備（き線点遠隔収容装置～加入者交換機間伝送のうち

局設置簡易遠隔収容装置設置局又は局設置遠隔収容装置設置局～加

入者交換機設置局間伝送、局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間

伝送、局設置遠隔収容装置～加入者交換機間伝送、加入者交換機～中

継交換機間伝送、中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間伝送） 

資本コスト＋保守

コストの合計額比 

市外線路 光ケーブル、海底光ケーブル、海底中間中継伝送設備（き線点遠隔収

容装置～加入者交換機間伝送のうち局設置簡易遠隔収容装置設置局

又は局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間伝送、局設置

簡易遠隔収容装置～加入者交換機間伝送、局設置遠隔収容装置～加入

者交換機間伝送、加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間

伝送） 

資本コスト＋保守

コストの合計額比 

市内線路 メタルケーブル、光ケーブル 資本コスト＋保守

コストの合計額比 
共通用建物 別表第１の１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 
共通用土地 別表第１の１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 
構築物 別表第１の１の設備区分に定める各設備 機械室土地建物、

共通用土地建物の

資本コスト＋保守

コストの合計額比 
機械及び装置 別表第１の１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 

 
別表第４の１ （第６条関係） 費用算定方式 （略） 
 
別表第４の２ （第６条関係） 共通費等の配賦基準  
区分 帰属対象設備 配賦基準 
試験研究費 別表第１の１の設備区分に定める各設備 直接費比 
接続関連事務費 別表第１の１の設備区分に定める各設備 投資額比 
管理共通費 別表第１の１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 
監

視

設

備 

総合監視 加入者交換機階梯以上の各設備 資本コスト＋保守

コストの合計額比 
加入者交

換機 
加入者交換機、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置 資本コスト＋保守

コストの合計額比 
中継交換

機 
中継交換機、信号用中継交換機 資本コスト＋保守

コストの合計額比 
伝送無線

機械 
伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、無線鉄塔、無線アンテ

ナ、衛星通信設備（き線点遠隔収容装置～加入者交換機間伝送のうち

遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間伝送、局設置遠隔収容装

置～加入者交換機間伝送、加入者交換機～中継交換機間伝送、中継交

換機間及び中継交換機～相互接続点間伝送） 
 

資本コスト＋保守

コストの合計額比 

市外線路 光ケーブル、海底光ケーブル、海底中間中継伝送設備（き線点遠隔収

容装置～加入者交換機間伝送のうち遠隔収容装置設置局～加入者交

換機設置局間伝送、局設置遠隔収容装置～加入者交換機間伝送、加入

者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送） 
 
 

資本コスト＋保守

コストの合計額比 

市内線路 メタルケーブル、光ケーブル 資本コスト＋保守

コストの合計額比 
共通用建物 別表第１の１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 
共通用土地 別表第１の１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 
構築物 別表第１の１の設備区分に定める各設備 機械室土地建物、

共通用土地建物の

資本コスト＋保守

コストの合計額比 
機械及び装置 別表第１の１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 

（傍線部分は改正部分） 
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車両 別表第１の１の設備区分に定める各設備 施設保全費比 
工具、器具及び

備品 
別表第１の１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 
無

形

固

定

資

産 

交換機ソ

フトウェ

ア 

加入者交換機、中継交換機、信号用中継交換機、消防警察トランク、

警察消防用回線集約装置 
ネットワーク設備

投資額 

その他の

無形固定

資産 

別表第１の１の設備区分に定める各設備 ネットワーク設備

投資額 

空調設備 局設置遠隔収容装置、加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、

消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、

中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備

及び信号用中継交換機 

電力容量比 

電

力

設

備 

整流装置 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

電流比 

蓄電池 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

電流比 

交流無停

電電源装

置 

加入者交換機、消防警察用回線集約装置、中継交換機、衛星通信設備

及び信号用中継交換機 
電流比 

受電装置 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

電力容量比 

発電装置 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

電力容量比 

小規模局

舎用電源

装置 

局設置遠隔収容装置、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝

送装置、クロック供給装置、無線伝送装置及び衛星通信設備 
電流比 

小規模局

舎用蓄電

池 

局設置簡易遠隔収容装置、局設置遠隔収容装置、伝送装置、中間中継

伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置

及び衛星通信設備 

電流比 

可搬型発

動発電機 
局設置簡易遠隔収容装置、局設置遠隔収容装置、伝送装置、中間中継

伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置

及び衛星通信設備 

電流比 

直流変換

電源装置 
消防警察トランク、警察消防用回線集約装置 電流比 

機械室建物 局設置簡易遠隔収容装置、局設置遠隔収容装置、加入者交換機、主配

線架、加入者系半固定パス伝送装置、光ケーブル成端架、消防警察ト

ランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継

伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、

衛星通信設備及び信号用中継交換機 

面積比 

機械室土地 局設置簡易遠隔収容装置、局設置遠隔収容装置、加入者交換機、主配

線架、加入者系半固定パス伝送装置、光ケーブル成端架、消防警察ト

ランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継

面積比 

車両 別表第１の１の設備区分に定める各設備 施設保全費比 
工具、器具及び

備品 
別表第１の１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 
無

形

固

定

資

産 

交換機ソ

フトウェ

ア 

加入者交換機、中継交換機、信号用中継交換機、消防警察トランク、

警察消防用回線集約装置 
ネットワーク設備

投資額 

その他の

無形固定

資産 

別表第１の１の設備区分に定める各設備 ネットワーク設備

投資額 

空調設備 遠隔収容装置、加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警

察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間

中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び

信号用中継交換機 

電力容量比 

電

力

設

備 

整流装置 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

電流比 

蓄電池 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

電流比 

交流無停

電電源装

置 

加入者交換機、消防警察用回線集約装置、中継交換機、衛星通信設備

及び信号用中継交換機 
電流比 

受電装置 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

電力容量比 

発電装置 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

電力容量比 

小規模局

舎用電源

装置 

局設置遠隔収容装置、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝

送装置、クロック供給装置、無線伝送装置及び衛星通信設備 
電流比 

小規模局

舎用蓄電

池 

局設置遠隔収容装置、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝

送装置、クロック供給装置、無線伝送装置及び衛星通信設備 
 
 
 
 

電流比 

直流変換

電源装置 
消防警察トランク、警察消防用回線集約装置 電流比 

機械室建物 遠隔収容装置、加入者交換機、主配線架、加入者系半固定パス伝送装

置、光ケーブル成端架、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、

中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

面積比 

機械室土地 遠隔収容装置、加入者交換機、主配線架、加入者系半固定パス伝送装

置、光ケーブル成端架、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、

中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝送装置、

面積比 
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伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、

無線鉄塔、衛星通信設備及び信号用中継交換機 
 
注 資本コスト＝減価償却費＋自己資本費用＋他人資本費用＋利益対応税＋通信設備使用料＋固定資産税 
   保守コスト＝施設保全費＋道路占用料＋撤去費用 
 

クロック供給装置、無線伝送装置、無線鉄塔、衛星通信設備及び信号

用中継交換機 
 
注 資本コスト＝減価償却費＋自己資本費用＋他人資本費用＋利益対応税＋通信設備使用料＋固定資産税 
   保守コスト＝施設保全費＋道路占用料＋撤去費用 
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現   行 

 
 
 
別表第４の３ （第６条関係） 費用算定に用いる数値  
 
項目 数値 単位 
加入者交換機施設保全費対投資額比率（二次係数） ―３．５１４フェムト ― 
加入者交換機施設保全費対投資額比率（一次係数） ０．０４４９６ ― 
加入者交換機加入者回線当たり施設保全費 ６７７ 円／回線 
加入者交換機都道府県別施設保全費（北海道） ３０４，０８６，００９ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（青森県） ２８１，００６，４０９ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（岩手県） ２８８，２１８，７８４ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（宮城県） ３０２，６４３，５３４ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（秋田県） ２９１，１０３，７３４ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（山形県） ３０２，６４３，５３４ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（福島県） ３０６，９７０，９５９ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（茨城県） ３３２，９３５，５０９ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（栃木県） ３２８，６０８，０８４ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（群馬県） ３１４，１８３，３３４ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（埼玉県） ３４４，４７５，３０９ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（千葉県） ３５８，９００，０６０ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（東京都） ３７３，３２４，８１０ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（神奈川県） ３４８，８０２，７３４ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（新潟県） ３０６，９７０，９５９ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（富山県） ３１９，９５３，２３４ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（石川県） ３２１，３９５，７０９ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（福井県） ３２４，２８０，６５９ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（山梨県） ３５３，１３０，１５９ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（長野県） ３３０，０５０，５５９ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（岐阜県） ３２７，１６５，６０９ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（静岡県） ３３５，８２０，４５９ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（愛知県） ３３４，３７７，９８４ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（三重県） ３２７，１６５，６０９ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（滋賀県） ３２７，１６５，６０９ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（京都府） ３３４，３７７，９８４ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（大阪府） ３４７，３６０，２５９ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（兵庫県） ３３１，４９３，０３４ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（奈良県） ３４０，１４７，８８４ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（和歌山県） ３３４，３７７，９８４ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（鳥取県） ３０２，６４３，５３４ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（島根県） ３０１，２０１，０５９ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（岡山県） ３１５，６２５，８０９ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（広島県） ３０４，０８６，００９ 円 

 
 
別表第４の３ （第６条関係） 費用算定に用いる数値  
 
項目 数値 単位 
加入者交換機施設保全費対投資額比率（二次係数） ―３．９１６フェムト ― 
加入者交換機施設保全費対投資額比率（一次係数） ０．０４５４０ ― 
加入者交換機加入者回線当たり施設保全費 ６５０ 円／回線 
加入者交換機都道府県別施設保全費（北海道） ３１６，３７５，６３８ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（青森県） ２９１，７０１，３９１ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（岩手県） ２９１，７０１，３９１ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（宮城県） ２９３，１５２，８１７ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（秋田県） ２９１，７０１，３９１ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（山形県） ３０１，８６１，３７５ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（福島県） ３１０，５６９，９３３ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（茨城県） ３３６，６９５，６０６ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（栃木県） ３３２，３４１，３２７ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（群馬県） ３２５，０８４，１９５ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（埼玉県） ３４６，８５５，５９０ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（千葉県） ３６１，３６９，８５３ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（東京都） ３７５，８８４，１１６ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（神奈川県） ３５２，６６１，２９５ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（新潟県） ３１７，８２７，０６４ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（富山県） ３２５，０８４，１９５ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（石川県） ３２３，６３２，７６９ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（福井県） ３２６，５３５，６２２ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（山梨県） ３６２，８２１，２７９ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（長野県） ３３３，７９２，７５３ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（岐阜県） ３２９，４３８，４７４ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（静岡県） ３４８，３０７，０１６ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（愛知県） ３４３，９５２，７３７ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（三重県） ３３９，５９８，４５８ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（滋賀県） ３３５，２４４，１７９ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（京都府） ３４６，８５５，５９０ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（大阪府） ３５９，９１８，４２６ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（兵庫県） ３４３，９５２，７３７ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（奈良県） ３５２，６６１，２９５ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（和歌山県） ３４６，８５５，５９０ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（鳥取県） ３１４，９２４，２１１ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（島根県） ３１３，４７２，７８５ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（岡山県） ３１９，２７８，４９０ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（広島県） ３１２，０２１，３５９ 円 

（傍線部分は改正部分） 
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加入者交換機都道府県別施設保全費（山口県） ３０６，９７０，９５９ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（徳島県） ３１２，７４０，８５９ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（香川県） ３０５，５２８，４８４ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（愛媛県） ３０５，５２８，４８４ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（高知県） ３０５，５２８，４８４ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（福岡県） ３０５，５２８，４８４ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（佐賀県） ３０６，９７０，９５９ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（長崎県） ２９５，４３１，１５９ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（熊本県） ２９３，９８８，６８４ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（大分県） ２８９，６６１，２５９ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（宮崎県） ２８５，３３３，８３４ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（鹿児島県） ２８９，６６１，２５９ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（沖縄県） ２７２，３５１，５５９ 円 
中継交換機施設保全費対投資額比率 ０．０４７９５ ― 
伝送装置施設保全費対投資額比率 ０．０２５８９ ― 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（北海道） １６６，１５５ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（青森県） １５３，６８２ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（岩手県） １５７，５８０ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（宮城県） １６５，３７６ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（秋田県） １５９，１３９ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（山形県） １６５，３７６ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（福島県） １６７，７１４ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（茨城県） １８１，７４６ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（栃木県） １７９，４０７ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（群馬県） １７１，６１２ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（埼玉県） １８７，９８３ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（千葉県） １９５，７７８ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（東京都） ２０３，５７４ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（神奈川県） １９０，３２１ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（新潟県） １６７，７１４ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（富山県） １７４，７３０ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（石川県） １７５，５１０ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（福井県） １７７，０６９ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（山梨県） １９２，６６０ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（長野県） １８０，１８７ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（岐阜県） １７８，６２８ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（静岡県） １８３，３０５ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（愛知県） １８２，５２６ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（三重県） １７８，６２８ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（滋賀県） １７８，６２８ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（京都府） １８２，５２６ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（大阪府） １８９，５４２ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（兵庫県） １８０，９６７ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（奈良県） １８５，６４４ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（和歌山県） １８２，５２６ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（鳥取県） １６５，３７６ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（島根県） １６４，５９６ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（岡山県） １７２，３９２ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（広島県） １６６，１５５ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（山口県） １６７，７１４ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（徳島県） １７０，８３２ 円／ｋｍ 

加入者交換機都道府県別施設保全費（山口県） ３１９，２７８，４９０ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（徳島県） ３１６，３７５，６３８ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（香川県） ３１６，３７５，６３８ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（愛媛県） ３１７，８２７，０６４ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（高知県） ３１６，３７５，６３８ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（福岡県） ３１７，８２７，０６４ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（佐賀県） ３１０，５６９，９３３ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（長崎県） ３０３，３１２，８０１ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（熊本県） ３０６，２１５，６５４ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（大分県） ３０１，８６１，３７５ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（宮崎県） ２９７，５０７，０９６ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（鹿児島県） ３０１，８６１，３７５ 円 
加入者交換機都道府県別施設保全費（沖縄県） ２８０，０８９，９８０ 円 
中継交換機施設保全費対投資額比率 ０．０４９８５ ― 
伝送装置施設保全費対投資額比率 ０．０２６１２ ― 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（北海道） １６３，６８１ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（青森県） １５１，０８４ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（岩手県） １５１，０８４ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（宮城県） １５１，８２５ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（秋田県） １５１，０８４ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（山形県） １５６，２７１ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（福島県） １６０，７１７ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（茨城県） １７４，０５５ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（栃木県） １７１，８３２ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（群馬県） １６８，１２７ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（埼玉県） １７９，２４２ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（千葉県） １８６，６５１ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（東京都） １９４，０６１ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（神奈川県） １８２，２０６ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（新潟県） １６４，４２２ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（富山県） １６８，１２７ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（石川県） １６７，３８６ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（福井県） １６８，８６８ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（山梨県） １８７，３９２ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（長野県） １７２，５７３ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（岐阜県） １７０，３５０ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（静岡県） １７９，９８３ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（愛知県） １７７，７６０ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（三重県） １７５，５３７ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（滋賀県） １７３，３１４ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（京都府） １７９，２４２ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（大阪府） １８５，９１１ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（兵庫県） １７７，７６０ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（奈良県） １８２，２０６ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（和歌山県） １７９，２４２ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（鳥取県） １６２，９４０ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（島根県） １６２，１９９ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（岡山県） １６５，１６３ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（広島県） １６１，４５８ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（山口県） １６５，１６３ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（徳島県） １６３，６８１ 円／ｋｍ 
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メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（香川県） １６６，９３５ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（愛媛県） １６６，９３５ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（高知県） １６６，９３５ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（福岡県） １６６，９３５ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（佐賀県） １６７，７１４ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（長崎県） １６１，４７８ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（熊本県） １６０，６９８ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（大分県） １５８，３６０ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（宮崎県） １５６，０２１ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（鹿児島県） １５８，３６０ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（沖縄県） １４９，００５ 円／ｋｍ 
メタルケーブル加入者回線当たり施設保全費 ２８１ 円／回線 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（北海道） ３３，５４１ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（青森県） ３１，０２４ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（岩手県） ３１，８１０ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（宮城県） ３３，３８４ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（秋田県） ３２，１２５ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（山形県） ３３，３８４ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（福島県） ３３，８５６ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（茨城県） ３６，６８９ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（栃木県） ３６，２１７ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（群馬県） ３４，６４３ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（埼玉県） ３７，９４８ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（千葉県） ３９，５２１ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（東京都） ４１，０９５ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（神奈川県） ３８，４２０ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（新潟県） ３３，８５６ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（富山県） ３５，２７２ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（石川県） ３５，４３０ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（福井県） ３５，７４５ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（山梨県） ３８，８９２ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（長野県） ３６，３７４ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（岐阜県） ３６，０５９ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（静岡県） ３７，００４ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（愛知県） ３６，８４６ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（三重県） ３６，０５９ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（滋賀県） ３６，０５９ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（京都府） ３６，８４６ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（大阪府） ３８，２６２ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（兵庫県） ３６，５３１ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（奈良県） ３７，４７６ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（和歌山県） ３６，８４６ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（鳥取県） ３３，３８４ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（島根県） ３３，２２７ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（岡山県） ３４，８００ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（広島県） ３３，５４１ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（山口県） ３３，８５６ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（徳島県） ３４，４８６ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（香川県） ３３，６９９ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（愛媛県） ３３，６９９ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（高知県） ３３，６９９ 円／ｋｍ 

メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（香川県） １６３，６８１ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（愛媛県） １６４，４２２ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（高知県） １６３，６８１ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（福岡県） １６４，４２２ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（佐賀県） １６０，７１７ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（長崎県） １５７，０１２ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（熊本県） １５８，４９４ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（大分県） １５６，２７１ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（宮崎県） １５４，０４８ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（鹿児島県） １５６，２７１ 円／ｋｍ 
メタルケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（沖縄県） １４５，１５６ 円／ｋｍ 
メタルケーブル加入者回線当たり施設保全費 ２７９ 円／回線 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（北海道） ３２，５９１ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（青森県） ３０，０８３ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（岩手県） ３０，０８３ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（宮城県） ３０，２３０ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（秋田県） ３０，０８３ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（山形県） ３１，１１６ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（福島県） ３２，００１ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（茨城県） ３４，６５７ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（栃木県） ３４，２１４ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（群馬県） ３３，４７６ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（埼玉県） ３５，６８９ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（千葉県） ３７，１６５ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（東京都） ３８，６４０ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（神奈川県） ３６，２８０ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（新潟県） ３２，７３９ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（富山県） ３３，４７６ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（石川県） ３３，３２９ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（福井県） ３３，６２４ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（山梨県） ３７，３１２ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（長野県） ３４，３６２ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（岐阜県） ３３，９１９ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（静岡県） ３５，８３７ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（愛知県） ３５，３９４ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（三重県） ３４，９５２ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（滋賀県） ３４，５０９ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（京都府） ３５，６８９ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（大阪府） ３７，０１７ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（兵庫県） ３５，３９４ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（奈良県） ３６，２８０ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（和歌山県） ３５，６８９ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（鳥取県） ３２，４４４ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（島根県） ３２，２９６ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（岡山県） ３２，８８６ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（広島県） ３２，１４８ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（山口県） ３２，８８６ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（徳島県） ３２，５９１ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（香川県） ３２，５９１ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（愛媛県） ３２，７３９ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（高知県） ３２，５９１ 円／ｋｍ 
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加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（福岡県） ３３，６９９ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（佐賀県） ３３，８５６ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（長崎県） ３２，５９７ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（熊本県） ３２，４４０ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（大分県） ３１，９６８ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（宮崎県） ３１，４９６ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（鹿児島県） ３１，９６８ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（沖縄県） ３０，０７９ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル加入者回線当たり施設保全費 ２８１ 円／回線 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（北海道） ２４８，１６８ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（青森県） ２２９，３９５ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（岩手県） ２３５，２６２ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（宮城県） ２４６，９９４ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（秋田県） ２３７，６０８ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（山形県） ２４６，９９４ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（福島県） ２５０，５１４ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（茨城県） ２７１，６３３ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（栃木県） ２６８，１１４ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（群馬県） ２５６，３８１ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（埼玉県） ２８１，０２０ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（千葉県） ２９２，７５３ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（東京都） ３０４，４８５ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（神奈川県） ２８４，５４０ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（新潟県） ２５０，５１４ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（富山県） ２６１，０７４ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（石川県） ２６２，２４７ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（福井県） ２６４，５９４ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（山梨県） ２８８，０５９ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（長野県） ２６９，２８７ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（岐阜県） ２６６，９４０ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（静岡県） ２７３，９８０ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（愛知県） ２７２，８０７ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（三重県） ２６６，９４０ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（滋賀県） ２６６，９４０ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（京都府） ２７２，８０７ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（大阪府） ２８３，３６６ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（兵庫県） ２７０，４６０ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（奈良県） ２７７，５００ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（和歌山県） ２７２，８０７ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（鳥取県） ２４６，９９４ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（島根県） ２４５，８２１ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（岡山県） ２５７，５５４ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（広島県） ２４８，１６８ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（山口県） ２５０，５１４ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（徳島県） ２５５，２０７ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（香川県） ２４９，３４１ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（愛媛県） ２４９，３４１ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（高知県） ２４９，３４１ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（福岡県） ２４９，３４１ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（佐賀県） ２５０，５１４ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（長崎県） ２４１，１２８ 円／ｋｍ 

加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（福岡県） ３２，７３９ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（佐賀県） ３２，００１ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（長崎県） ３１，２６３ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（熊本県） ３１，５５８ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（大分県） ３１，１１６ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（宮崎県） ３０，６７３ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（鹿児島県） ３１，１１６ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（沖縄県） ２８，９０２ 円／ｋｍ 
加入系光ケーブル加入者回線当たり施設保全費 ２７９ 円／回線 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（北海道） ２７２，３９６ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（青森県） ２５１，２２６ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（岩手県） ２５１，２２６ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（宮城県） ２５２，４７２ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（秋田県） ２５１，２２６ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（山形県） ２５９，９４３ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（福島県） ２６７，４１５ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（茨城県） ２８９，８３０ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（栃木県） ２８６，０９４ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（群馬県） ２７９，８６８ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（埼玉県） ２９８，５４７ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（千葉県） ３１０，９９９ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（東京都） ３２３，４５２ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（神奈川県） ３０３，５２８ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（新潟県） ２７３，６４１ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（富山県） ２７９，８６８ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（石川県） ２７８，６２２ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（福井県） ２８１，１１３ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（山梨県） ３１２，２４５ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（長野県） ２８７，３３９ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（岐阜県） ２８３，６０３ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（静岡県） ２９９，７９２ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（愛知県） ２９６，０５６ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（三重県） ２９２，３２０ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（滋賀県） ２８８，５８４ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（京都府） ２９８，５４７ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（大阪府） ３０９，７５４ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（兵庫県） ２９６，０５６ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（奈良県） ３０３，５２８ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（和歌山県） ２９８，５４７ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（鳥取県） ２７１，１５１ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（島根県） ２６９，９０５ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（岡山県） ２７４，８８７ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（広島県） ２６８，６６０ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（山口県） ２７４，８８７ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（徳島県） ２７２，３９６ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（香川県） ２７２，３９６ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（愛媛県） ２７３，６４１ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（高知県） ２７２，３９６ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（福岡県） ２７３，６４１ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（佐賀県） ２６７，４１５ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（長崎県） ２６１，１８９ 円／ｋｍ 
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中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（熊本県） ２３９，９５５ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（大分県） ２３６，４３５ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（宮崎県） ２３２，９１５ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（鹿児島県） ２３６，４３５ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（沖縄県） ２２２，３５５ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（北海道） ３８８，１３６ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（青森県） ３５７，９４０ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（岩手県） ３６７，３７６ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（宮城県） ３８６，２４９ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（秋田県） ３７１，１５１ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（山形県） ３８６，２４９ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（福島県） ３９１，９１０ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（茨城県） ４２５，８８１ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（栃木県） ４２０，２１９ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（群馬県） ４０１，３４７ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（埼玉県） ４４０，９７９ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（千葉県） ４５９，８５１ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（東京都） ４７８，７２４ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（神奈川県） ４４６，６４１ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（新潟県） ３９１，９１０ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（富山県） ４０８，８９６ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（石川県） ４１０，７８３ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（福井県） ４１４，５５７ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（山梨県） ４５２，３０２ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（長野県） ４２２，１０６ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（岐阜県） ４１８，３３２ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（静岡県） ４２９，６５５ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（愛知県） ４２７，７６８ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（三重県） ４１８，３３２ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（滋賀県） ４１８，３３２ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（京都府） ４２７，７６８ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（大阪府） ４４４，７５３ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（兵庫県） ４２３，９９４ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（奈良県） ４３５，３１７ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（和歌山県） ４２７，７６８ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（鳥取県） ３８６，２４９ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（島根県） ３８４，３６１ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（岡山県） ４０３，２３４ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（広島県） ３８８，１３６ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（山口県） ３９１，９１０ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（徳島県） ３９９，４５９ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（香川県） ３９０，０２３ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（愛媛県） ３９０，０２３ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（高知県） ３９０，０２３ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（福岡県） ３９０，０２３ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（佐賀県） ３９１，９１０ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（長崎県） ３７６，８１２ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（熊本県） ３７４，９２５ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（大分県） ３６９，２６３ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（宮崎県） ３６３，６０２ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（鹿児島県） ３６９，２６３ 円／ｋｍ 

中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（熊本県） ２６３，６７９ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（大分県） ２５９，９４３ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（宮崎県） ２５６，２０８ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（鹿児島県） ２５９，９４３ 円／ｋｍ 
中継系光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（沖縄県） ２４１，２６４ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（北海道） ３８０，５４０ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（青森県） ３５０，２８３ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（岩手県） ３５０，２８３ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（宮城県） ３５２，０６３ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（秋田県） ３５０，２８３ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（山形県） ３６２，７４２ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（福島県） ３７３，４２１ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（茨城県） ４０５，４５７ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（栃木県） ４００，１１８ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（群馬県） ３９１，２１９ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（埼玉県） ４１７，９１６ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（千葉県） ４３５，７１４ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（東京都） ４５３，５１２ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（神奈川県） ４２５，０３５ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（新潟県） ３８２，３２０ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（富山県） ３９１，２１９ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（石川県） ３８９，４３９ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（福井県） ３９２，９９８ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（山梨県） ４３７，４９４ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（長野県） ４０１，８９７ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（岐阜県） ３９６，５５８ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（静岡県） ４１９，６９６ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（愛知県） ４１４，３５６ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（三重県） ４０９，０１７ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（滋賀県） ４０３，６７７ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（京都府） ４１７，９１６ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（大阪府） ４３３，９３４ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（兵庫県） ４１４，３５６ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（奈良県） ４２５，０３５ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（和歌山県） ４１７，９１６ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（鳥取県） ３７８，７６０ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（島根県） ３７６，９８０ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（岡山県） ３８４，０９９ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（広島県） ３７５，２００ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（山口県） ３８４，０９９ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（徳島県） ３８０，５４０ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（香川県） ３８０，５４０ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（愛媛県） ３８２，３２０ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（高知県） ３８０，５４０ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（福岡県） ３８２，３２０ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（佐賀県） ３７３，４２１ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（長崎県） ３６４，５２２ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（熊本県） ３６８，０８１ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（大分県） ３６２，７４２ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（宮崎県） ３５７，４０２ 円／ｋｍ 
海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（鹿児島県） ３６２，７４２ 円／ｋｍ 
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海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（沖縄県） ３４６，６１６ 円／ｋｍ 
管路延長ｋｍ当たり施設保全費 ７０，３５２ 円／ｋｍ 
中口径管路亘長ｋｍ当たり施設保全費 ７０，３５２ 円／ｋｍ 
とう道亘長ｋｍ当たり施設保全費 ７０，３５２ 円／ｋｍ 
共同溝亘長ｋｍ当たり施設保全費 ７０，３５２ 円／ｋｍ 
自治体管路延長ｋｍ当たり施設保全費 ７０，３５２ 円／ｋｍ 
電線共同溝延長ｋｍ当たり施設保全費 ７０，３５２ 円／ｋｍ 
電力設備施設保全費対投資額比率 ０．０５０６５ ― 
可搬型発動発電機施設保全費対投資額比率 ０．０５０６５ ― 
機械室建物施設保全費対投資額比率 ０．０２０６８ ― 
監視設備（総合監視）施設保全費対投資額比率 ０．１４３８ ― 
監視設備（加入者交換機）施設保全費対投資額比率（二次係数） ―３．５１４フェムト ― 
監視設備（加入者交換機）施設保全費対投資額比率（一次係数） ０．０４４９６ ― 
監視設備（中継交換機）施設保全費対投資額比率 ０．０４７９５ ― 
監視設備（市外線路）市外線路延長ｋｍ当たり施設保全費 ９，９５４ 円／ｋｍ 
監視設備（市内線路）市内線路延長ｋｍ当たり施設保全費 １，９４３ 円／ｋｍ 
監視設備（伝送無線機械）施設保全費対投資額比率 ０．０２５８９ ― 
共通用建物施設保全費対投資額比率 ０．０２０６８ ― 
構築物施設保全費対投資額比率 ０ ― 
機械及び装置施設保全費対投資額比率 ０ ― 
車両施設保全費対投資額比率 ０．０３５９１ ― 
工具、器具及び備品施設保全費対投資額比率 ０．００３５７９ ― 
無形固定資産（交換機ソフトウェア）施設保全費対投資額比率 ０ ― 
無形固定資産（その他の無形固定資産）施設保全費対投資額比率 ０ ― 
電柱１本当たり道路占用料 ４２２ 円／本 
管路１ｋｍ当たり道路占用料 ４９，４４７ 円／ｋｍ 
中口径管路１ｋｍ当たり道路占用料 ４９３，２８３ 円／ｋｍ 
とう道１ｋｍ当たり道路占用料 ９９８，６１７ 円／ｋｍ 
情報ボックス１ｋｍ当たり道路占用料 ５，２５６ 円／ｋｍ 
自治体管路１ｋｍ当たり道路占用料 ５，２５６ 円／ｋｍ 
電線共同溝１ｋｍ当たり道路占用料 ５，２５６ 円／ｋｍ 
き線点遠隔収容装置１台当たり道路占用料 ６３ 円／台 
主配線盤端末回線側比率 ０．５ ― 
光ケーブル成端架端末回線側比率 ０．５ ― 
機械設備撤去費用対投資額比率 ０．００１３２９ ― 
市外線路撤去費用対投資額比率 ０．００９４１６ ― 
市内線路撤去費用対投資額比率 ０．００２０５３ ― 
土木設備撤去費用対投資額比率 ０．０００９２４ ― 
可搬型発動発電機撤去費用対投資額比率 ０．００１３２９ ― 
建物撤去費用対投資額比率 ０．００１０４４ ― 
構築物撤去費用対投資額比率 ０．００１１０６ ― 
機械及び装置撤去費用対投資額比率 ０．０００８６８ ― 
車両撤去費用対投資額比率 ０ ― 
工具、器具及び備品撤去費用対投資額比率 ０．０００７５８３ ― 
試験研究費対直接費比率 ０．０３３３３ ― 
１回線当たり接続関連事務費 ０ 円／回線 
１回線当たり専用型接続関連事務費 ０ 円／回線 
１回線当たり専用回線管理運営費 ４，１８５ 円／回線 
管理共通費比率 ０．１５３２ ― 
専用型速度換算係数 ２２１ ― 
専用型５２Ｍ収容回線数 ６７２ 回線 

海底光ケーブル延長１ｋｍ当たり施設保全費（沖縄県） ３３６，０４５ 円／ｋｍ 
管路延長ｋｍ当たり施設保全費 ７６，９１６ 円／ｋｍ 
中口径管路亘長ｋｍ当たり施設保全費 ７６，９１６ 円／ｋｍ 
とう道亘長ｋｍ当たり施設保全費 ７６，９１６ 円／ｋｍ 
共同溝亘長ｋｍ当たり施設保全費 ７６，９１６ 円／ｋｍ 
自治体管路延長ｋｍ当たり施設保全費 ７６，９１６ 円／ｋｍ 
電線共同溝延長ｋｍ当たり施設保全費 ７６，９１６ 円／ｋｍ 
電力設備施設保全費対投資額比率 
 

０．０５４２４ ― 

機械室建物施設保全費対投資額比率 ０．０２３４６ ― 
監視設備（総合監視）施設保全費対投資額比率 ０．２０９８ ― 
監視設備（加入者交換機）施設保全費対投資額比率（二次係数） ―３．９１６フェムト ― 
監視設備（加入者交換機）施設保全費対投資額比率（一次係数） ０．０４５４０ ― 
監視設備（中継交換機）施設保全費対投資額比率 ０．０４９８５ ― 
監視設備（市外線路）市外線路延長ｋｍ当たり施設保全費 １１，２５８ 円／ｋｍ 
監視設備（市内線路）市内線路延長ｋｍ当たり施設保全費 ２，１４６ 円／ｋｍ 
監視設備（伝送無線機械）施設保全費対投資額比率 ０．０２６１２ ― 
共通用建物施設保全費対投資額比率 ０．０２３４６ ― 
構築物施設保全費対投資額比率 ０ ― 
機械及び装置施設保全費対投資額比率 ０ ― 
車両施設保全費対投資額比率 ０．０３１３９ ― 
工具、器具及び備品施設保全費対投資額比率 ０．００３７９６ ― 
無形固定資産（交換機ソフトウェア）施設保全費対投資額比率 ０ ― 
無形固定資産（その他の無形固定資産）施設保全費対投資額比率 ０ ― 
電柱１本当たり道路占用料 ４４２ 円／本 
管路１ｋｍ当たり道路占用料 ５０，５９８ 円／ｋｍ 
中口径管路１ｋｍ当たり道路占用料 ５０７，７８８ 円／ｋｍ 
とう道１ｋｍ当たり道路占用料 １，０２１，８５７ 円／ｋｍ 
情報ボックス１ｋｍ当たり道路占用料 ５，３７８ 円／ｋｍ 
自治体管路１ｋｍ当たり道路占用料 ５，３７８ 円／ｋｍ 
電線共同溝１ｋｍ当たり道路占用料 ５，３７８ 円／ｋｍ 
き線点遠隔収容装置１台当たり道路占用料 ６６ 円／台 
主配線盤端末回線側比率 ０．５ ― 
光ケーブル成端架端末回線側比率 ０．５ ― 
機械設備撤去費用対投資額比率 ０．００１２７２ ― 
市外線路撤去費用対投資額比率 ０．００７８４６ ― 
市内線路撤去費用対投資額比率 ０．００２１１９ ― 
土木設備撤去費用対投資額比率 
 

０．００１００８ ― 

建物撤去費用対投資額比率 ０．００１８０２ ― 
構築物撤去費用対投資額比率 ０．００２５９４ ― 
機械及び装置撤去費用対投資額比率 ０．００１２３７ ― 
車両撤去費用対投資額比率 ０ ― 
工具、器具及び備品撤去費用対投資額比率 ０．０００８１８５ ― 
試験研究費対直接費比率 ０．０３１５４ ― 
１回線当たり接続関連事務費 ０ 円／回線 
１回線当たり専用型接続関連事務費 ０ 円／回線 
１回線当たり専用回線管理運営費 ４，９９９ 円／回線 
管理共通費比率 ０．１５１８ ― 
専用型速度換算係数 ２３１ ― 
専用型５２Ｍ収容回線数 ６７２ 回線 
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端末系交換回数比例比率 ０．２１０６ ― 
中継系交換回数比例比率 ０．３６６１ ― 
経済的耐用年数 交換機 ２５．７ 年 

遠隔収容装置 ２１．８ 年 
簡易遠隔収容装置 １３．５ 年 
伝送装置 １７．９ 年 
き線点遠隔収容装置 １３．５ 年 
無線伝送装置 ９ 年 
通信衛星設備 ９ 年 
架空メタルケーブル ２７ 年 
地下メタルケーブル ３６．２ 年 
陸上架空光ケーブル １５．１ 年 
陸上地下光ケーブル ２１．２ 年 
海底光ケーブル ２６．５ 年 
電柱 ２１．２ 年 
管路 ５８．８ 年 
中口径管路 ５８．８ 年 
とう道 ７５ 年 
共同溝 ７５ 年 
電線共同溝 ５８．８ 年 
無線アンテナ ２４．３ 年 
無線鉄塔 ２４．３ 年 
空調設備 ９ 年 
電力設備（電源装置） ６ 年 
電力設備（発電装置） １５ 年 
電力設備（受電装置） ９ 年 
可搬型発動発電機 １５ 年 
機械室建物 ２４．１ 年 
監視設備（総合監視） ９ 年 
監視設備（加入者交換機） １０．６ 年 
監視設備（中継交換機） １０．５ 年 
監視設備（伝送無線機械） １０．８ 年 
監視設備（市外線路） １４．１ 年 
監視設備（市内線路） １７．４ 年 
共通用建物 ２３．１ 年 
構築物 １５．８ 年 
機械及び装置 １０．７ 年 
車両 ５ 年 
工具、器具及び備品 ５．５ 年 
無形固定資産（交換機ソフトウェア） １２．８ 年 
無形固定資産（その他の無形固定資産） ５．２ 年 

 
 
 

端末系交換回数比例比率 ０．２１７４ ― 
中継系交換回数比例比率 ０．４０６２ ― 
経済的耐用年数 交換機 ２５．０ 年 

遠隔収容装置 
 

２１．０ 年 

伝送装置 １６．９ 年 
き線点遠隔収容装置 １３．５ 年 
無線伝送装置 ９ 年 
通信衛星設備 ９ 年 
架空メタルケーブル ２６．３ 年 
地下メタルケーブル ３５．４ 年 
陸上架空光ケーブル １５．１ 年 
陸上地下光ケーブル ２１．２ 年 
海底光ケーブル ２６．５ 年 
電柱 ２１．２ 年 
管路 ５８．１ 年 
中口径管路 ５８．１ 年 
とう道 ７５ 年 
共同溝 ７５ 年 
電線共同溝 ５８．１ 年 
無線アンテナ ２４．３ 年 
無線鉄塔 ２４．３ 年 
空調設備 ９ 年 
電力設備（電源装置） ６ 年 
電力設備（発電装置） １５ 年 
電力設備（受電装置） 
 

９ 年 

機械室建物 ２４．１ 年 
監視設備（総合監視） ９ 年 
監視設備（加入者交換機） １０．６ 年 
監視設備（中継交換機） １０．５ 年 
監視設備（伝送無線機械） １０．８ 年 
監視設備（市外線路） １４．１ 年 
監視設備（市内線路） １７．４ 年 
共通用建物 ２３．１ 年 
構築物 １５．８ 年 
機械及び装置 １０．７ 年 
車両 ５ 年 
工具、器具及び備品 ５．５ 年 
無形固定資産（交換機ソフトウェア） １１．８ 年 
無形固定資産（その他の無形固定資産） ５．２ 年 
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改 正 案 
 

 
現   行 

 
 
別表第５ （第６条・第９条関係） 設備区分別費用明細表 
 

設
備
区
分
別
費
用
明
細
表

 

信 号 用 中 継 交 換 機                             

中 継 交 換 回 線 収 容 装 置                             

加 入 者 交 換 回 線 収 容 装 置                             

ア ナ ロ グ ・ デ ジ タ ル 回 線 共

通 部 
                            

ア ナ ロ グ 局 内 回 線 収 容 装 置                             

総 合 デ ジ タ ル 通 信 局 内 回 線

終 端 装 置 
                            

情 報 ボ ッ ク ス                             

自 治 体 管 路                             

電 線 共 同 溝                             

中 継 系 と う 道                             

加 入 系 と う 道                             

中 継 系 共 同 溝                             

加 入 系 共 同 溝                             

中 継 系 中 口 径 管 路                             

加 入 系 中 口 径 管 路                             

中 継 系 管 路                             

加 入 系 管 路                             

中 継 系 電 柱                             

加 入 系 電 柱                             

海 底 光 ケ ー ブ ル                             

中 継 系 光 ケ ー ブ ル                             

加 入 系 光 ケ ー ブ ル                             

メ タ ル ケ ー ブ ル                             

ク ロ ッ ク 供 給 装 置                             

衛 星 通 信 設 備                             

無 線 鉄 塔                             

無 線 ア ン テ ナ                             

無 線 伝 送 装 置                             

海 底 中 間 中 継 伝 送 装 置                             

中 間 中 継 伝 送 装 置                             

伝 送 装 置                             

中 継 交 換 機                             

警 察 消 防 用 回 線 集 約 装 置                             

消 防 警 察 ト ラ ン ク                             

光 ケ ー ブ ル 成 端 架                             

加 入 者 系 半 固 定 パ ス 伝 送 装

置 
                            

 
別表第５ （第６条・第９条関係） 設備区分別費用明細表 
 

設
備
区
分
別
費
用
明
細
表

 

信 号 用 中 継 交 換 機                             

中 継 交 換 回 線 収 容 装 置                             

加 入 者 交 換 回 線 収 容 装 置                             

ア ナ ロ グ ・ デ ジ タ ル 回 線 共

通 部 
                            

ア ナ ロ グ 局 内 回 線 収 容 装 置                             

総 合 デ ジ タ ル 通 信 局 内 回 線

終 端 装 置 
                            

情 報 ボ ッ ク ス                             

自 治 体 管 路                             

電 線 共 同 溝                             

中 継 系 と う 道                             

加 入 系 と う 道                             

中 継 系 共 同 溝                             

加 入 系 共 同 溝                             

中 継 系 中 口 径 管 路                             

加 入 系 中 口 径 管 路                             

中 継 系 管 路                             

加 入 系 管 路                             

中 継 系 電 柱                             

加 入 系 電 柱                             

海 底 光 ケ ー ブ ル                             

中 継 系 光 ケ ー ブ ル                             

加 入 系 光 ケ ー ブ ル                             

メ タ ル ケ ー ブ ル                             

ク ロ ッ ク 供 給 装 置                             

衛 星 通 信 設 備                             

無 線 鉄 塔                             

無 線 ア ン テ ナ                             
無 線 伝 送 装 置                             

海 底 中 間 中 継 伝 送 装 置                             

中 間 中 継 伝 送 装 置                             

伝 送 装 置                             

中 継 交 換 機                             

警 察 消 防 用 回 線 集 約 装 置                             

消 防 警 察 ト ラ ン ク                             

光 ケ ー ブ ル 成 端 架                             

加 入 者 系 半 固 定 パ ス 伝 送 装

置 
                            

（傍線部分は改正部分） 
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主 配 線 盤                             

加 入 者 交 換 機                             
局 設 置 簡 易 遠 隔 収 容 装 置               

局 設 置 遠 隔 収 容 装 置                             

き 線 点 遠 隔 収 容 装 置                             

 

  設 備 区 分 

 

 

                  

費 用 区 分 

 
設
備
区
分
直
接
の
減
価
償
却
費

 

設
備
区
分
直
接
の
通
信
設
備
使
用
料

 

設
備
区
分
直
接
の
固
定
資
産
税

 

設
備
区
分
直
接
の
施
設
保
全
費

 

設
備
区
分
直
接
の
道
路
占
用
料

 

設
備
区
分
直
接
の
撤
去
費
用

 

附
属
設
備
の
減
価
償
却
費

 

附
属
設
備
の
固
定
資
産
税

 

附
属
設
備
の
施
設
保
全
費

 

附
属
設
備
の
撤
去
費
用

 

試
験
研
究
費

 

接
続
関
連
事
務
費

 

管
理
共
通
費

 

設
備
区
分
ご
と
の
費
用
合
計

 

 
 
 
別表第６～第８（略） 
 

主 配 線 盤                             

加 入 者 交 換 機 

 
                            

局 設 置 遠 隔 収 容 装 置                             

き 線 点 遠 隔 収 容 装 置                             

 

  設 備 区 分 

 

 

                  

費 用 区 分 

 

設
備
区
分
直
接
の
減
価
償
却
費

 

設
備
区
分
直
接
の
通
信
設
備
使
用
料

 

設
備
区
分
直
接
の
固
定
資
産
税

 

設
備
区
分
直
接
の
施
設
保
全
費

 

設
備
区
分
直
接
の
道
路
占
用
料

 

設
備
区
分
直
接
の
撤
去
費
用

 

附
属
設
備
の
減
価
償
却
費

 

附
属
設
備
の
固
定
資
産
税

 

附
属
設
備
の
施
設
保
全
費

 

附
属
設
備
の
撤
去
費
用

 

試
験
研
究
費

 

接
続
関
連
事
務
費

 

管
理
共
通
費

 

設
備
区
分
ご
と
の
費
用
合
計

 

 
 
 
別表第６～第８（略） 
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○
接
続
料
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
総
務
省
令
第
十
四
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

１
～
５
（
略
）

１
～
５
（
略
）

６

事
業
者
は
、
第
四
条
の
表
二
の
項
（
加
入
者
交
換
機
能
に
限
る

）
の
機
能
の

６

事
業
者
は
、
第
四
条
の
表
二
の
項
（
加
入
者
交
換
機
能
に
限
る

）
の
機
能
の

。

。

接
続
料
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
原
価
は
別
表
第
１
の
１
に
掲
げ
る
第
一
種

接
続
料
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
原
価
は
別
表
第
１
の
１
に
掲
げ
る
第
一
種

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に

係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
を
控
除
し
て
算

係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
を
控
除
し
て
算

定
す
る
も
の
と
す
る
。

定
す
る
も
の
と
す
る
。

７

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
者
は
、

ま

７

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
者
は
、

ま

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

で
の
間
、
そ
の
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
に
及
ぼ
す
影
響
を
緩
和

で
の
間
、
そ
の
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
に
及
ぼ
す
影
響
を
緩
和

す
る
た
め
、
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増

す
る
た
め
、
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増

減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続

減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続

料
の
原
価
の
一
部
を
加
入
者
交
換
機
能
の
接
続
料
の
原
価
に
加
算
す
る
こ
と
が
で

料
の
原
価
の
一
部
を
加
入
者
交
換
機
能
の
接
続
料
の
原
価
に
加
算
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

き
る
。

８

前
項
の
加
算
は
、
次
の
要
件
を
確
保
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

前
項
の
加
算
は
、
次
の
要
件
を
確
保
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

平
成
十
七
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種

一

平
成
十
七
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該

設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
五

設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
五

分
の
四
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

分
の
四
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
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二

平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種

二

平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該

設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
五

設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
五

分
の
三
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

分
の
三
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

三

平
成
十
九
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種

三

平
成
十
九
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該

設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
五

設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
五

分
の
二
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

分
の
二
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

四

平
成
二
十
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種

四

平
成
二
十
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該

設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
（
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交

設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
（
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交

換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設

換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設

置
す
る
も
の
を
除
く

）
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
五
分
の
一
を

置
す
る
も
の
を
除
く

）
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
五
分
の
一
を

。

。

超
え
な
い
額
（
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数

超
え
な
い
額
（
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数

の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線

の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線

点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か

点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か

ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の

ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の

原
価
に
つ
い
て
は
、
そ
の
五
分
の
二
を
超
え
な
い
額
）
を
加
算
す
る
も
の
で
あ

原
価
に
つ
い
て
は
、
そ
の
五
分
の
二
を
超
え
な
い
額
）
を
加
算
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と

る
こ
と

五

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

五

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設

置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
五
分
の
三
を

置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
五
分
の
三
を

超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

六

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

六

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
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種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設

置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
五
分
の
四
を

置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
五
分
の
四
を

超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

七

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

七

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設

置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
を
超
え
な
い
額

置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
を
超
え
な
い
額

を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

八

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
局
設
置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
又
は
局
設

置
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
及

び
局
設
置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置

す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と

９

事
業
者
は
、
第
四
条
の
表
十
二
の
項
の
機
能
に
係
る
接
続
料
を
変
更
す
る
場
合

９

事
業
者
は
、
第
四
条
の
表
十
二
の
項
の
機
能
に
係
る
接
続
料
を
変
更
す
る
場
合

に
は
、
そ
の
原
価
は
、
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回

に
は
、
そ
の
原
価
は
、
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回

線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関

線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関

（

。

（

。

す
る
接
続
料
の
原
価

公
衆
電
話
機
か
ら
発
信
さ
れ
る
通
信
に
係
る
も
の
に
限
る

す
る
接
続
料
の
原
価

公
衆
電
話
機
か
ら
発
信
さ
れ
る
通
信
に
係
る
も
の
に
限
る

次
項
に
お
い
て
同
じ

）
の
全
部
又
は
一
部
を
加
算
し
て
算
定
す
る
こ
と
が
で
き

次
項
に
お
い
て
同
じ

）
の
全
部
又
は
一
部
を
加
算
し
て
算
定
す
る
こ
と
が
で
き

。

。

る
。

る
。

前
項
の
加
算
は
、

ま
で
の
間
、
次
の
要
件
を

前
項
の
加
算
は
、

ま
で
の
間
、
次
の
要
件
を

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

10

10
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確
保
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

確
保
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

平
成
十
九
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種

一

平
成
十
九
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該

設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
五

設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
五

分
の
三
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

分
の
三
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

平
成
二
十
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種

二

平
成
二
十
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該

設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
（
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交

設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
（
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交

換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設

換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設

置
す
る
も
の
を
除
く

）
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
五
分
の
四
を

置
す
る
も
の
を
除
く

）
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
五
分
の
四
を

。

。

超
え
な
い
額
（
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数

超
え
な
い
額
（
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数

の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線

の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線

点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か

点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か

ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の

ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の

原
価
に
つ
い
て
は
、
そ
の
五
分
の
三
を
超
え
な
い
額
）
を
加
算
す
る
も
の
で
あ

原
価
に
つ
い
て
は
、
そ
の
五
分
の
三
を
超
え
な
い
額
）
を
加
算
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

る
こ
と
。

三

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

三

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設

置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
に
つ
い
て
は
、

置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
に
つ
い
て
は
、

そ
の
五
分
の
二
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

そ
の
五
分
の
二
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

四

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
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置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
に
つ
い
て
は
、

置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
に
つ
い
て
は
、

そ
の
五
分
の
一
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

そ
の
五
分
の
一
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

五

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設

置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
に
つ
い
て
は
、

置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
に
つ
い
て
は
、

加
算
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

加
算
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
局
設
置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
又
は
局
設

置
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
及

び
局
設
置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置

す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
に
つ
い
て
は
、
加
算
し
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
。

事
業
者
は
、
第
四
条
の
表
一
の
項
（
基
地
局
設
備
用
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
限

事
業
者
は
、
第
四
条
の
表
一
の
項
（
基
地
局
設
備
用
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
限

11

11

る

）
の
機
能
の
接
続
料
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
原
価
は
第
一
種
指
定
加

る

）
の
機
能
の
接
続
料
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
原
価
は
第
一
種
指
定
加

。

。

入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係

入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係

る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
（
基
地
局
設
備
と

る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
（
基
地
局
設
備
と

の
間
を
伝
送
す
る
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
も
の
に
限
り
、
専
ら
ア
ナ
ロ
グ
信
号

の
間
を
伝
送
す
る
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
も
の
に
限
り
、
専
ら
ア
ナ
ロ
グ
信
号

の
伝
送
に
用
い
ら
れ
る
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て

の
伝
送
に
用
い
ら
れ
る
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て

同
じ

）
の
全
部
又
は
一
部
を
加
算
し
て
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

同
じ

）
の
全
部
又
は
一
部
を
加
算
し
て
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

。

。

前
項
の
加
算
は
、

ま
で
の
間
、
次
の
要
件
を
確

前
項
の
加
算
は
、

ま
で
の
間
、
次
の
要
件
を
確

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

12

12

保
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

保
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

平
成
二
十
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種

一

平
成
二
十
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種
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指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該

設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
（
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交

設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
（
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交

換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設

換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設

置
す
る
も
の
を
除
く

）
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
三
分
の
二
を

置
す
る
も
の
を
除
く

）
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
の
三
分
の
二
を

。

。

超
え
な
い
額
（
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数

超
え
な
い
額
（
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数

の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線

の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線

点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か

点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か

ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の

ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の

原
価
に
つ
い
て
は
、
そ
の
十
五
分
の
七
を
超
え
な
い
額
）
を
加
算
す
る
も
の
で

原
価
に
つ
い
て
は
、
そ
の
十
五
分
の
七
を
超
え
な
い
額
）
を
加
算
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

二

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

二

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設

置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
に
つ
い
て
は
、

置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
に
つ
い
て
は
、

そ
の
五
分
の
二
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

そ
の
五
分
の
二
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

三

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設

置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
に
つ
い
て
は
、

置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
に
つ
い
て
は
、

そ
の
五
分
の
一
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

そ
の
五
分
の
一
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

四

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
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置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
に
つ
い
て
は
、

置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
に
つ
い
て
は
、

加
算
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

加
算
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一

種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当

該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か

ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
局
設
置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
又
は
局
設

置
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
及

び
局
設
置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置

す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
に
つ
い
て
は
、
加
算
し
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
。

附
則
第
八
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、
附
則
第
十
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま

附
則
第
八
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、
附
則
第
十
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま

13

13

で
及
び
前
項

き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交

で
及
び
前
項

き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
遠

第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の

各
号
の

換
機
間
の
う
ち
、
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置

隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
に
つ
い
て

す
る
も
の

は
、
現
に
事
業
者
が
設
置
す
る
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置

及
び
附
則
第
八
項
第
八
号
、
附
則
第
十
項
第
六
号
及
び
前
項
第
五
号
の

局
間
に
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。

き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加
入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
局
設
置
簡
易
遠
隔
収
容

装
置
設
置
局
又
は
局
設
置
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間

に
設
置
す
る
も
の
及
び
局
設
置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機

に
つ
い
て
は
、
現
に
事
業
者
が
設
置
す
る
遠
隔
収
容

設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の

装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。

事
業
者
は
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
に
係
る
接
続
料
の
変
更
に
際
し
、

事
業
者
は
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
に
係
る
接
続
料
の
変
更
に
際
し
、

14

14

同
項
の
機
能
（
新
規
則
第
四
条
の
表
一
の
項
（
基
地
局
設
備
用
端
末
回
線
伝
送
機

同
項
の
機
能
（
新
規
則
第
四
条
の
表
一
の
項
（
基
地
局
設
備
用
端
末
回
線
伝
送
機

能
に
限
る

、
二
の
項
（
加
入
者
交
換
機
能
の
う
ち
同
表
備
考
二
の
イ
及
び
ロ
の

能
に
限
る

、
二
の
項
（
加
入
者
交
換
機
能
の
う
ち
同
表
備
考
二
の
イ
及
び
ロ
の

。
）

。
）

機
能
、
信
号
制
御
交
換
機
能
並
び
に
優
先
接
続
機
能
を
除
く

、
四
の
項
、
五
の

機
能
、
信
号
制
御
交
換
機
能
並
び
に
優
先
接
続
機
能
を
除
く

、
四
の
項
、
五
の

。）

。
）

項
、
六
の
項
（
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
を
除
く

）
及
び
八
の
項
に
限
る

）
に
係

項
、
六
の
項
（
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
を
除
く

）
及
び
八
の
項
に
限
る

）
に
係

。

。

。

。

る
通
信
量
等
に
つ
い
て
は
、

ま
で
の
間
、
新
規
則

る
通
信
量
等
に
つ
い
て
は
、

ま
で
の
間
、
新
規
則

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
通
信
量
等
に
代
え
て
、
当
該
変
更
が
適
用

第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
通
信
量
等
に
代
え
て
、
当
該
変
更
が
適
用
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さ
れ
る
年
度
の
前
年
度
の
下
半
期
と
当
該
変
更
が
適
用
さ
れ
る
年
度
の
上
半
期
の

さ
れ
る
年
度
の
前
年
度
の
下
半
期
と
当
該
変
更
が
適
用
さ
れ
る
年
度
の
上
半
期
の

通
信
量
等
の
合
算
値
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

通
信
量
等
の
合
算
値
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

事
業
者
は
、
前
項
の
合
算
値
を
用
い
る
場
合
に
お
い
て
、
新
規
則
第
十
九
条
の

事
業
者
は
、
前
項
の
合
算
値
を
用
い
る
場
合
に
お
い
て
、
新
規
則
第
十
九
条
の

15

15

規
定
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
通
信
量
等
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
に
代
え
て

規
定
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
通
信
量
等
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
に
代
え
て

将
来
の
合
理
的
な
通
信
量
等
の
予
測
値
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

将
来
の
合
理
的
な
通
信
量
等
の
予
測
値
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

前
項
の
予
測
値
を
用
い
る
場
合
に
は
、
事
業
者
は
、
前
項
の
予
測
値
を
得
る
た

前
項
の
予
測
値
を
用
い
る
場
合
に
は
、
事
業
者
は
、
前
項
の
予
測
値
を
得
る
た

16

16

め
に
必
要
な
各
月
の
通
信
量
等
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

め
に
必
要
な
各
月
の
通
信
量
等
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

本
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
通
信
量
等
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
ま
で
の
間

本
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
通
信
量
等
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
ま
で
の
間

は
、
こ
れ
ら
に
代
え
て
、
事
業
者
が
現
に
記
録
し
て
い
る
通
信
量
等
を
用
い
る
こ

は
、
こ
れ
ら
に
代
え
て
、
事
業
者
が
現
に
記
録
し
て
い
る
通
信
量
等
を
用
い
る
こ

と
と
す
る
。

と
と
す
る
。

ま
で
の
間
、
事
業
者
は
、
自
ら
が
持
株
会
社
の

ま
で
の
間
、
事
業
者
は
、
自
ら
が
持
株
会
社
の

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

17

17

子
会
社
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
該
持
株
会
社
の
他
の
子
会
社
と
し
て
他
の
事
業
者

子
会
社
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
該
持
株
会
社
の
他
の
子
会
社
と
し
て
他
の
事
業
者

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

が
存
在
す
る
場
合
は

第
四
条
の
表
二
の
項

三
の
四
の
項

四
の
項

五
の
項

が
存
在
す
る
場
合
は

第
四
条
の
表
二
の
項

三
の
四
の
項

四
の
項

五
の
項

六
の
項
（
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
を
除
く

）
及
び
八
の
項
の
機
能
に
係
る
接
続

六
の
項
（
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
を
除
く

）
及
び
八
の
項
の
機
能
に
係
る
接
続

。

。

料
が
、
当
該
機
能
と
同
等
の
機
能
に
つ
い
て
当
該
他
の
事
業
者
が
取
得
す
べ
き
接

料
が
、
当
該
機
能
と
同
等
の
機
能
に
つ
い
て
当
該
他
の
事
業
者
が
取
得
す
べ
き
接

続
料
と
同
額
と
な
る
よ
う
、
当
該
機
能
に
係
る
接
続
料
の
原
価
及
び
通
信
量
等
を

続
料
と
同
額
と
な
る
よ
う
、
当
該
機
能
に
係
る
接
続
料
の
原
価
及
び
通
信
量
等
を

当
該
他
の
事
業
者
の
も
の
と
合
算
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

当
該
他
の
事
業
者
の
も
の
と
合
算
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

・

（
略
）

・

（
略
）

18

19

18

19
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附 

則 

 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
か
ら
附
則
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施

行
す
る
。 

 

（
総
務
大
臣
に
よ
る
通
知
） 

２ 

総
務
大
臣
は
、
こ
の
省
令
の
公
布
後
速
や
か
に
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
接
続
料
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う

。
）

第
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

３ 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
新
規
則
の
施
行
の
際
電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
現
に
認
可
を
受
け
て
い
る
接
続
約
款
に
つ
い
て
、
新
規
則
の
規
定
に
適
合
さ
せ
る
た
め
、
新
規
則
の
施
行
前
に
お
い
て
も
同

項
の
規
定
に
基
づ
く
変
更
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
が
新
規
則
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
場
合
は
、
新
規
則
の
施
行
前
に
お
い
て
も
当
該
申
請
を
認
可
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
対
す
る
認
可
の
処
分
の
日
が
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
後
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
新
規
則
の

施
行
の
際
現
に
認
可
を
受
け
て
い
る
接
続
約
款
は
、
当
該
処
分
の
日
ま
で
の
間
は
、
新
規
則
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す

。 

６ 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
の
接
続
料
の
算
定
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
一
の
一
に
掲
げ
る
加
入
者
交
換
機

及
び
中
継
交
換
機
並
び
に
別
表
第
一
の
二
に
掲
げ
る
監
視
設
備
（
加
入
者
交
換
機
及
び
中
継
交
換
機
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）

及
び
無

形
固
定
資
産
（
交
換
機
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
限
る

。
）

（
以
下
「
交
換
機
関
連
設
備
等
」
と
い
う

。
）

の
正
味
固
定
資
産
価
額
及
び
減
価

償
却
費
の
額
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
一
部
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

７ 

前
項
の
控
除
は
、
次
の
と
お
り
行
う
も
の
と
す
る
。 
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一 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
の
接
続
料
の
算
定
に
あ
っ
て
は
、
交
換
機
関
連
設
備
等
の
正
味
固
定
資
産

価
額
又
は
減
価
償
却
費
の
額
に
一
か
ら
補
正
比
率
（
現
に
事
業
者
が
使
用
し
て
い
る
交
換
機
関
連
設
備
等
の
取
得
原
価
の
う
ち
法
定

耐
用
年
数
を
経
過
し
て
使
用
し
て
い
る
設
備
の
取
得
原
価
が
占
め
る
割
合
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
る
値
で
あ
っ
て
、
新
規
則
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
総
務
大
臣
が
通
知
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

。
）

を
控
除
し
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額

の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
そ
れ
ぞ
れ
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

二 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
の
接
続
料
の
算
定
に
あ
っ
て
は
、
交
換
機
関
連
設
備
等
の
正
味
固
定
資
産

価
額
又
は
減
価
償
却
費
の
額
に
一
か
ら
補
正
比
率
を
控
除
し
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
三
分
の
二
に
相
当
す
る
額
を
そ
れ
ぞ
れ
控
除

す
る
も
の
と
す
る
。 

三 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
の
接
続
料
の
算
定
に
あ
っ
て
は
、
交
換
機
関
連
設
備
等
の
正
味
固
定
資
産

価
額
又
は
減
価
償
却
費
の
額
に
一
か
ら
補
正
比
率
を
控
除
し
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
を
そ
れ
ぞ
れ
控
除
す
る
も
の
と

す
る
。 
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改 正 案 
 

 
現   行 

 
 
別表第５（第 15 条関係）  
第１ 対象設備に係る設備区分  
対象設備 設備区分 

端末系伝送路設備（加入者側終端装置及び

第端末系交換等設備との間等に設置される

伝送装置等を除く。） 

主配線盤 端末系伝送路設備に属する部分に限る。 

光ケーブ

ル成端架 

端末系伝送路設備に属する部分に限る。 

メタルケ

ーブル 

加入者側終端装置～き線点遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（き線点遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は

局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。） 

加入系光

ケーブル 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の（局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設

置局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換

機設置局間に設置するものを除く。） 

加入系電

柱 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの（

局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置

局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機

設置局間に設置するものを除く。） 

 

 
別表第５（第 15 条関係） 
第１ 対象設備に係る設備区分  
対象設備 設備区分 

端末系伝送路設備（加入者側終端装置及び

端末系交換等設備との間等に設置される伝

送装置等を除く。） 

主配線盤 端末系伝送路設備に属する部分に限る。 

光ケーブ

ル成端架 

端末系伝送路設備に属する部分に限る。 

メタルケ

ーブル 

加入者側終端装置～き線点遠隔収容装置間に設置す

るもの 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの（き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限

る。） 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（き線点遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経

由しない場合に限る。） 

加入系光

ケーブル 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の（局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するものを除く。） 

 

加入系電

柱 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するものを除く。） 

 

 

基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の一部を改正する省令案 新旧対照条文 
 
○基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（平成十四年総務省令第六十四号） 

（傍線部分は改正部分） 
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加入系管

路 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの（

局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置

局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機

設置局間に設置するものを除く。） 

加入系中

口径管路 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの（

局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置

局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機

設置局間に設置するものを除く。） 

加入系共

同溝 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの（

局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置

局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機

設置局間に設置するものを除く。） 

加入系と

う道 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの（

局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置

局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機

設置局間に設置するものを除く。） 

電線共同

溝 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

加入系管

路 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するものを除く。） 

 

 

加入系中

口径管路 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するものを除く。） 

 

加入系共

同溝 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するものを除く。） 

 

加入系と

う道 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するものを除く。） 

 

電線共同

溝 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す
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るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの（

局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置

局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機

設置局間に設置するものを除く。） 

自治体管

路 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの（

局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置

局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機

設置局間に設置するものを除く。） 

情報ボッ

クス 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの（

局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置

局間及び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機

設置局間に設置するものを除く。） 

総合デジ

タル通信

局内回線

終端装置 

加入者側終端装置～き線点遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（き線点遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は

局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。） 

加入者交換機（端末系伝送路設備、中継系

伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれ

加入者交

換機 

アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線

終端装置、アナログ・デジタル回線共通部及び加入者

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するものを除く。） 

 

自治体管

路 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するものを除く。） 

 

情報ボッ

クス 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するものを除く。） 

 

総合デジ

タル通信

局内回線

終端装置 

加入者側終端装置～き線点遠隔収容装置間に設置す

るもの 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間（き線点遠

隔収容装置を経由しない場合に限る。）に設置するも

の 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（き線点遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経

由しない場合に限る。） 

加入者交換機（端末系伝送路設備、中継系

伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれ

加入者交

換機 

アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線

終端装置、アナログ・デジタル回線共通部及び加入者
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ぞれの間に設置される伝送装置等を含み、

手動によるものを除く。） 

加入者交

換回線収

容装置 

交換回線収容装置を除く。 

局設置遠

隔収容装

置 

アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線

終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。 

消防警察

トランク 

 

警察消防

用回線集

約装置 

光ケーブ

ル成端架 

加入者交換機に属する部分のうち、中継系光ケーブル

（局設置遠隔収容装置～加入者交換機間及び加入者

交換機～中継交換機間に設置するもの）を収容するも

の 

伝送装置 局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中間中継

伝送装置 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

クロック

供給装置 

局設置遠隔収容装置 

加入者交換機 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系光

ケーブル 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

海底光ケ

ーブル 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

海底中間

中継伝送

装置 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

無線伝送

装置 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

無線アン

テナ 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

ぞれの間に設置される伝送装置等を含み、

手動によるものを除く。） 

加入者交

換回線収

容装置 

交換回線収容装置を除く。 

局設置遠

隔収容装

置 

アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線

終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。 

消防警察

トランク 

警察消防

用回線集

約装置 

光ケーブ

ル成端架 

加入者交換機に属する部分のうち、中継系光ケーブル

（局設置遠隔収容装置～加入者交換機間及び加入者

交換機～中継交換機間に設置するもの）を収容するも

の 

伝送装置 局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中間中継

伝送装置 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

クロック

供給装置 

局設置遠隔収容装置 

加入者交換機 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系光

ケーブル 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

海底光ケ

ーブル 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

海底中間

中継伝送

装置 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

無線伝送

装置 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

無線アン

テナ 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 
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無線鉄塔 局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

衛星通信

設備 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系電

柱 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系管

路 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系中

口径管路 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系共

同溝 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系と

う道 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

 

 

 

加入者交換機に係る設備区分のうち、

回線数の増減に応じて当該設備に係る

費用が増減するもの 

アナログ

局内回線

収容部 

加入者側終端装置～き線点遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（き線点遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は

局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。） 

ア ナ ロ

グ・デジ

タル回線

共通部 

加入者側終端装置～き線点遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～局設置簡易遠隔収容装置間に設

置するもの 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（き線点遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は

局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。） 

無線鉄塔 局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

衛星通信

設備 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系電

柱 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系管

路 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系中

口径管路 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系共

同溝 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

中継系と

う道 

局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

の 

 

 

 

加入者交換機に係る設備区分のうち、

回線数の増減に応じて当該設備に係る

費用が増減するもの 

アナログ

局内回線

収容部 

加入者側終端装置～き線点遠隔収容装置間に設置す

るもの 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの（き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限

る。） 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（き線点遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経

由しない場合に限る。） 

ア ナ ロ

グ・デジ

タル回線

共通部 

加入者側終端装置～き線点遠隔収容装置間に設置す

るもの 

 

 

加入者側終端装置～局設置遠隔収容装置間に設置す

るもの（き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限

る。） 

加入者側終端装置～加入者交換機間に設置するもの

（き線点遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経

由しない場合に限る。） 
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局設置簡

易遠隔収

容装置 

アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線

終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。 

 

アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線

終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。 

き線点遠

隔収容装

置 

加入者系

半固定パ

ス伝送装

置 

 

主配線盤 加入者交換機に属する部分に限る。 

光ケーブ

ル成端架 

加入者交換機に属する部分のうち、加入系光ケーブル

及び中継系光ケーブル（き線点遠隔収容装置～加入者

交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局～加

入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局

～加入者交換機設置局間に設置するもの並びに局設

置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置するも

のに限る。）を収容するもの 

中間中継

伝送装置 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

クロック

供給装置 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

中継系光

ケーブル 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

 

 

 

き線点遠

隔収容装

置 

 

 

 

アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線

終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。 

加入者系

半固定パ

ス伝送装

置 

主配線盤 加入者交換機に属する部分に限る。 

光ケーブ

ル成端架 

加入者交換機に属する部分のうち、加入系光ケーブル

及び中継系光ケーブル（き線点収容装置～加入者交換

機間のうち、遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置

局間に設置するものに限る。）を収容するもの 

 

 

 

中間中継

伝送装置 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

クロック

供給装置 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

中継系光

ケーブル 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 
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るもの 

海底光ケ

ーブル 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

 

海底中間

中継伝送

装置 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

無線伝送

装置 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

無線アン

テナ 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

無線鉄塔 き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

衛星通信

設備 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

 

海底光ケ

ーブル 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

 

海底中間

中継伝送

装置 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

無線伝送

装置 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

無線アン

テナ 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

無線鉄塔 き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

衛星通信

設備 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 
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間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

中継系電

柱 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

中継系管

路 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

中継系中

口径管路 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

中継系共

同溝 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

中継系と

う道 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、局設置

簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間及

び局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局

間に設置するもの 

局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間に設置す

るもの 

中継交換機（中継系伝送路設備等及び信号

用伝送装置とのそれぞれの間に設置される

中継交換

機 

中継交換回線収容装置を除く。 

 

 

 

中継系電

柱 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

中継系管

路 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

中継系中

口径管路 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

中継系共

同溝 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

中継系と

う道 

き線点遠隔収容装置～加入者交換機間のうち、遠隔収

容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置するも

の 

 

 

 

中継交換機（中継系伝送路設備等及び信号

用伝送装置とのそれぞれの間に設置される

中継交換

機 

中継交換回線収容装置を除く。 
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伝送装置等を含み、手動によるものを除

く。） 

中継交換

回線収容

装置 

 

クロック

供給装置 

中継交換機 

光ケーブ

ル成端架 

中継交換機に属する部分に限る。 

中継系伝送路設備等であって、加入者交換

機と中継交換機との間に設置されるもの

（中継系伝送路設備等の両端に対向して設

置される伝送装置等を含む。）及び加入者交

換機又は中継交換機と他の電気通信事業者

の電気通信設備との間に設置されるもの

（加入者交換機又は中継交換機と他の電気

通信事業者の電気通信設備との間に設置さ

れる伝送装置等を含む。） 

伝送装置 加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中間中継

伝送装置 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

クロック

供給装置 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系光

ケーブル 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

海底光ケ

ーブル 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

海底中間

中継伝送

装置 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

無線伝送

装置 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

無線アン

テナ 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

無線鉄塔 加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

衛星通信 加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

伝送装置等を含み、手動によるものを除

く。） 

中継交換

回線収容

装置 

クロック

供給装置 

中継交換機 

光ケーブ

ル成端架 

中継交換機に属する部分に限る。 

指定中継系伝送路設備等であって、加入者

交換機と中継交換機との間に設置されるも

の（中継系伝送路設備等の両端に対向して

設置される伝送装置等を含む。）及び加入者

交換機又は中継交換機と他の電気通信事業

者の電気通信設備との間に設置されるもの

（加入者交換機又は中継交換機と他の電気

通信事業者の電気通信設備との間に設置さ

れる伝送装置等を含む。） 

伝送装置 加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中間中継

伝送装置 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

クロック

供給装置 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系光

ケーブル 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

海底光ケ

ーブル 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

海底中間

中継伝送

装置 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

無線伝送

装置 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

無線アン

テナ 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

無線鉄塔 加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

衛星通信 加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 
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設備 中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系電

柱 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系管

路 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系中

口径管路 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系共

同溝 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系と

う道 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

信号用伝送路設備及び信号用中継交換機 信号用中

継交換機 

  

公衆電話機 公衆電話

機端末 

公衆電話端末に限る。 

 

第２ 附属設備等に係る設備等区分  

附属設備等 設備等区分 

空調設備 空調設備 

電力設備 整流装置 

直流変換電源装置 

交流無停電電源装置 

蓄電池 

受電装置 

発電装置 

小規模局用電源装置 

可搬型発動発電機 

機械室建物 機械室建物 

設備 中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系電

柱 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系管

路 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系中

口径管路 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系共

同溝 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

中継系と

う道 

加入者交換機～中継交換機間に設置するもの 

中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間に設置

するもの 

信号用伝送路設備及び信号用中継交換機 信号用中

継交換機 

  

公衆電話機 公衆電話

機端末 

公衆電話端末に限る 

 

第２ 附属設備等に係る設備等区分  

附属設備等 設備等区分 

空調設備 空調設備 

電力設備 整流装置 

直流変換電源装置 

交流無停電電源装置 

蓄電池 

受電装置 

発電装置 

小規模局用電源装置 

 

機械室建物 機械室建物 
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機械室土地 機械室土地 

監視設備 総合監視 

加入者交換機 

中継交換機 

伝送無線機械 

市外線路 

市内線路 

共通用建物 共通用建物 

共通用土地 共通用土地 

構築物 構築物 

機械及び装置 機械及び装置 

車両 車両 

工具、器具及び備品 工具、器具及び備品 

無形固定資産 交換機ソフトウェア 

その他の無形固定資産 

 
 
 

機械室土地 機械室土地 

監視設備 総合監視 

加入者交換機 

中継交換機 

伝送無線機械 

市外線路 

市内線路 

共通用建物 共通用建物 

共通用土地 共通用土地 

構築物 構築物 

機械及び装置 機械及び装置 

車両 車両 

工具、器具及び備品 工具、器具及び備品 

無形固定資産 交換機ソフトウェア 

その他の無形固定資産 
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改 正 案 
 

 
現   行 

 
 
別表第６ （第 15条関係） 正味固定資産価額算定方法  

定額法正味固定資産価額＝Σ（ｎ＝１～経済的耐用年数）（定額法正味固定資産価額（ｎ））÷経済的耐用年数 

 定額法正味固定資産価額（ｎ）＝（期首定額法正味固定資産価額（ｎ）＋期末定額法正味固定資産価額（ｎ））

÷２ 

 期首定額法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額－（（投資額－最低残存価額）÷法定耐用年数）×（ｎ

－１）、最低残存価額｝ 

 期末定額法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額－（（投資額－最低残存価額）÷法定耐用年数）×ｎ、

最低残存価額｝ 

定率法正味固定資産価額＝Σ（ｎ＝１～経済的耐用年数（定率法正味固定資産価額（ｎ））÷経済的耐用年数 

 定率法正味固定資産価額（ｎ）＝（期首定率法正味固定資産価額（ｎ）＋期末定率法正味固定資産価額（ｎ））

÷２ 

 期首定率法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額×（１―償却率）（ｎ―１）、投資額×最低残存率｝ 

 期末定率法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額×（１―償却率）ｎ、投資額×最低残存率｝ 

 償却率＝１―（残存率）（１÷法定耐用年数） 

 残存率＝０．１とする。 

なお、投資額は、次の各設備区分ごとに定める算定方法により算出する。 

設備区分 算定方法 

加入者交換機 １ 交換機の設置基準 

 （１） アナログ電話・総合デジタル通信サービス・ＰＨＳの局別総収容回線数（以下「局

別収容回線数」という。）が１万２千回線を超える局には加入者交換機を設置する。それ以

外の局には局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する。 

 （２） 単位料金区域内に１局も加入者交換機が設置されず、かつ、単位料金区域内の局

別収容回線数の合計が１万２千回線を超える場合には、単位料金区域内の１局の局設置遠隔

収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を加入者交換機に置き換える。 

２ 局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置の帰属先交換機の決定 

 （１） 単位料金区域内に１局も加入者交換機が設置されず、かつ、単位料金区域内の局

別収容回線数の合計が１万２千回線を超えない場合には、隣接単位料金区域の加入者交換機

設置局に当該単位料金区域のすべての局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置を

 
別表第６ （第 15条関係） 正味固定資産価額算定方法  

定額法正味固定資産価額＝Σ（ｎ＝１～経済的耐用年数）（定額法正味固定資産価額（ｎ））÷経済的耐用年数 

 定額法正味固定資産価額（ｎ）＝（期首定額法正味固定資産価額（ｎ）＋期末定額法正味固定資産価額（ｎ））

÷２ 

 期首定額法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額－（（投資額－最低残存価額）÷法定耐用年数）×（ｎ

－１）、最低残存価額｝ 

 期末定額法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額－（（投資額－最低残存価額）÷法定耐用年数）×ｎ、

最低残存価額｝ 

定率法正味固定資産価額＝Σ（ｎ＝１～経済的耐用年数（定率法正味固定資産価額（ｎ））÷経済的耐用年数 

 定率法正味固定資産価額（ｎ）＝（期首定率法正味固定資産価額（ｎ）＋期末定率法正味固定資産価額（ｎ））

÷２ 

 期首定率法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額×（１―償却率）（ｎ―１）、投資額×最低残存率｝ 

 期末定率法正味固定資産価額（ｎ）＝ＭＡＸ｛投資額×（１―償却率）ｎ、投資額×最低残存率｝ 

 償却率＝１―（残存率）（１÷法定耐用年数） 

 残存率＝０．１とする。 

なお、投資額は、次の各設備区分ごとに定める算定方法により算出する。 

設備区分 算定方法 

加入者交換機 １ 交換機の設置基準 

 （１） アナログ電話・総合デジタル通信サービス・ＰＨＳの局別総収容回線数（以下「局

別収容回線数」という。）が１万２千回線を超える局には加入者交換機を設置する。それ以

外の局には局設置遠隔収容装置を設置する。 

 （２） 単位料金区域内に１局も加入者交換機が設置されず、かつ、単位料金区域内の局

別収容回線数の合計が１万２千回線を超える場合には、単位料金区域内の１局の局設置遠隔

収容装置を加入者交換機に置き換える。 

２ 局設置遠隔収容装置の帰属先交換機の決定 

 （１） 単位料金区域内に１局も加入者交換機が設置されず、かつ、単位料金区域内の局

別収容回線数の合計が１万２千回線を超えない場合には、隣接単位料金区域の加入者交換機

設置局に当該単位料金区域のすべての局設置遠隔収容装置を帰属させる。 

（傍線部分は改正部分） 
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帰属させる。 

 （２） 単位料金区域内に加入者交換機設置局が１局のみの場合、その加入者交換機設置

局に当該単位料金区域のすべての局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置を帰属

させる。 

 （３） 単位料金区域内に複数の加入者交換機設置局がある場合、局設置遠隔収容装置～

加入者交換機間及び局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間の光ケーブルの総心ｋｍ、加

入者交換機～中継交換機間伝送路距離、加入者交換機の収容回線数等を考慮して局設置遠隔

収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置の帰属先を決定する。 

３ 設備量の算定 

 加入者交換機設置局ごとに、次の各方法により求めた加入者交換機のユニット数のうち最

大のものを当該局の加入者交換機ユニット数とする。 

 なお、２以上の加入者交換機を設置することと指定された加入者交換機設置局にあって

は、以下の（１）から（４）の方法により求めた加入者交換機のユニット数のうち最大のも

のが１であるときは、これを２とみなす。 

 （１） アナログ電話・総合デジタル通信サービス・ＰＨＳ別の発着信呼量に各役務の局

別収容回線数を乗じたものを個別の最繁時呼量とし、その最繁時呼量の合計を当該局の最繁

時呼量とし、最繁時呼量を加入者交換機の最大処理最繁時呼量で除したもの（１に満たない

端数は、切り上げるものとする。） 

 （２） アナログ電話・総合デジタル通信サービス・ＰＨＳ別の最繁時呼量を各役務の平

均保留時間及び呼完了率で除したものを個別の最繁時総呼数とし、その最繁時総呼数の合計

を当該局の最繁時総呼数とし、最繁時総呼数を加入者交換機の最大処理最繁時総呼数で除し

たもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

 （３） 局別収容回線数の合計を加入者交換機回線収容率で除したものを当該局の加入者

交換機端子数とし、加入者交換機端子数を加入者交換機の最大収容回線数及び混在収容時効

率低下係数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

 （４） 加入者交換機設置局の中継交換機対向パス数、加入者交換機接続呼中継パス数、

局設置遠隔収容装置対向５２Ｍパス数の合計を当該局の加入者交換機中継インタフェース

数とし、加入者交換機中継インタフェース数を加入者交換機の最大搭載中継インタフェース

数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

４ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき局ごとに算定したユニット数等を用いて局ごと加

入者交換機投資額を求め、すべての局の局ごと加入者交換機投資額を合算し、加入者交換機

投資額を算定する。 

 局ごと加入者交換機投資額＝加入者交換機ユニット数×加入者交換機ユニット当たり単

価＋回線共通投資額＋加入者交換機直収電話端子数×加入者交換機直収アナログ電話回線

 

 （２） 単位料金区域内に加入者交換機設置局が１局のみの場合、その加入者交換機設置

局に当該単位料金区域のすべての局設置遠隔収容装置を帰属させる。 

 

 （３） 単位料金区域内に複数の加入者交換機設置局がある場合、局設置遠隔収容装置～

加入者交換機間の光ケーブルの総心ｋｍ、加入者交換機～中継交換機間伝送路距離、加入者

交換機の収容回線数等を考慮して局設置遠隔収容装置の帰属先を決定する。 

 

３ 設備量の算定 

 加入者交換機設置局ごとに、次の各方法により求めた加入者交換機のユニット数のうち最

大のものを当該局の加入者交換機ユニット数とする。 

 なお、２以上の加入者交換機を設置することと指定された加入者交換機設置局にあって

は、以下の（１）から（４）の方法により求めた加入者交換機のユニット数のうち最大のも

のが１であるときは、これを２とみなす。 

 （１） アナログ電話・総合デジタル通信サービス・ＰＨＳ別の発着信呼量に各役務の局

別収容回線数を乗じたものを個別の最繁時呼量とし、その最繁時呼量の合計を当該局の最繁

時呼量とし、最繁時呼量を加入者交換機の最大処理最繁時呼量で除したもの（１に満たない

端数は、切り上げるものとする。） 

 （２） アナログ電話・総合デジタル通信サービス・ＰＨＳ別の最繁時呼量を各役務の平

均保留時間及び呼完了率で除したものを個別の最繁時総呼数とし、その最繁時総呼数の合計

を当該局の最繁時総呼数とし、最繁時総呼数を加入者交換機の最大処理最繁時総呼数で除し

たもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

 （３） 局別収容回線数の合計を加入者交換機回線収容率で除したものを当該局の加入者

交換機端子数とし、加入者交換機端子数を加入者交換機の最大収容回線数及び混在収容時効

率低下係数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

 （４） 加入者交換機設置局の中継交換機対向パス数、加入者交換機接続呼中継パス数、

局設置遠隔収容装置対向５２Ｍパス数の合計を当該局の加入者交換機中継インタフェース

数とし、加入者交換機中継インタフェース数を加入者交換機の最大搭載中継インタフェース

数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

４ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき局ごとに算定したユニット数等を用いて局ごと加

入者交換機投資額を求め、すべての局の局ごと加入者交換機投資額を合算し、加入者交換機

投資額を算定する。 

 局ごと加入者交換機投資額＝加入者交換機ユニット数×加入者交換機ユニット当たり単

価＋回線共通投資額＋加入者交換機直収電話端子数×加入者交換機直収アナログ電話回線
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単価＋（加入者交換機直収総合デジタル通信端子数＋ＰＨＳ端子数）×加入者交換機直収総

合デジタル通信回線単価＋最繁時総呼数×最繁時総呼数単価＋最繁時呼量投資額＋対向局

設置遠隔収容装置ユニット数×局設置遠隔収容装置対向基本部単価＋局設置遠隔収容装置

対向１．５Ｍパス数×局設置遠隔収容装置対向１．５Ｍパス単価＋加入者交換機中継５２Ｍ

パス数×加入者交換機中継５２Ｍパス単価 

局設置遠隔収容

装置 

 １ 局設置遠隔収容装置の設置基準 

 局別収容回線数が１万２千回線を超えない局のうち、次に掲げる条件のいずれにも該当す

る局には局設置簡易遠隔収容装置を、それ以外の局には局設置遠隔収容装置を設置する。 

ア 局に収容される回線に、メタル電話回線、低速専用線、高速メタル専用線及び光地域

ＩＰ回線（当該光地域ＩＰ回線が当該局～加入者交換機設置局間に設置される伝送装置

をメタル電話回線、低速専用線又は高速メタル専用線と共用しない場合に限る。）以外

の回線を含まないこと。 

イ メタル電話回線数が局設置簡易遠隔収容装置の最大収容電話回線数に回線収容率を

乗じた値以下であること。 

ウ 低速専用線回線数が局設置簡易遠隔収容装置の最大収容低速専用回線数に回線収容

率を乗じた値以下であること。 

エ 高速メタル専用線回線数が局設置簡易遠隔収容装置の最大収容高速メタル専用回線

数に回線収容率を乗じた値以下であること。 

２ 設備量の算定 

 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、収容回線数に局設置遠隔収容装置の回線収容率、混在

収容時効率低下係数を考慮して局ごと収容回線数を算定する。 

３ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の算定に用いた収容回線数に基づき局ごと局設置遠隔収容装置投

資額を求め、すべての局の局ごと局設置遠隔収容装置投資額を合算し、局設置遠隔収容装置

投資額を算定する。 

 局ごと局設置遠隔収容装置投資額＝局設置遠隔収容装置ユニット投資額＋局設置遠隔収

容装置収容アナログ電話端子数×局設置遠隔収容装置アナログ電話端子単価＋（局設置遠隔

収容装置収容総合デジタル通信端子数＋ＰＨＳ端子数）×局設置遠隔収容装置総合デジタル

通信回線単価＋回線収容部投資額＋中継インタフェース部投資額 

局設置簡易遠隔

収容装置 

１ 設備量の算定 

 局設置簡易遠隔収容装置のユニット数を１とする。 

２ 投資額の算定 

 次の（１）及び（２）の算定式により、前項の規定に基づく局ごとのユニット数を用いて

求めた局ごと局設置簡易遠隔収容装置投資額のうち最小のものを当該局の局設置簡易遠隔

収容装置投資額として、全ての局の局ごと局設置簡易遠隔収容装置投資額を合算し、局設置

単価＋（加入者交換機直収総合デジタル通信端子数＋ＰＨＳ端子数）×加入者交換機直収総

合デジタル通信回線単価＋最繁時総呼数×最繁時総呼数単価＋最繁時呼量投資額＋対向局

設置遠隔収容装置ユニット数×局設置遠隔収容装置対向基本部単価＋局設置遠隔収容装置

対向１．５Ｍパス数×局設置遠隔収容装置対向１．５Ｍパス単価＋加入者交換機中継５２Ｍ

パス数×加入者交換機中継５２Ｍパス単価 

局設置遠隔収容

装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 設備量の算定 

 遠隔収容装置設置局ごとに、収容回線数に局設置遠隔収容装置の回線収容率、混在収容時

効率低下係数を考慮して局ごと収容回線数を算定する。 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の算定に用いた収容回線数に基づき局ごと局設置遠隔収容装置投

資額を求め、すべての局の局ごと局設置遠隔収容装置投資額を合算し、局設置遠隔収容装置

投資額を算定する。 

 局ごと局設置遠隔収容装置投資額＝局設置遠隔収容装置ユニット投資額＋局設置遠隔収

容装置収容アナログ電話端子数×局設置遠隔収容装置アナログ電話端子単価＋（局設置遠隔

収容装置収容総合デジタル通信端子数＋ＰＨＳ端子数）×局設置遠隔収容装置総合デジタル

通信回線単価＋回線収容部投資額＋中継インタフェース部投資額 
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簡易遠隔収容装置投資額を算定する。 

 （１） 局ごと局設置簡易遠隔収容装置投資額＝（局設置簡易遠隔収容装置ユニット数×

局設置簡易遠隔収容装置ユニット単価＋専用線ユニット単価）×（局設置簡易遠隔収容装置

収容電話回線数÷（局設置簡易遠隔収容装置収容電話回線数＋局設置簡易遠隔収容装置収容

専用回線数））＋局設置簡易遠隔収容装置収容アナログ電話回線数×局設置簡易遠隔収容装

置アナログ電話回線単価＋局設置簡易遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数

×局設置簡易遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価＋回線収容部投資額 

 （２） 局ごと局設置簡易遠隔収容装置投資額＝局設置簡易遠隔収容装置ユニット数×局

設置簡易遠隔収容装置ユニット単価＋局設置簡易遠隔収容装置収容アナログ電話回線数×

局設置簡易遠隔収容装置アナログ電話回線単価＋局設置簡易遠隔収容装置収容総合デジタ

ル通信サービス回線数×局設置簡易遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価＋回

線収容部投資額 

き線点遠隔収容

装置 

１ 回線数の算定 

 国勢調査の調査区ごとの各サービスの回線数を次により算定する。 

 なお、各（県、調査区）につき、世帯自県案分率、就業者自県案分率を算定する。県境の

調査区以外では、自県案分率は１となる。 

 世帯自県案分率（県、調査区）＝世帯数（県、調査区）÷総世帯数（調査区） 

 就業者自県案分率（県、調査区）＝就業者数（県、調査区）÷総就業者数（調査区） 

 （１） 住宅用加入電話回線数＝局ごと住宅用加入電話契約回線数÷調査区ごと世帯数の

局ごと合計×調査区ごとの世帯数×世帯自県案分率 

 （２） 事務用加入電話回線数＝局ごと事務用加入電話契約回線数÷調査区ごと就業者数

の局ごと合計×調査区ごとの就業者数×就業者自県案分率 

 （３） 住宅用第一種総合デジタル通信サービス回線数＝単位料金区域別住宅用第一種総

合デジタル通信サービス契約回線数÷調査区ごと世帯数の単位料金区域別合計×調査区ご

との世帯数×世帯自県案分率 

 （４） 事務用第一種総合デジタル通信サービス回線数＝単位料金区域別事務用第一種総

合デジタル通信サービス契約回線数÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区

ごとの就業者数×就業者自県案分率 

 （５） 第二種総合デジタル通信サービス回線数＝単位料金区域別第二種総合デジタル通

信サービス契約回線数÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごとの就業者

数×就業者自県案分率 

 （６） 第一種公衆電話回線数＝単位料金区域別第一種公衆電話実績回線数÷単位料金区

域内調査区数×世帯自県案分率 

 （７） 第一種デジタル公衆電話回線数＝単位料金区域別第一種デジタル公衆電話実績回

線数÷単位料金区域内調査区数×世帯自県案分率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

き線点遠隔収容

装置 

１ 回線数の算定 

 国勢調査の調査区ごとの各サービスの回線数を次により算定する。 

 なお、各（県、調査区）につき、世帯自県案分率、就業者自県案分率を算定する。県境の

調査区以外では、自県案分率は１となる。 

 世帯自県案分率（県、調査区）＝世帯数（県、調査区）÷総世帯数（調査区） 

 就業者自県案分率（県、調査区）＝就業者数（県、調査区）÷総就業者数（調査区） 

 （１） 住宅用加入電話回線数＝局ごと住宅用加入電話契約回線数÷調査区ごと世帯数の

局ごと合計×調査区ごとの世帯数×世帯自県案分率 

 （２） 事務用加入電話回線数＝局ごと事務用加入電話契約回線数÷調査区ごと就業者数

の局ごと合計×調査区ごとの就業者数×就業者自県案分率 

 （３） 住宅用第一種総合デジタル通信サービス回線数＝単位料金区域別住宅用第一種総

合デジタル通信サービス契約回線数÷調査区ごと世帯数の単位料金区域別合計×調査区ご

との世帯数×世帯自県案分率 

 （４） 事務用第一種総合デジタル通信サービス回線数＝単位料金区域別事務用第一種総

合デジタル通信サービス契約回線数÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区

ごとの就業者数×就業者自県案分率 

 （５） 第二種総合デジタル通信サービス回線数＝単位料金区域別第二種総合デジタル通

信サービス契約回線数÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごとの就業者

数×就業者自県案分率 

 （６） 第一種公衆電話回線数＝単位料金区域別第一種公衆電話実績回線数÷単位料金区

域内調査区数×世帯自県案分率 

 （７） 第一種デジタル公衆電話回線数＝単位料金区域別第一種デジタル公衆電話実績回

線数÷単位料金区域内調査区数×世帯自県案分率 
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 （８） 第二種公衆電話回線数＝単位料金区域別第二種公衆電話実績回線数÷調査区ごと

就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 

 （９） 第二種デジタル公衆電話回線数＝単位料金区域別第二種デジタル公衆電話実績回

線数÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分

率 

 （１０） 低速専用線二線式回線数＝単位料金区域別低速専用線実績回線数×（県別低速

専用線二線式実績回線数÷（県別低速専用線二線式実績回線数＋県別低速専用線四線式実績

回線数））÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県

案分率 

 （１１） 低速専用線四線式回線数＝単位料金区域別低速専用線実績回線数×（県別低速

専用線四線式実績回線数÷（県別低専用線二線式実績回線数＋県別低速専用線四線式実績回

線数））÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案

分率 

 （１２） 高速メタル専用線回線数＝単位料金区域別高速専用線実績回線数×（県別高速

メタル専用線実績回線数÷（県別高速メタル専用線実績回線数＋県別高速光専用線実績回線

数））÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分

率 

 （１３） 高速光専用線回線数＝単位料金区域別高速専用線実績回線数×（県別高速光専

用線実績回線数÷（県別高速メタル専用線実績回線数＋県別高速光専用線実績回線数））÷

調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 

２ き線点～局間伝送路経路の選択 

 局ごとに、当該局の収容区域内の需要の存在する調査区ごとにき線点を設定するものと

し、き線点～局間伝送路経路は次の基準により決定する。 

 （１） 局を起点とし、東西南北の四方に向けて敷設する。 

 （２） 局を起点とし、±４５°の傾きの範囲ごとに収容する。 

 （３） ±４５°の線上に存在する調査区については、局を中心に反時計回りに境界線を

設定する。 

 （４） 局を中心に東西南北に敷設する伝送路と、これと直交して調査区の中心を通るよ

うに敷設する伝送路を設置する。 

 （５） 伝送路経路選択においては、道路密度・道路延長データを考慮し、道路沿いの経

路を選択する。 

 （６） 調査区ごとの回線数を考慮し、伝送路経路は適宜集約化する。 

３ 設備構成選択 

 き線点～局間伝送路ごとに、次の組合せの中から、設備管理運営費（減価償却費と施設保

全費の合計をいう。以下この項において同じ。）が最も低くなる組合せを選択する。ただし、

 （８） 第二種公衆電話回線数＝単位料金区域別第二種公衆電話実績回線数÷調査区ごと

就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 

 （９） 第二種デジタル公衆電話回線数＝単位料金区域別第二種デジタル公衆電話実績回

線数÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分

率 

 （１０） 低速専用線二線式回線数＝単位料金区域別低速専用線実績回線数×（県別低速

専用線二線式実績回線数÷（県別低速専用線二線式実績回線数＋県別低速専用線四線式実績

回線数））÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県

案分率 

 （１１） 低速専用線四線式回線数＝単位料金区域別低速専用線実績回線数×（県別低速

専用線四線式実績回線数÷（県別低専用線二線式実績回線数＋県別低速専用線四線式実績回

線数））÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案

分率 

 （１２） 高速メタル専用線回線数＝単位料金区域別高速専用線実績回線数×（県別高速

メタル専用線実績回線数÷（県別高速メタル専用線実績回線数＋県別高速光専用線実績回線

数））÷調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分

率 

 （１３） 高速光専用線回線数＝単位料金区域別高速専用線実績回線数×（県別高速光専

用線実績回線数÷（県別高速メタル専用線実績回線数＋県別高速光専用線実績回線数））÷

調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計×調査区ごと就業者数×就業者自県案分率 

２ き線点～局間伝送路経路の選択 

 局ごとに、当該局の収容区域内の需要の存在する調査区ごとにき線点を設定するものと

し、き線点～局間伝送路経路は次の基準により決定する。 

 （１） 局を起点とし、東西南北の四方に向けて敷設する。 

 （２） 局を起点とし、±４５°の傾きの範囲ごとに収容する。 

 （３） ±４５°の線上に存在する調査区については、局を中心に反時計回りに境界線を

設定する。 

 （４） 局を中心に東西南北に敷設する伝送路と、これと直交して調査区の中心を通るよ

うに敷設する伝送路を設置する。 

 （５） 伝送路経路選択においては、道路密度・道路延長データを考慮し、道路沿いの経

路を選択する。 

 （６） 調査区ごとの回線数を考慮し、伝送路経路は適宜集約化する。 

３ 設備構成選択 

 き線点～局間伝送路ごとに、次の組合せの中から、設備管理運営費（減価償却費と施設保

全費の合計をいう。以下この項において同じ。）が最も低くなる組合せを選択する。ただし、
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ケーブルの荷重制限及び伝送距離制限により、選択不可能なものは除く。 

 （１） 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 

 （２） 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

 （３） 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 

 （４） 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

４ 設備量の算定 

 （１） き線点遠隔収容装置を設置するき線点ごとに、アからウまでにより求めたき線点

遠隔収容装置のユニット数のうち最大のものを当該き線点のき線点遠隔収容装置ユニット

数とする。 

 ア メタル電話回線数をき線点遠隔収容装置最大収容電話回線数で除したもの 

 イ 低速専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数で除したもの 

 

 ウ 高速メタル専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数で

除したもの 

 （２） 局ごとに、当該局に収容されるき線点の、（１）で算定したき線点遠隔収容装置

のユニット数の合計を、当該局のき線点遠隔収容装置のユニット数とし、き線点遠隔収容装

置収容回線数の合計を、当該局のき線点遠隔収容装置収容回線数とする。 

５ 投資額の算定 

 次の算定式（（１）、（２））により、前項の規定に基づき局ごとに算定したユニット数

等を用いて求めた局ごとき線点遠隔収容装置投資額のうち最小のものを当該局のき線点遠

隔収容装置投資額としてすべての局の局ごとき線点遠隔収容装置投資額を合算し、き線点遠

隔収容装置投資額を算定する。 

 （１） 局ごとき線点遠隔収容装置投資額＝（局ごとき線点遠隔収容装置ユニット数×き

線点遠隔収容装置ユニット単価＋局ごと専用線収容装置ユニット数×専用線ユニット単価）

×（局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数÷（局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数＋局ご

と専用線遠隔収容装置収容回線数））＋局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数×き線点遠隔

収容装置回線単価＋局ごとき線点遠隔収容装置収容アナログ電話回線数×き線点遠隔収容

装置アナログ電話回線単価＋き線点遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数×

き線点遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価 

 （２） 局ごとき線点遠隔収容装置投資額＝局ごとき線点遠隔収容装置ユニット数×き線

点遠隔収容装置ユニット単価＋局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数×き線点遠隔収容装

置回線単価＋局ごとき線点遠隔収容装置収容アナログ電話回線数×き線点遠隔収容装置ア

ナログ電話回線単価＋き線点遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数×き線点

遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価 

加入者系半固定 １ 設備量の算定 

ケーブルの荷重制限及び伝送距離制限により、選択不可能なものは除く。 

 （１） 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 

 （２） 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

 （３） 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 

 （４） 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

４ 設備量の算定 

 （１） き線点遠隔収容装置を設置するき線点ごとに、アからウまでにより求めたき線点

遠隔収容装置のユニット数のうち最大のものを当該き線点のき線点遠隔収容装置ユニット

数とする。 

  ア メタル電話回線数をき線点遠隔収容装置最大収容電話回線数で除したもの 

 イ 低速メタル専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数で除した

もの 

  ウ 高速メタル専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数で

除したもの 

 （２） 局ごとに、当該局に収容されるき線点の、（１）で算定したき線点遠隔収容装置

のユニット数の合計を、当該局のき線点遠隔収容装置のユニット数とし、き線点遠隔収容装

置収容回線数の合計を、当該局のき線点遠隔収容装置収容回線数とする。 

５ 投資額の算定 

 次の算定式（（１）、（２））により、前項の規定に基づき局ごとに算定したユニット数

等を用いて求めた局ごとき線点遠隔収容装置投資額のうち最小のものを当該局のき線点遠

隔収容装置投資額としてすべての局の局ごとき線点遠隔収容装置投資額を合算し、き線点遠

隔収容装置投資額を算定する。 

 （１） 局ごとき線点遠隔収容装置投資額＝（局ごとき線点遠隔収容装置ユニット数×き

線点遠隔収容装置ユニット単価＋局ごと専用線収容装置ユニット数×専用線ユニット単価）

×（局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数÷（局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数＋局ご

と専用線遠隔収容装置収容回線数））＋局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数×き線点遠隔

収容装置回線単価＋局ごとき線点遠隔収容装置収容アナログ電話回線数×き線点遠隔収容

装置アナログ電話回線単価＋き線点遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数×

き線点遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価 

 （２） 局ごとき線点遠隔収容装置投資額＝局ごとき線点遠隔収容装置ユニット数×き線

点遠隔収容装置ユニット単価＋局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数×き線点遠隔収容装

置回線単価＋局ごとき線点遠隔収容装置収容アナログ電話回線数×き線点遠隔収容装置ア

ナログ電話回線単価＋き線点遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数×き線点

遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価 

加入者系半固定 １ 設備量の算定 
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パス伝送装置  （１） 加入者交換機設置局ごとに、アからウまでにより求めた加入者系半固定パス伝送

装置の必要台数のうち最大のものを当該局の加入者系半固定パス伝送装置台数とする。 

  ア 当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置数及びき線点遠隔収容装置数を加入者

系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大収容システム数で除したもの（１に満

たない端数は、切り上げるものとする。）を、加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフ

ェース装置最大搭載数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

  イ 当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に収容される

アナログ回線数を加入者系半固定パス伝送装置インタフェース装置当たりアナログ最大収

容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、加入者系半固

定パス伝送装置局内インタフェース装置最大収容システム数で除したもの（１に満たない端

数は、切り上げるものとする。）を、加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置

最大搭載数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

  ウ 当該局の加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス専用装置システ

ム数（当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に収容される総合

デジタル通信サービス回線数を加入者系半固定パス伝送装置１システム当たり総合デジタ

ル通信サービス最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとす

る。）、当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に収容される低

速専用回線数を加入者系半固定パス伝送装置１システム当たり低速専用線最大収容回線数

で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）及び当該局に帰属する局設

置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容装置に収容される高速専用回線数を加入者系半固

定パス伝送装置１システム当たり高速専用線最大収容回線数で除したもの（１に満たない端

数は、切り上げるものとする。）を合計したもの。）を加入者系半固定パス伝送装置総合デ

ジタル通信サービス・専用線用装置最大収容システム数で除したもの（１に満たない端数は、

切り上げるものとする。）を、加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専

用線装置最大搭載数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

 （２） （１）の台数に、当該局に帰属する局設置簡易遠隔収容装置及びき線点遠隔収容

装置に収容される回線数から専用役務に係るものを除いた比率を乗じたものを加入者系半

固定パス伝送装置架数とする。 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、局ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額を求め、すべての局の局ご

と加入者系半固定パス伝送装置投資額を合算し、加入者系半固定パス伝送装置投資額を算定

する。 

 局ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額＝加入者系半固定パス伝送装置架数×加入者

系半固定パス伝送装置１架当たり単価＋帰属するき線点遠隔収容装置に収容される回線数

×加入者系半固定パス伝送装置回線当たり単価 

パス伝送装置  （１） 加入者交換機設置局ごとに、アからウまでにより求めた加入者系半固定パス伝送

装置の必要台数のうち最大のものを当該局の加入者系半固定パス伝送装置台数とする。 

  ア 当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数を加入者系半固定パス伝送装置局外側イ

ンタフェース装置最大収容システム数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるもの

とする。）を、加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大搭載数で除した

もの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

  イ 当該局に帰属するき線点遠隔収容装置に収容されるアナログ回線数を加入者系半

固定パス伝送装置インタフェース装置当たりアナログ最大収容回線数で除したもの（１に満

たない端数は、切り上げるものとする。）を、加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェ

ース装置最大収容システム数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）

を、加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大搭載数で除したもの（１に満

たない端数は、切り上げるものとする。） 

  ウ 当該局の加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス専用装置システ

ム数（当該局に帰属するき線点遠隔収容装置に収容される総合デジタル通信サービス回線数

を加入者系半固定パス伝送装置１システム当たり総合デジタル通信サービス最大収容回線

数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）、当該局に帰属するき線

点遠隔収容装置に収容される低速専用回線数を加入者系半固定パス伝送装置１システム当

たり低速専用線最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとす

る。）及び当該局に帰属するき線点遠隔収容装置に収容される高速専用回線数を加入者系半

固定パス伝送装置１システム当たり高速専用線最大収容回線数で除したもの（１に満たない

端数は、切り上げるものとする。）を合計したもの。）を加入者系半固定パス伝送装置総合

デジタル通信サービス・専用線用装置最大収容システム数で除したもの（１に満たない端数

は、切り上げるものとする。）を、加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・

専用線装置最大搭載数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

 

 （２） （１）の台数に、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置に収容される回線から専

用役務に係るものを除いた比率を乗じたものを加入者系半固定パス伝送装置架数とする。 

 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、局ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額を求め、すべての局の局ご

と加入者系半固定パス伝送装置投資額を合算し、加入者系半固定パス伝送装置投資額を算定

する。 

 局ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額＝加入者系半固定パス伝送装置架数×加入者

系半固定パス伝送装置１架当たり単価＋帰属するき線点遠隔収容装置に収容される回線数

×加入者系半固定パス伝送装置回線当たり単価 

127



消防警察トラン

ク 

１ 設備量の算定 

 （１） 加入者交換機設置局ごとに、当該局が２万回線未満の局別収容回線数を収容する

場合は、当該局の消防警察トランクの必要設備量は２とする。２万回線以上の場合は、当該

回線数から２万を引いた後、１万で除した商（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）

に２を加えた値を当該局の消防警察トランク必要数とする。さらに当該局に異行政収容対応

回線が存在する場合には、異行政収容先ごとに消防警察トランク必要数を１ずつ加算するも

のとする。 

 （２） 局設置遠隔収容装置設置局又は局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、消防警察

トランクの必要設備量を２とする。さらに当該局に異行政収容対応回線が存在する場合に

は、異行政収容先ごとに消防警察トランク必要数を１ずつ加算するものとする。 

 （３） 加入者交換機設置局ごとに、当該局の消防警察トランク必要数及び当該局に帰属

する全ての局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局の消防警察トラ

ンク必要数を加えたものを当該局の消防警察トランク数とする。 

 （４） 加入者交換機設置局ごとに、当該局の消防警察トランク数を消防警察トランク搭

載架最大搭載数で除した商（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を当該局の消

防警察トランク架数とする。 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した消防警察トランク数及び消防警察トラン

ク架数を用いて局ごと消防警察トランク投資額を求め、すべての局の局ごと消防警察トラン

ク投資額を合算し、消防警察トランク投資額を算定する。 

 局ごと消防警察トランク投資額＝消防警察トランク数×消防警察トランク単価＋消防警

察トランク架数×消防警察トランク搭載架単価 

警察消防用回線

集約装置 

１ 設備量の算定 

 警察消防用回線集約装置の割付対象として指定された加入者交換機設置局ごとに、以下の

手順で警察消防用回線集約装置の台数を算定する。 

 （１） 受付台収容局に設定された専用線回線数を、当該受付台収容局に対する割付対象

として指定された加入者交換機設置局ごとに、必要となる専用線回線数の算定をして割付処

理を行い、割り付けられた専用線回線数を当該加入者交換機設置局の総割付回線数とする。 

 （２） 当該局の消防警察トランク数が総割付回線数以下の場合には、当該局の警察消防

用回線集約装置数を０とする。総割付回線数を超える場合には、当該局の総割付回線数を警

察消防用回線集約装置最大収容回線数で除した商（１に満たない端数は、切り上げるものと

する。）を、当該局の警察消防用回線集約装置数とする。 

 （３） 当該局の警察消防用回線集約装置数を警察消防用回線集約装置搭載架最大搭載数

で除した商（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を当該局の警察消防用回線集

約装置架数とする。 

消防警察トラン

ク 

１ 設備量の算定 

 （１） 加入者交換機設置局ごとに、当該局が２万回線未満の局別収容回線数を収容する

場合は、当該局の消防警察トランクの必要設備量は２とする。２万回線以上の場合は、当該

回線数から２万を引いた後、１万で除した商（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）

に２を加えた値を当該局の消防警察トランク必要数とする。さらに当該局に異行政収容対応

回線が存在する場合には、異行政収容先ごとに消防警察トランク必要数を１ずつ加算するも

のとする。 

 （２） 遠隔収容装置設置局ごとに、消防警察トランクの必要設備量を２とする。さらに

当該局に異行政収容対応回線が存在する場合には、異行政収容先ごとに消防警察トランク必

要数を１ずつ加算するものとする。 

 （３） 加入者交換機設置局ごとに、当該局の消防警察トランク必要数及び当該局に帰属

するすべての遠隔収容装置設置局の消防警察トランク必要数を加えたものを当該局の消防

警察トランク数とする。 

 （４） 加入者交換機設置局ごとに、当該局の消防警察トランク数を消防警察トランク搭

載架最大搭載数で除した商（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を当該局の消

防警察トランク架数とする。 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した消防警察トランク数及び消防警察トラン

ク架数を用いて局ごと消防警察トランク投資額を求め、すべての局の局ごと消防警察トラン

ク投資額を合算し、消防警察トランク投資額を算定する。 

 局ごと消防警察トランク投資額＝消防警察トランク数×消防警察トランク単価＋消防警

察トランク架数×消防警察トランク搭載架単価 

警察消防用回線

集約装置 

１ 設備量の算定 

 警察消防用回線集約装置の割付対象として指定された加入者交換機設置局ごとに、以下の

手順で警察消防用回線集約装置の台数を算定する。 

 （１） 受付台収容局に設定された専用線回線数を、当該受付台収容局に対する割付対象

として指定された加入者交換機設置局ごとに、必要となる専用線回線数の算定をして割付処

理を行い、割り付けられた専用線回線数を当該加入者交換機設置局の総割付回線数とする。 

 （２） 当該局の消防警察トランク数が総割付回線数以下の場合には、当該局の警察消防

用回線集約装置数を０とする。総割付回線数を超える場合には、当該局の総割付回線数を警

察消防用回線集約装置最大収容回線数で除した商（１に満たない端数は、切り上げるものと

する。）を、当該局の警察消防用回線集約装置数とする。 

 （３） 当該局の警察消防用回線集約装置数を警察消防用回線集約装置搭載架最大搭載数

で除した商（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を当該局の警察消防用回線集

約装置架数とする。 
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２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した警察消防用回線集約装置数及び警察消防

用回線集約装置架数を用いて割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額を求め、すべて

の割付対象局の割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額を合算し、警察消防用回線集

約装置投資額を算定する。 

 割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額＝警察消防用回線集約装置数×警察消防

用回線集約装置単価＋警察消防用回線集約装置架数×警察消防用回線集約装置搭載架単価 

主配線盤 １ 設備量の算定 

 （１） 局ごとに、当該局に直接メタル回線で収容される回線数にき線回線予備率分を加

算したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を主配線盤の端子数とする。 

 （２） （１）の端子数を主配線盤架当たり回線数で除したもの（１に満たない端数は、

切り上げるものとする。）を主配線盤の架数とする。 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した端子数及び架数を用いて局ごと主配線盤

投資額を求め、すべての局の局ごと主配線盤投資額を合算し、主配線盤投資額を算定する。 

 局ごと主配線盤投資額＝主配線盤電話架数×主配線盤架当たり単価＋主配線盤電話端子

数×主配線盤端子当たり単価 

光ケーブル成端

架 

１ 設備量の算定 

 （１） 局ごとに、当該局に直接光回線で収容される回線数に回線当たり心線数を乗じて

き線回線予備率分を加算したもの、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数にき線点遠隔収

容装置当たり心線数を乗じたものに光予備心線数を加算したもの及び中継系電話用心線数

の合計を光ケーブル成端架心線数とする。 

 （２） （１）の心線数を光ケーブル成端架（大型）架当たり心線数で除したもの（１に

満たない端数は、切り捨てるものとする。）を光ケーブル成端架（大型）架数とする。光ケ

ーブル成端架（大型）架当たり心線数に光ケーブル成端架（大型）架数を乗じたものを、光

ケーブル成端架（大型）心線数とする。 

 （３） （１）の光ケーブル成端架心線数から（２）で求めた光ケーブル成端架（大型）

心線数を引いたものを光ケーブル成端架残り心線数とし、この心線数が光ケーブル成端架

（中型）架当たり心線数より多ければ光ケーブル成端架（大型）に収容することとする。光

ケーブル成端架（小型２）架当たり心線数より多く、光ケーブル成端架（中型）架当たり心

線数以下ならば光ケーブル成端架（中型）に収容することとする。光ケーブル成端架（小型

１）架当たり心線数より多く、光ケーブル成端架（小型２）架当たり心線数以下ならば光ケ

ーブル成端架（小型２）に収容することとする。光ケーブル成端架（小型１）架当たり心線

数以下ならば光ケーブル成端架（小型１）に収容することとする。 

 （４） （３）の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架（大型）に収容

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した警察消防用回線集約装置数及び警察消防

用回線集約装置架数を用いて割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額を求め、すべて

の割付対象局の割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額を合算し、警察消防用回線集

約装置投資額を算定する。 

 割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額＝警察消防用回線集約装置数×警察消防

用回線集約装置単価＋警察消防用回線集約装置架数×警察消防用回線集約装置搭載架単価 

主配線盤 １ 設備量の算定 

 （１） 局ごとに、当該局に直接メタル回線で収容される回線数にき線回線予備率分を加

算したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を主配線盤の端子数とする。 

 （２） （１）の端子数を主配線盤架当たり回線数で除したもの（１に満たない端数は、

切り上げるものとする。）を主配線盤の架数とする。 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した端子数及び架数を用いて局ごと主配線盤

投資額を求め、すべての局の局ごと主配線盤投資額を合算し、主配線盤投資額を算定する。 

 局ごと主配線盤投資額＝主配線盤電話架数×主配線盤架当たり単価＋主配線盤電話端子

数×主配線盤端子当たり単価 

光ケーブル成端

架 

１ 設備量の算定 

 （１） 局ごとに、当該局に直接光回線で収容される回線数に回線当たり心線数を乗じて

き線回線予備率分を加算したもの、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数にき線点遠隔収

容装置当たり心線数を乗じたものに光予備心線数を加算したもの及び中継系電話用心線数

の合計を光ケーブル成端架心線数とする。 

 （２） （１）の心線数を光ケーブル成端架（大型）架当たり心線数で除したもの（１に

満たない端数は、切り捨てるものとする。）を光ケーブル成端架（大型）架数とする。光ケ

ーブル成端架（大型）架当たり心線数に光ケーブル成端架（大型）架数を乗じたものを、光

ケーブル成端架（大型）心線数とする。 

 （３） （１）の光ケーブル成端架心線数から（２）で求めた光ケーブル成端架（大型）

心線数を引いたものを光ケーブル成端架残り心線数とし、この心線数が光ケーブル成端架

（中型）架当たり心線数より多ければ光ケーブル成端架（大型）に収容することとする。光

ケーブル成端架（小型２）架当たり心線数より多く、光ケーブル成端架（中型）架当たり心

線数以下ならば光ケーブル成端架（中型）に収容することとする。光ケーブル成端架（小型

１）架当たり心線数より多く、光ケーブル成端架（小型２）架当たり心線数以下ならば光ケ

ーブル成端架（小型２）に収容することとする。光ケーブル成端架（小型１）架当たり心線

数以下ならば光ケーブル成端架（小型１）に収容することとする。 

 （４） （３）の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架（大型）に収容
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する場合には、光ケーブル成端架（大型）架数に１を加え、光ケーブル成端架（大型）心線

数に光ケーブル成端架残り心線数を加えるものとする。 

 （５） （３）の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架（中型）に収容

する場合には、光ケーブル成端架（中型）架数を１とし、光ケーブル成端架残り心線数を光

ケーブル成端架（中型）心線数とする。 

 （６） （３）の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架（小型２）に収

容する場合には、光ケーブル成端架（小型２）架数を１とし、光ケーブル成端架残り心線数

を光ケーブル成端架（小型２）心線数とする。 

 （７） （３）の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架（小型１）に収

容する場合には、光ケーブル成端架（小型１）架数を１とし、光ケーブル成端架残り心線数

を光ケーブル成端架（小型１）心線数とする。 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した心線数及び架数を用いて局ごと光ケーブ

ル成端架投資額を求め、すべての局の局ごと光ケーブル成端架投資額を合算し、光ケーブル

成端架投資額を算定する。 

 局ごと光ケーブル成端架投資額＝光ケーブル成端架（大型）架数×光ケーブル成端架（大

型）架当たり単価＋光ケーブル成端架（大型）心線数×光ケーブル成端架（大型）心線当た

り単価＋光ケーブル成端架（中型）架数×光ケーブル成端架（中型）架当たり単価＋光ケー

ブル成端架（中型）心線数×光ケーブル成端架（中型）心線当たり単価＋光ケーブル成端架

（小型２）架数×光ケーブル成端架（小型２）架当たり単価＋光ケーブル成端架（小型２）

心線数×光ケーブル成端架（小型２）心線当たり単価＋光ケーブル成端架（小型１）架数×

光ケーブル成端架（小型１）架当たり単価＋光ケーブル成端架（小型１）心線数×光ケーブ

ル成端架（小型１）心線当たり単価 

伝送装置 １ 局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置する伝送装置の設備量の算定 

 （１） 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、次の手順で伝送装置の台数を算定する。 

  ア 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容されるアナログ回線で収容さ

れる回線数を、局設置遠隔収容装置集線率、伝送装置収容率及びチャネル切上単位（１．５

Ｍ）で除して、多重変換装置１．５Ｍパス数を算定する（１に満たない端数は、切り上げる

ものとする。）。 

  イ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容される総合デジタル通信サー

ビス回線数及びＰＨＳ回線数の合計回線数を、局設置遠隔収容装置集線率、伝送装置収容率

及び総合デジタル通信サービス６Ｍパス収容回線数で除して、多重変換装置６Ｍパス数を算

定する（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

 この場合において、総合デジタル通信サービス回線数は、第一種総合デジタル通信サービ

ス回線数及び第二種総合デジタル通信サービス回線数に第二種総合デジタル通信サービス

する場合には、光ケーブル成端架（大型）架数に１を加え、光ケーブル成端架（大型）心線

数に光ケーブル成端架残り心線数を加えるものとする。 

 （５） （３）の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架（中型）に収容

する場合には、光ケーブル成端架（中型）架数を１とし、光ケーブル成端架残り心線数を光

ケーブル成端架（中型）心線数とする。 

 （６） （３）の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架（小型２）に収

容する場合には、光ケーブル成端架（小型２）架数を１とし、光ケーブル成端架残り心線数

を光ケーブル成端架（小型２）心線数とする。 

 （７） （３）の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架（小型１）に収

容する場合には、光ケーブル成端架（小型１）架数を１とし、光ケーブル成端架残り心線数

を光ケーブル成端架（小型１）心線数とする。 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した心線数及び架数を用いて局ごと光ケーブ

ル成端架投資額を求め、すべての局の局ごと光ケーブル成端架投資額を合算し、光ケーブル

成端架投資額を算定する。 

 局ごと光ケーブル成端架投資額＝光ケーブル成端架（大型）架数×光ケーブル成端架（大

型）架当たり単価＋光ケーブル成端架（大型）心線数×光ケーブル成端架（大型）心線当た

り単価＋光ケーブル成端架（中型）架数×光ケーブル成端架（中型）架当たり単価＋光ケー

ブル成端架（中型）心線数×光ケーブル成端架（中型）心線当たり単価＋光ケーブル成端架

（小型２）架数×光ケーブル成端架（小型２）架当たり単価＋光ケーブル成端架（小型２）

心線数×光ケーブル成端架（小型２）心線当たり単価＋光ケーブル成端架（小型１）架数×

光ケーブル成端架（小型１）架当たり単価＋光ケーブル成端架（小型１）心線数×光ケーブ

ル成端架（小型１）心線当たり単価 

伝送装置 １ 局設置遠隔収容装置～加入者交換機間に設置する伝送装置の設備量の算定 

 （１） 遠隔収容装置設置局ごとに、次の手順で伝送装置の台数を算定する。 

  ア 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容されるアナログ回線で収容される回

線数を、局設置遠隔収容装置集線率、伝送装置収容率及びチャネル切上単位（１．５Ｍ）で

除して、多重変換装置１．５Ｍパス数を算定する（１に満たない端数は、切り上げるものと

する。）。 

  イ 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容される総合デジタル通信サービス回

線数及びＰＨＳ回線数の合計回線数を、局設置遠隔収容装置集線率、伝送装置収容率及び総

合デジタル通信サービス６Ｍパス収容回線数で除して、多重変換装置６Ｍパス数を算定する

（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

 この場合において、総合デジタル通信サービス回線数は、第一種総合デジタル通信サービ

ス回線数及び第二種総合デジタル通信サービス回線数に第二種総合デジタル通信サービス

130



換算係数を乗じたものの合計の回線数とする。 

  ウ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容される低速専用線回線数、高

速メタル専用線回線数及び高速光専用線回線数を伝送装置収容率及び６Ｍパス収容回線数

で除して、６Ｍパス数をそれぞれ求め、その合計を多重変換装置専用６Ｍパス数とする（１

に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

 この場合において、６Ｍパス収容回線数は、低速専用、高速メタル専用及び高速光専用の

別にそれぞれ対応した数値を用いる。 

  エ 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容されるＡＴＭ専用線回線数、

ＡＴＭデータ伝送回線数、ＡＤＳＬ地域ＩＰ回線数及び光地域ＩＰ回線数をそれぞれの回線

当たり速度で乗じ、伝送装置収容率及び６Ｍパスあたり速度で除して、それぞれの伝送設備

共用比率を乗じた上で６Ｍパス数をそれぞれ求め、その合計を多重変換装置データ系６Ｍパ

ス数とする（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

  オ イ、ウ及びエで算定した多重変換装置６Ｍパス数、多重変換装置専用６Ｍパス数及

び多重変換装置データ系６Ｍパス数の合計並びにアの多重変換装置１．５Ｍパス数をインタ

フェース当たりハイウェイ数で除して、６Ｍインタフェース数及び１．５Ｍインタフェース

数を算定する（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

  カ イ、ウ及びエで算定した多重変換装置６Ｍパス数、多重変換装置専用６Ｍパス数及

び多重変換装置データ系６Ｍパス数の合計にチャネル切上単位（６Ｍ）を乗じたもの及びア

の多重変換装置１．５Ｍパス数にチャネル切上単位（１．５Ｍ）を乗じたものの合計をチャ

ネル切上単位（５２Ｍ）で除して、多重変換装置５２Ｍパス数を算定する（１に満たない端

数は、切り上げるものとする。）。 

  キ カで算定した多重変換装置５２Ｍパス数を３で除して（１に満たない端数は、切り

捨てるものとする。）、多重変換装置１５６Ｍインタフェース数を算定する。 

 この際に生じた剰余の数を多重変換装置５２Ｍインタフェース数とする。 

  ク カで算定した多重変換装置５２Ｍパス数を３で除した商（１に満たない端数は、切

り上げるものとする。）を多重変換装置ユニット数とする。また、多重変換装置ユニット数

を多重変換装置架当たりユニット数で除したものを多重変換装置架数とする（１に満たない

端数は、切り上げるものとする。）。 

 （２） 加入者交換機設置局ごとに以下の手順で伝送装置の台数を算定する。 

  ア 当該局に帰属する局設置遠隔収容装置設置局の多重変換装置１５６Ｍインタフェ

ース数及び多重変換装置５２Ｍインタフェース数それぞれの合計を当該局の多重変換装置

１５６Ｍインタフェース数及び多重変換装置５２Ｍインタフェース数とする。 

  イ 当該局に帰属する局設置遠隔収容装置設置局の多重変換装置５２Ｍパス数の合計

を３で除した商（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を多重変換装置ユニット

数とする。 

換算係数を乗じたものの合計の回線数とする。 

  ウ 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容される低速専用線回線数、高速メタ

ル専用線回線数及び高速光専用線回線数を伝送装置収容率及び６Ｍパス収容回線数で除し

て、６Ｍパス数をそれぞれ求め、その合計を多重変換装置専用６Ｍパス数とする（１に満た

ない端数は、切り上げるものとする。）。 

 この場合において、６Ｍパス収容回線数は、低速専用、高速メタル専用及び高速光専用の

別にそれぞれ対応した数値を用いる。 

  エ 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容されるＡＴＭ専用線回線数、ＡＴＭ

データ伝送回線数、ＡＤＳＬ地域ＩＰ回線数及び光地域ＩＰ回線数をそれぞれの回線当たり

速度で乗じ、伝送装置収容率及び６Ｍパスあたり速度で除して、それぞれの伝送設備共用比

率を乗じた上で６Ｍパス数をそれぞれ求め、その合計を多重変換装置データ系６Ｍパス数と

する（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

  オ イ、ウ及びエで算定した多重変換装置６Ｍパス数、多重変換装置専用６Ｍパス数及

び多重変換装置データ系６Ｍパス数の合計並びにアの多重変換装置１．５Ｍパス数をインタ

フェース当たりハイウェイ数で除して、６Ｍインタフェース数及び１．５Ｍインタフェース

数を算定する（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）。 

  カ イ、ウ及びエで算定した多重変換装置６Ｍパス数、多重変換装置専用６Ｍパス数及

び多重変換装置データ系６Ｍパス数の合計にチャネル切上単位（６Ｍ）を乗じたもの及びア

の多重変換装置１．５Ｍパス数にチャネル切上単位（１．５Ｍ）を乗じたものの合計をチャ

ネル切上単位（５２Ｍ）で除して、多重変換装置５２Ｍパス数を算定する（１に満たない端

数は、切り上げるものとする。）。 

  キ カで算定した多重変換装置５２Ｍパス数を３で除して（１に満たない端数は、切り

捨てるものとする。）、多重変換装置１５６Ｍインタフェース数を算定する。 

 この際に生じた剰余の数を多重変換装置５２Ｍインタフェース数とする。 

  ク カで算定した多重変換装置５２Ｍパス数を３で除した商（１に満たない端数は、切

り上げるものとする。）を多重変換装置ユニット数とする。また、多重変換装置ユニット数

を多重変換装置架当たりユニット数で除したものを多重変換装置架数とする（１に満たない

端数は、切り上げるものとする。）。 

 （２） 加入者交換機設置局ごとに以下の手順で伝送装置の台数を算定する。 

  ア 当該局に帰属する遠隔収容装置設置局の多重変換装置１５６Ｍインタフェース数

及び多重変換装置５２Ｍインタフェース数それぞれの合計を当該局の多重変換装置１５６

Ｍインタフェース数及び多重変換装置５２Ｍインタフェース数とする。 

  イ 当該局に帰属する遠隔収容装置設置局の多重変換装置５２Ｍパス数の合計を３で

除した商（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を多重変換装置ユニット数とす

る。 
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  ウ 当該局の多重変換装置ユニット数を多重変換装置架当たりユニット数で除したも

の（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を多重変換装置架数とする。 

２ 加入者交換機～中継交換機間に設置する伝送装置の設備量の算定 

 加入者交換機～中継交換機間伝送路ごとに、次の手順で伝送装置の種類ごとの台数を算定

する。 

 （１） 伝送装置の組合せは次のとおりとする。 

  ア 加入者交換機設置局に多重変換装置を設置し、中継交換機設置局に多重変換装置を

設置する。 

  イ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（１５６Ｍ）を設置し、中継交換機設

置局に高速終端中継伝送装置（１５６Ｍ）を設置する。 

  ウ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（６００Ｍ）を設置し、中継交換機設

置局に高速終端中継伝送装置（６００Ｍ）を設置する。 

  エ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（２．４Ｇ）を設置し、中継交換機設

置局に高速終端中継伝送装置（２．４Ｇ）を設置する。 

  オ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（１５６Ｍ）を設置し、中継交換機設

置局にクロスコネクト装置を設置する。 

  カ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（６００Ｍ）を設置し、中継交換機設

置局に高速終端中継伝送装置（６００Ｍ）及びクロスコネクト装置を設置する。 

  キ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（２．４Ｇ）を設置し、中継交換機設

置局に高速終端中継伝送装置（２．４Ｇ）及びクロスコネクト装置を設置する。 

  ク 加入者交換機設置局及び中継交換機設置局に分岐挿入伝送装置を設置する。 

 （２） 加入者交換機の設備量から、（１）のアからエまでの組合せごとの伝送装置のイ

ンタフェース数、ユニット数、架数、必要中間中継伝送装置数等を算定し、投資額が最も低

くなる組合せを選択する。 

 （３） 中継交換機が２台以上の場合又は当該局に相互接続点が設置される場合にクロス

コネクト装置を設置することとし、（１）のオ、カ及びキの組合せごとの伝送装置のインタ

フェース数、ユニット数、架数、必要中間中継伝送装置数等を算定し、投資額が最も低くな

る組合せを選択する。 

 （４） （２）及び（３）で選択された組合せと（１）のクを比較し、投資額が最も低く

なるものを選択する。 

３ １及び２の規定に基づき算定した設備量から、当該設備を共有する専用線回線等（低速

専用線回線数、高速メタル専用線回線数、高速光専用線回線数、ＡＴＭ専用線回線数、ＡＴ

Ｍデータ伝送回線数、ＡＤＳＬ地域ＩＰ回線数及び光地域ＩＰ回線数）に係る設備量を、そ

れぞれのパス数の比率に基づいて控除する。 

４ 投資額の算定 

  ウ 当該局の多重変換装置ユニット数を多重変換装置架当たりユニット数で除したも

の（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を多重変換装置架数とする。 

２ 加入者交換機～中継交換機間に設置する伝送装置の設備量の算定 

 加入者交換機～中継交換機間伝送路ごとに、次の手順で伝送装置の種類ごとの台数を算定

する。 

 （１） 伝送装置の組合せは次のとおりとする。 

  ア 加入者交換機設置局に多重変換装置を設置し、中継交換機設置局に多重変換装置を

設置する。 

  イ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（１５６Ｍ）を設置し、中継交換機設

置局に高速終端中継伝送装置（１５６Ｍ）を設置する。 

  ウ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（６００Ｍ）を設置し、中継交換機設

置局に高速終端中継伝送装置（６００Ｍ）を設置する。 

  エ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（２．４Ｇ）を設置し、中継交換機設

置局に高速終端中継伝送装置（２．４Ｇ）を設置する。 

  オ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（１５６Ｍ）を設置し、中継交換機設

置局にクロスコネクト装置を設置する。 

  カ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（６００Ｍ）を設置し、中継交換機設

置局に高速終端中継伝送装置（６００Ｍ）及びクロスコネクト装置を設置する。 

  キ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置（２．４Ｇ）を設置し、中継交換機設

置局に高速終端中継伝送装置（２．４Ｇ）及びクロスコネクト装置を設置する。 

  ク 加入者交換機設置局及び中継交換機設置局に分岐挿入伝送装置を設置する。 

 （２） 加入者交換機の設備量から、（１）のアからエまでの組合せごとの伝送装置のイ

ンタフェース数、ユニット数、架数、必要中間中継伝送装置数等を算定し、投資額が最も低

くなる組合せを選択する。 

 （３） 中継交換機が２台以上の場合又は当該局に相互接続点が設置される場合にクロス

コネクト装置を設置することとし、（１）のオ、カ及びキの組合せごとの伝送装置のインタ

フェース数、ユニット数、架数、必要中間中継伝送装置数等を算定し、投資額が最も低くな

る組合せを選択する。 

 （４） （２）及び（３）で選択された組合せと（１）のクを比較し、投資額が最も低く

なるものを選択する。 

３ １及び２の規定に基づき算定した設備量から、当該設備を共有する専用線回線等（低速

専用線回線数、高速メタル専用線回線数、高速光専用線回線数、ＡＴＭ専用線回線数、ＡＴ

Ｍデータ伝送回線数、ＡＤＳＬ地域ＩＰ回線数及び光地域ＩＰ回線数）に係る設備量を、そ

れぞれのパス数の比率に基づいて控除する。 

４ 投資額の算定 
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 次の算定式により、前３項の規定に基づき算定した伝送装置の種類別の架数等を用いて伝

送装置投資額を算定する。 

  局ごと伝送装置投資額＝多重変換装置投資額 

             ＋高速終端中継伝送装置投資額 

             ＋クロスコネクト装置投資額 

             ＋分岐挿入伝送装置投資額 

  局ごと多重変換装置投資額 

           ＝多重変換装置架数 

             ×多重変換装置架・共通部当たり単価 

            ＋多重変換装置ユニット数 

             ×多重変換装置ユニット当たり単価 

            ＋多重変換装置１．５Ｍインタフェース数 

             ×多重変換装置１．５Ｍインタフェース当たり単価 

            ＋多重変換装置２Ｍインタフェース数 

             ×多重変換装置２Ｍインタフェース当たり単価 

            ＋多重変換装置６Ｍインタフェース数 

             ×多重変換装置６Ｍインタフェース当たり単価 

            ＋多重変換装置８Ｍインタフェース数 

             ×多重変換装置８Ｍインタフェース当たり単価 

            ＋多重変換装置５２Ｍインタフェース数 

             ×多重変換装置５２Ｍインタフェース当たり単価 

            ＋多重変換装置１５６Ｍインタフェース数 

             ×多重変換装置１５６Ｍインタフェース当たり単価 

  局ごと高速終端中継伝送装置投資額 

        ＝高速終端中継伝送装置架数 

          ×高速終端中継伝送装置架・共通部当たり単価 

         ＋高速終端中継伝送装置ユニット数 

          ×高速終端中継伝送装置ユニット当たり単価 

         ＋高速終端中継伝送装置局内インタフェース数 

          ×高速終端中継伝送装置局内インタフェース当たり単価 

         ＋高速終端中継伝送装置局間インタフェース数 

          ×高速終端中継伝送装置局間インタフェース単価 

  局ごとクロスコネクト装置投資額 

      ＝クロスコネクト装置基本架数 

        ×クロスコネクト装置基本架当たり単価 

 次の算定式により、前３項の規定に基づき算定した伝送装置の種類別の架数等を用いて伝

送装置投資額を算定する。 

  局ごと伝送装置投資額＝多重変換装置投資額 

             ＋高速終端中継伝送装置投資額 

             ＋クロスコネクト装置投資額 

             ＋分岐挿入伝送装置投資額 

  局ごと多重変換装置投資額 

           ＝多重変換装置架数 

             ×多重変換装置架・共通部当たり単価 

            ＋多重変換装置ユニット数 

             ×多重変換装置ユニット当たり単価 

            ＋多重変換装置１．５Ｍインタフェース数 

             ×多重変換装置１．５Ｍインタフェース当たり単価 

            ＋多重変換装置２Ｍインタフェース数 

             ×多重変換装置２Ｍインタフェース当たり単価 

            ＋多重変換装置６Ｍインタフェース数 

             ×多重変換装置６Ｍインタフェース当たり単価 

            ＋多重変換装置８Ｍインタフェース数 

             ×多重変換装置８Ｍインタフェース当たり単価 

            ＋多重変換装置５２Ｍインタフェース数 

             ×多重変換装置５２Ｍインタフェース当たり単価 

            ＋多重変換装置１５６Ｍインタフェース数 

             ×多重変換装置１５６Ｍインタフェース当たり単価 

  局ごと高速終端中継伝送装置投資額 

        ＝高速終端中継伝送装置架数 

          ×高速終端中継伝送装置架・共通部当たり単価 

         ＋高速終端中継伝送装置ユニット数 

          ×高速終端中継伝送装置ユニット当たり単価 

         ＋高速終端中継伝送装置局内インタフェース数 

          ×高速終端中継伝送装置局内インタフェース当たり単価 

         ＋高速終端中継伝送装置局間インタフェース数 

          ×高速終端中継伝送装置局間インタフェース単価 

  局ごとクロスコネクト装置投資額 

      ＝クロスコネクト装置基本架数 

        ×クロスコネクト装置基本架当たり単価 
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       ＋クロスコネクト装置接続架数 

        ×クロスコネクト装置接続架当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置増設リンク数 

        ×クロスコネクト装置増設リンク当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置空間スイッチユニット数 

        ×クロスコネクト装置空間スイッチユニット当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置局内５２Ｍインタフェース数 

        ×クロスコネクト装置局内５２Ｍインタフェース当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置局内１５６Ｍインタフェース数 

        ×クロスコネクト装置局内１５６Ｍインタフェース当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置局外インタフェース数 

        ×クロスコネクト装置局外インタフェース当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置ユニット数 

        ×クロスコネクト装置ユニット単価 

  局ごと分岐挿入伝送装置投資額 

          ＝分岐挿入伝送装置システム数 

            ×分岐挿入伝送装置システム当たり単価 

           ＋分岐挿入伝送装置局内インタフェース数 

            ×分岐挿入伝送装置局内インタフェース当たり単価 

中間中継伝送装

置 

１ 局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置

の設備量の算定 

 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設

置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから２を減じたもの（１に満たない端

数は、切り上げるものとする。）に、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数と当該局に設

置される局設置簡易遠隔収容装置数の合計を乗じたものを、当該局の中間中継伝送装置数と

し、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、当

該局の中間中継伝送装置架数とする。 

２ 局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設

備量の算定 

 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、次の（１）及び（２）の手順で求めた中間中継伝送装

置数及び中間中継伝送装置架数の合計を、当該局の中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装

置架数とする。 

 （１） 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、多重変換装置（５２Ｍ）及び多重変換装置（１

５６Ｍ）につき、局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間里程を中間中継伝送装

置平均距離で除したものから２を減じたもの（１に満たない端数は、切り上げるものとす

       ＋クロスコネクト装置接続架数 

        ×クロスコネクト装置接続架当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置増設リンク数 

        ×クロスコネクト装置増設リンク当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置空間スイッチユニット数 

        ×クロスコネクト装置空間スイッチユニット当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置局内５２Ｍインタフェース数 

        ×クロスコネクト装置局内５２Ｍインタフェース当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置局内１５６Ｍインタフェース数 

        ×クロスコネクト装置局内１５６Ｍインタフェース当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置局外インタフェース数 

        ×クロスコネクト装置局外インタフェース当たり単価 

       ＋クロスコネクト装置ユニット数 

        ×クロスコネクト装置ユニット単価 

  局ごと分岐挿入伝送装置投資額 

          ＝分岐挿入伝送装置システム数 

            ×分岐挿入伝送装置システム当たり単価 

           ＋分岐挿入伝送装置局内インタフェース数 

            ×分岐挿入伝送装置局内インタフェース当たり単価 

中間中継伝送装

置 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の

算定 

 （１） 加入者交換機設置局ごとに、遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間里程を

中間中継伝送装置平均距離で除したものから２を減じたもの（１に満たない端数は、切り上

げるものとする。）に、当該局に帰属する局設置遠隔収容装置数を乗じたものを、当該局の

中間中継伝送装置数とする。 
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る。）に、当該局に設置する多重変換装置インタフェース数を乗じたものを当該局の中間中

継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除

したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。 

 （２） 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設

置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから２を減じたもの（１に満たない端

数は、切り上げるものとする。）に、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数を乗じたもの

を、当該局の中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝

送装置架収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。 

３ 加入者交換機設置局～中継交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算

定 

  加入者交換機設置局ごとに、次の（１）及び（２）の手順で求めた中間中継伝送装置数

及び中間中継伝送装置架数の合計を、当該局の中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架

数とする。 

 （１） 加入者交換機設置局ごとに、多重変換装置（５２Ｍ）及び多重変換装置（１５６

Ｍ）につき、多重変換装置局間インタフェース数を２で除したものに、加入者交換機設置局

～中継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから２を減じたもの

（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を乗じたものを中間中継伝送装置数とし、

中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、中間中

継伝送装置架数とする。 

 （２） 加入者交換機設置局ごとに、高速終端中継伝送装置（１５６Ｍ）、高速終端中継

伝送装置（６００Ｍ）及び高速終端中継伝送装置（２．４Ｇ）につき、高速終端中継伝送装

置局間インタフェース数を２で除したものに、加入者交換機設置局～中継交換機設置局間里

程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから２を減じたもの（１に満たない端数は、切

り上げるものとする。）を乗じたものの合計を中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置

数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、中間中継伝送装置架数と

する。 

４ 中継交換機設置局～中継交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算定 

  中継交換機設置局（当該局の上位に中継交換機設置局が存在する局に限る。）ごとに、

高速終端中継伝送装置（１５６Ｍ）、高速終端中継伝送装置（６００Ｍ）及び高速終端中継

伝送装置（２．４Ｇ）につき、高速終端中継伝送装置局間インタフェース数を２で除したも

のに、中継交換機設置局～中継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したも

のから２を減じたもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を乗じたものの合

計を当該局の中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝

送装置架収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。 

５ 投資額の算定 

 

 

 

 （２） （１）の中間中継伝送装置数を、中間中継伝送装置架当たり台数及び中間中継伝

送装置架収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。 

 

 

 

２ 加入者交換機設置局～中継交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算

定 

加入者交換機設置局ごとに、次の（１）及び（２）の手順で求めた中間中継伝送装置数及

び中間中継伝送装置架数の合計を、当該局の中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数

とする。 

 （１） 加入者交換機設置局ごとに、多重変換装置（５２Ｍ）及び多重変換装置（１５６

Ｍ）につき、多重変換装置局間インタフェース数を２で除したものに、加入者交換機設置局

～中継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから２を減じたもの

（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を乗じたものを中間中継伝送装置数とし、

中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、中間中

継伝送装置架数とする。 

 （２） 加入者交換機設置局ごとに、高速終端中継伝送装置（１５６Ｍ）、高速終端中継

伝送装置（６００Ｍ）及び高速終端中継伝送装置（２．４Ｇ）につき、高速終端中継伝送装

置局間インタフェース数を２で除したものに、加入者交換機設置局～中継交換機設置局間里

程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから２を減じたもの（１に満たない端数は、切

り上げるものとする。）を乗じたものの合計を中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置

数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、中間中継伝送装置架数と

する。 

３ 中継交換機設置局～中継交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算定 

中継交換機設置局（当該局の上位に中継交換機設置局が存在する局に限る。）ごとに、高

速終端中継伝送装置（１５６Ｍ）、高速終端中継伝送装置（６００Ｍ）及び高速終端中継伝

送装置（２．４Ｇ）につき、高速終端中継伝送装置局間インタフェース数を２で除したもの

に、中継交換機設置局～中継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したもの

から２を減じたもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を乗じたものの合計

を当該局の中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送

装置架収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。 

４ 投資額の算定 
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  次の算定式により、前４項の規定に基づき算定した中間中継伝送装置数及び中間中継伝

送装置架数を用いて局ごと中間中継伝送装置投資額を求め、すべての局の局ごと中間中継伝

送装置投資額を合算し、中間中継伝送装置投資額を算定する。 

  局ごと中間中継伝送装置投資額＝中間中継伝送装置架数×中間中継伝送装置架・共通部

当たり単価＋中間中継伝送装置数×中間中継伝送装置単価 

クロック供給装

置 

１ 設備量の算定 

 （１） 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数（当該局

に設置される無線伝送装置のうち変復調回線切替装置架数及び無線送受信装置架数並びに

衛星通信設備のうちＴＤＭＡ装置架数、衛星送受信装置架数及び衛星回線制御装置架数を合

計したもの）をクロック供給装置架当たり最大クロック分配数で除したものを、クロック供

給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架数とする。 

 （２） 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数（局設置遠隔

収容装置の台数、多重変換装置の架数、無線伝送装置のうち変復調回線切替装置架数及び無

線送受信装置架数並びに衛星通信設備のうちＴＤＭＡ装置架数、衛星送受信装置架数及び衛

星回線制御装置架数を合計したもの。）をクロック供給装置架当たり最大クロック分配数で

除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架数とする。 

 （３） 加入者交換機設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数（当該局に帰属する

局設置遠隔収容装置設置局との間で設置する多重変換装置の架数、加入者系半固定パス伝送

装置の架数、多重変換装置の架数、高速終端中継伝送装置の架数、分岐挿入伝送装置の架数

及び加入者交換機のユニット数、無線伝送装置のうち変復調回線切替装置架数及び無線送受

信装置架数並びに衛星通信設備のうちＴＤＭＡ装置架数、衛星送受信装置架数及び衛星回線

制御装置架数を合計したもの。）をクロック供給装置架当たり最大クロック分配数で除した

ものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架数とする。 

 （４） 中継交換機設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数（多重変換装置の架数、

高速終端中継伝送装置の架数、分岐挿入伝送装置の架数、中継交換機のユニット数、クロス

コネクト装置基本架数及びクロスコネクト装置増設架数、無線伝送装置のうち変復調回線切

替装置架数及び無線送受信装置架数並びに衛星通信設備のうちＴＤＭＡ装置架数、衛星送受

信装置架数及び衛星回線制御装置架数を合計したもの。）をクロック供給装置架当たり最大

クロック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装

置架数とする。 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した被クロック供給装置数及び架数を用いて

局ごとクロック供給装置投資額を求め、すべての局の局ごとクロック供給装置投資額を合算

し、クロック供給装置投資額を算定する。 

 局ごとクロック供給装置投資額＝クロック供給装置架数×クロック供給装置架・共通部単

  次の算定式により、前３項の規定に基づき算定した中間中継伝送装置数及び中間中継伝

送装置架数を用いて局ごと中間中継伝送装置投資額を求め、すべての局の局ごと中間中継伝

送装置投資額を合算し、中間中継伝送装置投資額を算定する。 

  局ごと中間中継伝送装置投資額＝中間中継伝送装置架数×中間中継伝送装置架・共通部

当たり単価＋中間中継伝送装置数×中間中継伝送装置単価 

クロック供給装

置 

１ 設備量の算定 

 

 

 

 

 

 （１） 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数（局設置遠隔収容装

置の台数及び多重変換装置の架数を合計したもの。）をクロック供給装置架当たり最大クロ

ック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架

数とする。 

 

 （２） 加入者交換機設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数（当該局に帰属する

遠隔収容装置設置局との間で設置する多重変換装置の架数、加入者系半固定パス伝送装置の

架数、多重変換装置の架数、高速終端中継伝送装置の架数、分岐挿入伝送装置の架数及び加

入者交換機のユニット数を合計したもの。）をクロック供給装置架当たり最大クロック分配

数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架数とす

る。 

 

 （３） 中継交換機設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数（多重変換装置の架数、

高速終端中継伝送装置の架数、分岐挿入伝送装置の架数、中継交換機のユニット数、クロス

コネクト装置基本架数及びクロスコネクト装置増設架数を合計したもの。）をクロック供給

装置架当たり最大クロック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したもの

をクロック供給装置架数とする。 

 

 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した被クロック供給装置数及び架数を用いて

局ごとクロック供給装置投資額を求め、すべての局の局ごとクロック供給装置投資額を合算

し、クロック供給装置投資額を算定する。 

 局ごとクロック供給装置投資額＝クロック供給装置架数×クロック供給装置架・共通部単
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価＋クロック供給装置被クロック供給装置数÷４×クロック供給装置供給クロック単価 

メタルケーブル １ 配線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定 

 （１） き線点から先の配線設備の算定に当たっては、回線需要の分布をもとに、あらか

じめ準備された配線パターンの中から最も適切なものを選択し、配線メタルケーブルの亘長

ｋｍを算定する。ケーブルの対数、条数は、回線需要数を勘案して算定する。当該ケーブル

対数、条数を用いて、必要となるメタルケーブルの延長ｋｍ、対ｋｍを算定する。 

 （２） 架空メタルケーブル及び地下メタルケーブルの延長ｋｍ、対ｋｍは、加入者交換

機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局ごとに与えられた配線地

下比率を基に算定する。ただし、２（３）においてすべてのき線架空ケーブルを地中化して

も局ごとケーブル地中化率に達しない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。 

 （３） ビル引込ケーブルについては、回線の需要密度を勘案して算定する。 

２ き線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定 

 （１） 加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局か

らき線点までの間のき線設備の算定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長ｋ

ｍを算定する。 

 （２） （１）によりき線亘長が確定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から、設備管

理運営費（減価償却費と施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。）が最も低く

なる組合せを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により、選択不可

能なものは除く。 

  ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 

  イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

  ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 

  エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

 （３） 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換え

る。置換えを行うケーブルは、加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容

装置を設置する局から近いものであり、かつ敷設条数が多いものを優先することとする。 

 （４） （３）により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについ

ては、当該区間をメタルケーブル、光ケーブルのいずれを使用する方が設備管理運営費がよ

り低くなるかを比較し、より安価なものを選択することとする。 

 （５） 伝送路の各区間における必要対数、条数は、需要数を勘案して算定し、メタルケ

ーブル延長ｋｍ、対ｋｍの算定に使用する。 

３ 投資額の算定 

 前項の規定に基づき算定した設備量を基に、加入者が収容されるすべての局ごとにメタル

ケーブル対ｋｍ及びメタルケーブル延長ｋｍの合計を求め、次の算定式により、局ごとのメ

タルケーブル投資額を算定し、すべての局の局ごとメタルケーブル投資額を合算して、メタ

価＋クロック供給装置被クロック供給装置数÷４×クロック供給装置供給クロック単価 

メタルケーブル １ 配線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定 

 （１） き線点から先の配線設備の算定に当たっては、回線需要の分布をもとに、あらか

じめ準備された配線パターンの中から最も適切なものを選択し、配線メタルケーブルの亘長

ｋｍを算定する。ケーブルの対数、条数は、回線需要数を勘案して算定する。当該ケーブル

対数、条数を用いて、必要となるメタルケーブルの延長ｋｍ、対ｋｍを算定する。 

 （２） 架空メタルケーブル及び地下メタルケーブルの延長ｋｍ、対ｋｍは、加入者交換

機又は遠隔収容装置を設置する局ごとに与えられた配線地下比率を基に算定する。ただし、

２（３）においてすべてのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル地中化率に達し

ない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。 

 （３） ビル引込ケーブルについては、回線の需要密度を勘案して算定する。 

２ き線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定 

 （１） 加入者交換機又は遠隔収容装置を設置する局からき線点までの間のき線設備の算

定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長ｋｍを算定する。 

 

 （２） （１）によりき線亘長が確定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から、設備管

理運営費（減価償却費と施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。）が最も低く

なる組合せを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により、選択不可

能なものは除く。 

  ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 

  イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

  ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 

  エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

 （３） 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換え

る。置換えを行うケーブルは、加入者交換機又は遠隔収容装置を設置する局から近いもので

あり、かつ敷設条数が多いものを優先することとする。 

 （４） （３）により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについ

ては、当該区間をメタルケーブル、光ケーブルのいずれを使用する方が設備管理運営費がよ

り低くなるかを比較し、より安価なものを選択することとする。 

 （５） 伝送路の各区間における必要対数、条数は、需要数を勘案して算定し、メタルケ

ーブル延長ｋｍ、対ｋｍの算定に使用する。 

３ 投資額の算定 

 前項の規定に基づき算定した設備量を基に、加入者が収容されるすべての局ごとにメタル

ケーブル対ｋｍ及びメタルケーブル延長ｋｍの合計を求め、次の算定式により、局ごとのメ

タルケーブル投資額を算定し、すべての局の局ごとメタルケーブル投資額を合算して、メタ
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ルケーブル投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

 局ごと種別ごとメタルケーブル投資額＝当該種別架空メタルケーブル対ｋｍ×当該種別

架空メタルケーブル対ｋｍ単価＋当該種別架空メタルケーブル延長ｋｍ×当該種別架空メ

タルケーブル延長ｋｍ単価＋当該種別地下メタルケーブル対ｋｍ×当該種別地下メタルケ

ーブル対ｋｍ単価＋当該種別地下メタルケーブル延長ｋｍ×当該種別地下メタルケーブル

延長ｋｍ単価 

加入系光ケーブ

ル 

１ 配線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定 

 （１） き線点から先の配線設備の算定にあたっては、あらかじめ準備された配線パター

ンを適用し、配線光ケーブルの亘長ｋｍを算定する。ケーブルの心数、条数は、回線需要数

を勘案して算定する。当該ケーブル心数、条数を用いて、光ケーブルの延長ｋｍ、心ｋｍを

算定する。 

 （２） 架空光ケーブル及び地下光ケーブルの延長ｋｍは、加入者交換機、局設置遠隔収

容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局ごとに与えられた配線地下比率を基に算

定する。ただし、２（３）においてすべてのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブ

ル地中化率に達しない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。 

２ き線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定 

 （１） 加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局か

らき線点までの間のき線設備の算定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長ｋ

ｍを算定する。 

 （２） （１）によりき線亘長ｋｍが確定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から、設

備管理運営費（減価償却費と施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。）が最も

低くなる組合せを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により、選択

不可能なものは除く。 

  ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 

  イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

  ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 

  エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

 （３） 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換え

る。置換えを行うケーブルは、加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容

装置を設置する局から近いものであり、かつ、敷設条数が多いものを優先することとする。 

 （４） （３）により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについ

ては、当該区間をメタルケーブル、光ケーブルのいずれが設備管理運営費がより低くなるか

を比較し、より安価なものを選択することとする。 

 （５） 伝送路の各区間における必要心数、条数は、需要数を勘案して算定し、光ケーブ

ル延長ｋｍ、心ｋｍの算定に使用する。 

ルケーブル投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

 局ごと種別ごとメタルケーブル投資額＝当該種別架空メタルケーブル対ｋｍ×当該種別

架空メタルケーブル対ｋｍ単価＋当該種別架空メタルケーブル延長ｋｍ×当該種別架空メ

タルケーブル延長ｋｍ単価＋当該種別地下メタルケーブル対ｋｍ×当該種別地下メタルケ

ーブル対ｋｍ単価＋当該種別地下メタルケーブル延長ｋｍ×当該種別地下メタルケーブル

延長ｋｍ単価 

加入系光ケーブ

ル 

１ 配線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定 

 （１） き線点から先の配線設備の算定にあたっては、あらかじめ準備された配線パター

ンを適用し、配線光ケーブルの亘長ｋｍを算定する。ケーブルの心数、条数は、回線需要数

を勘案して算定する。当該ケーブル心数、条数を用いて、光ケーブルの延長ｋｍ、心ｋｍを

算定する。 

 （２） 架空光ケーブル及び地下光ケーブルの延長ｋｍは、加入者交換機又は遠隔収容装

置を設置する局ごとに与えられた配線地下比率を基に算定する。ただし、２（３）において

すべてのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル地中化率に達しない場合は、配線

架空ケーブルの追加地中化処理を行う。 

２ き線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定 

 （１） 加入者交換機又は遠隔収容装置を設置する局からき線点までの間のき線設備の算

定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長ｋｍを算定する。 

 

 （２） （１）によりき線亘長ｋｍが確定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から、設

備管理運営費（減価償却費と施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。）が最も

低くなる組合せを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により、選択

不可能なものは除く。 

  ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。 

  イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

  ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。 

  エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。 

 （３） 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換え

る置換えを行うケーブルは、加入者交換機又は遠隔収容装置を設置する局から近いものであ

り、かつ、敷設条数が多いものを優先することとする。 

 （４） （３）により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについ

ては、当該区間をメタルケーブル、光ケーブルのいずれが設備管理運営費がより低くなるか

を比較し、より安価なものを選択することとする。 

 （５） 伝送路の各区間における必要心数、条数は、需要数を勘案して算定し、光ケーブ

ル延長ｋｍ、心ｋｍの算定に使用する。 

138



３ 投資額の算定 

 前項の規定に基づき算定した設備量を基に、加入者が収容されるすべての局ごとに光ケー

ブル心ｋｍ及び光ケーブル延長ｋｍの合計を求め、次の算定式により、局ごとの光ケーブル

投資額を算定し、すべての局の局ごと光ケーブル投資額を合算して光ケーブル投資額を算定

する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

 局ごと光ケーブル投資額＝加入系架空光ケーブル心ｋｍ×加入系架空光ケーブル心ｋｍ

単価＋加入系架空光ケーブル延長ｋｍ×加入系架空光ケーブル延長ｋｍ単価＋加入系地下

光ケーブル心ｋｍ×加入系地下光ケーブル心ｋｍ単価＋加入系地下光ケーブル延長ｋｍ×

加入系地下光ケーブル延長ｋｍ単価 

中継系光ケーブ

ル 

１ 局設置簡易遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量

の算定 

 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置ユニット数

及び当該局に設置する局設置簡易遠隔収容装置ユニット数を勘案し、必要な光ケーブル設備

量を算定する。 

２ 局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量の算

定 

 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置ユニット数及び

当該局に必要となる多重変換装置数を勘案し、必要な光ケーブル設備量を算定する。 

３ 交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量の算定 

 網構成（交換機設置局間の伝送路の構成）ごとに、必要となる伝送装置の量を勘案し、必

要なケーブル設備量を算定し、交換機設置局ごとに必要となる伝送容量に応じて設備量を帰

属する。 

４ 投資額の算定 

 前項の規定に基づき算定した設備量を基に、局ごとに光ケーブル心ｋｍ及び光ケーブル延

長ｋｍの合計を求め、次の算定式により、局ごと光ケーブル投資額を算定し、すべての局の

局ごとの光ケーブル投資額を合算して光ケーブル投資額を算定する。 

 局ごと光ケーブル投資額＝中継系架空光ケーブル心ｋｍ×中継系架空光ケーブル心ｋｍ

単価＋中継系架空光ケーブル延長ｋｍ×中継系架空光ケーブル延長ｋｍ単価＋中継系地下

光ケーブル心ｋｍ×中継系地下光ケーブル心ｋｍ単価＋中継系地下光ケーブル延長ｋｍ×

中継系地下光ケーブル延長ｋｍ単価 

海底光ケーブル １ 設備量の算定 

 区間設備として海底光ケーブルが指定されている局間の海底光ケーブル設備量を以下の

手順で算定する。 

 

 （１） 当該局間里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離を超える場合、当該区間は有

３ 投資額の算定 

 前項の規定に基づき算定した設備量を基に、加入者が収容されるすべての局ごとに光ケー

ブル心ｋｍ及び光ケーブル延長ｋｍの合計を求め、次の算定式により、局ごとの光ケーブル

投資額を算定し、すべての局の局ごと光ケーブル投資額を合算して光ケーブル投資額を算定

する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

 局ごと光ケーブル投資額＝加入系架空光ケーブル心ｋｍ×加入系架空光ケーブル心ｋｍ

単価＋加入系架空光ケーブル延長ｋｍ×加入系架空光ケーブル延長ｋｍ単価＋加入系地下

光ケーブル心ｋｍ×加入系地下光ケーブル心ｋｍ単価＋加入系地下光ケーブル延長ｋｍ×

加入系地下光ケーブル延長ｋｍ単価 

中継系光ケーブ

ル 

 

 

 

 

 

１ 遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量の算定 

 

 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置ユニット数及び当該局

に必要となる多重変換装置数を勘案し、必要な光ケーブル設備量を算定する。 

２ 交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量の算定 

 網構成（交換機設置局間の伝送路の構成）ごとに、必要となる伝送装置の量を勘案し、必

要なケーブル設備量を算定し、交換機設置局ごとに必要となる伝送容量に応じて設備量を帰

属する。 

３ 投資額の算定 

 前項の規定に基づき算定した設備量を基に、局ごとに光ケーブル心ｋｍ及び光ケーブル延

長ｋｍの合計を求め、次の算定式により、局ごと光ケーブル投資額を算定し、すべての局の

局ごとの光ケーブル投資額を合算して光ケーブル投資額を算定する。 

 局ごと光ケーブル投資額＝中継系架空光ケーブル心ｋｍ×中継系架空光ケーブル心ｋｍ

単価＋中継系架空光ケーブル延長ｋｍ×中継系架空光ケーブル延長ｋｍ単価＋中継系地下

光ケーブル心ｋｍ×中継系地下光ケーブル心ｋｍ単価＋中継系地下光ケーブル延長ｋｍ×

中継系地下光ケーブル延長ｋｍ単価 

海底光ケーブル １ 設備量の算定 

 区間設備として海底光ケーブルが指定されている遠隔収容装置設置局間、遠隔収容装置設

置局～加入者交換機設置局間又は加入者交換機設置局～中継交換機設置局間の海底光ケー

ブル設備量を以下の手順で算定する。 

 （１） 当該局間里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離を超える場合、当該区間は有
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中継海底光ケーブルを使用することとし、当該局間の通信量を勘案して算定した必要心線数

を有中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるも

のとする。）を当該局間の有中継海底光ケーブル条数とする。当該局間の有中継海底光ケー

ブル条数より１を減じた条数に有中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じたものを有中

継海底光ケーブル最大規格心線心線数とする。これに更に当該局間里程を乗じたものを有中

継海底光ケーブル最大規格心線心ｋｍとする。また、必要心線数から有中継海底光ケーブル

最大規格心線心線数を引いたものの直近上位の規格心線数を有中継海底光ケーブル残り心

線数とし、これに当該局間里程を乗じたものを有中継海底光ケーブル残り心線心ｋｍとす

る。 

 （２） 当該局間里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離以下の場合、当該区間は無中

継海底光ケーブルを使用することとし、当該局間の通信量を勘案して算定した必要心線数を

無中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるもの

とする。）を当該局間の無中継海底光ケーブル条数とする。当該局間の無中継海底光ケーブ

ル条数より１を減じた条数に、無中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じたものを、無中

継海底光ケーブル最大規格心線心線数とする。これに更に当該局間里程を乗じたものを無中

継海底光ケーブル最大規格心線心ｋｍとする。また、必要心線数から無中継海底光ケーブル

最大規格心線心線数を引いたものの直近上位の規格心線数を無中継海底光ケーブル残り心

線数とし、これに当該局間里程を乗じたものを無中継海底光ケーブル残り心線心ｋｍとす

る。 

 （３） （１）及び（２）で算定した海底光ケーブルの設備量は、当該区間の両端の各局

で二分の一ずつに案分する。 

２ 投資額の算定 

 局ごとに、前項の規定に基づき算定した有中継海底光ケーブル心ｋｍ及び無中継海底光ケ

ーブル心ｋｍをそれぞれ合計し、以下の算定式により、局ごとの有中継海底光ケーブル投資

額及び無中継海底光ケーブル投資額をそれぞれ算定し、すべての局の局ごと有中継海底光ケ

ーブル投資額と無中継海底光ケーブル投資額を合算して、海底光ケーブル投資額を算定す

る。 

 局ごと有中継海底光ケーブル投資額＝有中継海底光ケーブル心ｋｍ×有中継海底光ケー

ブル心ｋｍ単価＋有中継海底光ケーブル延長ｋｍ×有中継海底光ケーブル延長ｋｍ単価 

 局ごと無中継海底光ケーブル投資額＝無中継海底光ケーブル心ｋｍ×無中継海底光ケー

ブル心ｋｍ単価＋無中継海底光ケーブル延長ｋｍ×無中継海底光ケーブル延長ｋｍ単価 

海底中間中継伝

送装置 

１ 設備量の算定 

 区間設備として海底光ケーブルが指定されている局間で有中継海底光ケーブルを使用す

る場合、局間里程を海底中間中継伝送装置最大中継距離で除したもの（１に満たない端数は、

切り捨てるものとする。）を区間中継数とする。これに有中継海底光ケーブル条数を乗じた

中継海底光ケーブルを使用することとし、当該局間の通信量を勘案して算定した必要心線数

を有中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるも

のとする。）を当該局間の有中継海底光ケーブル条数とする。当該局間の有中継海底光ケー

ブル条数より１を減じた条数に有中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じたものを有中

継海底光ケーブル最大規格心線心線数とする。これに更に当該局間里程を乗じたものを有中

継海底光ケーブル最大規格心線心ｋｍとする。また、必要心線数から有中継海底光ケーブル

最大規格心線心線数を引いたものの直近上位の規格心線数を有中継海底光ケーブル残り心

線数とし、これに当該局間里程を乗じたものを有中継海底光ケーブル残り心線心ｋｍとす

る。 

 （２） 当該局間里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離以下の場合、当該区間は無中

継海底光ケーブルを使用することとし、当該局間の通信量を勘案して算定した必要心線数を

無中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるもの

とする。）を当該局間の無中継海底光ケーブル条数とする。当該局間の無中継海底光ケーブ

ル条数より１を減じた条数に、無中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じたものを、無中

継海底光ケーブル最大規格心線心線数とする。これに更に当該局間里程を乗じたものを無中

継海底光ケーブル最大規格心線心ｋｍとする。また、必要心線数から無中継海底光ケーブル

最大規格心線心線数を引いたものの直近上位の規格心線数を無中継海底光ケーブル残り心

線数とし、これに当該局間里程を乗じたものを無中継海底光ケーブル残り心線心ｋｍとす

る。 

 （３） （１）及び（２）で算定した海底光ケーブルの設備量は、当該区間の両端の各局

で二分の一ずつに案分する。 

２ 投資額の算定 

 局ごとに、前項の規定に基づき算定した有中継海底光ケーブル心ｋｍ及び無中継海底光ケ

ーブル心ｋｍをそれぞれ合計し、以下の算定式により、局ごとの有中継海底光ケーブル投資

額及び無中継海底光ケーブル投資額をそれぞれ算定し、すべての局の局ごと有中継海底光ケ

ーブル投資額と無中継海底光ケーブル投資額を合算して、海底光ケーブル投資額を算定す

る。 

 局ごと有中継海底光ケーブル投資額＝有中継海底光ケーブル心ｋｍ×有中継海底光ケー

ブル心ｋｍ単価＋有中継海底光ケーブル延長ｋｍ×有中継海底光ケーブル延長ｋｍ単価 

 局ごと無中継海底光ケーブル投資額＝無中継海底光ケーブル心ｋｍ×無中継海底光ケー

ブル心ｋｍ単価＋無中継海底光ケーブル延長ｋｍ×無中継海底光ケーブル延長ｋｍ単価 

海底中間中継伝

送装置 

１ 設備量の算定 

 区間設備として海底光ケーブルが指定されている遠隔収容装置設置局間、遠隔収容装置設

置局～加入者交換機設置局間又は加入者交換機設置局～中継交換機設置局間で有中継海底

光ケーブルを使用する場合、局間里程を海底中間中継伝送装置最大中継距離で除したもの
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ものを当該局間の海底中間中継伝送装置数とする。 

 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した海底中間中継伝送装置数を用いて局ごと

の海底中間中継伝送装置投資額を求め、すべての局の局ごと海底中間中継伝送装置投資額を

合算し、海底中間中継伝送装置投資額を算定する。 

 局ごと海底中間中継伝送装置投資額＝海底中間中継伝送装置数×海底中間中継伝送装置

単価＋海底中間中継伝送装置用給電装置数×海底中間中継伝送装置用給電装置単価 

無線伝送装置 １ 設備量の算定 

 区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の局ごとに、無線伝送装置設備量を

以下の手順で算定する。 

 

 （１） 当該局間の通信量を勘案して求められた５２Ｍパス数を変復調回線切替装置ユニ

ット当たり最大収容５２Ｍパス数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとす

る。）を、変復調回線切替装置ユニット数とする。 

 （２） （１）で算定した変復調回線切替装置ユニット数を変復調回線切替装置架当たり

ユニット数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、変復調回線

切替装置架数とする。 

 （３） 当該局間の通信量を勘案して求められた５２Ｍパス数を無線送受信装置ユニット

当たり最大収容５２Ｍパス数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）

を、無線送受信装置ユニット数とする。 

 （４） （３）で算定した無線送受信装置ユニット数を無線送受信装置架当たりユニット

数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、無線送受信装置架数

とする。 

 （５） （１）～（４）で算定した各設備量は、当該区間の両端の各局にそれぞれそのま

まの量を割り付けるものとする。 

２ 投資額の算定 

 局ごとに、前項の規定に基づき算定した変復調回線切替装置ユニット数等を用いて次の算

定式により、局ごと無線伝送装置投資額を算定し、すべての局の局ごと無線伝送装置投資額

を合算し、無線伝送装置投資額を算定する。 

 局ごと無線伝送装置投資額＝変復調回線切替装置ユニット数×変復調回線切替装置ユニ

ット単価＋変復調回線切替装置架数×変復調回線切替装置架・共通部単価＋無線送受信装置

ユニット数×無線送受信装置ユニット単価＋無線送受信装置架数×無線送受信装置架単価 

無線アンテナ １ 設備量の算定 

 区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の局ごとに、無線通信が指定されて

（１に満たない端数は、切り捨てるものとする。）を区間中継数とする。これに有中継海底

光ケーブル条数を乗じたものを当該局間の海底中間中継伝送装置数とする。 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した海底中間中継伝送装置数を用いて局ごと

の海底中間中継伝送装置投資額を求め、すべての局の局ごと海底中間中継伝送装置投資額を

合算し、海底中間中継伝送装置投資額を算定する。 

 局ごと海底中間中継伝送装置投資額＝海底中間中継伝送装置数×海底中間中継伝送装置

単価＋海底中間中継伝送装置用給電装置数×海底中間中継伝送装置用給電装置単価 

無線伝送設備 １ 設備量の算定 

 区間設備として無線通信が指定されている遠隔収容装置設置局間、遠隔収容装置設置局～

加入者交換機設置局間又は加入者交換機設置局～中継交換機設置局間ごとに、無線伝送設備

設備量を以下の手順で算定する。 

 （１） 当該局間の通信量を勘案して求められた５２Ｍパス数を変復調回線切替装置ユニ

ット当たり最大収容５２Ｍパス数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとす

る。）を、変復調回線切替装置ユニット数とする。 

 （２） （１）で算定した変復調回線切替装置ユニット数を変復調回線切替装置架当たり

ユニット数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、変復調回線

切替装置架数とする。 

 （３） 当該局間の通信量を勘案して求められた５２Ｍパス数を無線送受信装置ユニット

当たり最大収容５２Ｍパス数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）

を、無線送受信装置ユニット数とする。 

 （４） （３）で算定した無線送受信装置ユニット数を無線送受信装置架当たりユニット

数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、無線送受信装置架数

とする。 

 （５） （１）～（４）で算定した各設備量は、当該区間の両端の各局にそれぞれそのま

まの量を割り付けるものとする。 

２ 投資額の算定 

 局ごとに、前項の規定に基づき算定した変復調回線切替装置ユニット数等を用いて次の算

定式により、局ごと無線伝送装置投資額を算定し、すべての局の局ごと無線伝送装置投資額

を合算し、無線伝送装置投資額を算定する。 

 局ごと無線伝送装置投資額＝変復調回線切替装置ユニット数×変復調回線切替装置ユニ

ット単価＋変復調回線切替装置架数×変復調回線切替装置架・共通部単価＋無線送受信装置

ユニット数×無線送受信装置ユニット単価＋無線送受信装置架数×無線送受信装置架単価 

無線アンテナ １ 設備量の算定 

 区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の遠隔収容装置設置局、加入者交換
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いる経路数の合計に経路当たりアンテナ数を乗じたものを、当該局のアンテナ数とする。 

 

２ 投資額の算定 

 局ごとに、前項の規定に基づき算定したアンテナ数を用いて次の算定式により、局ごとア

ンテナ投資額を算定し、すべての局の局ごとアンテナ投資額を合算し、無線アンテナ投資額

を算定する。 

 局ごとアンテナ投資額＝アンテナ数×アンテナ単価 

無線鉄塔 １ 設備量の算定 

 区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の局ごとに、当該局が無線単独局に

該当する場合、アンテナ数を最大アンテナ搭載数で除したもの（１に満たない端数は、切り

上げるものとする。）を、当該局の地上設置用鉄塔数とし、当該局が無線併設局に該当する

場合、アンテナ数を最大アンテナ搭載数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるも

のとする。）を、当該局の屋上設置用鉄塔数とする。 

 

２ 投資額の算定 

 局ごとに、前項の規定に基づき算定した鉄塔数を用いて次の算定式により、局ごと鉄塔投

資額を算定し、すべての局の局ごと鉄塔投資額を合算し、無線鉄塔投資額を算定する。 

 局ごと鉄塔投資額＝屋上設置用鉄塔数×屋上設置用鉄塔単価＋地上設置用鉄塔数×地上

設置用鉄塔単価 

衛星通信設備 １ 設備量の算定 

 区間設備として衛星通信が指定されている区間の両端の局ごとに、衛星通信設備設備量を

以下の手順で算定する。 

 

 （１） 当該局間の通信量を勘案して求められた５２Ｍパス数にチャネル切上単位（５２

Ｍ）を乗じたものを地球局必要回線数とする。この地球局必要回線数の総和を１トランスポ

ンダ当たり最大接続可能回線数で除して２を乗じたものを、トランスポンダ数とする。 

 （２） 地球局必要回線数をＴＤＭＡ装置架当たり最大収容回線数で除して（１に満たな

い端数は、切り上げるものとする。）２を乗じたものを、ＴＤＭＡ装置架数とする。 

 （３） 地球局必要回線数を衛星送受信装置架当たり最大収容回線数で除して（１に満た

ない端数は、切り上げるものとする。）２を乗じたものを、衛星送受信装置架数とする。 

 （４） 地球局１局ごとに、アンテナ数は２とする。 

 （５） 本土側地球局１局ごとに、衛星回線制御装置架数は１組とする。 

２ 投資額の算定 

 局ごとに、前項の規定に基づき算定したトランスポンダ数等を用いて次の算定式により、

局ごと衛星通信設備投資額を算定し、すべての局の局ごと衛星通信設備投資額を合算し、衛

機設置局及び中継交換機設置局ごとに、無線通信が指定されている経路数の合計に経路当た

りアンテナ数を乗じたものを、当該局のアンテナ数とする。 

２ 投資額の算定 

 局ごとに、前項の規定に基づき算定したアンテナ数を用いて次の算定式により、局ごとア

ンテナ投資額を算定し、すべての局の局ごとアンテナ投資額を合算し、無線アンテナ投資額

を算定する。 

 局ごとアンテナ投資額＝アンテナ数×アンテナ単価 

無線鉄塔 １ 設備量の算定 

 区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の遠隔収容装置設置局、加入者交換

機設置局及び中継交換機設置局ごとに、当該局が無線単独局に該当する場合、アンテナ数を

最大アンテナ搭載数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、当

該局の地上設置用鉄塔数とし、当該局が無線併設局に該当する場合、アンテナ数を最大アン

テナ搭載数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、当該局の屋

上設置用鉄塔数とする。 

２ 投資額の算定 

 局ごとに、前項の規定に基づき算定した鉄塔数を用いて次の算定式により、局ごと鉄塔投

資額を算定し、すべての局の局ごと鉄塔投資額を合算し、無線鉄塔投資額を算定する。 

 局ごと鉄塔投資額＝屋上設置用鉄塔数×屋上設置用鉄塔単価＋地上設置用鉄塔数×地上

設置用鉄塔単価 

衛星通信設備 １ 設備量の算定 

 区間設備として衛星通信が指定されている遠隔収容装置設置局間、遠隔収容装置設置局～

加入者交換機設置局間又は加入者交換機設置局～中継交換機設置局間ごとに、衛星通信設備

設備量を以下の手順で算定する。 

 （１） 当該局間の通信量を勘案して求められた５２Ｍパス数にチャネル切上単位（５２

Ｍ）を乗じたものを地球局必要回線数とする。この地球局必要回線数の総和を１トランスポ

ンダ当たり最大接続可能回線数で除して２を乗じたものを、トランスポンダ数とする。 

 （２） 地球局必要回線数をＴＤＭＡ装置架当たり最大収容回線数で除して（１に満たな

い端数は、切り上げるものとする。）２を乗じたものを、ＴＤＭＡ装置架数とする。 

 （３） 地球局必要回線数を衛星送受信装置架当たり最大収容回線数で除して（１に満た

ない端数は、切り上げるものとする。）２を乗じたものを、衛星送受信装置架数とする。 

 （４） 地球局１局ごとに、アンテナ数は２とする。 

 （５） 本土側地球局１局ごとに、衛星回線制御装置架数は１組とする。 

２ 投資額の算定 

 局ごとに、前項の規定に基づき算定したトランスポンダ数等を用いて次の算定式により、

局ごと衛星通信設備投資額を算定し、すべての局の局ごと衛星通信設備投資額を合算し、衛
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星通信設備投資額を算定する。 

 局ごと衛星通信設備投資額＝トランスポンダ数×トランスポンダ単価＋ＴＤＭＡ装置架

数×ＴＤＭＡ装置架単価＋衛星送受信装置架数×衛星送受信装置架単価＋衛星アンテナ数

×衛星アンテナ単価＋衛星回線制御装置架数×衛星回線制御装置架単価 

加入系電柱 １ 設備量の算定 

 局ごとに、架空メタルケーブル及び架空光ケーブルの敷設区間里程の総和を電柱間隔で除

したものを、当該局の電柱本数とする。 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した本数を用い局ごと電柱投資額を求め、す

べての局の局ごと電柱投資額を合算し、電柱投資額を算定する。この場合、局が属する都道

府県の単価及び共架率を使用する。 

  局ごと加入系電柱投資額＝加入系電柱本数×加入系電柱単価×電柱共架率 

中継系電柱 １ 設備量の算定 

  局ごとに、中継系管路亘長ｋｍに中継線路架空比率を乗じて電柱間隔で除したものを、

当該局に帰属する中継系電柱本数とする。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した本数を用い局ごと電柱投資額を求め、

すべての局の局ごと電柱投資額を合算し、電柱投資額を算定する。この場合、局が属する都

道府県の電柱共架率を使用する。 

  局ごと中継系電柱投資額＝中継系電柱本数×中継系電柱単価×電柱共架率 

加入系管路 １ 設備量の算定 

  局ごとに、地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間里程の総和を当該局の管

路亘長ｋｍとする。また、当該敷設区間ごとに、敷設する地下メタルケーブル及び地下光ケ

ーブルの設備量及び多条敷設の可否を勘案して、管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設

条数を算定する。地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間ごとに、当該敷設区間

の里程に管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を乗じたものを、それぞれ当該敷設

区間の管路条ｋｍ及びインナーパイプ延長ｋｍとし、局ごとに合算したものを当該局の管路

条ｋｍ及びインナーパイプ延長ｋｍとする。なお、管路亘長ｋｍ、管路条ｋｍからは、中口

径管路、共同溝、とう道、電線共同溝、自治体管路、情報ボックスを適用した区間は控除す

る。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した管路亘長ｋｍ及び管路条ｋｍを用い局

ごと管路投資額を求め、すべての局の局ごと管路投資額を合算し、管路投資額を算定する。

この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと管路投資額＝加入系管路条ｋｍ×加入系管路条ｋｍ当たり単価＋加入系管路亘

星通信設備投資額を算定する。 

 局ごと衛星通信設備投資額＝トランスポンダ数×トランスポンダ単価＋ＴＤＭＡ装置架

数×ＴＤＭＡ装置架単価＋衛星送受信装置架数×衛星送受信装置架単価＋衛星アンテナ数

×衛星アンテナ単価＋衛星回線制御装置架数×衛星回線制御装置架単価 

加入系電柱 １ 設備量の算定 

 局ごとに、架空メタルケーブル及び架空光ケーブルの敷設区間里程の総和を電柱間隔で除

したものを、当該局の電柱本数とする。 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した本数を用い局ごと電柱投資額を求め、す

べての局の局ごと電柱投資額を合算し、電柱投資額を算定する。この場合、局が属する都道

府県の単価及び共架率を使用する。 

  局ごと加入系電柱投資額＝加入系電柱本数×加入系電柱単価×電柱共架率 

中継系電柱 １ 設備量の算定 

  局ごとに、中継系管路亘長ｋｍに中継線路架空比率を乗じて電柱間隔で除したものを、

当該局に帰属する中継系電柱本数とする。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した本数を用い局ごと電柱投資額を求め、

すべての局の局ごと電柱投資額を合算し、電柱投資額を算定する。この場合、局が属する都

道府県の電柱共架率を使用する。 

  局ごと中継系電柱投資額＝中継系電柱本数×中継系電柱単価×電柱共架率 

加入系管路 １ 設備量の算定 

  局ごとに、地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間里程の総和を当該局の管

路亘長ｋｍとする。また、当該敷設区間ごとに、敷設する地下メタルケーブル及び地下光ケ

ーブルの設備量及び多条敷設の可否を勘案して、管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設

条数を算定する。地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間ごとに、当該敷設区間

の里程に管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を乗じたものを、それぞれ当該敷設

区間の管路条ｋｍ及びインナーパイプ延長ｋｍとし、局ごとに合算したものを当該局の管路

条ｋｍ及びインナーパイプ延長ｋｍとする。なお、管路亘長ｋｍ、管路条ｋｍからは、中口

径管路、共同溝、とう道、電線共同溝、自治体管路、情報ボックスを適用した区間は控除す

る。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した管路亘長ｋｍ及び管路条ｋｍを用い局

ごと管路投資額を求め、すべての局の局ごと管路投資額を合算し、管路投資額を算定する。

この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと管路投資額＝加入系管路条ｋｍ×加入系管路条ｋｍ当たり単価＋加入系管路亘

143



長ｋｍ×加入系管路亘長ｋｍ当たり単価＋インナーパイプ延長ｋｍ×インナーパイプ延長

ｋｍ当たり単価 

中継系管路 １ 設備量の算定 

  都道府県ごとに、中継系地下光ケーブルの敷設区間里程の総和を当該局の管路亘長ｋｍ

とする。また、当該敷設区間ごとに、敷設する中継系地下光ケーブルの設備量を勘案して管

路の敷設条数を算定する。中継系地下光ケーブルの敷設区間ごとに、当該敷設区間の里程に

管路の敷設条数を乗じたものを当該敷設区間の管路条ｋｍとし、都道府県ごとに合算したも

のを当該局の管路条ｋｍとする。なお、管路亘長ｋｍ、管路条ｋｍからは、中口径管路、共

同溝、とう道を適用した区間は控除する。局の中継容量に応じて、局ごとの管路亘長ｋｍ、

管路条ｋｍを算定する。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した管路亘長ｋｍ及び管路条ｋｍを用い局

ごと管路投資額を求め、すべての局の局ごと管路投資額を合算し、管路投資額を算定する。

この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと管路投資額＝中継系管路条ｋｍ×中継系管路条ｋｍ当たり単価＋中継系管路亘

長ｋｍ×中継系管路亘長ｋｍ当たり単価 

加入系中口径管

路 

１ 設備量の算定 

 （１） 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長ｋｍにき線中口径管路適用率を乗じた

ものをき線中口径管路亘長ｋｍとする。 

 （２） 端末系伝送路のき線部分に中口径管路・共同溝・とう道を適用した後、管路条数

が中口径管路適用管路数を超える区間が残っている場合には、中口径管路を追加適用する。 

 （３） 中口径管路亘長ｋｍから、中継系中口径管路亘長ｋｍを控除して、加入系中口径

管路亘長ｋｍを算定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系中口径管路亘長ｋｍを用い、次の算定式

により、局ごと加入系中口径管路投資額を算定し、すべての局の局ごと加入系中口径管路投

資額を合算し、加入系中口径管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価

を使用する。 

  局ごと加入系中口径管路投資額＝加入系中口径管路亘長ｋｍ×中口径管路亘長ｋｍ当

たり単価 

中継系中口径管

路 

１ 設備量の算定 

  中口径管路亘長ｋｍに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系中口径管路亘長ｋｍを算

定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系中口径管路亘長ｋｍを用い、次の算定式

長ｋｍ×加入系管路亘長ｋｍ当たり単価＋インナーパイプ延長ｋｍ×インナーパイプ延長

ｋｍ当たり単価 

中継系管路 １ 設備量の算定 

  都道府県ごとに、中継系地下光ケーブルの敷設区間里程の総和を当該局の管路亘長ｋｍ

とする。また、当該敷設区間ごとに、敷設する中継系地下光ケーブルの設備量を勘案して管

路の敷設条数を算定する。中継系地下光ケーブルの敷設区間ごとに、当該敷設区間の里程に

管路の敷設条数を乗じたものを当該敷設区間の管路条ｋｍとし、都道府県ごとに合算したも

のを当該局の管路条ｋｍとする。なお、管路亘長ｋｍ、管路条ｋｍからは、中口径管路、共

同溝、とう道を適用した区間は控除する。局の中継容量に応じて、局ごとの管路亘長ｋｍ、

管路条ｋｍを算定する。 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定した管路亘長ｋｍ及び管路条ｋｍを用い局

ごと管路投資額を求め、すべての局の局ごと管路投資額を合算し、管路投資額を算定する。

この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと管路投資額＝中継系管路条ｋｍ×中継系管路条ｋｍ当たり単価＋中継系管路亘

長ｋｍ×中継系管路亘長ｋｍ当たり単価 

加入系中口径管

路 

１ 設備量の算定 

 （１） 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長ｋｍにき線中口径管路適用率を乗じた

ものをき線中口径管路亘長ｋｍとする。 

 （２） 端末系伝送路のき線部分に中口径管路・共同溝・とう道を適用した後、管路条数

が中口径管路適用管路数を超える区間が残っている場合には、中口径管路を追加適用する。 

 （３） 中口径管路亘長ｋｍから、中継系中口径管路亘長ｋｍを控除して、加入系中口径

管路亘長ｋｍを算定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系中口径管路亘長ｋｍを用い、次の算定式

により、局ごと加入系中口径管路投資額を算定し、すべての局の局ごと加入系中口径管路投

資額を合算し、加入系中口径管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価

を使用する。 

  局ごと加入系中口径管路投資額＝加入系中口径管路亘長ｋｍ×中口径管路亘長ｋｍ当

たり単価 

中継系中口径管

路 

１ 設備量の算定 

  中口径管路亘長ｋｍに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系中口径管路亘長ｋｍを算

定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系中口径管路亘長ｋｍを用い、次の算定式
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により、局ごと中継系中口径管路投資額を算定し、すべての局の局ごと中継系中口径管路投

資額を合算し、中継系中口径管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価

を使用する。 

  局ごと中継系中口径管路投資額＝中継系中口径管路亘長ｋｍ×中口径管路亘長ｋｍ当

たり単価 

加入系共同溝 １ 設備量の算定 

 （１） 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長ｋｍにき線共同溝適用率を乗じたもの

をき線共同溝亘長ｋｍとする。 

 （２） 共同溝亘長ｋｍから、中継系共同溝亘長ｋｍを控除して、加入系共同溝亘長ｋｍ

を算定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系共同溝亘長ｋｍを用い、次の算定式によ

り、局ごと加入系共同溝投資額を算定し、すべての局の局ごと加入系共同溝投資額を合算し、

加入系共同溝投資額を算定する。この場合において、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと加入系共同溝投資額＝加入系共同溝亘長ｋｍ×共同溝亘長ｋｍ当たり単価 

中継系共同溝 １ 設備量の算定 

  共同溝亘長ｋｍに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系共同溝亘長ｋｍを算定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系共同溝亘長ｋｍを用い、次の算定式によ

り、局ごと中継系共同溝投資額を算定し、すべての局の局ごと中継系共同溝投資額を合算し、

中継系共同溝投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと中継系共同溝投資額＝中継系共同溝亘長ｋｍ×共同溝亘長ｋｍ当たり単価 

加入系とう道 １ 設備量の算定 

 （１） 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長ｋｍにき線とう道適用率を乗じたもの

をき線とう道亘長ｋｍとする。 

 （２） とう道亘長ｋｍから、中継系とう道亘長ｋｍを控除して、加入系とう道亘長ｋｍ

を算定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系とう道亘長ｋｍを用い、次の算定式によ

り、局ごと加入系とう道投資額を算定し、すべての局の局ごと加入系とう道投資額を合算し、

加入系とう道投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと加入系とう道投資額＝加入系とう道亘長ｋｍ×とう道亘長ｋｍ当たり単価 

中継系とう道 １ 設備量の算定 

  とう道亘長ｋｍに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系とう道亘長ｋｍを算定する。 

２ 投資額の算定 

により、局ごと中継系中口径管路投資額を算定し、すべての局の局ごと中継系中口径管路投

資額を合算し、中継系中口径管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価

を使用する。 

  局ごと中継系中口径管路投資額＝中継系中口径管路亘長ｋｍ×中口径管路亘長ｋｍ当

たり単価 

加入系共同溝 １ 設備量の算定 

 （１） 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長ｋｍにき線共同溝適用率を乗じたもの

をき線共同溝亘長ｋｍとする。 

 （２） 共同溝亘長ｋｍから、中継系共同溝亘長ｋｍを控除して、加入系共同溝亘長ｋｍ

を算定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系共同溝亘長ｋｍを用い、次の算定式によ

り、局ごと加入系共同溝投資額を算定し、すべての局の局ごと加入系共同溝投資額を合算し、

加入系共同溝投資額を算定する。この場合において、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと加入系共同溝投資額＝加入系共同溝亘長ｋｍ×共同溝亘長ｋｍ当たり単価 

中継系共同溝 １ 設備量の算定 

  共同溝亘長ｋｍに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系共同溝亘長ｋｍを算定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系共同溝亘長ｋｍを用い、次の算定式によ

り、局ごと中継系共同溝投資額を算定し、すべての局の局ごと中継系共同溝投資額を合算し、

中継系共同溝投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと中継系共同溝投資額＝中継系共同溝亘長ｋｍ×共同溝亘長ｋｍ当たり単価 

加入系とう道 １ 設備量の算定 

 （１） 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長ｋｍにき線とう道適用率を乗じたもの

をき線とう道亘長ｋｍとする。 

 （２） とう道亘長ｋｍから、中継系とう道亘長ｋｍを控除して、加入系とう道亘長ｋｍ

を算定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系とう道亘長ｋｍを用い、次の算定式によ

り、局ごと加入系とう道投資額を算定し、すべての局の局ごと加入系とう道投資額を合算し、

加入系とう道投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと加入系とう道投資額＝加入系とう道亘長ｋｍ×とう道亘長ｋｍ当たり単価 

中継系とう道 １ 設備量の算定 

  とう道亘長ｋｍに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系とう道亘長ｋｍを算定する。 

２ 投資額の算定 
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  局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系とう道亘長ｋｍを用い、次の算定式によ

り、局ごと中継系とう道投資額を算定し、すべての局の局ごと中継系とう道投資額を合算し、

中継系とう道投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと中継系とう道投資額＝中継系とう道亘長ｋｍ×とう道亘長ｋｍ当たり単価 

電線共同溝 １ 設備量の算定 

 （１） 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長ｋｍにき線電線共同溝適用率を乗じた

ものをき線電線共同溝延長ｋｍとする。 

 （２） 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長ｋｍに配線電線共同溝適用率を乗じた

ものを配線電線共同溝延長ｋｍとする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定したき線電線共同溝延長ｋｍ及び配線電線共同溝延

長ｋｍを合算したものを当該局の電線共同溝延長ｋｍとし、次の算定式により、局別電線共

同溝投資額を算定し、すべての局の局ごと電線共同溝投資額を合算し、電線共同溝投資額を

算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと電線共同溝投資額＝電線共同溝延長ｋｍ×電線共同溝延長ｋｍ当たり単価 

自治体管路 １ 設備量の算定 

 （１） 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長ｋｍにき線自治体管路適用率を乗じた

ものをき線自治体管路延長ｋｍとする。 

 （２） 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長ｋｍに配線自治体管路適用率を乗じた

ものを配線自治体管路延長ｋｍとする。 

２ 投資額の算定 

  自治体管路は自治体の資産であり、投資額は算定しない。 

情報ボックス １ 設備量の算定 

 （１） 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長ｋｍにき線情報ボックス適用率を乗じ

たものをき線情報ボックス延長ｋｍとする。 

 （２） 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長ｋｍに配線情報ボックス適用率を乗じ

たものを配線情報ボックス延長ｋｍとする。 

２ 投資額の算定 

  情報ボックスは国の資産であり、投資額は算定しない。 

総合デジタル通

信局内回線終端

装置 

１ 設備量の算定 

 （１） き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容する第一種総合デジタル通信回線の

数を当該装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。 

 （２） 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置簡易遠隔

収容装置が収容する第一種総合デジタル通信回線の数を当該局の総合デジタル通信局内回

線終端装置数とする。 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系とう道亘長ｋｍを用い、次の算定式によ

り、局ごと中継系とう道投資額を算定し、すべての局の局ごと中継系とう道投資額を合算し、

中継系とう道投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと中継系とう道投資額＝中継系とう道亘長ｋｍ×とう道亘長ｋｍ当たり単価 

電線共同溝 １ 設備量の算定 

 （１） 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長ｋｍにき線電線共同溝適用率を乗じた

ものをき線電線共同溝延長ｋｍとする。 

 （２） 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長ｋｍに配線電線共同溝適用率を乗じた

ものを配線電線共同溝延長ｋｍとする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに、前項の規定に基づき算定したき線電線共同溝延長ｋｍ及び配線電線共同溝延

長ｋｍを合算したものを当該局の電線共同溝延長ｋｍとし、次の算定式により、局別電線共

同溝投資額を算定し、すべての局の局ごと電線共同溝投資額を合算し、電線共同溝投資額を

算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと電線共同溝投資額＝電線共同溝延長ｋｍ×電線共同溝延長ｋｍ当たり単価 

自治体管路 １ 設備量の算定 

 （１） 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長ｋｍにき線自治体管路適用率を乗じた

ものをき線自治体管路延長ｋｍとする。 

 （２） 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長ｋｍに配線自治体管路適用率を乗じた

ものを配線自治体管路延長ｋｍとする。 

２ 投資額の算定 

  自治体管路は自治体の資産であり、投資額は算定しない。 

情報ボックス １ 設備量の算定 

 （１） 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長ｋｍにき線情報ボックス適用率を乗じ

たものをき線情報ボックス延長ｋｍとする。 

 （２） 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長ｋｍに配線情報ボックス適用率を乗じ

たものを配線情報ボックス延長ｋｍとする。 

２ 投資額の算定 

  情報ボックスは国の資産であり、投資額は算定しない。 

総合デジタル通

信局内回線終端

装置 

１ 設備量の算定 

 （１） き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容する第一種総合デジタル通信回線の

数を当該装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。 
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 （３） 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置遠隔収容装置

が収容する第一種総合デジタル通信回線及びＰＨＳ回線の数の総和を当該局の総合デジタ

ル通信局内回線終端装置数とする。 

 （４） 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容する第

一種総合デジタル通信回線及びＰＨＳ回線の数の総和を当該局の総合デジタル通信局内回

線終端装置数とする。 

２ 投資額の算定 

 局ごとに、前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線

終端装置数、局設置簡易遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数、局設置遠隔

収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数又は加入者交換機の総合デジタル通信局

内回線終端装置数を用い、次の算定式により、局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投

資額を算定し、すべての局の局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を合算し、総

合デジタル通信局内回線終端装置投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容装置の総合

デジタル通信局内回線終端装置については、局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額 

     ＝き線点遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数 

       ×き線点遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価 

      ＋局設置簡易遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数 

       ×局設置簡易遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価 

      ＋局設置遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数 

       ×局設置遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価 

      ＋加入者交換機総合デジタル通信局内回線終端装置数 

       ×加入者交換機総合デジタル通信局内回線終端装置単価 

アナログ局内回

線収容部 

１ 設備量の算定 

 （１） き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容するアナログ加入者回線の数を当該

装置のアナログ局内回線収容部数とする。 

 （２） 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置簡易遠隔

収容装置が収容するアナログ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。 

 （３） 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置遠隔収容装置

が収容するアナログ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。 

 （４） 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容するア

ナログ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。 

２ 投資額の算定 

 前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部数、局設置簡

易遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部数、局設置遠隔収容装置のアナログ局内回線収容

 （２） 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている遠隔収容装置が収容する第

一種総合デジタル通信回線及びＰＨＳ回線の数の総和を当該局の総合デジタル通信局内回

線終端装置数とする。 

 （３） 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容する第

一種総合デジタル通信回線及びＰＨＳ回線の数の総和を当該局の総合デジタル通信局内回

線終端装置数とする。 

２ 投資額の算定 

 局ごとに、前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線

終端装置数、遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数又は加入者交換機の総合

デジタル通信局内回線終端装置数を用い、次の算定式により、局ごと総合デジタル通信局内

回線終端装置投資額を算定し、すべての局の局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資

額を合算し、総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を算定する。この場合、き線点遠隔

収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置については、局が属する都道府県の単価を使

用する。 

  局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額 

     ＝き線点遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数 

       ×き線点遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価 

 

 

      ＋遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数 

       ×遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価 

      ＋加入者交換機総合デジタル通信局内回線終端装置数 

       ×加入者交換機総合デジタル通信局内回線終端装置単価 

アナログ局内回

線収容部 

１ 設備量の算定 

 （１） き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容するアナログ加入者回線の数を当該

装置のアナログ局内回線収容部数とする。 

 

 

 （２） 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている遠隔収容装置が収容するア

ナログ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。 

 （３） 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容するア

ナログ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。 

２ 投資額の算定 

 前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部数、遠隔収容

装置のアナログ局内回線収容部数、又は加入者交換機のアナログ局内回線収容部数を用い、
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部数、又は加入者交換機のアナログ局内回線収容部数を用い、次の算定式により、局ごとア

ナログ局内回線収容部投資額を算定し、すべての局の局ごとアナログ局内回線収容部投資額

を合算し、アナログ局内回線収容部投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容装置のア

ナログ局内回線収容部については局が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごとアナログ局内回線収容部投資額 

          ＝き線点遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数 

            ×き線点遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価 

           ＋局設置簡易遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数 

            ×局設置簡易遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価 

           ＋局設置遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数 

            ×局設置遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価 

           ＋加入者交換機アナログ局内回線収容部数 

            ×加入者交換機アナログ局内回線収容部単価 

アナログ・デジ

タル回線共通部 

１ 設備量の算定 

 （１） き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容するアナログ・デジタル回線共通部

の数を当該装置のアナログ・デジタル回線共通部数とする。 

 （２） 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置簡易遠隔

収容装置が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線

共通部数とする。 

 （３） 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置遠隔収容装置

が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線共通部数

とする。 

 （４） 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容するア

ナログ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線共通部数とする。 

２ 投資額の算定 

 前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部数、局

設置簡易遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部数、局設置遠隔収容装置のアナロ

グ・デジタル回線共通部数、又は加入者交換機のアナログ・デジタル回線共通部数を用い、

次の算定式により、局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額を算定し、すべての局の局

ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額を合算し、アナログ・デジタル回線共通部投資額

を算定する。この場合、き線点遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部については局

が属する都道府県の単価を使用する。 

  局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額 

       ＝き線点遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数 

         ×き線点遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価 

次の算定式により、局ごとアナログ局内回線収容部投資額を算定し、すべての局の局ごとア

ナログ局内回線収容部投資額を合算し、アナログ局内回線収容部投資額を算定する。この場

合、き線点遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部については局が属する都道府県の単価を

使用する。 

  局ごとアナログ局内回線収容部投資額 

          ＝き線点遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数 

            ×き線点遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価 

 

 

           ＋遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数 

            ×遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価 

           ＋加入者交換機アナログ局内回線収容部数 

            ×加入者交換機アナログ局内回線収容部単価 

アナログ・デジ

タル回線共通部 

１ 設備量の算定 

 （１） き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容するアナログ・デジタル回線共通部

の数を当該装置のアナログ・デジタル回線共通部数とする。 

 

 

 

 （２） 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている遠隔収容装置が収容するア

ナログ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線共通部数とする。 

 

 （３） 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容するア

ナログ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線共通部数とする。 

２ 投資額の算定 

 前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部数、遠

隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部数、又は加入者交換機のアナログ・デジタル回

線共通部数を用い、次の算定式により、局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額を算定

し、すべての局の局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額を合算し、アナログ・デジタ

ル回線共通部投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線

共通部については局が属する都道府県の単価を使用する。 

 

  局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額 

       ＝き線点遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数 

         ×き線点遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価 
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        ＋局設置簡易遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数 

         ×局設置簡易遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価 

        ＋局設置遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数 

         ×局設置遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価 

        ＋加入者交換機アナログ・デジタル回線共通部数 

         ×加入者交換機アナログ・デジタル回線共通部単価 

加入者交換回線

収容装置 

１ 設備量の算定 

 加入者交換機設置局の中継交換機対向パス数及び加入者交換機接続呼中継パス数の合計

を当該局の加入者交換機中継インタフェース数とする。 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した局ごと加入者交換回線収容装置投資額を

求め、すべての局の局ごと加入者交換回線収容装置投資額を合算し、加入者交換回線収容装

置投資額を算定する。 

  局ごと加入者交換回線収容装置投資額 

           ＝加入者交換機中継インタフェース数 

             ×加入者交換機中継インタフェース単価 

            ＋加入者交換機中継インタフェース収容装置投資額 

中継交換回線収

容装置 

１ 設備量の算定 

 中継交換機設置局の加入者交換機対向パス数（当該局に帰属する加入者交換機設置局の中

継交換機向けパス数を合計したもの）、他中継交換機設置局の中継交換機対向パス数（他中

継交換機設置局の中継交換機対向パス数を合計したもの）及び中継交換機接続呼中継パス数

の合計を当該局の中継交換機中継インタフェース数とする。 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した局ごと中継交換回線収容装置投資額を求

め、すべての局の局ごと中継交換回線収容装置投資額を合算し、中継交換回線収容装置投資

額を算定する。 

  局ごと中継交換回線収容装置投資額 

            ＝中継交換機中継インタフェース数 

              ×中継交換機中継インタフェース単価 

             ＋中継交換機中継インタフェース収容装置投資額 

中継交換機 １ 設備量の算定 

  中継交換機設置局ごとに、（１）から（４）までにより求めた中継交換機のユニット数

のうち最大のものを当該局の中継交換機ユニット数とする。 

 （１） 県間最繁時呼量（当該局に帰属する加入者交換機設置局の県間呼量の合計を２で

除したものをいう。）、県内最繁時呼量（当該局に帰属する加入者交換機設置局の県内自局

 

 

        ＋遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数 

         ×遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価 

        ＋加入者交換機アナログ・デジタル回線共通部数 

         ×加入者交換機アナログ・デジタル回線共通部単価 

加入者交換回線

収容装置 

１ 設備量の算定 

 加入者交換機設置局の中継交換機対向パス数及び加入者交換機接続呼中継パス数の合計

を当該局の加入者交換機中継インタフェース数とする。 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した局ごと加入者交換回線収容装置投資額を

求め、すべての局の局ごと加入者交換回線収容装置投資額を合算し、加入者交換回線収容装

置投資額を算定する。 

  局ごと加入者交換回線収容装置投資額 

           ＝加入者交換機中継インタフェース数 

             ×加入者交換機中継インタフェース単価 

            ＋加入者交換機中継インタフェース収容装置投資額 

中継交換回線収

容装置 

１ 設備量の算定 

 中継交換機設置局の加入者交換機対向パス数（当該局に帰属する加入者交換機設置局の中

継交換機向けパス数を合計したもの）、他中継交換機設置局の中継交換機対向パス数（他中

継交換機設置局の中継交換機対向パス数を合計したもの）及び中継交換機接続呼中継パス数

の合計を当該局の中継交換機中継インタフェース数とする。 

２ 投資額の算定 

 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した局ごと中継交換回線収容装置投資額を求

め、すべての局の局ごと中継交換回線収容装置投資額を合算し、中継交換回線収容装置投資

額を算定する。 

  局ごと中継交換回線収容装置投資額 

            ＝中継交換機中継インタフェース数 

              ×中継交換機中継インタフェース単価 

             ＋中継交換機中継インタフェース収容装置投資額 

中継交換機 １ 設備量の算定 

  中継交換機設置局ごとに、（１）から（４）までにより求めた中継交換機のユニット数

のうち最大のものを当該局の中継交換機ユニット数とする。 

 （１） 県間最繁時呼量（当該局に帰属する加入者交換機設置局の県間呼量の合計を２で

除したものをいう。）、県内最繁時呼量（当該局に帰属する加入者交換機設置局の県内自局
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外呼量の合計を４で除したものをいう。）、中継交換機渡り県間最繁時呼量（同一中継区域

内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼量の合計に中継区域内中継交換機渡

り回線透過率を乗じて２で除したものをいう。）及び中継交換機渡り県内自局外呼量（同一

中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼量を４で除したものをい

う。）の合計を当該局の最繁時呼量とし、最繁時呼量を中継交換機の最大処理最繁時呼量で

除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

 （２） 県間最繁時総呼数（当該局に帰属する加入者交換機設置局の県間呼数の合計を２

で除したもの。）、県内最繁時総呼数（当該局に帰属する加入者交換機設置局の県内自局外

呼数の合計を４で除したもの。）、中継交換機渡り県間最繁時総呼数（同一中継区域内の当

該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼数の合計に中継区域内中継交換機渡り回線

透過率を乗じて２で除したもの。）及び中継交換機渡り県内自局外呼数（同一中継区域内の

当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼数の合計を４で除したもの。）の合計を当

該局の最繁時総呼数とし、最繁時総呼数を中継交換機の最大処理最繁時総呼数で除したもの

（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

 （３） 中継交換機設置局の加入者交換機対向中継１．５Ｍパス数（当該局に帰属する加

入者交換機設置局の中継交換機向け１．５Ｍパス数を合計したもの）、他中継交換機設置局

の中継交換機対向１．５Ｍパス数（他中継交換機設置局の中継交換機向け１．５Ｍパス数を

合計したもの）及び中継交換機設置局の自局設置相互接続点対向１．５Ｍパス数（当該局の

中継伝送機能利用事業者相互接続点対向１．５Ｍパス数に合計したもの）の合計を５２Ｍパ

ス単位に変換し、更にチャネル数に変換したものを当該局の中継交換機チャネル数とし、中

継交換機チャネル数を中継交換機の最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切

り上げるものする。） 

 （４） 中継交換機設置局の加入者交換機対向中継１．５Ｍパス数（当該局に帰属する加

入者交換機設置局の中継交換機向け１．５Ｍパス数を合計したもの）、他中継交換機設置局

の中継交換機対向１．５Ｍパス数（他中継交換機設置局の中継交換機向け１．５Ｍパス数を

合計したもの）及び中継交換機設置局の自局設置相互接続点対向１．５Ｍパス数（当該局の

中継伝送機能利用事業者相互接続点対向１．５Ｍパス数に合計したもの）を合計し５２Ｍパ

ス単位に変換したものを中継交換機に収容する総中継インタフェース数とし、この総中継イ

ンタフェース数を中継交換機の最大搭載中継インタフェース数で除したもの（１に満たない

端数は、切り上げるものとする。） 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定したユニット数等を用いて局ごと中継交換

機投資額を求め、すべての中継交換機設置局の局ごと中継交換機投資額を合算し、中継交換

機投資額を算定する。 

  局ごと中継交換機投資額＝中継交換機ユニット数×中継交換機ユニット当たり単価＋

外呼量の合計を４で除したものをいう。）、中継交換機渡り県間最繁時呼量（同一中継区域

内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼量の合計に中継区域内中継交換機渡

り回線透過率を乗じて２で除したものをいう。）及び中継交換機渡り県内自局外呼量（同一

中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼量を４で除したものをい

う。）の合計を当該局の最繁時呼量とし、最繁時呼量を中継交換機の最大処理最繁時呼量で

除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

 （２） 県間最繁時総呼数（当該局に帰属する加入者交換機設置局の県間呼数の合計を２

で除したもの。）、県内最繁時総呼数（当該局に帰属する加入者交換機設置局の県内自局外

呼数の合計を４で除したもの。）、中継交換機渡り県間最繁時総呼数（同一中継区域内の当

該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼数の合計に中継区域内中継交換機渡り回線

透過率を乗じて２で除したもの。）及び中継交換機渡り県内自局外呼数（同一中継区域内の

当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼数の合計を４で除したもの。）の合計を当

該局の最繁時総呼数とし、最繁時総呼数を中継交換機の最大処理最繁時総呼数で除したもの

（１に満たない端数は、切り上げるものとする。） 

 （３） 中継交換機設置局の加入者交換機対向中継１．５Ｍパス数（当該局に帰属する加

入者交換機設置局の中継交換機向け１．５Ｍパス数を合計したもの）、他中継交換機設置局

の中継交換機対向１．５Ｍパス数（他中継交換機設置局の中継交換機向け１．５Ｍパス数を

合計したもの）及び中継交換機設置局の自局設置相互接続点対向１．５Ｍパス数（当該局の

中継伝送機能利用事業者相互接続点対向１．５Ｍパス数に合計したもの）の合計を５２Ｍパ

ス単位に変換し、更にチャネル数に変換したものを当該局の中継交換機チャネル数とし、中

継交換機チャネル数を中継交換機の最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切

り上げるものする。） 

 （４） 中継交換機設置局の加入者交換機対向中継１．５Ｍパス数（当該局に帰属する加

入者交換機設置局の中継交換機向け１．５Ｍパス数を合計したもの）、他中継交換機設置局

の中継交換機対向１．５Ｍパス数（他中継交換機設置局の中継交換機向け１．５Ｍパス数を

合計したもの）及び中継交換機設置局の自局設置相互接続点対向１．５Ｍパス数（当該局の

中継伝送機能利用事業者相互接続点対向１．５Ｍパス数に合計したもの）を合計し５２Ｍパ

ス単位に変換したものを中継交換機に収容する総中継インタフェース数とし、この総中継イ

ンタフェース数を中継交換機の最大搭載中継インタフェース数で除したもの（１に満たない

端数は、切り上げるものとする。） 

２ 投資額の算定 

  次の算定式により、前項の規定に基づき算定したユニット数等を用いて局ごと中継交換

機投資額を求め、すべての中継交換機設置局の局ごと中継交換機投資額を合算し、中継交換

機投資額を算定する。 

  局ごと中継交換機投資額＝中継交換機ユニット数×中継交換機ユニット当たり単価＋
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中継交換機低速パス数×中継交換機低速パス単価＋中継交換機５２Ｍパス数×中継交換機

５２Ｍパス単価＋最繁時総呼数×最繁時総呼数単価＋最繁時呼量×最繁時呼量単価 

信号用中継交換

機 

１ 設備量の算定 

 （１） 加入者交換機設置局ごとに、自ユニット内折返し比率分を除いた最繁時総呼数に

１呼当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除し

たものを、加入者交換機ユニット数で除し、さらに３，６００で除したもの（１に満たない

端数は、切り上げるものとする。）に、加入者交換機ユニット数を乗じたものを当該局の信

号リンク数とする。 

 （２） 中継交換機設置局ごとに、県間、中継交換機渡り県間及び県内自局外最繁時総呼

数の和に１呼当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号

数で除したものを、中継交換機ユニット数で除し、さらに３，６００で除したもの（１に満

たない端数は、切り上げるものとする。）に、中継交換機ユニット数を乗じたものを当該局

の信号リンク数とする。 

 （３） サービス制御局装置設置局ごとに、サービス制御局装置の最繁時受付呼数に１呼

当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除したも

のを、３，６００で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、当該

局の信号リンク数とする。 

 （４） 信号区域ごとに、次のア及びイの手順で求めた信号用中継交換機のユニット数の

うち最大のものを当該信号区域の信号用中継交換機ユニット数とする。 

  ア 信号用中継交換機渡り以外リンク数（（１）、（２）及び（３）で算定した信号リ

ンク数の合計に信号区域間リンク数（中継交換機設置局ごとの県間最繁時総呼数に１呼当た

り信号数を乗じたものの合計を、リンク当たり信号数で除したものを、信号区域間リンク分

散数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に、信号区域間リンク

分散数で乗じたもの。ただし、信号区域間リンク数実績の値の方が小さい場合には、信号区

域間リンク数実績を用いる。）を加えたもの。以下同じ。）を、信号用中継交換機当たり最

大リンク数から信号用中継交換機対当たり渡りリンク数を減じたもので除したもの（１に満

たない端数は、切り上げるものとする。） 

  イ （１）、（２）及び（３）で算定した信号数の合計を、信号用中継交換機当たり処

理信号数で除したものを、３，６００で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるもの

とする。） 

 （５） 信号用渡りリンク数（（４）で算定した信号用中継交換機ユニット数に信号用中

継交換機対当たり渡りリンク数を乗じたもの。）及び信号用中継交換機渡り以外リンク数の

合計を信号用中継交換機リンク数とする。 

 （６） （１）、（２）及び（３）で算定した信号リンク数の合計に２を乗じたもの及び

信号用渡りリンク数の合計から、信号用中継交換機を設置する局の信号リンク数の合計を減

中継交換機低速パス数×中継交換機低速パス単価＋中継交換機５２Ｍパス数×中継交換機

５２Ｍパス単価＋最繁時総呼数×最繁時総呼数単価＋最繁時呼量×最繁時呼量単価 

信号用中継交換

機 

１ 設備量の算定 

 （１） 加入者交換機設置局ごとに、自ユニット内折返し比率分を除いた最繁時総呼数に

１呼当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除し

たものを、加入者交換機ユニット数で除し、さらに３，６００で除したもの（１に満たない

端数は、切り上げるものとする。）に、加入者交換機ユニット数を乗じたものを当該局の信

号リンク数とする。 

 （２） 中継交換機設置局ごとに、県間、中継交換機渡り県間及び県内自局外最繁時総呼

数の和に１呼当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号

数で除したものを、中継交換機ユニット数で除し、さらに３，６００で除したもの（１に満

たない端数は、切り上げるものとする。）に、中継交換機ユニット数を乗じたものを当該局

の信号リンク数とする。 

 （３） サービス制御局装置設置局ごとに、サービス制御局装置の最繁時受付呼数に１呼

当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除したも

のを、３，６００で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、当該

局の信号リンク数とする。 

 （４） 信号区域ごとに、次のア及びイの手順で求めた信号用中継交換機のユニット数の

うち最大のものを当該信号区域の信号用中継交換機ユニット数とする。 

  ア 信号用中継交換機渡り以外リンク数（（１）、（２）及び（３）で算定した信号リ

ンク数の合計に信号区域間リンク数（中継交換機設置局ごとの県間最繁時総呼数に１呼当た

り信号数を乗じたものの合計を、リンク当たり信号数で除したものを、信号区域間リンク分

散数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に、信号区域間リンク

分散数で乗じたもの。ただし、信号区域間リンク数実績の値の方が小さい場合には、信号区

域間リンク数実績を用いる。）を加えたもの。以下同じ。）を、信号用中継交換機当たり最

大リンク数から信号用中継交換機対当たり渡りリンク数を減じたもので除したもの（１に満

たない端数は、切り上げるものとする。） 

  イ （１）、（２）及び（３）で算定した信号数の合計を、信号用中継交換機当たり処

理信号数で除したものを、３，６００で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるもの

とする。） 

 （５） 信号用渡りリンク数（（４）で算定した信号用中継交換機ユニット数に信号用中

継交換機対当たり渡りリンク数を乗じたもの。）及び信号用中継交換機渡り以外リンク数の

合計を信号用中継交換機リンク数とする。 

 （６） （１）、（２）及び（３）で算定した信号リンク数の合計に２を乗じたもの及び

信号用渡りリンク数の合計から、信号用中継交換機を設置する局の信号リンク数の合計を減
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じたものを、信号用中継交換機伝送路数とする。なお、この数値は別表第４の１における通

信設備使用料の算定に用いる。 

２ 投資額の算定 

  信号区域ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定したユニット数及びリンク

数を用いて信号区域ごと信号用中継交換機投資額を求め、すべての信号区域の信号区域ごと

信号用中継交換機投資額を合算し、信号用中継交換機投資額を算定する。 

  信号区域ごと信号用中継交換機投資額＝信号用中継交換機ユニット数×信号用中継交

換機ユニット当たり単価＋信号用中継交換機リンク数×信号用中継交換機リンク当たり単

価 

公衆電話機端末 公衆電話機端末投資額 

    ＝アナログ公衆電話機 

     ×アナログ公衆電話機単価 

    ＋デジタル公衆電話機端末数 

     ×デジタル公衆電話機単価 

空調設備 １ 交換機設置局の空調設備の設備量の算定 

  局ごとに次の（１）から（４）までにより求めた設置台数の合計を、当該局の空調設備

の設置台数とする。この場合において、各項ごとに、投資額が最低となるように空調設備の

種別を選択し、種別ごとにそれぞれの設置台数の合計を算定する。 

 （１） 当該局に設置される加入者交換機、局設置遠隔収容装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、クロック供給装置及び加入者系半固定パス伝送装置の所要電流値に

電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の１台当たりの

能力で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１を加えたもの 

 （２） 当該局に設置される伝送装置、無線伝送装置、衛星通信設備、クロック供給装置

及び中間中継伝送装置の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗

じたものを、空調設備の１台当たりの能力で除したもの（１に満たない端数は、切り上げる

ものとする。）に１を加えたもの 

 （３） 当該局に設置される中継交換機、信号用中継交換機及びクロック供給装置の所要

電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の１台

当たりの能力で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１を加えた

もの 

 （４） 当該局に設置される総合監視及び試験受付の所要電流値に電圧を乗じた電力容量

の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の１台当たりの能力で除したもの（１

に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１を加えたもの 

２ 局設置遠隔収容装置設置局（ＲＴ―ＢＯＸの場合を除く。）の空調設備の設備量の算定 

  局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発

じたものを、信号用中継交換機伝送路数とする。なお、この数値は別表第４の１における通

信設備使用料の算定に用いる。 

２ 投資額の算定 

  信号区域ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定したユニット数及びリンク

数を用いて信号区域ごと信号用中継交換機投資額を求め、すべての信号区域の信号区域ごと

信号用中継交換機投資額を合算し、信号用中継交換機投資額を算定する。 

  信号区域ごと信号用中継交換機投資額＝信号用中継交換機ユニット数×信号用中継交

換機ユニット当たり単価＋信号用中継交換機リンク数×信号用中継交換機リンク当たり単

価 

公衆電話機端末 公衆電話機端末投資額 

    ＝アナログ公衆電話機 

     ×アナログ公衆電話機単価 

    ＋デジタル公衆電話機端末数 

     ×デジタル公衆電話機単価 

空調設備 １ 交換機設置局の空調設備の設備量の算定 

  局ごとに次の（１）から（４）までにより求めた設置台数の合計を、当該局の空調設備

の設置台数とする。この場合において、各項ごとに、投資額が最低となるように空調設備の

種別を選択し、種別ごとにそれぞれの設置台数の合計を算定する。 

 （１） 当該局に設置される加入者交換機、局設置遠隔収容装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、クロック供給装置及び加入者系半固定パス伝送装置の所要電流値に

電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の１台当たりの

能力で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１を加えたもの 

 （２） 当該局に設置される伝送装置、無線伝送装置、衛星通信設備、クロック供給装置

及び中間中継伝送装置の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗

じたものを、空調設備の１台当たりの能力で除したもの（１に満たない端数は、切り上げる

ものとする。）に１を加えたもの 

 （３） 当該局に設置される中継交換機、信号用中継交換機及びクロック供給装置の所要

電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の１台

当たりの能力で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１を加えた

もの 

 （４） 当該局に設置される総合監視及び試験受付の所要電流値に電圧を乗じた電力容量

の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の１台当たりの能力で除したもの（１

に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１を加えたもの 

２ 遠隔収容装置設置局（ＲＴ―ＢＯＸの場合を除く。）の空調設備の設備量の算定 

  局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発
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熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の１台当たりの能力で除したもの（１に満たない端

数は、切り上げるものとする。）に１を加えたものを、当該局の空調設備の設置台数とする。

この場合において、投資額が最低となるように空調設備の種別を選択する。 

３ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前２項の規定に基づき算定した台数を用い種別ごと空調設

備投資額を求め、その合計を当該局の空調設備投資額とし、すべての局の空調設備投資額を

合算し、空調設備投資額を算定する。 

  種別ごと空調設備投資額＝当該種別空調設備設置台数×当該種別空調設備１台当たり

単価 

電力設備（整流

装置） 

１ 設備量の算定 

 （１） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の

合計を、整流装置１系統当たり最大電流で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるも

のとする。）を、当該局の整流装置系統数とする。この場合において、中継交換機が設置さ

れる局については、当該局に設置される中継交換機関連設備（中継交換機、信号用中継交換

機、伝送装置（加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの）、無線

伝送装置（加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの）、衛星通信

設備（加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの）、中間中継伝送

装置（加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの）及びクロック供

給装置（中継交換機、加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの））

の所要電流値の合計及び加入者交換機関連設備（整流装置を要する設備より中継交換機関連

設備を除いたもの）の所要電流値の合計を算定し、それぞれの所要電流値の合計を、整流装

置１系統当たり最大電流で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を

当該局のそれぞれの整流装置系統数とする。 

 （２） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の

合計を、（１）で算定した整流装置系統数で除したものを、整流器１ユニット当たり最大電

流値で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１を加えたものを、

当該局の整流器１系統当たりユニット数とする。この場合において、中継交換機が設置され

る加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入者交換機関連設備用、中継交換

機関連設備用それぞれの整流器１系統当たりユニット数を上記の方法により算定する。 

 （３） （２）で算定した整流装置１系統当たりユニット数から整流装置基本部収容可能

整流器数を減じたものを、整流装置増設架収容可能整流器数で除したもの（１に満たない端

数は、切り上げるものとする。）を、当該局の整流装置１系統当たり増設架数とする。この

場合において、中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設置され

る加入者交換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流装置１系統当たり増設架

数を上記の方法により算定する。 

熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の１台当たりの能力で除したもの（１に満たない端

数は、切り上げるものとする。）に１を加えたものを、当該局の空調設備の設置台数とする。

この場合において、投資額が最低となるように空調設備の種別を選択する。 

３ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前２項の規定に基づき算定した台数を用い種別ごと空調設

備投資額を求め、その合計を当該局の空調設備投資額とし、すべての局の空調設備投資額を

合算し、空調設備投資額を算定する。 

  種別ごと空調設備投資額＝当該種別空調設備設置台数×当該種別空調設備１台当たり

単価 

電力設備（整流

装置） 

１ 設備量の算定 

 （１） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の

合計を、整流装置１系統当たり最大電流で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるも

のとする。）を、当該局の整流装置系統数とする。この場合において、中継交換機が設置さ

れる局については、当該局に設置される中継交換機関連設備（中継交換機、信号用中継交換

機、伝送装置（加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの）、無線

伝送装置（加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの）、衛星通信

設備（加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの）、中間中継伝送

装置（加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの）及びクロック供

給装置（中継交換機、加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの））

の所要電流値の合計及び加入者交換機関連設備（整流装置を要する設備より中継交換機関連

設備を除いたもの）の所要電流値の合計を算定し、それぞれの所要電流値の合計を、整流装

置１系統当たり最大電流で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を

当該局のそれぞれの整流装置系統数とする。 

 （２） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の

合計を、（１）で算定した整流装置系統数で除したものを、整流器１ユニット当たり最大電

流値で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１を加えたものを、

当該局の整流器１系統当たりユニット数とする。この場合において、中継交換機が設置され

る加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入者交換機関連設備用、中継交換

機関連設備用それぞれの整流器１系統当たりユニット数を上記の方法により算定する。 

 （３） （２）で算定した整流装置１系統当たりユニット数から整流装置基本部収容可能

整流器数を減じたものを、整流装置増設架収容可能整流器数で除したもの（１に満たない端

数は、切り上げるものとする。）を、当該局の整流装置１系統当たり増設架数とする。この

場合において、中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設置され

る加入者交換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流装置１系統当たり増設架

数を上記の方法により算定する。 
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 （４） （１）で算定した整流装置系統数を当該局の整流装置基本部数とし、（２）で算

定した整流装置１系統当たりユニット数に（１）で算定した整流装置系統数を乗じたものを、

当該局の整流装置ユニット数とし、（３）で算定した整流装置１系統当たり増設架数に（１）

で算定した整流装置系統数を乗じたものを、当該局の整流装置増設架数とする。この場合に

おいて、中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入

者交換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流装置について上記の方法にて算

定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した基本部数、増設架数及びユニ

ット数を用い局ごと整流装置投資額を求め、すべての局の局ごと整流装置投資額を合算し、

整流装置投資額を算定する。 

  局ごと整流装置投資額＝整流装置基本部数×整流装置基本部単価＋整流装置増設架数

×整流装置増設架単価＋整流器ユニット数×整流器ユニット単価 

電力設備（直流

変換電源装置） 

１ 設備量の算定 

 （１） 加入者交換機設置局ごとに消防警察トランク数に警察消防用回線１回線当たりの

消費電流を乗じたもの及び警察消防用回線共通部の電流の合計を、当該局の警察消防用回線

所要電流とする。 

 （２） （１）で算定した警察消防用回線所要電流を直流変換電源装置１架最大電流で除

したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、当該局の直流変換電源装置

架数とする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した架数を用い局ごと直流変換電

源装置投資額を求め、すべての局の局ごと直流変換電源装置投資額を合算し、直流変換電源

装置投資額を算定する。 

  局ごと直流変換電源装置投資額＝直流変換電源装置架数×直流変換電源装置架当たり

単価 

電力設備（交流

無停電電源装

置） 

１ 設備量の算定 

 （１） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される、交流１００Ｖを要する設備（加入者

交換機、中継交換機、信号用中継交換機及び警察消防用回線集約装置）の交流１００Ｖ所要

電流の合計に交流無停電電源装置出力電圧０．１ｋＶを乗じたものを、当該局の交流１００

Ｖ所要容量とする。 

 （２） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流２００Ｖを要する設備（監視装置

（総合監視））の交流２００Ｖ所要電流の合計に３の平方根及び交流無停電電源装置出力電

圧０．２ｋＶを乗じたものを、当該局の交流２００Ｖ所要容量とする。 

 （３） （１）及び（２）で算定した所要容量から、それぞれの種別ごとの交流無停電電

 （４） （１）で算定した整流装置系統数を当該局の整流装置基本部数とし、（２）で算

定した整流装置１系統当たりユニット数に（１）で算定した整流装置系統数を乗じたものを、

当該局の整流装置ユニット数とし、（３）で算定した整流装置１系統当たり増設架数に（１）

で算定した整流装置系統数を乗じたものを、当該局の整流装置増設架数とする。この場合に

おいて、中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入

者交換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流装置について上記の方法にて算

定する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した基本部数、増設架数及びユニ

ット数を用い局ごと整流装置投資額を求め、すべての局の局ごと整流装置投資額を合算し、

整流装置投資額を算定する。 

  局ごと整流装置投資額＝整流装置基本部数×整流装置基本部単価＋整流装置増設架数

×整流装置増設架単価＋整流器ユニット数×整流器ユニット単価 

電力設備（直流

変換電源装置） 

１ 設備量の算定 

 （１） 加入者交換機設置局ごとに消防警察トランク数に警察消防用回線１回線当たりの

消費電流を乗じたもの及び警察消防用回線共通部の電流の合計を、当該局の警察消防用回線

所要電流とする。 

 （２） （１）で算定した警察消防用回線所要電流を直流変換電源装置１架最大電流で除

したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、当該局の直流変換電源装置

架数とする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した架数を用い局ごと直流変換電

源装置投資額を求め、すべての局の局ごと直流変換電源装置投資額を合算し、直流変換電源

装置投資額を算定する。 

  局ごと直流変換電源装置投資額＝直流変換電源装置架数×直流変換電源装置架当たり

単価 

電力設備（交流

無停電電源装

置） 

１ 設備量の算定 

 （１） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される、交流１００Ｖを要する設備（加入者

交換機、中継交換機、信号用中継交換機及び警察消防用回線集約装置）の交流１００Ｖ所要

電流の合計に交流無停電電源装置出力電圧０．１ｋＶを乗じたものを、当該局の交流１００

Ｖ所要容量とする。 

 （２） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流２００Ｖを要する設備（監視装置

（総合監視））の交流２００Ｖ所要電流の合計に３の平方根及び交流無停電電源装置出力電

圧０．２ｋＶを乗じたものを、当該局の交流２００Ｖ所要容量とする。 

 （３） （１）及び（２）で算定した所要容量から、それぞれの種別ごとの交流無停電電
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源装置規定容量で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を交流無停

電電源装置（１００Ｖ）台数及び交流無停電電源装置（２００Ｖ）台数とする。この場合に

おいて、投資額が最低となるように交流無停電電源装置の種別を選択する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した台数を用い、種別ごと交流無

停電電源装置投資額を求め、その合計を当該局の交流無停電電源装置投資額とし、すべての

局の交流無停電電源装置投資額を合算し、交流無停電電源装置投資額を算定する。 

  種別ごと交流無停電電源装置投資額＝当該種別交流無停電電源装置台数×当該種別交

流無停電電源装置単価 

電力設備（蓄電

池） 

１ 交換機設置局の蓄電池の設備量の算定 

 （１） 局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、交換機設置局整

流装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の整流装置用蓄電池容量とする。この

場合において、中継交換機が設置される局については、加入者交換機関連設備用整流装置及

び中継交換機関連設備用整流装置の別に整流装置用蓄電池容量を算定する。 

 （２） 局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置（１００Ｖ）の所要電流値の

合計に、交換機設置局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池容量とし、当該局に設置される交流無停電電源装

置（２００Ｖ）の所要電流値の合計に、交換機設置局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出

係数を乗じたものを、当該局の交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池容量とする。 

 （３） （１）及び（２）で算定した蓄電池容量を蓄電池規定容量で除したもの（１に満

たない端数は、切り上げるものとする。）の合計を当該局に設置する蓄電池の組数とする。

この場合において、投資額が最低となるように蓄電池の種別を選択する。 

２ 局設置遠隔収容装置設置局の蓄電池の設備量の算定 

  局ごとに、当該局に設置される小規模局用電源装置の所要電流値に、局設置遠隔収容装

置設置局用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の整流装置用蓄電池容量とし、蓄電

池容量を蓄電池規定容量で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を

当該局舎の蓄電池の組数とする。この場合において、投資額が最低となるように蓄電池の種

別を選択する。 

３ 局設置簡易遠隔収容装置設置局の蓄電池の設備量の算定 

 局ごとに、当該局に設置される小規模局用電源装置の所要電流値に局設置簡易遠隔収容装

置設置局用蓄電池容量算出係数を乗じたものに、局設置簡易遠隔収容装置の所要電流値に局

設置簡易遠隔収容装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを加えた値を当該局の整流装置

用蓄電池容量とし、蓄電池容量を蓄電池規定容量で除したもの（１に満たない端数は、切り

上げるものとする。）を当該局舎の蓄電池の組数とする。この場合において、投資額が最低

となるように蓄電池の種別を選択する。 

源装置規定容量で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を交流無停

電電源装置（１００Ｖ）台数及び交流無停電電源装置（２００Ｖ）台数とする。この場合に

おいて、投資額が最低となるように交流無停電電源装置の種別を選択する。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した台数を用い、種別ごと交流無

停電電源装置投資額を求め、その合計を当該局の交流無停電電源装置投資額とし、すべての

局の交流無停電電源装置投資額を合算し、交流無停電電源装置投資額を算定する。 

  種別ごと交流無停電電源装置投資額＝当該種別交流無停電電源装置台数×当該種別交

流無停電電源装置単価 

電力設備（蓄電

池） 

１ 交換機設置局の蓄電池の設備量の算定 

 （１） 局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、交換機設置局整

流装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の整流装置用蓄電池容量とする。この

場合において、中継交換機が設置される局については、加入者交換機関連設備用整流装置及

び中継交換機関連設備用整流装置の別に整流装置用蓄電池容量を算定する。 

 （２） 局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置（１００Ｖ）の所要電流値の

合計に、交換機設置局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の

交流無停電電源装置（１００Ｖ）用蓄電池容量とし、当該局に設置される交流無停電電源装

置（２００Ｖ）の所要電流値の合計に、交換機設置局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出

係数を乗じたものを、当該局の交流無停電電源装置（２００Ｖ）用蓄電池容量とする。 

 （３） （１）及び（２）で算定した蓄電池容量を蓄電池規定容量で除したもの（１に満

たない端数は、切り上げるものとする。）の合計を当該局に設置する蓄電池の組数とする。

この場合において、投資額が最低となるように蓄電池の種別を選択する。 

２ 遠隔収容装置設置局の蓄電池の設備量の算定 

  局ごとに、当該局に設置される小規模局用電源装置の所要電流値に、遠隔収容装置設置

局用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の整流装置用蓄電池容量とし、蓄電池容量

を蓄電池規定容量で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を当該局

舎の蓄電池の組数とする。この場合において、投資額が最低となるように蓄電池の種別を選

択する。 
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４ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前３項の規定に基づき算定した組数を用い種別ごと蓄電池

投資額を求め、その合計を当該局の蓄電池投資額とし、すべての局の蓄電池投資額を合算し、

蓄電池投資額を算定する。 

  種別ごと蓄電池投資額＝当該種別蓄電池組数×当該種別蓄電池取得単価 

電力設備（受電

装置） 

１ 設備量の算定 

 （１） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、整流

装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを、当該局の整流装置受電容量とする。 

 （２） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置（１００Ｖ）の所

要容量及び交流無停電電源装置（２００Ｖ）の所要容量の合計を、交流無停電電源装置総合

効率で除したものを、当該局の交流無停電電源装置容量とする。 

 （３） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を、

当該局の空調設備容量とする。 

 （４） 交換機設置局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積当たり建物付帯設

備受電容量を乗じたものを、当該局の建物付帯設備受電容量とする。 

 （５） （１）、（２）、（３）及び（４）で算定した容量の合計を、種別ごとの受電装

置規格容量で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を受電装置数と

する。この場合において、投資額が最低となるように受電装置の種別を選択する。選択した

受電装置規格容量の合計を、当該局の受電装置所要容量とする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した所要容量を用い受電装置投資

額を求め、その合計を当該局の受電装置投資額とし、すべての局の受電装置投資額を合算し、

受電装置投資額を算定する。 

  局ごと受電装置投資額＝受電装置所要容量×受電装置単位容量当たり取得単価 

電力設備（発電

装置） 

１ 設備量の算定 

 （１） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置のユニット数の合計に、整流

器１ユニット当たり最大電流及び整流装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを、

当該局の整流装置発電容量とする。 

 （２） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置（１００Ｖ）の所

要容量及び交流無停電電源装置（２００Ｖ）の所要容量の合計を、交流無停電電源装置総合

効率で除したものを、当該局の交流無停電電源装置容量とする。 

 （３） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を、

当該局の空調設備容量とする。 

 （４） 交換機設置局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積当たりの建物付帯

設備発電電力容量を乗じたものを、当該局の建物付帯設備発電容量とする。 

３ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前２項の規定に基づき算定した組数を用い種別ごと蓄電池

投資額を求め、その合計を当該局の蓄電池投資額とし、すべての局の蓄電池投資額を合算し、

蓄電池投資額を算定する。 

  種別ごと蓄電池投資額＝当該種別蓄電池組数×当該種別蓄電池取得単価 

電力設備（受電

装置） 

１ 設備量の算定 

 （１） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、整流

装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを、当該局の整流装置受電容量とする。 

 （２） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置（１００Ｖ）の所

要容量及び交流無停電電源装置（２００Ｖ）の所要容量の合計を、交流無停電電源装置総合

効率で除したものを、当該局の交流無停電電源装置容量とする。 

 （３） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を、

当該局の空調設備容量とする。 

 （４） 交換機設置局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積当たり建物付帯設

備受電容量を乗じたものを、当該局の建物付帯設備受電容量とする。 

 （５） （１）、（２）、（３）及び（４）で算定した容量の合計を、種別ごとの受電装

置規格容量で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を受電装置数と

する。この場合において、投資額が最低となるように受電装置の種別を選択する。選択した

受電装置規格容量の合計を、当該局の受電装置所要容量とする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した所要容量を用い受電装置投資

額を求め、その合計を当該局の受電装置投資額とし、すべての局の受電装置投資額を合算し、

受電装置投資額を算定する。 

  局ごと受電装置投資額＝受電装置所要容量×受電装置単位容量当たり取得単価 

電力設備（発電

装置） 

１ 設備量の算定 

 （１） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置のユニット数の合計に、整流

器１ユニット当たり最大電流及び整流装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを、

当該局の整流装置発電容量とする。 

 （２） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置（１００Ｖ）の所

要容量及び交流無停電電源装置（２００Ｖ）の所要容量の合計を、交流無停電電源装置総合

効率で除したものを、当該局の交流無停電電源装置容量とする。 

 （３） 交換機設置局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を、

当該局の空調設備容量とする。 

 （４） 交換機設置局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積当たりの建物付帯

設備発電電力容量を乗じたものを、当該局の建物付帯設備発電容量とする。 
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 （５） （１）、（２）、（３）及び（４）で算定した容量の合計を、種別ごとの発電装

置規格容量で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を発電装置数と

する。この場合において、投資額が最低となるように発電装置の種別を選択する。選択した

発電装置規格容量の合計を当該局の発電装置所要容量とする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した所要容量を用い局ごと発電装

置投資額を求め、その合計を当該局の発電装置投資額とし、すべての局の局ごと発電装置投

資額を合算し、発電装置投資額を算定する。 

  局ごと発電装置投資額＝発電装置所要容量×発電装置単位容量当たり取得単価 

電力設備（小規

模局用電源装

置） 

１ 設備量の算定 

  局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置さ

れる設備（局設置簡易遠隔収容装置を除く。）の所要電流値の合計を、小規模局用電源装置

１台当たりの最大電流で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を、

当該局の小規模局用電源装置台数とする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した台数を用い局ごと小規模局用

電源装置投資額を求め、すべての局の局ごと小規模局用電源装置投資額を合算し、小規模局

用電源装置投資額を算定する。 

  局ごと小規模局用電源装置投資額＝小規模局用電源装置台数×小規模局用電源装置単

価 

電力設備（可搬

型発動発電機） 

１ 設備量の算定 

 全ての局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局を所要電流値ごと

に分類した局数を全ての局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局数

でそれぞれ除した値を可搬型発動発電機の所要電流別配置比率として、その比率に応じて総

設置数を割り当てることにより、所要電流別可搬型発動発電機設置台数を算出する。 

２ 投資額の算定 

 （１） 所要電流別可搬型発動発電機設置台数に、可搬型発動発電機規定容量を乗じ、所

要電流別可搬型発動発電機容量を算出する。 

 （２） （１）で求めた値に、所要電流に応じた可搬型発動発電機単価を乗じた値を算出

し、これらを合算した値を投資額とする。 

機械室建物 １ ＲＴ―ＢＯＸ以外の局の機械室建物の設備量の算定 

 （１） 局ごとに、次のアからツの手順で求めた面積の合計を、当該局のネットワーク

設備面積とする。 

  ア 局設置遠隔収容装置基本部面積に、局設置遠隔収容装置１台当たり収容回線数を局

設置遠隔収容装置単位面積当たり最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り

 （５） （１）、（２）、（３）及び（４）で算定した容量の合計を、種別ごとの発電装

置規格容量で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）を発電装置数と

する。この場合において、投資額が最低となるように発電装置の種別を選択する。選択した

発電装置規格容量の合計を当該局の発電装置所要容量とする。 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した所要容量を用い局ごと発電装

置投資額を求め、その合計を当該局の発電装置投資額とし、すべての局の局ごと発電装置投

資額を合算し、発電装置投資額を算定する。 

  局ごと発電装置投資額＝発電装置所要容量×発電装置単位容量当たり取得単価 

電力設備（小規

模局用電源装

置） 

１ 設備量の算定 

  遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値の合計を、小規模局

用電源装置１台当たりの最大電流で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとす

る。）を、当該局の小規模局用電源装置台数とする。 

 

２ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した台数を用い局ごと小規模局用

電源装置投資額を求め、すべての局の局ごと小規模局用電源装置投資額を合算し、小規模局

用電源装置投資額を算定する。 

  局ごと小規模局用電源装置投資額＝小規模局用電源装置台数×小規模局用電源装置単

価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機械室建物 １ ＲＴ―ＢＯＸ以外の局の機械室建物の設備量の算定 

 （１） 局ごとに、次のアからツの手順で求めた面積の合計を、当該局のネットワーク設

備面積とする。 

  ア 局設置遠隔収容装置基本部面積に、局設置遠隔収容装置１台当たり収容回線数を局

設置遠隔収容装置単位面積当たり最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り
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上げるものとする。）に局設置遠隔収容装置単位面積を乗じたものを加え、局設置遠隔収容

装置台数を乗じたもの 

  イ 加入者交換機基本部面積に、加入者交換機１台当たり収容回線数を加入者交換機収

容架単位面積当たり最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものと

する。）に加入者交換機収容架単位面積を乗じたものを加えたものに、加入者交換機台数を

乗じたもの 

  ウ 中継交換機基本部面積に、中継交換機１台当たり収容回線数を中継交換機収容架単

位面積当たり最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）

に中継交換機収容架単位面積を乗じたものを加え、中継交換機台数を乗じたもの 

  エ 伝送装置の種別ごとに当該装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたものを

算定し、全種別の面積を合計したもの 

  オ 無線伝送装置の変復調回線切替装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたも

のに、無線送受信装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたものを加えたもの 

  カ 衛星通信設備のＴＤＭＡ装置、衛星送受信装置及び衛星回線制御装置のそれぞれの

架数に当該装置の架当たり面積を乗じて合算したもの 

  キ クロック供給装置の架数にクロック供給装置の架当たり面積を乗じたもの 

  ク 中間中継伝送装置の架数に中間中継伝送装置の架当たり面積を乗じたもの 

  ケ 海底中間中継伝送装置給電装置数に海底中間中継伝送装置給電装置の装置当たり

面積を乗じたもの 

  コ 信号用中継交換機基本部面積に、信号用中継交換機１台当たり収容リンク数を信号

用中継交換機収容架単位面積当たり最大収容リンク数で除したもの（１に満たない端数は、

切り上げるものとする。）に信号用中継交換機収容架単位面積を乗じたものを加えたものに、

信号用中継交換機台数を乗じたもの 

  サ 主配線盤収容回線数にき線回線予備率分を加算したものを、１０，０００で除した

もの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１０，０００端子当たり必要主配

線盤長を乗じたものに、作業スペース込みの主配線盤幅を乗じたもの 

  シ 当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数（当該局に帰属する局設置遠隔収容装置設

置局に帰属するき線点遠隔収容装置数を含む。）にき線点遠隔収容装置当たり心線数を乗じ

たものを加入者系半固定パス伝送装置単位面積当たり最大収容端子数で除したもの（１に満

たない端数は、切り上げるものとする。）に加入者系半固定パス伝送装置単位面積を乗じた

もの 

  ス 光ケーブル成端架収容端子数を光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数

で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に光ケーブル成端架単位面

積を乗じたもの 

  セ 消防警察トランクの架数に、当該設備の架当たり面積を乗じたもの 

上げるものとする。）に局設置遠隔収容装置単位面積を乗じたものを加え、局設置遠隔収容

装置台数を乗じたもの 

  イ 加入者交換機基本部面積に、加入者交換機１台当たり収容回線数を加入者交換機収

容架単位面積当たり最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものと

する。）に加入者交換機収容架単位面積を乗じたものを加えたものに、加入者交換機台数を

乗じたもの 

  ウ 中継交換機基本部面積に、中継交換機１台当たり収容回線数を中継交換機収容架単

位面積当たり最大収容回線数で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）

に中継交換機収容架単位面積を乗じたものを加え、中継交換機台数を乗じたもの 

  エ 伝送装置の種別ごとに当該装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたものを

算定し、全種別の面積を合計したもの 

  オ 無線伝送装置の変復調回線切替装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたも

のに、無線送受信装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたものを加えたもの 

  カ 衛星通信設備のＴＤＭＡ装置、衛星送受信装置及び衛星回線制御装置のそれぞれの

架数に当該装置の架当たり面積を乗じて合算したもの 

  キ クロック供給装置の架数にクロック供給装置の架当たり面積を乗じたもの 

  ク 中間中継伝送装置の架数に中間中継伝送装置の架当たり面積を乗じたもの 

  ケ 海底中間中継伝送装置給電装置数に海底中間中継伝送装置給電装置の装置当たり

面積を乗じたもの 

  コ 信号用中継交換機基本部面積に、信号用中継交換機１台当たり収容リンク数を信号

用中継交換機収容架単位面積当たり最大収容リンク数で除したもの（１に満たない端数は、

切り上げるものとする。）に信号用中継交換機収容架単位面積を乗じたものを加えたものに、

信号用中継交換機台数を乗じたもの 

  サ 主配線盤収容回線数にき線回線予備率分を加算したものを、１０，０００で除した

もの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に１０，０００端子当たり必要主配

線盤長を乗じたものに、作業スペース込みの主配線盤幅を乗じたもの 

  シ 当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数（当該局に帰属する遠隔収容装置設置局に

帰属するき線点遠隔収容装置数を含む。）にき線点遠隔収容装置当たり心線数を乗じたもの

を加入者系半固定パス伝送装置単位面積当たり最大収容端子数で除したもの（１に満たない

端数は、切り上げるものとする。）に加入者系半固定パス伝送装置単位面積を乗じたもの 

 

  ス 光ケーブル成端架収容端子数を光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数

で除したもの（１に満たない端数は、切り上げるものとする。）に光ケーブル成端架単位面

積を乗じたもの 

  セ 消防警察トランクの架数に、当該設備の架当たり面積を乗じたもの 
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  ソ 警察消防用回線集約装置の架数に、当該設備の架当たり面積を乗じたもの 

  タ 総合監視面積及び試験受付面積の合計 

  チ 次の（ア）から（エ）までの中で最大のもの（更改のための面積を確保） 

   （ア） 局設置遠隔収容装置１台当たり所要面積 

   （イ） 加入者交換機１台当たり所要面積 

   （ウ） 中継交換機１台当たり所要面積 

   （エ） 信号用中継交換機１台当たり所要面積 

  ツ 伝送装置の種類別の１アイランド当たり所要面積の中で最大のもの 

 （２） 局ごとに、次のアからクまでの手順で求めた面積の合計を、当該局の電力設備面

積とする。 

  ア 整流装置系統数に整流装置基本部面積を乗じたもの及び整流装置増設架数に整流

装置増設架面積を乗じたものの合計 

  イ 直流変換電源装置架数に直流変換電源装置架当たり単位面積を乗じたもの 

  ウ 交流無停電電源装置種別ごとに、交流無停電電源装置台数に交流無停電電源装置所

要面積を乗じたものの合計 

  エ 蓄電池種別ごとに、蓄電池組数に蓄電池面積を乗じたものの合計 

  オ 受電装置種別ごとに、受電装置数に受電装置所要面積を乗じたものの合計 

  カ 発電装置種別ごとに、発電装置数に発電装置所要面積を乗じたものの合計 

  キ 小規模局用電源装置台数に小規模局用電源装置所要面積を乗じたものの合計 

  ク 整流装置１台分の面積、局内の最大容量の交流無停電電源装置１台分の面積、１系

統に蓄電池が１組だけ設置されている場合の整流装置及び交流無停電電源装置の蓄電池１

組分の面積、受電装置種別ごとの受電装置数に受電装置更改面積を乗じたものの合計又は小

規模局用電源装置１台分の面積の合計（更改のための面積を確保） 

 （３） 局ごとに、種別ごとの空調設備台数に空調設備単位面積を乗じたものの合計を、

当該局の空調設備面積とする。 

 （４） 局ごとに、（１）サで算定した面積を、当該局のケーブル室面積とする。 

 （５） 局ごとに、ネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積及びケーブル室

面積の合計に、１から建物付帯設備面積付加係数を減じたものを建物付帯設備面積付加係数

で除したものを乗じて、当該局の建物付帯設備面積とする。 

 （６） （１）から（５）までで算定したネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設

備面積、ケーブル室面積及び建物付帯設備面積の合計を、当該局の機械室建物面積とする。 

２ ＲＴ―ＢＯＸの機械室建物の設備量の算定 

  ＲＴ―ＢＯＸ数を１とする。 

３ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前２項の規定に基づき算定した面積又はＲＴ―ＢＯＸ単価

  ソ 警察消防用回線集約装置の架数に、当該設備の架当たり面積を乗じたもの 

  タ 総合監視面積及び試験受付面積の合計 

  チ 次の（ア）から（エ）までの中で最大のもの（更改のための面積を確保） 

   （ア） 局設置遠隔収容装置１台当たり所要面積 

   （イ） 加入者交換機１台当たり所要面積 

   （ウ） 中継交換機１台当たり所要面積 

   （エ） 信号用中継交換機１台当たり所要面積 

  ツ 伝送装置の種類別の１アイランド当たり所要面積の中で最大のもの 

 （２） 局ごとに、次のアからクまでの手順で求めた面積の合計を、当該局の電力設備面

積とする。 

  ア 整流装置系統数に整流装置基本部面積を乗じたもの及び整流装置増設架数に整流

装置増設架面積を乗じたものの合計 

  イ 直流変換電源装置架数に直流変換電源装置架当たり単位面積を乗じたもの 

  ウ 交流無停電電源装置種別ごとに、交流無停電電源装置台数に交流無停電電源装置所

要面積を乗じたものの合計 

  エ 蓄電池種別ごとに、蓄電池組数に蓄電池面積を乗じたものの合計 

  オ 受電装置種別ごとに、受電装置数に受電装置所要面積を乗じたものの合計 

  カ 発電装置種別ごとに、発電装置数に発電装置所要面積を乗じたものの合計 

  キ 小規模局用電源装置台数に小規模局用電源装置所要面積を乗じたものの合計 

  ク 整流装置１台分の面積、局内の最大容量の交流無停電電源装置１台分の面積、１系

統に蓄電池が１組だけ設置されている場合の整流装置及び交流無停電電源装置の蓄電池１

組分の面積、受電装置種別ごとの受電装置数に受電装置更改面積を乗じたものの合計又は小

規模局用電源装置１台分の面積の合計（更改のための面積を確保） 

 （３） 局ごとに、種別ごとの空調設備台数に空調設備単位面積を乗じたものの合計を、

当該局の空調設備面積とする。 

 （４） 局ごとに、（１）サで算定した面積を、当該局のケーブル室面積とする。 

 （５） 局ごとに、ネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積及びケーブル室

面積の合計に、１から建物付帯設備面積付加係数を減じたものを建物付帯設備面積付加係数

で除したものを乗じて、当該局の建物付帯設備面積とする。 

 （６） （１）から（５）までで算定したネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設

備面積、ケーブル室面積及び建物付帯設備面積の合計を、当該局の機械室建物面積とする。 

２ ＲＴ―ＢＯＸの機械室建物の設備量の算定 

  ＲＴ―ＢＯＸ数を１とする。 

３ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前２項の規定に基づき算定した面積又はＲＴ―ＢＯＸ単価
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を用い局ごと機械室建物投資額を求め、すべての局の局ごと機械室建物投資額を合算し、機

械室建物投資額を算定する。 

  局ごと機械室建物投資額＝機械室建物面積×機械室建物建設単価 

  又は 

  局ごと機械室建物投資額＝ＲＴ―ＢＯＸ単価 

機械室土地 １ 交換機設置局の機械室土地の設備量の算定 

 局ごとに、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積と

する。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室建物面積を複数階局容積率で

除したものを、当該局の機械室土地面積とする。 

２ 局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局の機械室土地の設備量

の算定 

  局ごとに、次の手順で算定を行う。 

 （１） 当該局がＲＴ―ＢＯＸ、無線併設局、無線単独局及び衛星通信地球局以外の場合、

次の手順で算定を行う。この場合において、当該局が複数階局であるか平屋局であるかにつ

いては、空調設備、機械室建物及び機械室土地の資本コスト（減価償却費、自己資本費用、

他人資本費用、利益対応税、通信設備使用料、固定資産税）及び保守コスト（施設保全費、

道路占用料、撤去費用）の合計を比較し決定する。 

  ア 当該局が複数階局の場合、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを、当該

局の機械室土地面積とする。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室建物面

積を複数階局容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。 

  イ 当該局が平屋局の場合、機械室建物面積を平屋局容積率で除したもの及び駐車スペ

ース等土地面積の合計を、当該局の機械室土地面積とする。 

 （２） 当該局がＲＴ―ＢＯＸの場合、ＲＴ―ＢＯＸ土地面積を、当該局の機械室土地面

積とする。 

３ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前２項の規定に基づき算定した面積を用い局ごと機械室土

地投資額を求め、すべての局の局ごと機械室土地投資額を合算し、機械室土地投資額を算定

する。 

  局ごと機械室土地投資額＝機械室土地面積×（固定資産評価額÷土地単価時価補正係

数）×土地単価時点補正係数 

監視設備（総合

監視） 

 監視設備（総合監視）投資額＝ネットワーク設備投資額合計×監視設備（総合監視）対投

資額比率 

（ネットワーク設備とは、別表第１の１に規定する設備区分に係る設備並びに別表第１の２

に規定する附属設備等のうち、空調設備、電力設備、機械室建物及び機械室土地の設備等区

分に係る設備等をいう。以下この表において同じ。） 

を用い局ごと機械室建物投資額を求め、すべての局の局ごと機械室建物投資額を合算し、機

械室建物投資額を算定する。 

  局ごと機械室建物投資額＝機械室建物面積×機械室建物建設単価 

  又は 

  局ごと機械室建物投資額＝ＲＴ―ＢＯＸ単価 

機械室土地 １ 交換機設置局の機械室土地の設備量の算定 

 局ごとに、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積と

する。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室建物面積を複数階局容積率で

除したものを、当該局の機械室土地面積とする。 

２ 遠隔収容装置設置局の機械室土地の設備量の算定 

 

  局ごとに、次の手順で算定を行う。 

 （１） 当該局がＲＴ―ＢＯＸ、無線併設局、無線単独局及び衛星通信地球局以外の場合、

次の手順で算定を行う。この場合において、当該局が複数階局であるか平屋局であるかにつ

いては、空調設備、機械室建物及び機械室土地の資本コスト（減価償却費、自己資本費用、

他人資本費用、利益対応税、通信設備使用料、固定資産税）及び保守コスト（施設保全費、

道路占用料、撤去費用）の合計を比較し決定する。 

  ア 当該局が複数階局の場合、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを、当該

局の機械室土地面積とする。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室建物面

積を複数階局容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。 

  イ 当該局が平屋局の場合、機械室建物面積を平屋局容積率で除したもの及び駐車スペ

ース等土地面積の合計を、当該局の機械室土地面積とする。 

 （２） 当該局がＲＴ―ＢＯＸの場合、ＲＴ―ＢＯＸ土地面積を、当該局の機械室土地面

積とする。 

３ 投資額の算定 

  局ごとに次の算定式により、前２項の規定に基づき算定した面積を用い局ごと機械室土

地投資額を求め、すべての局の局ごと機械室土地投資額を合算し、機械室土地投資額を算定

する。 

  局ごと機械室建物投資額＝機械室土地面積×（固定資産評価額÷土地単価時価補正係

数）×土地単価時点補正係数 

監視設備（総合

監視） 

 監視設備（総合監視）投資額＝ネットワーク設備投資額合計×監視設備（総合監視）対投

資額比率 

（ネットワーク設備とは、別表第１の１に規定する設備区分に係る設備並びに別表第１の２

に規定する附属設備等のうち、空調設備、電力設備、機械室建物及び機械室土地の設備等区

分に係る設備等をいう。以下この表において同じ。） 
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監視設備（加入

者交換機） 

 監視設備（加入者交換機）投資額＝（加入者交換機投資額＋消防警察トランク投資額＋警

察消防用回線集約装置投資額）×監視設備（加入者交換機）対投資額比率 

監視設備（中継

交換機） 

 監視設備（中継交換機）投資額＝中継交換機投資額×監視設備（中継交換機）対投資額比

率 

監視設備（伝送

無線機械） 

 監視設備（伝送無線機械）投資額＝（伝送装置投資額＋中間中継伝送装置投資額＋無線伝

送装置投資額＋無線アンテナ投資額＋無線鉄塔投資額＋衛星通信設備投資額）×監視設備

（伝送無線機械）対投資額比率 

監視設備（市外

線路） 

 監視設備（市外線路）投資額＝市外線路投資額（中継系光ケーブル、海底光ケーブル、海

底中間中継伝送装置及び中継系電柱の投資額の合計）×監視設備（市外線路）対投資額比率 

監視設備（市内

線路） 

 監視設備（市内線路）投資額＝市内線路投資額（加入系光ケーブル、メタルケーブル及び

加入系電柱の投資額の合計）×監視設備（市内線路）対投資額比率 

共通用建物  共通用建物投資額＝機械室建物投資額×共通用建物対投資額比率 

共通用土地  共通用土地投資額＝機械室土地投資額×共通用土地対投資額比率 

構築物  構築物投資額＝（機械室建物投資額＋共通用建物投資額）×構築物対投資額比率 

機械及び装置  機械及び装置投資額＝ネットワーク設備投資額合計×機械及び装置対投資額比率 

車両  車両投資額＝ネットワーク設備投資額合計×車両対投資額比率 

工具、器具及び

備品 

 工具、器具及び備品投資額＝ネットワーク設備投資額合計×工具、器具及び備品対投資額

比率 

無形固定資産

（交換機ソフト

ウェア） 

 無形固定資産（交換機ソフトウェア）投資額＝ネットワーク設備投資額合計×無形固定資

産（交換機ソフトウェア）対投資額比率 

無形固定資産

（その他の無形

固定資産） 

 無形固定資産（その他の無形固定資産）投資額＝ネットワーク設備投資額合計×無形固定

資産（その他の無形固定資産）対投資額比率 

 
 
 

監視設備（加入

者交換機） 

 監視設備（加入者交換機）投資額＝（加入者交換機投資額＋消防警察トランク投資額＋警

察消防用回線集約装置投資額）×監視設備（加入者交換機）対投資額比率 

監視設備（中継

交換機） 

 監視設備（中継交換機）投資額＝中継交換機投資額×監視設備（中継交換機）対投資額比

率 

監視設備（伝送

無線機械） 

 監視設備（伝送無線機械）投資額＝（伝送装置投資額＋中間中継伝送装置投資額＋無線伝

送装置投資額＋無線アンテナ投資額＋無線鉄塔投資額＋衛星通信設備投資額）×監視設備

（伝送無線機械）対投資額比率 

監視設備（市外

線路） 

 監視設備（市外線路）投資額＝市外線路投資額（中継系光ケーブル、海底光ケーブル、海

底中間中継伝送装置及び中継系電柱の投資額の合計）×監視設備（市外線路）対投資額比率 

監視設備（市内

線路） 

 監視設備（市内線路）投資額＝市内線路投資額（加入系光ケーブル、メタルケーブル及び

加入系電柱の投資額の合計）×監視設備（市内線路）対投資額比率 

共通用建物  共通用建物投資額＝機械室建物投資額×共通用建物対投資額比率 

共通用土地  共通用土地投資額＝機械室土地投資額×共通用土地対投資額比率 

構築物  構築物投資額＝（機械室建物投資額＋共通用建物投資額）×構築物対投資額比率 

機械及び装置  機械及び装置投資額＝ネットワーク設備投資額合計×機械及び装置対投資額比率 

車両  車両投資額＝ネットワーク設備投資額合計×車両対投資額比率 

工具、器具及び

備品 

 工具、器具及び備品投資額＝ネットワーク設備投資額合計×工具、器具及び備品対投資額

比率 

無形固定資産

（交換機ソフト

ウェア） 

 無形固定資産（交換機ソフトウェア）投資額＝ネットワーク設備投資額合計×無形固定資

産（交換機ソフトウェア）対投資額比率 

無形固定資産

（その他の無形

固定資産） 

 無形固定資産（その他の無形固定資産）投資額＝ネットワーク設備投資額合計×無形固定

資産（その他の無形固定資産）対投資額比率 
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改 正 案 
 

 
現   行 

 
 
 
別表第７（第 15 条関係）  

第１ 固定資産明細表 
 

固
定
資
産
明
細
表
 

無 形 固 定 資 産 （ そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 ）     

無 形 固 定 資 産 （ 交 換 機 ソ フ ト ウ ェ ア ）     

工 具 、 器 具 及 び 備 品     

車 両     

機 械 及 び 装 置     

構 築 物     

共 通 用 土 地     

共 通 用 建 物     

監 視 設 備 （ 伝 送 無 線 機 械 ）     

監 視 設 備 （ 市 内 線 路 ）     

監 視 設 備 （ 市 外 線 路 ）     

監 視 設 備 （ 中 継 交 換 機 ）     

監 視 設 備 （ 加 入 者 交 換 機 ）     

監 視 設 備 （ 総 合 監 視 ）     

機 械 室 土 地     

機 械 室 建 物     

電 力 設 備 （ 可 搬 型 発 動 発 電 機 ）   

電 力 設 備 （ 小 規 模 局 用 電 源 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 発 電 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 受 電 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 蓄 電 池 ）     

電 力 設 備 （ 交 流 無 停 電 電 源 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 直 流 変 換 電 源 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 整 流 装 置 ）     

空 調 設 備     

信 号 用 中 継 交 換 機     

中 継 交 換 回 線 収 容 装 置   

加 入 者 交 換 回 線 収 容 装 置   

ア ナ ロ グ ・ デ ジ タ ル 回 線 共 通 部   

ア ナ ロ グ 局 内 回 線 収 容 部   

総 合 デ ジ タ ル 通 信 局 内 回 線 終 端 装 置     

電 線 共 同 溝     

中 継 系 と う 道     

加 入 系 と う 道     

中 継 系 共 同 溝     

加 入 系 共 同 溝     

中 継 系 中 口 径 管 路     

 
 
別表第７（第 15 条関係）  

第１ 固定資産明細表 
 

固
定
資
産
明
細
表
 

無 形 固 定 資 産 （ そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 ）     

無 形 固 定 資 産 （ 交 換 機 ソ フ ト ウ ェ ア ）     

工 具 、 器 具 及 び 備 品     

車 両     

機 械 及 び 装 置     

構 築 物     

共 通 用 土 地     

共 通 用 建 物     

監 視 設 備 （ 伝 送 無 線 機 械 ）     

監 視 設 備 （ 市 内 線 路 ）     

監 視 設 備 （ 市 外 線 路 ）     

監 視 設 備 （ 中 継 交 換 機 ）     

監 視 設 備 （ 加 入 者 交 換 機 ）     

監 視 設 備 （ 総 合 監 視 ）     

機 械 室 土 地     

機 械 室 建 物 

 
    

電 力 設 備 （ 小 規 模 局 用 電 源 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 発 電 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 受 電 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 蓄 電 池 ）     

電 力 設 備 （ 交 流 無 停 電 電 源 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 直 流 変 換 電 源 装 置 ）     

電 力 設 備 （ 整 流 装 置 ）     

空 調 設 備     

信 号 用 中 継 交 換 機     

中 継 交 換 回 線 収 容 装 置   

加 入 者 交 換 回 線 収 容 装 置   
ア ナ ロ グ ・ デ ジ タ ル 回 線 共 通 部   

ア ナ ロ グ 局 内 回 線 収 容 部   

総 合 デ ジ タ ル 通 信 局 内 回 線 終 端 装 置     

電 線 共 同 溝     

中 継 系 と う 道     

加 入 系 と う 道     

中 継 系 共 同 溝     

加 入 系 共 同 溝     

中 継 系 中 口 径 管 路     

（傍線部分は改正部分） 
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加 入 系 中 口 径 管 路     

中 継 系 管 路     

加 入 系 管 路     
中 継 系 電 柱     

加 入 系 電 柱     

海 底 光 ケ ー ブ ル     

中 継 系 光 ケ ー ブ ル     

加 入 系 光 ケ ー ブ ル     

メ タ ル ケ ー ブ ル     

ク ロ ッ ク 供 給 装 置     

衛 星 通 信 設 備     

無 線 鉄 塔     

無 線 ア ン テ ナ     

無 線 伝 送 装 置     

海 底 中 間 中 継 伝 送 装 置     

中 間 中 継 伝 送 装 置     

伝 送 装 置     

中 継 交 換 機     

警 察 消 防 用 回 線 集 約 装 置     

消 防 警 察 ト ラ ン ク     

光 ケ ー ブ ル 成 端 架     

加 入 者 系 半 固 定 パ ス 伝 送 装 置     

主 配 線 盤     

加 入 者 交 換 機     

局 設 置 簡 易 遠 隔 収 容 装 置   

局 設 置 遠 隔 収 容 装 置     

き 線 点 遠 隔 収 容 装 置     

  

定 額 法 定 率 法 

正 味 固 定 資 産 価 額 

 
第２ 固定資産帰属明細表 

 

固
定
資
産
帰
属
明
細
表

 

無 形 固 定 資 産 （ そ の 他 の 無

形 固 定 資 産 ） 
  

  
  

 
    

 
     

 

無 形 固 定 資 産 （ 交 換 機 ソ フ

ト ウ ェ ア ） 
  

  
  

 
    

 
 

   

工 具 、 器 具 及 び 備 品       
 

    
 

    

車 両       
 

    
 

    

機 械 及 び 装 置       
 

    
 

    

構 築 物       
 

    
 

    

共 通 用 土 地       
 

    
 

    

共 通 用 建 物       
 

    
 

    

監 視 設 備 （ 伝 送 無 線 機 械 ）       
 

    
 

    

監 視 設 備 （ 市 内 線 路 ）       
 

    
 

    

監 視 設 備 （ 市 外 線 路 ）       
 

    
 

    

監 視 設 備 （ 中 継 交 換 機 ）       
 

    
 

    

監 視 設 備 （ 加 入 者 交 換 機 ）       
 

    
 

    

監 視 設 備 （ 総 合 監 視 ）       
 

    
 

    

機 械 室 土 地       
 

    
 

    

機 械 室 建 物       
 

    
 

    

電 力 設 備 （ 可 搬 型 発 動 発 電              

加 入 系 中 口 径 管 路     

中 継 系 管 路     

加 入 系 管 路     

中 継 系 電 柱     

加 入 系 電 柱     

海 底 光 ケ ー ブ ル     

中 継 系 光 ケ ー ブ ル     

加 入 系 光 ケ ー ブ ル     

メ タ ル ケ ー ブ ル     

ク ロ ッ ク 供 給 装 置     

衛 星 通 信 設 備     

無 線 鉄 塔     

無 線 ア ン テ ナ     

無 線 伝 送 装 置     

海 底 中 間 中 継 伝 送 装 置     

中 間 中 継 伝 送 装 置     

伝 送 装 置     

中 継 交 換 機     

警 察 消 防 用 回 線 集 約 装 置     

消 防 警 察 ト ラ ン ク     

光 ケ ー ブ ル 成 端 架     

加 入 者 系 半 固 定 パ ス 伝 送 装 置     

主 配 線 盤     

加 入 者 交 換 機 

 
    

局 設 置 遠 隔 収 容 装 置     

き 線 点 遠 隔 収 容 装 置     

  

定 額 法 定 率 法 

正 味 固 定 資 産 価 額 

 
第２ 固定資産帰属明細表 

 

固
定
資
産
帰
属
明
細
表

 

無 形 固 定 資 産 （ そ の 他 の 無

形 固 定 資 産 ） 
  

  
  

 
    

 
    

 

無 形 固 定 資 産 （ 交 換 機 ソ フ

ト ウ ェ ア ） 
  

  
  

 
    

 
 

  

工 具 、 器 具 及 び 備 品       
 

    
 

   

車 両       
 

    
 

   

機 械 及 び 装 置       
 

    
 

   

構 築 物       
 

    
 

   

共 通 用 土 地       
 

    
 

   

共 通 用 建 物       
 

    
 

   
監 視 設 備 （ 伝 送 無 線 機 械 ）       

 
    

 
   

監 視 設 備 （ 市 内 線 路 ）       
 

    
 

   

監 視 設 備 （ 市 外 線 路 ）       
 

    
 

   

監 視 設 備 （ 中 継 交 換 機 ）       
 

    
 

   

監 視 設 備 （ 加 入 者 交 換 機 ）       
 

    
 

   

監 視 設 備 （ 総 合 監 視 ）       
 

    
 

   

機 械 室 土 地       
 

    
 

   

機 械 室 建 物 
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機 ） 

電 力 設 備 （ 小 規 模 局 用 電 源

装 置 ）  

  

  
    

 
  

   

 

電 力 設 備 （ 発 電 装 置 ）       
 

    
 

    
電 力 設 備 （ 受 電 装 置 ）       

 
    

 
    

電 力 設 備 （ 蓄 電 池 ）       
 

    
 

    

電 力 設 備 （ 交 流 無 停 電 電 源

装 置 ） 
  

  
  

 
    

 
 

   

電 力 設 備 （ 直 流 変 換 電 源 装

置 ） 
  

  
  

 
    

 
 

   

電 力 設 備 （ 整 流 装 置 ）       
 

    
 

    

空 調 設 備       
 

    
 

    

信 号 用 中 継 交 換 機       
 

    
 

    

中 継 交 換 回 線 収 容 装 置              

加 入 者 交 換 回 線 収 容 装 置              

ア ナ ロ グ ・ デ ジ タ ル 回 線 共

通 部 
 

  
       

   

ア ナ ロ グ 局 内 回 線 収 容 装 置              

総 合 デ ジ タ ル 通 信 局 内 回 線

終 端 装 置 
  

  
  

 
    

 
 

   

電 線 共 同 溝       
 

    
 

    

中 継 系 と う 道       
 

    
 

    

加 入 系 と う 道       
 

    
 

    

中 継 系 共 同 溝       
 

    
 

    

加 入 系 共 同 溝       
 

    
 

    

中 継 系 中 口 径 管 路       
 

    
 

    

加 入 系 中 口 径 管 路       
 

    
 

    

中 継 系 管 路       
 

    
 

    

加 入 系 管 路       
 

    
 

    

中 継 系 電 柱       
 

    
 

    

加 入 系 電 柱       
 

    
 

    

海 底 光 ケ ー ブ ル       
 

    
 

    

中 継 系 光 ケ ー ブ ル       
 

    
 

    

加 入 系 光 ケ ー ブ ル       
 

    
 

    

メ タ ル ケ ー ブ ル       
 

    
 

    

ク ロ ッ ク 供 給 装 置       
 

    
 

    

衛 星 通 信 設 備       
 

    
 

    

無 線 鉄 塔       
 

    
 

    

無 線 ア ン テ ナ       
 

    
 

    

無 線 伝 送 装 置       
 

    
 

    

海 底 中 間 中 継 伝 送 装 置       
 

    
 

    

中 間 中 継 伝 送 装 置       
 

    
 

    

伝 送 装 置       
 

    
 

    

中 継 交 換 機       
 

    
 

    

警 察 消 防 用 回 線 集 約 装 置       
 

    
 

    

消 防 警 察 ト ラ ン ク       
 

    
 

    

光 ケ ー ブ ル 成 端 架       
 

    
 

    

加 入 者 系 半 固 定 パ ス 伝 送 装

置 
  

  
  

 
    

 
 

   

主 配 線 盤       
 

    
 

    

加 入 者 交 換 機       
 

    
 

    

 

電 力 設 備 （ 小 規 模 局 用 電 源

装 置 ） 
  

  
  

 
        

  

 

電 力 設 備 （ 発 電 装 置 ）       
 

    
 

   

電 力 設 備 （ 受 電 装 置 ）       
 

    
 

   

電 力 設 備 （ 蓄 電 池 ）       
 

    
 

   

電 力 設 備 （ 交 流 無 停 電 電 源

装 置 ） 
  

  
  

 
    

 
 

  

電 力 設 備 （ 直 流 変 換 電 源 装

置 ） 
  

  
  

 
    

 
 

  

電 力 設 備 （ 整 流 装 置 ）       
 

    
 

   

空 調 設 備       
 

    
 

   

信 号 用 中 継 交 換 機       
 

    
 

   

中 継 交 換 回 線 収 容 装 置             

加 入 者 交 換 回 線 収 容 装 置             

ア ナ ロ グ ・ デ ジ タ ル 回 線 共

通 部 
 

  
       

  

ア ナ ロ グ 局 内 回 線 収 容 装 置             

総 合 デ ジ タ ル 通 信 局 内 回 線

終 端 装 置 
  

  
  

 
    

 
 

  

電 線 共 同 溝       
 

    
 

   

中 継 系 と う 道       
 

    
 

   

加 入 系 と う 道       
 

    
 

   

中 継 系 共 同 溝       
 

    
 

   

加 入 系 共 同 溝       
 

    
 

   

中 継 系 中 口 径 管 路       
 

    
 

   

加 入 系 中 口 径 管 路       
 

    
 

   

中 継 系 管 路       
 

    
 

   

加 入 系 管 路       
 

    
 

   

中 継 系 電 柱       
 

    
 

   

加 入 系 電 柱       
 

    
 

   

海 底 光 ケ ー ブ ル       
 

    
 

   

中 継 系 光 ケ ー ブ ル       
 

    
 

   

加 入 系 光 ケ ー ブ ル       
 

    
 

   

メ タ ル ケ ー ブ ル       
 

    
 

   

ク ロ ッ ク 供 給 装 置       
 

    
 

   

衛 星 通 信 設 備       
 

    
 

   

無 線 鉄 塔       
 

    
 

   

無 線 ア ン テ ナ       
 

    
 

   

無 線 伝 送 装 置       
 

    
 

   

海 底 中 間 中 継 伝 送 装 置       
 

    
 

   
中 間 中 継 伝 送 装 置       

 
    

 
   

伝 送 装 置       
 

    
 

   

中 継 交 換 機       
 

    
 

   

警 察 消 防 用 回 線 集 約 装 置       
 

    
 

   

消 防 警 察 ト ラ ン ク       
 

    
 

   

光 ケ ー ブ ル 成 端 架       
 

    
 

   

加 入 者 系 半 固 定 パ ス 伝 送 装

置 
  

  
  

 
    

 
 

  

主 配 線 盤             

加 入 者 交 換 機       
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局 設 置 簡 易 遠 隔 収 容 装 置              

局 設 置 遠 隔 収 容 装 置       
 

    
 

    

き 線 点 遠 隔 収 容 装 置       
 

    
 

    

  

端
末
系
伝
送
路
設
備

 

端
末
系
伝
送
路
設
備
（
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
に
係
る
も
の
に
限
る
） 

端
末
系
伝
送
路
設
備
（第

一
種
公
衆
電
話
機
に
係
る
も
の
に
限
る
） 

加
入
者
交
換
機

 加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
、
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設

備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の

 

加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
、
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設

備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
（
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
に
係
る
も
の
に
限
る
） 

加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
、
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設

備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
（第

一
種
公
衆
電
話
機
に
係
る
も
の
に
限
る
） 

中
継
交
換
機

 

中
継
系
伝
送
路
設
備
等
で
あ
っ
て
、
加
入
者
交
換
機
と
中
継
交
換
機
と
の
間
に
設
置
さ
れ
る
も
の

及
び
中
継
交
換
機
と
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
間
に
設
置
さ
れ
る
も
の

 

信
号
用
伝
送
路
設
備
及
び
信
号
用
中
継

交
換
機

 

公
衆
電
話
機

 

（
記
載
上
の
注
意
）
 

 

各
欄
に
は
定
額
法
及
び
定
率
法
に
よ
る
も
の
の
別
に
正
味
固
定
資
産
価
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

 

 

  

 

 
 

 

局 設 置 遠 隔 収 容 装 置       
 

    
 

   

き 線 点 遠 隔 収 容 装 置       
 

    
 

   
 

  

端
末
系
伝
送
路
設
備

 

端
末
系
伝
送
路
設
備
（
ア
ナ
ロ
グ
電
話

用
設
備
に
係
る
も
の
に
限
る
） 

端
末
系
伝
送
路
設
備
（第

一
種
公
衆
電
話
機
に
係
る
も
の
に
限
る
） 

加
入
者
交
換
機

 

加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
、
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備

に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の

 

加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
、
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備

に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
（ア

ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
に
係
る
も
の
に
限
る
） 

加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
、
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備

に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
（第

一
種
公
衆
電
話
機
に
係
る
も
の
に
限
る
） 

中
継
交
換
機

 

中
継
系
伝
送
路
設
備
等
で
あ
っ
て
、
加

入
者
交
換
機
と
中
継
交
換
機
と
の
間
に
設
置
さ
れ
る
も
の

及
び
中
継
交
換
機
と
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
間
に
設
置
さ
れ
る
も
の

 

信
号
用
伝
送
路
設
備
及
び
信
号
用
中
継
交
換
機

 

公
衆
電
話
機

 

（
記
載
上
の
注
意
） 

 
各
欄
に
は
定
額
法
及
び
定
率
法
に
よ
る
も
の
の
別
に
正
味
固
定
資
産
価
額
を
記
載
す
る
こ
と
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改 正 案 
 

 

現   行 
 

 
別表第８（第 15 条関係） 
第１ 費用算定方式 （略） 
 
第２ 共通費等の配賦基準  
区分 帰属対象設備 配賦基準 
試験研究費 別表第５の１の設備区分に定める各設備 直接費比 
接続関連事務費 別表第５の１の設備区分に定める各設備 投資額比 
管理共通費 別表第５の１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 
監

視

設

備 

総合監視 加入者交換機階梯以上の各設備 資本コスト＋保守

コストの合計額比 
加入者交

換機 
加入者交換機、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置 資本コスト＋保守

コストの合計額比 
中継交換

機 
中継交換機、信号用中継交換機 資本コスト＋保守

コストの合計額比 
伝送無線

機械 
伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、無線鉄塔、無線アンテ

ナ、衛星通信設備（き線点遠隔収容装置～加入者交換機間伝送のうち

局設置簡易遠隔収容装置設置局又は局設置遠隔収容装置設置局～加

入者交換機設置局間伝送、局設置簡易遠隔収容装置～加入者交換機間

伝送、局設置遠隔収容装置～加入者交換機間伝送、加入者交換機～中

継交換機間伝送、中継交換機間及び中継交換機～相互接続点間伝送） 

資本コスト＋保守

コストの合計額比 

市外線路 光ケーブル、海底光ケーブル、海底中間中継伝送設備（き線点遠隔収

容装置～加入者交換機間伝送のうち局設置簡易遠隔収容装置設置局

又は局設置遠隔収容装置設置局～加入者交換機設置局間伝送、局設置

簡易遠隔収容装置～加入者交換機間伝送、局設置遠隔収容装置～加入

者交換機間伝送、加入者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間

伝送） 

資本コスト＋保守

コストの合計額比 

市内線路 メタルケーブル、光ケーブル 資本コスト＋保守

コストの合計額比 
共通用建物 別表第５の１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 
共通用土地 別表第５の１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 
構築物 別表第５の１の設備区分に定める各設備 機械室土地建物、

共通用土地建物の

資本コスト＋保守

コストの合計額比 
機械及び装置 別表第５の１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

 
別表第８（第 15 条関係） 
第１ 費用算定方式 （略） 
 
第２ 共通費等の配賦基準  
区分 帰属対象設備 配賦基準 
試験研究費 別表第５の１の設備区分に定める各設備 直接費比 
接続関連事務費 別表第５の１の設備区分に定める各設備 投資額比 
管理共通費 別表第５の１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 
監

視

設

備 

総合監視 加入者交換機階梯以上の各設備 資本コスト＋保守

コストの合計額比 
加入者交

換機 
加入者交換機、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置 資本コスト＋保守

コストの合計額比 
中継交換

機 
中継交換機、信号用中継交換機 資本コスト＋保守

コストの合計額比 
伝送無線

機械 
伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、無線鉄塔、無線アンテ

ナ、衛星通信設備（き線点遠隔収容装置～加入者交換機間伝送のうち

遠隔収容装置設置局架～加入者交換機設置局間伝送、局設置遠隔収容

装置～加入者交換機間伝送、加入者交換機～中継交換機間伝送、中継

交換機間及び中継交換機～相互接続点間伝送） 
 

資本コスト＋保守

コストの合計額比 

市外線路 光ケーブル、海底光ケーブル、海底中間中継伝送設備（き線点遠隔収

容装置～加入者交換機間伝送のうち遠隔収容装置設置局～加入者交

換機設置局間伝送、局設置遠隔収容装置～加入者交換機間伝送、加入

者交換機～中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送） 
 
 

資本コスト＋保守

コストの合計額比 

市内線路 メタルケーブル、光ケーブル 資本コスト＋保守

コストの合計額比 
共通用建物 別表第５の１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 
共通用土地 別表第５の１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 
構築物 別表第５の１の設備区分に定める各設備 機械室土地建物、

共通用土地建物の

資本コスト＋保守

コストの合計額比 
機械及び装置 別表第５の１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

（傍線部分は改正部分） 
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事務費の合計額比 
車両 別表第５の１の設備区分に定める各設備 施設保全費比 
工具、器具及び

備品 
別表第５の１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 
無

形

固

定

資

産 

交換機ソ

フトウェ

ア 

加入者交換機、中継交換機、信号用中継交換機、消防警察トランク、

警察消防用回線集約装置 
ネットワーク設備

投資額 

その他の

無形固定

資産 

別表第５の１の設備区分に定める各設備 ネットワーク設備

投資額 

空調設備 局設置遠隔収容装置、加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、

消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、

中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備

及び信号用中継交換機 

電力容量比 

電

力

設

備 

整流装置 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

電流比 

蓄電池 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

電流比 

交流無停

電電源装

置 

加入者交換機、消防警察用回線集約装置、中継交換機、衛星通信設備

及び信号用中継交換機 
電流比 

受電装置 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

電力容量比 

発電装置 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

電力容量比 

小規模局

舎用電源

装置 

局設置遠隔収容装置、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝

送装置、クロック供給装置、無線伝送装置及び衛星通信設備 
電流比 

小規模局

舎用蓄電

池 

局設置簡易遠隔収容装置、局設置遠隔収容装置、伝送装置、中間中継

伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置

及び衛星通信設備 

電流比 

可搬型発

動発電機 
局設置簡易遠隔収容装置、局設置遠隔収容装置、伝送装置、中間中継

伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置

及び衛星通信設備 

電流比 

直流変換

電源装置 
消防警察トランク、警察消防用回線集約装置 電流比 

機械室建物 局設置簡易遠隔収容装置、局設置遠隔収容装置、加入者交換機、主配

線架、加入者系半固定パス伝送装置、光ケーブル成端架、消防警察ト

ランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継

伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、

衛星通信設備及び信号用中継交換機 

面積比 

機械室土地 局設置簡易遠隔収容装置、局設置遠隔収容装置、加入者交換機、主配

線架、加入者系半固定パス伝送装置、光ケーブル成端架、消防警察ト

面積比 

事務費の合計額比 
車両 別表第５の１の設備区分に定める各設備 施設保全費比 
工具、器具及び

備品 
別表第５の１の設備区分に定める各設備 施設保全費＋試験

研究費＋接続関連

事務費の合計額比 
無

形

固

定

資

産 

交換機ソ

フトウェ

ア 

加入者交換機、中継交換機、信号用中継交換機、消防警察トランク、

警察消防用回線集約装置 
ネットワーク設備

投資額 

その他の

無形固定

資産 

別表第５の１の設備区分に定める各設備 ネットワーク設備

投資額 

空調設備 遠隔収容装置、加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警

察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間

中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び

信号用中継交換機 

電力容量比 

電

力

設

備 

整流装置 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

電流比 

蓄電池 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

電流比 

交流無停

電電源装

置 

加入者交換機、消防警察用回線集約装置、中継交換機、衛星通信設備

及び信号用中継交換機 
電流比 

受電装置 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

電力容量比 

発電装置 加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警

察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

電力容量比 

小規模局

舎用電源

装置 

局設置遠隔収容装置、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝

送装置、クロック供給装置、無線伝送装置及び衛星通信設備 
電流比 

小規模局

舎用蓄電

池 

局設置遠隔収容装置、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝

送装置、クロック供給装置、無線伝送装置及び衛星通信設備 
 
 
 
 

電流比 

直流変換

電源装置 
消防警察トランク、警察消防用回線集約装置 電流比 

機械室建物 遠隔収容装置、加入者交換機、主配線架、加入者系半固定パス伝送装

置、光ケーブル成端架、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、

中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換

機 

面積比 

機械室土地 遠隔収容装置、加入者交換機、主配線架、加入者系半固定パス伝送装

置、光ケーブル成端架、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、

面積比 
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ランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継

伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、

無線鉄塔、衛星通信設備及び信号用中継交換機 
 
注 資本コスト＝減価償却費＋自己資本費用＋他人資本費用＋利益対応税＋通信設備使用料＋固定資産税 
   保守コスト＝施設保全費＋道路占用料＋撤去費用 
 
 
 

中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝送装置、

クロック供給装置、無線伝送装置、無線鉄塔、衛星通信設備及び信号

用中継交換機 
 
注 資本コスト＝減価償却費＋自己資本費用＋他人資本費用＋利益対応税＋通信設備使用料＋固定資産税 
   保守コスト＝施設保全費＋道路占用料＋撤去費用 
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改 正 案 
 

 
現   行 

 
 
別表第９ （第 15 条関係） 
第１ 設備区分別費用明細表 
 

 公 衆 電 話 機 端 末               

設
備
区
分
別
費
用
明
細
表

 

信 号 用 中 継 交 換 機                             

中 継 交 換 回 線 収 容 装 置                             

加 入 者 交 換 回 線 収 容 装 置                             

ア ナ ロ グ ・ デ ジ タ ル 回 線 共

通 部 
                            

ア ナ ロ グ 局 内 回 線 収 容 部                             

総 合 デ ジ タ ル 通 信 局 内 回 線

終 端 装 置 
                            

情 報 ボ ッ ク ス                             

自 治 体 管 路                             

電 線 共 同 溝                             

中 継 系 と う 道                             

加 入 系 と う 道                             

中 継 系 共 同 溝                             

加 入 系 共 同 溝                             

中 継 系 中 口 径 管 路                             

加 入 系 中 口 径 管 路                             

中 継 系 管 路                             

加 入 系 管 路                             

中 継 系 電 柱                             

加 入 系 電 柱                             

海 底 光 ケ ー ブ ル                             

中 継 系 光 ケ ー ブ ル                             

加 入 系 光 ケ ー ブ ル                             

メ タ ル ケ ー ブ ル                             

ク ロ ッ ク 供 給 装 置                             

衛 星 通 信 設 備                             

無 線 鉄 塔                             

無 線 ア ン テ ナ                             

無 線 伝 送 装 置                             

海 底 中 間 中 継 伝 送 装 置                             

中 間 中 継 伝 送 装 置                             

伝 送 装 置                             

中 継 交 換 機                             

警 察 消 防 用 回 線 集 約 装 置                             

消 防 警 察 ト ラ ン ク                             

光 ケ ー ブ ル 成 端 架                             

 
別表第９ （第 15 条関係） 
第１ 設備区分別費用明細表 
 

 公 衆 電 話 機 端 末               

設
備
区
分
別
費
用
明
細
表

 

信 号 用 中 継 交 換 機                             

中 継 交 換 回 線 収 容 装 置                             

加 入 者 交 換 回 線 収 容 装 置                             

ア ナ ロ グ ・ デ ジ タ ル 回 線 共

通 部 
                            

ア ナ ロ グ 局 内 回 線 収 容 部                             

総 合 デ ジ タ ル 通 信 局 内 回 線

終 端 装 置 
                            

情 報 ボ ッ ク ス                             

自 治 体 管 路                             

電 線 共 同 溝                             

中 継 系 と う 道                             

加 入 系 と う 道                             

中 継 系 共 同 溝                             

加 入 系 共 同 溝                             

中 継 系 中 口 径 管 路                             

加 入 系 中 口 径 管 路                             

中 継 系 管 路                             

加 入 系 管 路                             

中 継 系 電 柱                             

加 入 系 電 柱                             

海 底 光 ケ ー ブ ル                             

中 継 系 光 ケ ー ブ ル                             

加 入 系 光 ケ ー ブ ル                             

メ タ ル ケ ー ブ ル                             

ク ロ ッ ク 供 給 装 置                             

衛 星 通 信 設 備                             
無 線 鉄 塔                             

無 線 ア ン テ ナ                             

無 線 伝 送 装 置                             

海 底 中 間 中 継 伝 送 装 置                             

中 間 中 継 伝 送 装 置                             

伝 送 装 置                             

中 継 交 換 機                             

警 察 消 防 用 回 線 集 約 装 置                             

消 防 警 察 ト ラ ン ク                             

光 ケ ー ブ ル 成 端 架                             

（傍線部分は改正部分） 
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加 入 者 系 半 固 定 パ ス 伝 送 装

置 
                            

主 配 線 盤                             
加 入 者 交 換 機                             

局 設 置 簡 易 遠 隔 収 容 装 置               

局 設 置 遠 隔 収 容 装 置                             

き 線 点 遠 隔 収 容 装 置                             

 

  設 備 区 分 

 

 

                  

費 用 区 分 

 

設
備
区
分
直
接
の
減
価
償
却
費

 

設
備
区
分
直
接
の
通
信
設
備
使
用
料

 

設
備
区
分
直
接
の
固
定
資
産
税

 

設
備
区
分
直
接
の
施
設
保
全
費

 

設
備
区
分
直
接
の
道
路
占
用
料

 

設
備
区
分
直
接
の
撤
去
費
用

 

附
属
設
備
の
減
価
償
却
費

 

附
属
設
備
の
固
定
資
産
税

 

附
属
設
備
の
施
設
保
全
費

 

附
属
設
備
の
撤
去
費
用

 

試
験
研
究
費

 

接
続
関
連
事
務
費

 

管
理
共
通
費

 

設
備
区
分
ご
と
の
費
用
合
計

 

 
 
第２ 設備区分別費用明細表（アナログ電話用設備） 
 

 

ア ナ ロ グ ・ デ ジ タ ル 回 線 共

通 部 
                            

ア ナ ロ グ 局 内 回 線 収 容 部                             

情 報 ボ ッ ク ス                             

自 治 体 管 路                             

電 線 共 同 溝                             

中 継 系 と う 道                             

加 入 系 と う 道                             

中 継 系 共 同 溝                             

加 入 系 共 同 溝                             

中 継 系 中 口 径 管 路                             

加 入 系 中 口 径 管 路                             

中 継 系 管 路                             

加 入 系 管 路                             

中 継 系 電 柱                             

加 入 系 電 柱                             

海 底 光 ケ ー ブ ル                             

中 継 系 光 ケ ー ブ ル                             

加 入 系 光 ケ ー ブ ル                             

メ タ ル ケ ー ブ ル                             

ク ロ ッ ク 供 給 装 置                             

衛 星 通 信 設 備                             

無 線 鉄 塔                             

無 線 ア ン テ ナ                             

無 線 伝 送 装 置                             

海 底 中 間 中 継 伝 送 装 置                             

中 間 中 継 伝 送 装 置                             

光 ケ ー ブ ル 成 端 架                             

加 入 者 系 半 固 定 パ ス 伝 送 装

置 
                            

主 配 線 盤                             

加 入 者 交 換 機 

 
                            

局 設 置 遠 隔 収 容 装 置                             

き 線 点 遠 隔 収 容 装 置                             

 

  設 備 区 分 

 

 

                  

費 用 区 分 

 

設
備
区
分
直
接
の
減
価
償
却
費

 

設
備
区
分
直
接
の
通
信
設
備
使
用
料

 

設
備
区
分
直
接
の
固
定
資
産
税

 

設
備
区
分
直
接
の
施
設
保
全
費

 

設
備
区
分
直
接
の
道
路
占
用
料

 

設
備
区
分
直
接
の
撤
去
費
用

 

附
属
設
備
の
減
価
償
却
費

 

附
属
設
備
の
固
定
資
産
税

 

附
属
設
備
の
施
設
保
全
費

 

附
属
設
備
の
撤
去
費
用

 

試
験
研
究
費

 

接
続
関
連
事
務
費

 

管
理
共
通
費

 

設
備
区
分
ご
と
の
費
用
合
計

 

 
 
第２ 設備区分別費用明細表（アナログ電話用設備） 
 

 

ア ナ ロ グ ・ デ ジ タ ル 回 線 共

通 部 
                            

ア ナ ロ グ 局 内 回 線 収 容 部                             

情 報 ボ ッ ク ス                             

自 治 体 管 路                             

電 線 共 同 溝                             

中 継 系 と う 道                             

加 入 系 と う 道                             

中 継 系 共 同 溝                             

加 入 系 共 同 溝                             

中 継 系 中 口 径 管 路                             

加 入 系 中 口 径 管 路                             

中 継 系 管 路                             

加 入 系 管 路                             

中 継 系 電 柱                             

加 入 系 電 柱                             

海 底 光 ケ ー ブ ル                             

中 継 系 光 ケ ー ブ ル                             
加 入 系 光 ケ ー ブ ル                             

メ タ ル ケ ー ブ ル                             

ク ロ ッ ク 供 給 装 置                             

衛 星 通 信 設 備                             

無 線 鉄 塔                             

無 線 ア ン テ ナ                             

無 線 伝 送 装 置                             

海 底 中 間 中 継 伝 送 装 置                             

中 間 中 継 伝 送 装 置                             

光 ケ ー ブ ル 成 端 架                             
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加 入 者 系 半 固 定 パ ス 伝 送 装

置 
                            

主 配 線 盤                             
局 設 置 簡 易 遠 隔 収 容 装 置               

き 線 点 遠 隔 収 容 装 置                             

 

  設 備 区 分 

 

 

                  

費 用 区 分 

 
設
備
区
分
直
接
の
減
価
償
却
費

 

設
備
区
分
直
接
の
通
信
設
備
使
用
料

 

設
備
区
分
直
接
の
固
定
資
産
税

 

設
備
区
分
直
接
の
施
設
保
全
費

 

設
備
区
分
直
接
の
道
路
占
用
料

 

設
備
区
分
直
接
の
撤
去
費
用

 

附
属
設
備
の
減
価
償
却
費

 

附
属
設
備
の
固
定
資
産
税

 

附
属
設
備
の
施
設
保
全
費

 

附
属
設
備
の
撤
去
費
用

 

試
験
研
究
費

 

接
続
関
連
事
務
費

 

管
理
共
通
費

 

設
備
区
分
ご
と
の
費
用
合
計

 

注
 
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
に

 

係
る
も
の
に
つ
い
て
記
載
す
る
も
の

 

 
 
第３ 設備区分別費用明細表（第一種公衆電話機） 
 
 公 衆 電 話 機 端 末               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア ナ ロ グ ・ デ ジ タ ル 回 線 共

通 部 
                            

ア ナ ロ グ 局 内 回 線 収 容 部                             

情 報 ボ ッ ク ス                             

自 治 体 管 路                             

電 線 共 同 溝                             

中 継 系 と う 道                             

加 入 系 と う 道                             

中 継 系 共 同 溝                             

加 入 系 共 同 溝                             

中 継 系 中 口 径 管 路                             

加 入 系 中 口 径 管 路                             

中 継 系 管 路                             

加 入 系 管 路                             

中 継 系 電 柱                             

加 入 系 電 柱                             

海 底 光 ケ ー ブ ル                             

中 継 系 光 ケ ー ブ ル                             

加 入 系 光 ケ ー ブ ル                             

メ タ ル ケ ー ブ ル                             

ク ロ ッ ク 供 給 装 置                             

衛 星 通 信 設 備                             

無 線 鉄 塔                             

無 線 ア ン テ ナ                             

無 線 伝 送 装 置                             

海 底 中 間 中 継 伝 送 装 置                             

中 間 中 継 伝 送 装 置                             
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加 入 者 系 半 固 定 パ ス 伝 送 装                             

加 入 者 系 半 固 定 パ ス 伝 送 装

置 
                            

主 配 線 盤 

 
                            

き 線 点 遠 隔 収 容 装 置                             

 

  設 備 区 分 

 

 

                  

費 用 区 分 

 

設
備
区
分
直
接
の
減
価
償
却
費

 

設
備
区
分
直
接
の
通
信
設
備
使
用
料

 

設
備
区
分
直
接
の
固
定
資
産
税

 

設
備
区
分
直
接
の
施
設
保
全
費

 

設
備
区
分
直
接
の
道
路
占
用
料

 

設
備
区
分
直
接
の
撤
去
費
用

 

附
属
設
備
の
減
価
償
却
費

 

附
属
設
備
の
固
定
資
産
税

 

附
属
設
備
の
施
設
保
全
費

 

附
属
設
備
の
撤
去
費
用

 

試
験
研
究
費

 

接
続
関
連
事
務
費

 

管
理
共
通
費

 

設
備
区
分
ご
と
の
費
用
合
計

 

注
 
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
に

 

係
る
も
の
に
つ
い
て
記
載
す
る
も
の

 

 
 
第３ 設備区分別費用明細表（第一種公衆電話機） 
 
 公 衆 電 話 機 端 末               

 

ア ナ ロ グ ・ デ ジ タ ル 回 線 共

通 部 
                            

ア ナ ロ グ 局 内 回 線 収 容 部                             

情 報 ボ ッ ク ス                             

自 治 体 管 路                             

電 線 共 同 溝                             

中 継 系 と う 道                             

加 入 系 と う 道                             

中 継 系 共 同 溝                             

加 入 系 共 同 溝                             

中 継 系 中 口 径 管 路                             

加 入 系 中 口 径 管 路                             

中 継 系 管 路                             

加 入 系 管 路                             

中 継 系 電 柱                             

加 入 系 電 柱                             

海 底 光 ケ ー ブ ル                             

中 継 系 光 ケ ー ブ ル                             

加 入 系 光 ケ ー ブ ル                             
メ タ ル ケ ー ブ ル                             

ク ロ ッ ク 供 給 装 置                             

衛 星 通 信 設 備                             

無 線 鉄 塔                             

無 線 ア ン テ ナ                             

無 線 伝 送 装 置                             

海 底 中 間 中 継 伝 送 装 置                             

中 間 中 継 伝 送 装 置                             

光 ケ ー ブ ル 成 端 架                             
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置 

主 配 線 盤                             
局 設 置 簡 易 遠 隔 収 容 装 置               

き 線 点 遠 隔 収 容 装 置                             

 

  設 備 区 分 

 

 

                  

費 用 区 分 

 

設
備
区
分
直
接
の
減
価
償
却
費

 

設
備
区
分
直
接
の
通
信
設
備
使
用
料

 

設
備
区
分
直
接
の
固
定
資
産
税

 

設
備
区
分
直
接
の
施
設
保
全
費

 

設
備
区
分
直
接
の
道
路
占
用
料

 

設
備
区
分
直
接
の
撤
去
費
用

 

附
属
設
備
の
減
価
償
却
費

 

附
属
設
備
の
固
定
資
産
税

 

附
属
設
備
の
施
設
保
全
費

 

附
属
設
備
の
撤
去
費
用

 

試
験
研
究
費

 

接
続
関
連
事
務
費

 

管
理
共
通
費

 

設
備
区
分
ご
と
の
費
用
合
計

 

注
 
第
一
種
公
衆
電
話
機
に

 

係
る
も
の
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ

と
 

 

置 

主 配 線 盤 

 
                            

き 線 点 遠 隔 収 容 装 置                             

 

  設 備 区 分 

 

 

                  

費 用 区 分 

 

設
備
区
分
直
接
の
減
価
償
却
費

 

設
備
区
分
直
接
の
通
信
設
備
使
用
料

 

設
備
区
分
直
接
の
固
定
資
産
税

 

設
備
区
分
直
接
の
施
設
保
全
費

 

設
備
区
分
直
接
の
道
路
占
用
料

 

設
備
区
分
直
接
の
撤
去
費
用

 

附
属
設
備
の
減
価
償
却
費

 

附
属
設
備
の
固
定
資
産
税

 

附
属
設
備
の
施
設
保
全
費

 

附
属
設
備
の
撤
去
費
用

 

試
験
研
究
費

 

接
続
関
連
事
務
費

 

管
理
共
通
費

 

設
備
区
分
ご
と
の
費
用
合
計

 

注
 
第
一
種
公
衆
電
話
機
に

 
 

 
 

 
係
る
も
の
に
つ
い
て
記
載
す
る
こ

と
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附 

則 

 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
六
年
度
の
補
て
ん
対
象
額
の
算
定
か
ら
適
用
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
補
て
ん
対
象
額
の
算
定
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
五
第
一
に
掲
げ
る
加

入
者
交
換
機
及
び
中
継
交
換
機
並
び
に
別
表
第
五
第
二
に
掲
げ
る
監
視
設
備
（
加
入
者
交
換
機
及
び
中
継
交
換
機
に
係
る
も
の
に
限
る

。
）

及
び
無
形
固
定
資
産
（
交
換
機
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
限
る

。
）

（
以
下
「
交
換
機
関
連
設
備
等
」
と
い
う

。
）

の
正
味
固
定
資
産
価

額
及
び
減
価
償
却
費
の
額
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
（
以
下

「
新
規
則
」
と
い
う

。
）

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
一
部
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
項
の
控
除
は
、
次
の
と
お
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
補
て
ん
対
象
額
の
算
定
に
あ
っ
て
は
、
交
換
機
関
連
設
備
等
の
正

味
固
定
資
産
価
額
又
は
減
価
償
却
費
の
額
に
一
か
ら
補
正
比
率
（
現
に
事
業
者
が
使
用
し
て
い
る
交
換
機
関
連
設
備
等
の
取
得
原
価

の
う
ち
法
定
耐
用
年
数
を
経
過
し
て
使
用
し
て
い
る
設
備
の
取
得
原
価
が
占
め
る
割
合
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
る
値
で
あ
っ
て
、
新
規

則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
総
務
大
臣
が
通
知
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ

。
）

を
控
除
し
た
率
を

乗
じ
て
得
た
額
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
そ
れ
ぞ
れ
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

二 

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
補
て
ん
対
象
額
の
算
定
に
あ
っ
て
は
、
交
換
機
関
連
設
備
等
の
正

味
固
定
資
産
価
額
又
は
減
価
償
却
費
の
額
に
一
か
ら
補
正
比
率
を
控
除
し
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
三
分
の
二
に
相
当
す
る
額
を
そ

れ
ぞ
れ
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。 

三 

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
補
て
ん
対
象
額
の
算
定
に
あ
っ
て
は
、
交
換
機
関
連
設
備
等
の
正

味
固
定
資
産
価
額
又
は
減
価
償
却
費
の
額
に
一
か
ら
補
正
比
率
を
控
除
し
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
を
そ
れ
ぞ
れ
控
除

す
る
も
の
と
す
る
。 
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